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【用語集】 

用語名 内容 

月額最低使用料 Monthly committed payments（契約で定められる月毎の最低使用料。実

際の使用量が目標数量を大きく下回った場合にも，当該最低使用料の限

度で損失を回避できる。） 

個別入力 財務実績や財務状況の改善に繋がる、実際の収益以上の収益を計上する

会計処理を指す 

残存価額 Residual values（リース契約終了時点における機器の残存価値） 

スポンサーシップ 

コスト 

FXNZが、機器等を購入する大学等の団体に対し、資金援助や備品無償供

給を行う際の費用 

他社取引精算 Third party settlements（FXNZ が競合他社から顧客を奪取した際、当

該顧客がその時点で契約していた競合他社に対するリース残債務を

FXNZ が当該顧客の代わりに支払うことをいい、業界の慣行とされてい

る。） 

目標数量 Target Volume(s)/ターゲットボリューム（FXNZ で採用されていた MSA

又は GCSA という契約類型において，月毎に設定されていた目標コピー

枚数量） 

内部利息 FXNZにおける目標利率（target interest rate）より低い利率の契約を

締結し、月末において、FINCO の利息収入及び MARCO の営業費用を増加

させる仕訳がなされていた問題を指す 

本委員会 第三者委員会の呼称 

本調査 本委員会による今回の調査 

本報告書 本委員会による本報告書の呼称 

マクロ調整 Macro adjustments（財務実績や財務状況の改善に繋がる、実際の収益

以上の収益を計上する又は実際の費用以下の費用を計上する会計処理

を指す） 

経理処理規定 Accounting Administrative Instruction 

クリックレート MSAや GCSA等の契約におけるコピー１枚当たりの単価 

ターゲットボリューム Target Volume(s)/目標数量（FXNZ で採用されていた MSA又は GCSAとい

う契約類型において、月毎に設定されていた目標コピー枚数量） 

ミニマムペイメント Minimum lease Payments 

（契約の） 

ロールオーバー 

Contract rollovers（数年間の契約期間が定められる MSA 又は GCSA に

おいて、当初の契約期間の満了前に、新たに機器分の売上を計上するた

め、さらに低い単価での新契約に移行すること） 

AGM Annual General Meeting 



 

 

 

All-FX FXグループ全社 

APO FX のアジアパシフィック営業本部又は Asia Pacific Operation（アジ

ア・オセアニアでのオペレーション） 

BSG Business Support Group（FXNZの部門） 

CA Customer Admin（FXNZの部門） 

click MSAや GCSA等の契約におけるコピー１枚当たりの単価 

CEO Chief Executive Officer 

CFO Chief Finalcial Officer 

DGC Deal Governance Committee（案件審査委員会） 

DGM Deal Governance Meeting（案件審査会議） 

DGP Deal Governance Process（案件審査手続） 

DSA Document Services Agreement（契約類型） 

DSG Document Services Group（契約類型） 

EDSA Education Document Service Agreement （FXNZ における教育機関向け

契約の種類） 

ELT Executive Leadership Team （経営幹部チーム） 

FC Financial Controller 

FF FUJIFILM Corporation/ 富士フイルム株式会社 

FH FUJIFILM Holdings Corporation/ 富士フイルムホールディングス株式

会社 

FH-CC FH経営企画部コーポレートコミュニケーション室（広報・IR担当部署） 

FINCO ニュージーランド法人 Fuji Xerox Finance Limited（FXNZ 内のファイ

ナンシング会社。MARCOと FINCOを合わせて FXNZとなる。FXAも同様の

仕組み。リース債権の計上などは Finco側で行われる。） 

FSMA Full Service Maintenance Agreement（ファイナンスリース契約におけ

るサービス売上） 

FX Fuji Xerox Co., Ltd./ 富士ゼロックス株式会社(FH が 75%株式を保有

する FHの子会社) 

FXA Fuji Xerox Australia Pty. Ltd.（オーストラリアにある FX の海外関

係会社（販売会社）） 

FXAU オーストラリアの FXAと FXFを合わせた呼び方 

FXAP Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd.（シンガポールにある FX の海外関

係会社。アジア・オセアニア地域を統括する APOの機能を有する。） 

FXCA Branch of Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd. 

FXCL Fuji Xerox (China) Limited 



 

 

 

FXDMS Fuji Xerox Document Management Solutions Pty. Limited 

FXF オーストラリア法人 Fuji Xerox Finance Ltd.(オーストラリアのファイ

ナンシング会社。FXFと FXAを合わせて FXAUとなる。） 

FXHK Fuji Xerox (Hong Kong) Limited 

FXK Fuji Xerox Korea Co., Ltd.  

FXML Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd. (Malaysia Operations) 

FXMM Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd. (Myanmar Branch) 

FXNZ ニュージーランドの FINCOと MARCOを合わせた呼び方 

FXP Fuji Xerox Philippines, Inc. 

FXPC Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd, Australia Branch 

FXS Fuji Xerox Singapore Pte Ltd. 

FXTH Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. 

FXTW Fuji Xerox Taiwan Corporation 

FXV Fuji Xerox Vietnam Company Limited 

GCA  Graphic Communication Agreement 

GCO Greater China Operation（中国エリアでのオペレーションを指す。） 

GCSA Graphic Communications Service Arts Agreement（契約類型） 

GS Global Services（FX内のサービスラインの名称） 

IBG International Business Group（APO/GCOなど FXで使われている海外事

業単位を指す。） 

MARCO ニュージーランド法人 Fuji Xerox (Sales) Pty. Limited (FXNZ内の販

売会社。MARCOと FINCOを合わせて FXNZとなる。FXAも同様の仕組み) 

MD Managing Director 

MDSA  Managed Document Service Agreement（契約類型） 

MSA Managed Service Agreement (Contract)（機器代金・消耗品代金・保守

料金・金利をまとめて毎月のコピー料金で回収する，機器販売と保守サ

ービス等を一体化させた契約） 

NBR The National Business Review（ニュージーランドの経済新聞） 

OPCO(s) Operating Company(ies) （FXNZや FXA等の営業事業会社を指す。） 

ORS  Out Right Sales (Upfront Sales) (ファイナンスリース契約時に認識

する機材売上を指す。) 

SFO  Serious Fraud Office（ニュージーランドの重大不正捜査局を指す。警

察と協議し、企業による重大かつ複雑な経済犯罪を発見、捜査、訴追す

るニュージーランドの公的機関） 



 

 

 

 

 

※本報告書中、特に記載がある場合を除き、所属や役職は当時のものです。 

 

※本報告書の表中の数値のうち、（ ）内の数値はマイナス数値を意味します。

TCLR ターゲットボリューム x クリックレート（契約書内で取り決めている

目標コピー枚数量とコピー1枚当たりの単価の積） 

Tony Night 内部通報メールの差出人で、人物の特定には至っていない 

TSC Total Service Contract（ヘルプデスク、ライセンシング等の会社が提

供する全てのサービスを含む契約） 

取引先１ FXNZの取引先会社の 1つ 

XC Xerox Corporation Ltd./米国ゼロックスコーポレーション（FX の 25%

の株式を保有する英国 Rank Xerox Limited（現 Xerox Limited）の 100％

親会社。FXの実質的な株主の立場にある。） 
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第１章 本調査の概要 

 

１ 第三者委員会設置の経緯 

富士フイルムホールディングス株式会社（以下、「FH」という。）は、本報告書作成日

現在、第 2章記載の通りのグループを構成しており、富士ゼロックス株式会社（以下、「FX」

という。）は、FHの連結子会社である。 

FHの 2017年 3月期の決算にあたり、FXの海外販売子会社である Fuji Xerox New Zealand 

Limited（以下、「FXNZ」という。）における 2015 年度以前の特定のリース取引の一部に

おいて、受取債権の計上や回収可能性等に関わる会計処理の妥当性を確認する必要性が

判明した（以下、「本事案」という。）。なお、本報告書の次章以下においては、本事案及

びこれに類似関連する事実関係並びに本調査を通じて判明した本事案及び類似関連する

事実関係を含む関係当事者の意思決定過程及び情報伝達過程等の事実関係その他これら

に付随関連する事実を総称して、「本事案」と呼ぶことがあるので留意されたい。 

その為、FHは、2017年 4月 20日付け「第三者委員会設置及び 2017年 3月期 決算発

表の延期に関するお知らせ」（東京証券取引所適時開示。以下、「4 月 20 日付け開示」と

いう。）において、本事案が判明したこと及び 2017年 3月期（2016年 4月 1日～2017年

3 月 31 日）の決算内容の発表が当初予定（2017 年 4 月 27 日）から延期されることを公

表した。 

（１）社内調査委員会の設置 

FHは、4月 20日付け開示に先立ち、2017年 3月 22日、本事案の調査活動を開始し、

同月 27日に、社内において社内調査委員会を設置していた。 

（２）第三者委員会の設置 

FH は、2017 年 4 月 20 日開催の取締役会において決議を行い、本事案に対する調査

の客観性及び信頼性を高める為、FH と利害関係を有しない外部の専門家から組織され

る第三者委員会（以下、「本委員会」という。）を設置した。 

 

２ 委嘱事項 

本委員会が、2017年 4月 20日、FHから委嘱された委嘱事項は、以下の通りである。 

 

（１）本事案の事実関係の調査 

（２）本事案に類似する事案の存在及び事実関係の調査 

（３）本事案に関する原因分析及び再発防止策の提言 

（４）その他、本委員会が必要と認めた事項 

 

３ 本委員会の構成 

本委員会の構成は、以下の通りである。 
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委員長 伊藤 大義 公認会計士（公認会計士伊藤事務所） 

委員 佐藤 恭一 弁護士（シティユーワ法律事務所） 

委員 西村 光治 弁護士（弁護士法人松尾綜合法律事務所） 

 

また本委員会は、以下の者を調査補助者として任命し、本調査の補佐をさせた。 

 

デロイトトーマツファイナンシャル

アドバイザリー合同会社 

調査補助者代表 公認会計士 築島 繁 

計 224名 

シティユーワ法律事務所 調査補助者代表 弁護士 寺田 昌弘 

弁護士 渋谷 治香 

弁護士 坂井 均 

弁護士 堀本 博靖 

弁護士 前田 葉子       計 15名 

弁護士法人松尾綜合法律事務所 調査補助者代表 弁護士 岩佐 和雄 

弁護士 髙橋 慶彦 

弁護士 田中 健夫 

弁護士 花見 佳澄 

弁護士 冨永 伸太郎      計 8名 

 

４ 社内調査委員会による調査経過の報告及び証拠資料の引継ぎ 

本委員会は、調査の一環として、本委員会の設置までに行われた社内調査委員会の報

告結果を収集するとともに、保全（準備又は保全後のデータの吟味を含む。）が開始され

ていた FXNZ、Fuji Xerox Australia Pty. Ltd.（以下、「FXA」という。）、Fuji Xerox Asia 

Pacific Pty. Ltd. （以下、「FXAP」という。）、FX、FHのサーバー及び調査対象となる役

職員が業務上使用していた PC内のデータ（但し、デジタル・フォレンジックによる保全・

収集により抽出されたものを含む。）の引渡しを請求し、当該引渡し又は保全状態の引継

ぎを受けた。 

このうち FXNZ及び FXAについては、本委員会の設置前、社内調査委員会がニュージー

ランドまたはオーストラリアにおけるデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバー

ファーム（以下、それぞれを、または合わせて「現地デロイト」という。）を通じて、デ

ジタル・フォレンジックの為の保全・準備・抽出及び関係者インタビュー（数名）を開

始していた。 

本委員会は、現地デロイトの実施した各デジタル・フォレンジックの保全・準備・抽

出状態及び既に実施されていた数名のインタビュー結果については、本委員会の調査の
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為に利用することが調査の迅速性及び実効性にとって有効かつ現実的であると判断し、

内容を吟味の上、本委員会の調査に利用することとした。 

なお、社内調査委員会設置時、及び現地デロイトは、現地の慣行上、それぞれの現地

法律事務所（ニュージーランド：MEREDITH CONNELL、オーストラリア：HWL EBSWORTH）

を経由して当該社内調査委員会に情報を提供しており、本委員会設置後の調査について

も同様の仕組みを採用した。 

なお、社内調査委員会から引継ぎを受けた調査結果やデータは、本委員会の証拠資料

として利用するものであり、本委員会の調査結果は、社内調査委員会の調査結果に左右

されるものではない。 

 

５ 本委員会の調査方法等の概要と調査の前提 

（１）調査方法の概要 

本委員会は、2017 年 4 月 20 日から同年 6 月 10 日までの間、FH、FX、FXAP、FXNZ、

FXA 等及びその関係者から開示された資料、関係者からのインタビュー及びデジタル・

フォレンジックにより入手したデータ、公開情報等を基に調査を実施した。詳細は以

下の通りである。 

① 調査対象期間 

本委員会の設置は、2015 年以前の特定のリース取引の一部における、受取債権の

計上や回収可能性等に関わる会計処理の妥当性を確認する必要性が発生したという

点に端を発するところ、本委員会の調査対象期間は、調査の実効性及び実現性の観

点から、2010年 4 月 1日から 2016年 12月 31 日を対象期間とした。但し、本事案の

背景、原因、構造等の把握に必要と判断した部分につき、当該期間以前の事実関係

についても調査を行った。 

② 役職員へのインタビュー 

本委員会は、本事案の背景、原因、メカニズム等の把握の為、FH、FX、FXAP、FXNZ、

FXA に所属する役職員及び取引先等の関係者 70 名以上を対象に、1 回又は必要な場

合には複数回のインタビューを実施した。 

③ 会計監査人からのインタビュー 

本委員会は、本調査の過程において、FHグループの 2016年 3月期までの会計監査

人（前任会計監査人）である会計事務所１－１及び、それ以後の会計監査人（後任

会計監査人）である会計事務所２－１の、業務執行社員及びその他の補助者らから

複数回にわたってヒヤリングを行い、各会計監査人の、FH 連結財務諸表監査の実施

状況の概要（監査体制、監査計画、監査結果等）に関する情報を入手した。 

④ デジタル・フォレンジック 
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デジタル・フォレンジックは電子データの証拠能力を損なうことなく、収集・保

管し、収集した電子データの内容を閲覧する作業である。具体的には以下の 2 つに

大別される。 

（ア）データ保全・復元 

専用のツールを用いた電子機器、電磁的記録媒体からの対象となるデータの収

集、複製の作成及び消去されたデータの復元。対象は以下の通り。 

 PC 

 ファイルサーバー 

 メールサーバー 

 携帯電話機、スマートフォン 

 タブレット端末 

（イ）データ閲覧 

保全・復元したデータの閲覧システムへの格納、キーワードを用いての閲覧対

象の絞り込み及び内容の閲覧。 

今回は、本事案にかかわる会社対象者のうち、社内調査委員会が実施したデジ

タル・フォレンジックにおいてデータ保全を行っていない下表 58 名の PC 上の電

子データ（メール及び各種ファイル）を収集・保全した。電子データの収集・保

全には対象により以下のツールを使用した。 

 FTK Imager  

PC、ファイルサーバー、メールサーバー  

 Oxygen Forensic UFED Touch、UFED Physical Analyzer 

携帯電話機、スマートフォン、タブレット端端末 

 

会社名 延べ人数 

FXNZ 21名 

FXA 10名 

FXAP 8名 

FX 19名 

計 58名 

 

保全された電子データを Nuix内部へ格納してアプリケーションごとの種類分け

を行い、その電子データを Relativityへアップロードし、閲覧者に閲覧可能な電

子データ状態とした。今回、閲覧実施対象者として、社内調査委員会から引継ぎ

を受けたデータを含めた下表 75名につき、データの閲覧を行った。 

会社名 延べ人数 レビュー件数 

FXNZ 32 名 56,444件 
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FXA 13 名 44,396件 

FXAP 11 名 84,406件 

FX 19 名 175,646件 

計 75 名 360,892件 

 

⑤ 情報提供窓口の設置 

FXグループ（国内・海外）に所属する役員・従業員及び FXグループの取引先を情

報提供者の範囲と定め、本事案及びこれと類似する問題について広く情報提供を求

めた。 

⑥ アンケートの実施 

FX、FX の国内販売会社及び富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社（い

ずれについても経理及び営業の部門長）に対して、アンケートを実施した（対象者

1299名、回答者数 1251名）。また、海外子会社のうち FXNZ、FXA、Fuji Xerox Asia 

Pacific Pte Ltd. (Malaysia Operations)（以下、「FXML」という。）、Fuji Xerox 

(Thailand) Co., Ltd.（以下、「FXTH」という。）、Fuji Xerox Taiwan Corporation

（以下、「FXTW」という。）に対しても経理，営業，部門長を対象にアンケートを実

施し（対象者数 2141 名、回答者数 834 名）、海外子会社において、本事案と類似の

重大な事案の有無及び本事案発生の構造及び原因分析に努めた。 

（２）調査の前提 

① 本報告書及び調査結果の利用 

本報告書及び本委員会の調査の結果は、調査対象に関する FH 及び FH グループの

事実確認及びこれに関連する問題等が指摘された場合における発生原因の究明と再

発防止策の策定・評価のために用いられることが予定されている。本委員会は、本

報告書及び本委員会の調査の結果が、上記以外の目的のために用いられることを予

定していない。 

② 強制調査権限の不存在 

本委員会は FH 及び FH グループから本委員会の調査に対する誠意ある協力を得ら

れたものと考えるが、本委員会は強制的な調査権限を有するものではなく、同調査

はあくまで FH及び FHグループの役職員の任意の協力を前提とするものである。 

③ 英語版 

本委員会の報告書は、日本語によって作成される。本報告書の英訳が作成される

場合であっても、当該英訳版の内容につき本委員会は何ら責任を負うものではない。 

  



 

6 

 

第２章 会社の概要 

 

１ FHグループ全体について 

（１）FHグループ全体の事業概要 

FH は、FH グループの 2 大事業会社である富士フイルム株式会社（以下、「FF」とい

う。）及び FX並びに富山化学工業株式会社等を傘下とする持株会社である。 

FHは、1934年 1月に写真フイルム等の製造・販売等を目的に設立された「富士写真

フイルム株式会社」が、2006年 10月に持株会社体制へ移行する際に商号変更した会社

である。その際、「富士写真フイルム株式会社」の写真フィルム等の製造・販売等の事

業を継承したのが、FH の事業会社の FF である。FF は、FH の 100％子会社であり、か

つ、現在 FF の 13 名の取締役のうち 9 名が FH の取締役も兼任する等、FH と FF は一体

ともいうべき関係にある。 

他方、FXは、1962年 2月に、FHと英国 Rank Xerox Limited（現 Xerox Limited（以

下、「XL」という。））との合弁（出資比率は 50％ずつ）により設立された会社であり、

オフィス用複写機・複合機、プリンタ等の製造・販売等を目的とする会社である。FH

は、2001年 3月に、XLより FXの発行株式総数の 25％を追加取得し、出資比率を 75％

として、FXを連結子会社化し、現在に至っている。FXの 12名の取締役のうち XLの 100％

親会社で FXの実質的な株主である Xerox Corporation（以下、「XC」という。以下、本

報告書における、XC が FXの株主である旨の記載は、XCが FXの実質的株主であるとい

う意味で記載するものである。）が指名した者が 3名おり、また、FHの取締役を兼務し

ている者は 2名に過ぎず、FHと FXの関係は、FHと FFのような一体ともいうべき関係

にはない。 

FF及び FXを含む FHグループは、「イメージング ソリューション」、「インフォメー

ション ソリューション」、「ドキュメント ソリューション」の 3 事業区分に関する

事業を主として行っており、各事業区分の主要製品や主要グループ会社は以下の通り

である。なお、2016 年 3月 31日現在の子会社数は 285社（うち連結子会社 271社、持

分法適用会社 14社）、関連会社数は 27社（すべて持分法適用会社）である。 

 

事業区分及び主要製品 主要会社 

イメージング ソリューション 
カラーフィルム、デジタルカメラ、 
写真プリント用カラーペーパー・サービ 
ス・機器、インスタントフォトシステム、 
光学デバイス等 

富士フイルム㈱（FF） 
富士フイルムオプティクス㈱ 
富士フイルムイメージングシステムズ㈱ 
FUJIFILM Manufacturing U.S.A.，Inc. 
FUJIFILM North America Corporation 
FUJIFILM do Brasil Ltda. 
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 
FUJIFILM Europe GmbH 
FUJIFILM UK Ltd. 
FUJIFILM ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd. 
FUJIFILM Imaging Systems (Suzhou) Co., Ltd. 
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インフォメーション ソリューション 
メデイカルシステム機材、ライフサイエンス
製品、医薬品、グラフィックシステム機材、
フラットパネルディスプレイ材料、記録メデ
ィア、電子材料等 

富士フイルム㈱（FF） 
富山化学工業㈱ 
富士フイルムテクノプロダクツ㈱ 
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱ 
富士フイルムオプトマテリアルズ㈱ 
富士フイルムメディカル㈱ 
富士フイルムファインケミカルズ㈱ 
富士フイルム九州㈱ 
富士フイルムビジネスサプライ㈱ 
富士フイルムＲＩファーマ㈱ 
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 
FUJIFILM Manufacturing U.S.A.，Inc. 
FUJIFILM North America Corporation 
FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc. 
FUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc. 
FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. 
FUJIFILM Dimatix，Inc. 
FUJIFILM SonoSite，Inc. 
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 
FUJIFILM Recording Media GmbH 
FUJIFILM Europe GmbH 
FUJIFILM UK Ltd. 
FUJIFILM Speciality Ink Systems Limited 
FUJIFILM Imaging Colorants Limited 
FUJIFILM ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
FUJIFILM (China) Investment Co.，Ltd. 
FUJIFILM Printing Plate (China) Co.，Ltd. 

ドキュメント ソリューション 
オフィス用複写機・複合機、プリンタ、 
プロダクションサービス関連商品、オフィス
サービス、用紙、消耗品等 

富士ゼロックス㈱（FX） 
富士ゼロックス東京㈱ 
富士ゼロックス大阪㈱ 
富士ゼロックスシステムサービス㈱ 
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー㈱ 
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ 
Fuji Xerox Asia Pacific Pte. Ltd.（FXAP） 
FX Global，Inc. 
Fuji Xerox of Shanghai Limited 
Fuji Xerox Singapore Pte Ltd.（FXS） 
Fuji Xerox Australia Pty. Limited（FXA） 
Fuji Xerox Korea Co.，Ltd.（FXK） 
Fuji Xerox (Hong Kong) Limited（FXHK） 
Fuji Xerox (China) Limited（FXCL） 
Fuji Xerox of Shenzhen Ltd. 
Fuji Xerox Taiwan Corporation（FXTW） 

（FHの「第 120期（2016年 3月期）有価証券報告書」の 5頁目の一覧表参照。2016 年 3月

31 日現在。） 
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以上を事業系統図によって示すと、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FHの「第 120期有価証券報告書」の 6頁目の「事業系統図」抜粋） 
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（２）FHにおけるコーポレート・ガバナンスの状況等 

① 企業統治体制の概要 

FH は、意思決定と業務執行の迅速性・効率性を図る一方で、業務執行を適正に監

督・監査し、経営の透明性及び健全性を確保する為、以下の体制をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務執行＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（FHのホームページ及び「第 120期有価証券報告書」の 93頁目の「コーポレート・ガバナ

ンス体制」参照） 

 

株主総会 

取締役会 
グループ経営方針・戦略の決定 
重要な業務執行に係る事項の決定 

業務執行の監督 

代表取締役会長・ＣＥＯ 

代表取締役社長・ＣＯＯ 

監査役会 会計監査人 

執行役員 内部監査部門 

経営会議 

広報/IR 部門 
経営企画部

門 
人事部門 総務部門 法務部門 ＣＳＲ部門 

技術経営部

門 

ＣＳＲ委員会 

相談窓口 
ＣＳＲ部

門 
（事務
局） 

グループ企業行動憲章 

グループ行動規範 

各種ガイドライン 

〈ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ&ﾘｽｸ管理〉 

富士フイルム株式会社 富士ゼロックス株式会社 富山化学工業株式会社 
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② 会社の機関等の内容 

（ア）取締役・取締役会 

FHでは、定款上取締役の員数は 12名以内とされており、現在の員数は 12名で、

うち 2名が社外取締役である。 

定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催

している。また、一定事項については、特別取締役による取締役会において機動

的に意思決定がなされている。取締役の任期は 1年とされている。 

FH の取締役会においては、子会社に関する「重要な財産の処分及び譲受」、「多

額の借財」、「それ以外の重要な業務執行に関する事項」等が決議事項とされてい

る。 

（イ）執行役員制度 

FHは、業務執行の迅速化を図る為、執行役員制度を採用している。 

執行役員は、取締役会で決定した基本方針に従って、業務執行の任にあたる。

執行役員の員数は現在 12名（うち 6名は FHの取締役を兼務している。）で、任期

は 1年とされている。 

（ウ）経営会議 

FH は、会長を議長とし、専務以上の執行役員、経営企画管掌役員、常勤監査役

等を構成員とする経営会議を設置している。 

経営会議では、取締役会専決事項について取締役会への付議の可否を決定し、

また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に従って執行役員が業務執行

を行うにあたり、重要案件につき施策を審議している。 

（エ）監査役・監査役会 

FH は、監査役制度を採用しており、現在監査役 4 名（うち 2 名は社外監査役）

により監査役会が構成されている（常勤監査役 2名は FFの監査役を兼任している）。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画

等に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っている。また、原則毎月 1

回開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っている。各監査

役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議にも常時出席し、代表取締

役と定期的に意見交換を行う等、業務執行の全般にわたって監査を実施している。

各監査役をサポートする為のスタッフ（現在 3名）も配置している。 

なお、FHの常勤監査役は、FXの常勤監査役との間で、年に 3回程度、定例会（FH

の監査部長及び FXの経営監査部長も出席する）にて監査計画、監査結果等の情報

交換を行っている。また、FH の監査役は、自ら FX 及び FX の国内外の主要子会社

等の往査等も行っている。 
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（オ）内部監査 

FH は、業務執行部門から独立した内部監査部門として、現在 8 名のスタッフか

らなる監査部を設置し、持株会社の立場から、事業会社の内部監査部門と協業又

は分担して監査を行い、FH 及びグループ会社の業務の適正について評価・検証し

ている。8名のスタッフの全員が FFの監査部のスタッフを兼任しており（FFの監

査部は総勢 20名）、FFの監査部とは一体となって監査を行っている。 

また、2008年 4月に導入された「内部統制報告制度」に対応し、FH及びグルー

プ会社の財務報告に係る内部統制を評価し、内部統制報告書を作成している。 

更に、環境・品質、安全・労務、輸出管理及び薬事等に関しては事業会社に専

任スタッフを置き、監査を実施している。 

FH 及び FF の監査部による監査は、FF 及びその子会社等に対する監査が主であ

り、FX及び FXの子会社等に対する監査は、基本的には FXが行っている。 

なお、FX の子会社の代表者による交際費の不正使用が発覚したことを契機に、

2014 年からは、年に 1 回、FH の監査部が FX に対して内部監査を実施している。

また、FHの監査部は、FXの経営監査部との間で、年に 3回程度、定例会にて情報

交換を行っている。 

（カ）内部監査部門、監査役、会計監査人の相互連携 

三者は各事業年度において、監査の計画、実施、総括のそれぞれの段階で、情

報・意見を交換し、必要に応じ随時協議等を行っている。内部監査部門及び会計

監査人は定期的に監査の結果を監査役に報告しており、事業年度の総括は監査役

会に報告している。 

③ 内部統制システム整備の基本方針 

FHは、FHの第 120期事業報告その他公表された資料等によれば、2006年 5月 1日

施行の会社法等及び 2015年 5月 1日施行の改正会社法等に基づき、業務の適正を確

保する為、以下の基本方針を定めている。また、FHは、2008年 4月 1日以後開始す

る事業年度に適用される「内部統制報告制度」に対応し、FH及び FHのグループ会社

の財務報告に係る内部統制を評価し、内部統制報告書を作成のうえ内閣総理大臣に

提出している。 

（ア）FH グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保する為の体制 

ⅰ．FHは、FHグループがその企業活動を行うにあたっての基本的なポリシーとし

て制定された「富士フイルムグループ企業行動憲章」及び「富士フイルムグル

ープ行動規範」に基づき、法令及び社会倫理に則った活動、行動の徹底を図る。 

ⅱ．FHは、FHグループの企業活動全般における法令遵守、倫理性の向上・維持を

目的として、社長を委員長とする CSR 委員会を設置し、更に、コンプライアン
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スを推進する専任部門を設置し、当該部門を中心に、FH グループ全体における

コンプライアンス意識の浸透と向上を図る。 

ⅲ．「富士フイルムグループ行動規範」やコンプライアンスに関連した相談・連絡・

通報を受ける窓口（以下、「ヘルプライン」という。）を FHグループ内外に設置

し、FH及びその子会社は、違反行為の早期発見に努め、適切に対処する。FH及

びその子会社は、ヘルプラインを通じて相談等を行った者に対し、当該相談等

を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。 

ⅳ．FHは、FHグループにおいて社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的・非合

法的勢力や団体との関係を排除し、これらの勢力や団体を利する行為をしない。 

ⅴ．FH 及びその子会社は、稟議規程、文書管理規程、インサイダー取引防止に関

する規程、個人情報等の管理規程、独禁法遵守規程、腐敗行為の防止に関する

規程等必要な内部ルールを定め、これらのルールに従った業務遂行を求めると

共に、事業活動に関わる法規制の遵守を徹底すべく各種ガイドライン・マニュ

アル等を制定し、定期的な教育を通じてコンプライアンスの徹底を図る。 

ⅵ．FHは、FHグループにおける財務報告の信頼性確保の為の内部統制システム及

びその運用の有効性を評価する体制の整備を推進する。 

（イ）FHの取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ⅰ．FHは、文書（電子媒体を含む。）の保存及び管理に関して文書管理規程を制定

する。FH は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執

行に係る情報を文書化し、同規程の定めるところに従って適切に保存及び管理

する。 

ⅱ．FH の取締役及び監査役は、その職務執行に必要な場合、常時当該文書を閲覧

することが出来る。 

（ウ）FHグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ．FHは、FHグループにおいて適切なリスク管理体制を構築すると共に、重要な

リスク案件については、社長を委員長とする CSR 委員会において、グループ全

体の観点から、基本方針の策定と適切な対応策の検討・推進を行う。 

ⅱ．FH は、情報管理、安全衛生、環境、防災等に関わる各種の事業関連リスクに

ついて、FH 及びその子会社における規程、ガイドライン、マニュアルの制定及

びリスク管理責任者の設置等により、FHグループの管理体制を構築する。また、

FH 及びその子会社は、個別の業務遂行において発生するリスク案件について適

切に判断・対処すると共に、重要なリスク関連情報は、定められた手続きに従

い、FHの CSR委員会事務局に報告する。 

ⅲ．FHは、FHグループとして取り組むべき重点リスク課題を定期的に整理し、各

課題について FH 及びその子会社における対応策の検討・実施状況を管理する。 



 

13 

 

（エ）FH グループの取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制 

ⅰ．FH は、定期的に取締役会を開催し、取締役会規程及びその関連規則に則り、

グループ経営の基本的な方針と戦略の決定、重要な業務執行に係る事項の決定、

並びに取締役の業務執行の監督を行う。一定の事項については、特別取締役に

よる機動的な意思決定を行う。取締役の任期は、その使命と責任を明確化し、

経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを 1年とする。 

ⅱ．FH は、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、各執行役員の役

割と責任範囲を執行役員業務管掌要綱で定める。各執行役員は取締役会が決定

する基本方針に従い業務執行の任にあたる。執行役員の任期は、その使命と責

任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを 1年とする。 

ⅲ．FH は、取締役会に付議すべき事項及びその他の重要事項について、関連する

執行役員による審議を行う機関として経営会議を設置し、これを機動的に開催

し効率的な業務執行、意思決定を図る。 

ⅳ．FHは、取締役会において FHグループの中期経営計画及び年度経営計画を策定

する。FH 及びその子会社は、当該計画に沿って業務を遂行し、定期的に遂行状

況をレビューする。 

ⅴ．FH 及びその子会社は、各業務部門の機能分担と責任を職務規程によって明確

化し、業務執行の過程における個別の意思決定を稟議規程に従い適正かつ効率

的に行う。 

（オ）その他 FHグループにおける業務の適正性を確保するための体制 

ⅰ．FHは、持株会社として、FHの子会社による業務遂行を株主の立場から監督す

ると共に、グループに共通する業務を統一的、効率的かつ適切に遂行し、FH グ

ループの企業価値の最大化を図る。 

ⅱ．FH は、FH の監査役及び監査役スタッフが FH 及びその子会社の監査を定期的

に実施することが出来るよう体制を整備し、業務の適正性の確保を図る。 

ⅲ．FHは、FHの子会社の重要な業務執行について、取締役会規程その他関連規則

において、FH の取締役会の承認又は経営会議の審議が必要となる事項及びその

手続きを定め、FHの子会社にその遵守を求め、FHの子会社における業務遂行を

管理する。 

ⅳ．FHは、FHの主要な子会社の取締役会の決議事項及び報告事項について定期的

に報告を受け、また必要に応じてその他の事項について報告を求めることによ

り、FHグループにおける重要な業務遂行の状況を管理・監督する。 

ⅴ．FH は、FH グループの業務の IT 化を積極的に推進し、業務遂行の正確性と効

率性を常に向上させるよう努める。 
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（カ）FH の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項 

ⅰ．FH では、内部監査部門を設置し、当該部門所属の使用人が監査役スタッフを

兼務することにより、FH の監査役の監査機能の充実を補助するものとし、この

ため内部監査部門の強化及び監査役スタッフの増強を図る。 

ⅱ．上記の使用人は、監査役スタッフとしての職務の範囲内においては FHの監査

役の指揮命令に従い、その職務を補助する。当該補助者の人事については、FH

の監査役の同意を得る。 

（キ）FHグループの取締役及び使用人が FHの監査役に報告をするための体制 

ⅰ．FH 及びその子会社において、法令又は定款に違反する重大な事実、不正行為

又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実が発生したときには、当該事

実を発見した FH及びその子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告

を受けた FHのコンプライアンス推進専任部門若しくは FHの子会社の監査役は、

当該事実に関する事項について、速やかに FHの監査役に報告する。 

ⅱ．FH の業務部門又は FH の子会社は、業務遂行に関する月次報告書を FH の監査

役に提供するものとし、また FH及びその子会社の取締役及び使用人は、FHの監

査役が監査に必要な範囲で業務遂行に関する事項の報告を求めたときには、こ

れに協力する。 

ⅲ．FH 及びその子会社は、上記の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理

由として不利な取扱いを行わない。 

（ク）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ⅰ．FH の監査役は、定期的に開催される監査役会において、監査実施内容の共有

化等を図る。また、原則として常勤監査役が重要会議である経営会議等に常時

出席するほか、代表取締役と定期的に意見交換を行う。 

ⅱ．FH の監査役は、FH グループの監査の充実・強化のため、定期的に FH の主要

な子会社の監査役と監査実施内容の共有化等を図り、意見交換を行う。 

ⅲ．FH の監査役は、内部監査部門、監査役及び会計監査人の相互連携が重要であ

るとの認識の下、三者間での情報の共有化を通じた効率的な監査の実施を図る。 

ⅳ．FHは、FHの監査役の職務執行により生ずる費用について、監査計画に基づき

必要かつ十分な予算を確保し、関連する社内規程に従って負担する。 

④ 内部統制システムの運用状況の概要 

FHの第 120期事業報告その他公表された資料等によれば、FHにおける業務の適正

を確保する為の体制の運用状況の概要は以下の通りである。 

（ア）FH グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保する為の体制 
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FH は、FH グループの役員・従業員に対し、「富士フイルムグループ企業行動憲

章」・「富士フイルムグループ行動規範」を冊子として配布し、事業活動のあらゆ

る局面において、コンプライアンスを重視し、オープン、フェア、クリアの精神

で臨むことを基本とすることを周知している。FHは、FHグループの役員・従業員

の職務の執行が法令及び定款に適合するように、関連規程やガイドライン等を各

社に整備させると共に、教育啓蒙活動の推進や通報・相談窓口の設置・運用等、

役員・従業員一人ひとりが適切な判断・行動をとることが出来る環境づくりに努

めている。FH グループの役員・従業員から寄せられた通報・相談は、各社におい

て適切に対処している。また、コンプライアンスを所管する組織・会議体を明確

にし、各社が各種コンプライアンス施策の推進及びコンプライアンスに係る重要

事項の集約と管理を実施することにより、FH グループの役員・従業員のコンプラ

イアンス意識の向上を図っている。 

（イ）FHの取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

FHは、法令及び定款の定めに従い、株主総会議事録・取締役会議事録を作成し、

原本保存及び管理している。また、稟議規程及び文書管理規程に基づき、稟議書

を作成、保存、管理し、FH の取締役及び監査役からの閲覧の要請に常に対応出来

る状況を保持している。 

（ウ）FHグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

FH は、情報管理、安全衛生、環境、防災等に関わる各種の事業関連リスクにつ

いて、FH 及びその子会社において規程、ガイドライン、マニュアル等を制定し、

またリスク管理責任者を設置して、当該責任者を中心に規程等の運用及び管理を

行うことによって、FHグループのリスク管理を行っている。FH及びその子会社は、

個別の業務執行において発生するリスク案件について適切に判断・対処すると共

に、重要なリスク案件は、定められた手続きに従い、社長を委員長とする FHの CSR

委員会事務局に報告する体制となっている。 

（エ）FH グループの取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保す

る為の体制 

FH は、定期的に取締役会を開催し、取締役会規程及びその関連規則に則り、グ

ループ経営の基本的な方針と戦略の決定、FH 及びその子会社の重要な業務執行に

係る事項の決定、並びに取締役の業務執行の監督を行っている。 

（オ）その他 FHグループにおける業務の適正性を確保する為の体制 

FHは、持株会社として、FHの子会社の業務遂行を株主の立場から監督すると共

に、FH の主要な子会社の取締役会決議事項等につき報告を受けている。また、FH

の取締役会規程その他関連規則に従い、FH の子会社の重要な業務執行に係る事項

のうち、FHの事前承認が必要な事項については FHの事前承認を得たうえで進めら
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れており、これをもって、FH グループにおける重要な業務遂行の状況を管理・監

督している。 

（カ）FH の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項 

FHは、内部監査部門を設置し、FHの監査役の同意を得たうえで、当該部門所属

の使用人から監査役スタッフ専任者を配置している。監査役スタッフ専任者は、

FH の監査役の指揮命令に従って、監査役の職務遂行の為の補助的役割を担い、監

査機能の充実を図っている。 

（キ）FHグループの取締役及び使用人が FHの監査役に報告をする為の体制 

FH 及びその子会社の取締役及び使用人により発見された法令又は定款に違反す

る重大な事実、不正行為又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実は、当

該事実を発見した FH及びその子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報

告を受けた FH のコンプライアンス推進専任部門若しくは FH の子会社の監査役か

ら、速やかに FH の監査役に報告されている。また、FH の各部門又は FH の子会社

は、FHの監査役に対して月次報告を提出すると共に、FHの監査役の要請に応じて

必要な報告を行っている。 

（ク）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する為の体制 

FH の監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携し、効率的に監査を実施す

ると共に、FHの代表取締役や FHの主要な子会社の監査役と定期的に意見交換等を

行い、監査内容の充実を図っている。 

⑤ リスク管理体制 

リスク管理については、FH グループ各社において適切なリスク管理体制を構築す

ると共に、重要なリスク案件については、CSR委員会において、グル―プ全体の観点

から、基本方針の策定と適切な対応策の検討・推進を行う。また、情報管理、安全

衛生、環境、防災等に関わる各種の事業関連リスクについては、FH 及びその子会社

におけるガイドライン、マニュアルの制定及びリスク管理責任者の設置等により、

FHグループのリスク管理体制を構築している。更に、FH及びその子会社は、個別の

業務遂行において発生するリスク案件について適切に判断・対処すると共に、重要

なリスク関連情報は、定められた手続に従い、FH の CSR 委員会事務局等に報告され

る。具体的には、FH においてリスク管理を主眼とする体系的な規程があるわけでは

ないが、FFの子会社等に対しては、「富士フイルムグループ 重要な業務執行に際し

ての承認規程」の 6頁目の「8. 重要情報発生報告」の欄に記載された各事項（例え

ば、「災害に起因する損害又は業務執行過程で生じた損害」等）が発生した場合に関

係部門への速やかな報告を義務づける等している。 

 なお、「富士フイルムグループ 重要な業務執行に際しての承認規程」の適用対象
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となるのは、FFの子会社等であり、FX及びその子会社等は対象とされていない。FX

及びその子会社等のリスク管理については、基本的には FXが行っている。 

⑥ 子会社管理体制 

FHは、持株会社として、FHの子会社による業務執行を株主の立場から監督すると

共に、グループに共通する業務を統一的、効率的かつ適切に遂行するよう努め、FH

グループの企業価値の最大化を図るよう努めている。また、FH の監査役及び監査ス

タッフが FH及びその子会社の監査を定期的に実施することが出来るよう体制を整備

し、業務の適正の確保を図っており、FH の子会社の重要な業務執行については、取

締役会規程その他の関連規則において、FH の取締役会の承認又は経営会議の審議が

必要となる事項及びその手続きを定めるようにし、FH の子会社にその遵守を求め、

FHの子会社における業務執行を管理している。更に、FHの主要な子会社の取締役会

の決議事項及び報告事項について、定期的に報告を受け、また必要に応じてその他

の事項について報告を求めることにより、FH グループにおける重要な業務執行の状

況を管理・監督しており、FHグループの業務の IT化を積極的に推進し、業務遂行の

正確性と効率性を常に向上させるよう努めている。 

具体的には、FF の子会社等については、「富士フイルムグループ 重要な業務執行

に際しての承認規程」により、実施しようとする業務執行の内容に応じて、FHや FF

の承認や FH や FF の関係部門への報告等、必要な手続きが詳細に定められており、

その履践が義務付けられている。また、FF の子会社等からは、ほぼ定型のマンスリ

ーレポートにより、毎月業績や従業員の状況等の報告がなされる。 

他方、FH と FX 及びその子会社等との間においては、「富士フイルムグループ 重

要な業務執行に際しての承認規程」は適用されない。その他の類似の承認規程や管

理規程は存在しない。FX が FH の取締役会上程基準に該当する事項を行う場合には、

FHの取締役会に上程してその承認を得る必要がある。 

FX の業務の状況については、FX の取締役を兼務している FH の 2 名の取締役及び

FX の非常勤監査役を兼務している FH の 1 名の取締役等からも必要に応じて FH の取

締役会等で報告がなされる。また、当該 FX の取締役を兼務している FH の 2 名の取

締役及び FX の非常勤監査役を兼務している FH の 1 名の取締役等により、FX の取締

役等の監督もなされている。FXの子会社等の管理については、基本的には FXが行っ

ている。 

⑦ 予算統制 

（ア）FH及び FFにおける予算編成のプロセス 

ⅰ．FH及び FFの計画（＝予算）は事業部単位で立案され、審議される。子会社単

位での審議はされず、FX については、ドキュメント事業として立案され、審議

される。 

計画には、年度計画と下期見直し計画がある。 
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ⅱ．FH及び FFでは、予算編成規定は定められていないが、以下のプロセスを経て

予算が編成される。 

（a）計画編成の通知 

FHでは、経営企画部経理グループから、各事業部（FXを含む FH連結）

に対して、立案の方針、注意点、スケジュールが通知される。通知の時

期は、年度計画については、12 月中旬、下期見直し計画については、6

月中旬である。 

FF では、経営企画本部経理部から、各事業部に対して、立案の方針、

注意点、スケジュールが通知される。通知の時期は、年度計画について

は、12 月中旬、下期見直し計画については、6月中旬である。 

（b）FH会長・社長との個別審議 

FH 及び FF では、後述の経営会議に先立ち、FH 会長・社長に対して、

FX（ドキュメント事業部）を含む各事業部から計画数値の説明がなされ、

個別に審議される。 

報告の時期は、年度計画については、3月上旬、下期見直し計画につい

ては、9月上旬である。 

（c）計画に関する FH経営会議 

FH 及び FF では、FH 経営会議において、FH 連結売上高・営業利益、FF

事業・FX 事業損益他の計画を審議する。この経営会議では、（当年度の）

決算見込も審議される。 

 審議の時期は、年度計画については、3月下旬、下期見直し計画につい

ては、9月下旬である。 

（d）計画に関する FH取締役会 

FH及び FFでは、FH取締役会において、FH連結 PL/BS/CF、セグメント

別売上高・営業利益他の計画が機関決定される。FX の計画値は、セグメ

ント別の「ドキュメント」に記載される。 

機関決定の時期は、年度計画については、3月下旬、下期見直し計画に

ついては、9月下旬である。 

（イ）FH及び FFにおける予算管理 

FH及び FFでは、予算管理規程（含む細則）は定められていないが、予算管理の

担当者である FH 経理グル―プ長（FF経理部長を兼務）が、毎月、各事業部から報

告される実績等を役員定例会に報告し、売上高/営業利益等の対前年実績比較・分

析が行われる。 

⑧ 業績評価 

（ア）FHは、事業会社からの出向者のみで構成されているので、FH独自の業績評価は

しない。 
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FF の業績評価は、年 1 回行われ、その評価が賞与に反映される。業績評価は、

個人業績評価、部門別業績評価、会社業績評価の 3 つに分かれるところ、会社業

績評価が賞与に反映されるのは、FFグループ会社の取締役及び執行役員である。 

（イ）FF子会社の代表取締役は、FH連結業績と当該会社の業績を評価して、FF人事部

が賞与を決定する。 

①プロフィットセンターでは、売上高・営業利益・キャッシュフローの実績及

び対前年増減率、対計画達成率、②コストセンターでは、上期・下期コストダウ

ンの実績及び対計画達成率、③在庫を保有している会社では、在庫日数・金額の

対前年増減率・対計画達成率が考慮される。 

（ウ）代表取締役以外の取締役及び執行役員に関しては、FH 連結業績と当該会社の業

績を踏まえ、FF 人事部より各社に最終的な基準賞与額総額が通知される。 

各社の代表取締役は、この基準賞与額総額を超えない範囲で、各役員の基準額

に対してプラスマイナス 15％の幅で個人業績を反映し、賞与額を決定する。支給

された賞与額は FF人事部に報告される。 

 

２ FXについて 

（１）FXの事業概要について 

前述の通り、FXは、1962年 2月に、FHと XLとの合弁により設立された会社であり、

オフィス用複写機・複合機、プリンタ等の製造・販売等を目的とする会社である。 

FX は、FH グループの 3 つの事業区分のうち、「ドキュメント ソリューション」事

業の中核を担う事業会社であり、当該事業に関する国内外の多数の製造子会社等や販

売子会社等を有している。 
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（２）FXにおけるコーポレート・ガバナンスの状況等 

① 企業統治体制の概要 

FXは、以下の内部監査体制をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2017年 4月 10日付け FX経営監査部作成「FX経営監査部が主管するガバナンス体制」図 

表タイトル「富士ゼロックスの内部監査体制（グローバル）」より抜粋） 

② 会社の機関等の内容 

（ア）取締役・取締役会 

FX では、定款上取締役の員数は 12 名以内とされており、現在の員数は 12 名で

ある。 

定時取締役会を年に 9 回程度開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催

している。取締役の任期は 1年とされている。 

（イ）執行役員制度 

FXは、業務執行の迅速化を図る為、執行役員制度を採用している。執行役員は、

取締役会で決定した基本方針に従って、業務執行の任にあたる。執行役員の員数

は現在 28名（うち、取締役の兼務者が 6名）である。 

（ウ）経営会議・経営執行会議 

FX は、経営上の意思決定を行う為、会長を議長とする経営会議や、社長を議長

とする経営執行会議を設置すると共に、経営執行会議を補助する機能会議体を 9
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つ設置し、業務執行の効率化を図っている。経営計画や年度予算は、これらの会

議体を通じて立案され、また執行状況が報告されている。 

（エ）監査役・監査役連絡会 

FX の監査役は、現在 4 名であり、そのうち 2 名が常勤監査役であり、残りの 2

名が非常勤監査役である。非常勤監査役のうちの 1名は FHの取締役が兼務してお

り、もう 1名は XLの 100％親会社である XCの在日代表者である。 

FXは、2014年 3月以降、監査役会制度を採用していないが、FXの監査役は年に

5回程度、監査役 4名からなる監査役連絡会を開催し、情報交換を行っている。 

各監査役は取締役会、経営会議、経営執行会議、CSR会議、業績検討会等の重要

な会議に出席するほか、FX の代表取締役、内部監査部門、各部門長、会計監査人

等との間で定期的な報告・意見交換を行い、監査内容の充実を図っている。また、

各監査役をサポートする為、業務執行から独立した内部監査部門所属のスタッフ

も配置している。 

FXの常勤監査役は、FXの主要な国内子会社の常勤監査役との間で、2～3ヶ月に

1回、オール FX 常勤監査役連絡会議にて情報交換を行っている。他方、FXの監査

役と FXの海外子会社等の監査役等との間においては、特にこのような定期的な情

報交換の制度はない。 

FXの監査役は、FXの国内外の子会社等を訪問して、当該子会社等の代表取締役

らから 2～3時間程度、業務の状況、リスクマネジメント等について確認する往査

（業務確認会）を行っている。その結果は FX の代表取締役社長に報告される。 

常勤監査役が往査を行う際、常勤監査役は二手に分かれ、監査役をサポートす

る経営監査部のスタッフである監査役付とペアを組み，常勤監査役 1 名及び監査

役付 1名の計 2名の体制で往査を行う。なお、2016年度の場合、FX本社、国内外

の子会社等計約 48 ヶ所の往査等を実施している（2016 年 7 月～2017 年 6 月末ま

での期間）。往査対象は、社長の交代等大きな変化があった会社等を中心に選定さ

れ、海外であれば、市場規模が大きい等会計上影響の大きい子会社等（例えば、

FX 中国や、中国を除くアジア・パシフィックエリアであれば FXA 等）を中心に選

定されるが、FXの常勤監査役による FXNZに対する往査はこれまでなされていない。 

（オ）内部監査 

FX は、業務執行部門から独立した内部監査部門として、社長直属の経営監査部

を設置している。総勢 21名程度のスタッフ（部長 1名、秘書 1名、企画 3名、内

部監査（海外）3 名、内部監査（国内）5 名、J-SOX 評価 6 名、監査役付 2 名）が

所属している。 

経営監査部は、月に 2回程度、取締役が出席する経営会議に参加している。 

また、経営監査部は、FX の会長、代表取締役、副社長、その他の取締役、各部

門長等との間で定期的な報告・意見交換を行い、監査内容の充実を図っている。 
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FX の国内の主要な子会社については、基本的には各社において常勤監査役ある

いは非常勤監査役が選任される等し、これらの者が監査を行っており、経営監査

部は、統括的な監査を行っている。 

FXの 100％子会社である FXAPのオペレーションを行う組織である APOに、中国

を除くアジア・パシフィックエリアの FXの海外販売子会社等の監査を行う役割の

インターナルオーディターが 2名置かれている。FXAや FXNZ等の FXの海外販売子

会社等に対しては、基本的には APO のインターナルオーディターが統括的な監査

を行っている。FX の経営監査部にも内部監査（海外）担当者が 3 名おり、APO の

インターナルオーディターが APOの統轄する FXの海外販売子会社等に対して行う

監査の監査計画等について、APOのインターナルオーディターと協議する等してい

る。 

APO のインターナルオーディターは、APO の統轄する FX の海外販売子会社等に

対し、3～4 年の間に少なくとも 1 回以上は往査出来るように監査計画を立て、実

施している。往査の結果は、FXAPの代表取締役、FXの経営監査部及び監査役に報

告される。経営監査部が、APO が統轄する FX の海外販売子会社等に対して往査を

行う際には、基本的には APOのインターナルオーディターと一緒に行う。 

（カ）役員指名報酬委員会 

FX は、取締役会の下部審議機関として、役員の指名及び報酬に関する事項を審

議する機関として、役員指名報酬委員会を設置している。取締役等の報酬枠、取

締役や執行役員等の候補者を取締役会に上程するほか、各取締役や各執行役員の

業績指標及び評価、報酬額及び賞与額の決定等を行う。 

現在の員数は 4 名であり、そのうち 2 名は FH の指名により選任された FX の取

締役（FHの取締役を兼務している）であり、残り 2名のうちの 1名は XLの 100％

親会社である XC の指名により選任された FX の取締役であり、残る 1 名はそれ以

外の FXの取締役である。 

③ 内部統制システム整備の基本方針 

FX は、FX の第 57 期事業報告等によれば、業務の適正を確保する為、以下の基本

方針を定めている。なお、FX は、2006 年 5 月 29 日開催の取締役会において、2006

年 5月 1日施行の会社法等に基づき、内部統制システム整備の基本方針を定め、2015

年 4月 23日開催の取締役会において、2015年 5月 1日施行の改正会社法等を踏まえ

一部改定を行っている。また、FXは、内部統制システムに関する評価を毎年実施し、

FX監査役、FH監査役、FXの取締役会に報告している。 

（ア）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制 

法令及び定款の遵守に関する規程並びに取締役会に関する規程を定め、取締役

がこれを遵守して職務を執行することにより、法令及び定款への適合性の確保を

図る。 
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（イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

文書及び情報の管理に関する規程を定め、これに従い取締役の職務の執行に係

る重要な文書及び情報を保存及び管理する。 

（ウ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ．損失の危険の管理に関する規程を定め、これに従い損失の危険の管理に関す

る体制を構築する。 

ⅱ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある不測の事態が発生した場合は、すみ

やかに対策本部を設置しその対応に当たる。 

ⅲ．財務の報告に関する内部統制の構築を推進する活動を適宜行う。 

（エ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する為の体制 

ⅰ．重要な使用人たる執行役員に関する規程を定め、これに基づき選任する執行

役員に対し、取締役の職務執行に関する権限を相当な範囲で委譲する。 

ⅱ．執行役員を基本的な構成員とする、経営上の重要な意思決定を行う為の会議

体を設置し、これを定期的かつ機動的に開催する。更に、この会議体を補助す

る機関として、特定の機能に関する会議体を設置し、意思決定の過程での効率

化を図る。 

ⅲ．将来の事業環境の変化を見据え、中期的な経営計画及び各事業年度の予算を

立案のうえ、全社の目標を設定する。各部門は、この目標の達成に向けた具体

策を講じ実施する。 

（オ）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制 

ⅰ．法令及び定款の遵守に関する規程並びに社員の行動に関する規範を定め、使

用人がこれを遵守して職務を遂行することにより、法令及び定款への適合性の

確保を図る。 

ⅱ．法令及び定款の遵守上疑義のある職務の執行を、使用人の通報により把握す

る為の仕組みを構築する。通報者の保護を図ることにより、当該仕組みの利用

を促進する。 

（カ）FX 並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るための体制 

ⅰ．子会社における、財務状況及び経営上の重要な意思決定及び情報について、

子会社から当社に報告させる体制の構築を推進する。 

ⅱ．子会社における、損失の危険の管理に関する規程の制定及びこれに従った損

失の危険の管理に関する体制の構築を推進する。 

ⅲ．子会社を含む企業集団としての中期的な経営計画及び各事業年度の予算を立

案のうえ、各子会社の取締役に対してこの目標の達成に向けた具体策を講じ実

施することを求める。 
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ⅳ．子会社で法令及び定款の遵守等に関する規程並びに社員の行動に関する規範

を定め、子会社の取締役及び使用人がこれを遵守して職務を執行させることに

より、法令及び定款への適合性の確保を図る。 

（キ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項 

監査役の要求があった場合は、監査役の職務を補助するための使用人を置くこ

ととし、当該補助に関する職務執行の要領については、代表取締役が常勤の監査

役と協議のうえ、これを決定する。 

（ク）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

ⅰ．監査役の職務を補助するための使用人がその職務を執行するに当たり、当該

使用人と監査役との意思疎通を円滑にするための環境の醸成に努める。 

ⅱ．当該使用人の処遇については監査役の意見を尊重する。 

（ケ）監査役の職務を補助すべき使用人に対する FXの監査役の指示の実効性の確保に

関する事項 

内規等により、監査役補助者に対する指揮命令その他監査役からの指示の実効

性を確保するための事項について定める。 

（コ）FX及び子会社の取締役及び使用人等が FXの監査役に報告をするための体制その

他の当社の監査役への報告のための体制 

ⅰ．取締役及び重要な使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実並

びに不正又は法令若しくは定款違反の行為について監査役に報告する。 

ⅱ．取締役及び使用人の重要な職務執行に関する意思決定並びに重要な職務の執

行状況の報告に関する会議体に出席する機会を常勤の監査役に付与する。 

ⅲ．子会社の取締役、監査役及び重要な使用人並びにこれらの者から報告を受け

た者は、当該子会社又は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実並びに不

正又は法令若しくは定款違反の行為について、FXの監査役に報告する。 

（サ）本方針（コ）に規定する報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制 

本方針（コ）に基づき、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実並びに不正

又は法令若しくは定款違反の行為について、直接又は間接に監査役へ報告をした

者を保護するよう企業集団内に周知する。 

（シ）FX の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項 

内規等により、監査役の職務執行について生じる費用を会社が負担すること並

びに償還の手続き等に係る方針等について定める。 

（ス）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役、内部監査部門、会計監査人及び監査役が定期的に意見交換を行うこ
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とにより、監査役の監査の実効性確保を図る。 

④ 内部統制システムの運用状況の概要 

FX の第 57 期事業報告によれば、FX における内部統制システムの運用状況の概要

は以下の通りである。 

（ア）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

FXは、「倫理・コンプライアンス規程」を定め、会社の事業活動にかかる法令分

野をリスト化することで、各事業分野における重要関係法令を明確化・周知して

いる。また、「ALL-FXリスクマネジメント規程」を定め、法令又は定款に違反する

重大な事実や不正行為が発生した場合、速やかに取締役会に報告する仕組みを導

入している。更に、取締役会の運営においては、「取締役会規程」等の関連規程を

法令又は定款に適合するよう整備し、抜け漏れなく手続きを実施することで、取

締役の適法・適正な職務執行を確保している。 

（イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

FXは、「文書管理規程」等の文書・情報の管理に関連する規程を定め、アクセス

権限、保存期間等の管理基準を整備し、イントラネットにより全社に周知してい

る。取締役の執行に係る重要な文書・情報は、これらに従い適正に保存・管理し

ている。 

（ウ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

FX は、「ALL-FX リスクマネジメント規程」に定めるリスク管理の基本方針に基

づき、規程・ガイドラインを整備し、リスク管理に関する対応体制を体系的に定

めている。本社管掌役員を議長とする「CSR 会議」において、規程に基づき抽出し

たリスクに対し、重要度・優先度を評価し、主要な対策を決定している。また、

「ALL-FX リスクマネジメント規程」において、会社に著しい損害を及ぼす事態が

発生した場合には、対策本部を設置して対応にあたることが定められている。更

に、「ALL-FX財務報告に係る内部統制規程」に基づき、内部統制整備の実施計画を

毎年策定すると共に、重要な事項については定期的に関連役員に報告している。 

（エ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

FX は、執行役員の権限・責任を定めた「執行役員規程」を整備している。事業

領域別に配備された各取締役が、配下の執行役員に適切な権限委譲を行っており、

その範囲は社長通達により社内に周知されている。また、経営上の意思決定を行

うために、会長を議長とする「経営会議」や社長を議長とする「経営執行会議」

を設置すると共に、「経営執行会議」を補助する「機能会議体」を 9つ設置し、業

務執行の効率化を図っている。経営計画や年度予算は、これらの会議体を通じて

立案され、また執行状況が報告されている。 

（オ）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
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具体的には、FXは、役員・従業員が遵守すべき倫理行動指針として「ALL-FX行

動規範」を定め、事業活動のあらゆる局面で倫理・コンプライアンスを重視すべ

きことを基本的な理念として示している。法令又は定款の遵守に関しては、「倫

理・コンプライアンス規程」により各組織が担う役割・責任及び事業に関連する

法分野を整理しており、特に重要な法令についてはガイダンスを整備し全社に周

知している。また、FX は、違反行為に関する内部通報制度を整備し、通報者が保

護されることを含め、イントラネット・各種教育等で従業員に周知している。 

（カ）FX 並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るための体制 

FXは、FXの事前承認・事前報告が必要となる事項及びその手続きを定めた規程

を定め、子会社における財務状況及び経営上の重要な意思決定・情報につき管理

している。倫理行動規範、法令遵守、リスク管理、文書保存等に関わる規程につ

いては、子会社も含めて適用する形で制定し、又は各子会社に FXと同水準の規程

を制定させることで、適切に整備している。また、FX 及び子会社で業務執行が適

正・適法に行われるよう、コンプライアンスやリスク管理に関する社内教育を実

施し、周知徹底を図っている。更に、年 2 回の予算プロセスを通じて、各管掌本

部から各子会社に予算を展開し、各子会社の取締役会にて達成状況の進捗管理を

行っている。 

（キ）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

FXの監査役は、取締役会、経営執行会議等の重要な会議に出席するほか、FXの

代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との間で定期的な報告・意見交換を行

い、監査内容の充実を図っている。FX 及び子会社の取締役又は使用人が、会社に

著しい損害を及ぼす恐れのある事実又は不正行為若しくは法令又は定款違反行為

を発見した場合には、各種会議体、職制又は内部通報システム等を通じて報告が

なされ、担当部門から監査役に報告されている。また、業務執行から独立した監

査役スタッフ(補助使用人)として内部監査部門所属の 使用人を配置しており、

その権限や処遇に関して経営者と監査役の間で合意し、監査役の指示の実効性を

確保している。 

⑤ 子会社管理体制 

FXとその国内子会社との間においては、FXの事前承認・事前報告が必要となる事

項及びその手続きを定めた規程である「コミュニケーションマトリックス」と呼ば

れる規程により、子会社が実施しようとする業務執行の内容に応じて、FX の承認や

FX の関係部門への報告等、必要な手続きが詳細に定められており、その履践が義務

付けられている。 
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FXとその子会社である FXAPとの間には「コミュニケーションマトリックス」は存

在せず、FX の一部（中国を除くアジア・パシフィックエリアの海外販売子会社等を

統括する子会社）との位置付けで FXの稟議規程が適用される。 

FXAP（APO）と FXの海外販売子会社等との間においては、「コミュニケーションマ

トリックス」により、子会社等が実施しようとする業務執行の内容に応じて、APOの

承認や APO の関係部門への報告等、必要な手続きが詳細に定められており、その履

践が義務付けられている。 

⑥ 予算統制 

（ア）FXにおける予算編成のプロセス 

FH及び FFにおける予算編成のプロセス（前記 1（2）⑦（ア））に記載した通り、

FXは、FHのドキュメント事業として位置づけられており、前記 1（2）⑦（ア）に

記載したプロセスの中で、FXとしての予算編成が行われる。 

（イ）FXにおける予算管理 

FXでは、月次の業績検討会において各組織の業績予測が報告され、FX としての

業績予測を行っている。 

2015 年度下期からは、業績予測のプロセスを強化し、当月内での業績挽回の確

度を向上すべく、月初及び月中の計 2 回、業績予測が行われるようになった。更

に、2回の検討会における審議に加え、必要に応じて個別審議もなされるようにな

った。個別審議は、プライベートミーティングとして実施されている。 

（ウ）FXAP傘下の子会社 

FXAP 傘下の子会社の経理は APO が担当することとなっており、予算編成・予算

管理も APOが行う。FXAP傘下の子会社の連結作業を APOが行うので、FX経理部で

は、FXAP 傘下の子会社の個別の数字を見ることはできない。必要がある場合は、

APOを通じて確認する。 

⑦ 業績評価 

（ア）国内関連会社の業績評価（役員評価）は、FX 本社が行う。関連会社の事業内容

によって評価項目は異なるが、事業を行っている関連会社の場合、売上、営業利

益等業績に関する評価項目が 8 割となっている。残り 2 割の評価項目は、顧客満

足度、従業員満足度等経営品質に係わる評価項目である。経営品質の評価項目の

中に、コンプライアンスに関する評価項目はない。 

（イ）FXAPの役員は、基本的に、FX本社の役員が兼務しているので、その評価は、FX

本社が役員評価として行う。 

（ウ）FXAP傘下の子会社については、MDについてのみ、APOが業績評価を行う。 

MD の給与は、基本給、賞与、福利厚生費の合計額であるところ、業績評価によ

って金額が変動するのは、賞与のみである。賞与の年間標準支給額は基本給の 30%

で設定されており、上期（4月～9月）と下期（10月～3月）における評価項目の
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達成率から自動計算され、上期賞与・下期賞与の 2 回に分けて支給される。達成

率が 100％を超えれば、標準支給額を超える賞与を獲得出来るシステムとなってい

る。賞与の計算は、正確を期すため、APO 経理、子会社経理、MD 本人にてチェッ

クすることとしている。 

上期及び下期の期初に定められる評価項目は、ほぼ統一的に定められているが、

評価項目のウエイトは国ごとに、また、年度ごとに若干異なる。完全に統一され

ていないのは、①基本的に、FX 傘下の子会社となる以前の契約フォーム・契約内

容が踏襲されているところ、従前、MD との契約内容等が国ごとに異なっていたと

いう歴史的な要因、②国ごと、また、年度ごとに、強化したい経営指標が異なる

という経営政策的な要因の影響である。 

2016年度における FXA及び FXNZの評価項目では、評価のウエイトが大きい順に、

総売上（Revenue）3 割、営業利益（Operating Income）3 割、アウトソース・ソ

リューションビジネス売上（Service Revenue）2 割と設定される等、評価項目の

ほとんどが売上ないし利益に関する評価項目となっている。売上ないし利益に偏

った評価項目となっているのは、FXAや FXNZ が FXグループ内において高い成長率

を期待されていることも少なからず影響しているように思われる。 

前述の通り、基本給は、前年度の評価項目の達成率とは連動しない。但し、APO

は、各国における給与データを購入しており、ハイテク業界や全業種における給

与水準を意識した調整を行っている。具体的には、各国における給与水準を勘案

して基本給や福利厚生費を調整することで、総額ベースでの給与が同業他社等と

比較して低過ぎる状態にならないよう配慮している。また、定期昇給はないが、

長年にわたる会社へ功績が評価されれば、シニア MD に昇格する。シニア MD に昇

格した場合、基本給が 10％加算される。 

（エ）FXNZの業績と   Ａ   氏に対する報奨金 

FXNZ は、2011 年 1 月から 2014 年 12 月までの 48 ヶ月、連続して評価項目達成

率が 100%を超えるという驚異的な業績を上げている。 

上記期間中、   Ａ   氏は、2011 年度及び 2012 年度の 2 度、最優秀 MD

として表彰され、各 2 万 NZ ドルの報奨金を獲得している（ちなみに、   Ａ   

氏は 2004年度にも最優秀 MDとなっており、通算では 3度表彰されている）。また、

2014 年度は、最優秀 MD を逃したものの、全体 2 位の成績を評価され、5 千 NZ ド

ルの報奨金を獲得している。 

 

３ FXAPについて 

（１）FXAPの事業概要について 

FXAP は、シンガポールに所在するアジア・オセアニア地域の販売子会社を統括する

ことを目的とする地域統括会社である。 
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シンガポールには、FX の内部組織として、アジア・パシフィック地区全体のマーケ

ティング戦略を立案し、各販売会社の販売計画・利益計画達成支援を実施することを

基本的役割とするアジア・パシフィック営業本部（APO）が置かれている。 

FX の子会社としての FXAP と FX の内部組織としての APO は、特段の区別されること

なく業務を行っている 。1例えば、FXAPの CEOは APO営業本部長が、FXAPの CFO は APO

経理部長が務めている。 

以下では、主として子会社としての FXAPについてシンガポール法上の規律に基づく

記述を行うが、実態に照らし、FX の内部組織としての APO による規律についても適宜

言及する。 

（２）FXAPにおける内部統制の状況等 

① シンガポールにおける会社の内部統制 

シンガポールの会社法（特に断りのない限り以下本第 3項において単に「会社法」

という）上、会社の意思決定機関として株主総会と取締役会が存在し、会社の意思

決定は原則として株主総会又は取締役会の決定による。またその他の会社法上の機

関として、会社書類の作成等の業務を行う会社秘書役、及び会計監査を行う会計監

査人が存在する。日本の監査役に相当する機関はシンガポールの会社には存在しな

い。 

取締役会は会社法又は定款により株主総会の決議事項とされている事項以外につ

いて決定の権限を有する（会社法 157A条 2項）。 

会社法上、取締役はその職務を履行するにあたり、誠実に行動し、かつ相当の注

意を払わなければならないとされており（同 157条 1項）、また一般法（general law）

上、会社に対して信任義務を負っており、会社の利益のために誠実にその職務を執

行しなければならないとされている。取締役がかかる義務に違反した場合、民事法

及び刑事法上の責任を負う可能性がある（同 157条 3項）。 

② FXAPの社内組織 

FXAPの社内組織図は以下の通りである。 

                                                   
1 従って、本報告書において、FXAPとされている場合であっても、厳密には APOとすべき記述（又はその

逆の場合）も存することに留意されたい。なお、FX社内においても明確な使い分けはされていないようで

ある。 
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（APO組織図より抜粋） 

 

③ 会社の機関等の内容 

（ア）取締役・取締役会 

定款上 FXAP では、取締役の員数は 2 名以上 12 名以下とされ、毎年定時株主総

会において、全取締役の 3 分の 1 が退任することとされている。各取締役はいつ

でも取締役会を招集することが出来る。 

しかしながら、これまでの運用上、取締役会が実際に開催されることはほぼな

く、開催されたとしても書面決議のみであるとのことである。 

（イ）経営会議 

FXAPにおいては、経営会議に該当するものは存在しない。但し、定款上は、FXAP

においては、取締役はその権限のいかなる部分についても、委員会（Committee）

に委譲することが出来るとされている。 

（ウ）監査役会 

FXAPにおいては、日本の会社法上の監査役に該当する機関は置かれていない。 

（エ）内部監査（Internal Audit、IA） 

FXAP には、内部監査部（IA）が置かれており、総勢２名～３名程度のスタッフ

が所属している。IAは FXAPの CEOに対し直接報告する立場にあるが、一時その事

実上の報告先が FXAPの CFOになったことがある。 

FXはグループ会社の監査について「Internal Audit Policy」という規程を定め

ており、同規程上、(a)IBG Regional Audit が直接行う Regional Audit と、(b)

各販売子会社と FX の行う Self-Audit がある。FXAP の IA は FXAP 傘下の海外販売

子会社の Regional Auditを行う役割を担っている。 
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そのため IAは毎年、いくつかの海外販売子会社を選んで往査を行う。平均する

と IAは 1つの海外販売子会社に対し 3～4年に一度往査を行っている。 

（オ）マネジメント・クオリティ・オフィス（MQO） 

FXAPにはマネジメント・クオリティ・オフィスと呼ばれる部署が置かれており、

リスクマネジメントを担当する部署である。MQO は FX の「All-Risk Management 

Regulations」という規程に従って業務を行う。 

同規程上、各 FX子会社において重大な違法行為、定款違反等の事象があった場

合には、直ちに各子会社の取締役会に報告するものとされている。そのため、MQO

は FXAP においてかかる違法行為等があった場合には FXAP の取締役会に報告する

義務を負っている。 

④ 内部通報制度（Whistle Blowing System） 

FXAP には内部通報制度が存在し、通報内容は人事部長に自動的に報告されるが、

開設以来 1.5年間、1件も通報はない。 

また、FXAP傘下の各海外販売子会社（ミャンマー、カンボジアを除く。）において

も内部通報制度が存在し運用されているが、各海外販売会社の独自運用に任されて

おり、共通の制度やルールは存在しない。 

また、通報された内容について FXAPにエスカレーションする明確なルールも存在

しない。 

⑤ 子会社管理体制 

上記２（２）エ参照。 

シンガポール法上、子会社管理体制に関する法令上の規定は存在しないが、シン

ガポール会社法 157 条において、会社の取締役は取締役としての業務を行うにあた

り一般的な善管注意義務を負っている。子会社管理も取締役としての業務に含まれ

ると考えられ、仮に子会社管理にあたり不適切な点があれば取締役としての善管注

意義務違反に当たり得る。 

FXAP と、FXAP が管掌する海外販売子会社間においては、「コミュニケーションマ

トリックス」と題する基準があり、当該子会社が実施しようとする業務執行の内容

に応じて、APOの承認や APOの関係部門への報告等、必要な手続きが詳細に定められ

ており、その履践が義務付けられている。 
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（FH作成「APO管理体制」と題する書類より抜粋） 

 

⑥ FXAPの予算統制 

FXAP のファイナンス部門においては、CFO の下にファイナンシャルコントローラ

ーが置かれ、その下に会計グループ（Accounting Group）と総合計画グループ（FP&A）

が置かれる形になっている。Accounting Group は会計を、FP&Aは予算統制を担って

いる。 

FX全体における予算編成のプロセスについては 1(2)キ（ア）及び 2(2)オ（イ）参

照。 

FXAP の FP&A は、まず FX から 1 年に 2 回予算ガイドを受け取り、これを同社が管

掌する各海外販売子会社に展開する。 
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各海外販売子会社からは、業績予測（Outlook）の報告を受け、これを FX に報告

する。その報告を受けて FXにおいて全社業績検討会が実施される。このプロセスが

月 2回行われる。 

FXAP の管掌する各海外販売子会社はそれぞれ経理部門を有しており、それぞれの

会社の経理を担当していた。FXAPの Accounting Groupは個別の海外販売子会社の経

理を担当することはなく、各子会社から報告される経理データを連結処理する機能

を担っていた。 

なお、FXAP のファイナンス部門（APO 経理部）は、海外販売子会社のアカウンテ

ィングポリシーを統括する責務を負っている。 

⑦ 業績評価 

FXAP傘下の各海外販売子会社の MDの業績評価は、FXAPが行う。 

MD の報酬は売上や営業利益等に連動して決定されるが、その考慮の割合は国によ

っても、またその時々の FXの方針によって異なる。 
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第３章 FXNZ における問題点 

 

１ FXNZの概要 

（１）FXNZ（MARCO及び FINCO）について 

FXNZは、以下の 2つの法人で構成されている（これらの 2社はいずれも FXAP の直接

の 100％子会社であり、FHの連結子会社である。）。 

・ Fuji Xerox （Sales） Pty. Limited （MARCO） －FXNZ内の販売会社。 

・ Fuji Xerox Finance Limited（FINCO）－FXNZ内のファイナンシング会社。 

2社の収入の合計は 2016年 3月期の計算書類においては約 248百万 NZドル（約 200

億円）であり、2016 年 3月期の FHの連結売上高の約 0.8％である。 

インタビューによれば、MARCOは、顧客に商品を販売し、顧客へのサービスを行う会

社であり、従業員も存在する。他方、FINCOには従業員は存在せず、MARCOの従業員が

FINCOの業務も行うこととされており、いわば FINCO は SPCのような存在である。 

MARCO の主な業務は、海外の FX 関連会社から、リース対象商品を買い入れ、顧客に

販売することであり、顧客との接点を有する。顧客は MARCO との間で契約を締結する

為、顧客に対するリース債権やサービス収入債権は MARCOが取得するが、MARCOはこれ

らを FINCOに債権譲渡する。顧客は契約に基づく支払を MARCOに対して行い、MARCOは

FINCOにリース債権及びサービス収入債権相当額を引き渡す。リース債権を FINCO に譲

渡した後も、リース対象商品の所有権は MARCOが保有する。FINCOは譲り受けたリース

債権から利息収入を得ている。 

また、MARCO 及び FINCO は、資金が足りない場合には FX からローンを受けて賄うほ

か、MARCO・FINCO間においてもローンをしあうことにより資金を融通しあっている。 

このような 2社体制は、FHが 2社を連結子会社としたときから続いているものである。 

（２）ニュージーランドの内部統制 

① ニュージーランドにおける会社の内部統制に関する規制 

 ニュージーランドにおいては、会社法を中心とする法令上の内部統制に関する規

定のほか、金融市場庁（Financial Markets Authority）から公表されたガイドライ

ン等によるコーポレートガバナンスに関するベストプラクティスが存在する。 

② 取締役及び取締役会 

（ア）法令上の義務 

会社法上、取締役会がすべての会社の業務について管理監督することとされて

おり、すべての権限を有する機関である。 

取締役は会社に対する受託義務を負っており、会社の最善の為に行為すること、

適切な目的の為に権限を用いること、合理的な取締役であれば同様の状況におい

て通常有すべき注意義務と勤勉さを有することが求められる。 
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取締役会は、一定の限度において権限を会社内の他の者に委譲することが出来

る。 

取締役会は、業務を推進するのみならず、会社統治を監督するとともに、効果

的な内部統制メカニズムを構築しなければならない。 

（イ）コーポレートガバナンス原則 

金融市場庁の公表したコーポレートガバナンスにかかるガイドラインには法的

拘束力はないが、取締役が倫理行動規範を定めることや、取締役会の構成員の多

様性（独立性、知識、経験等）、各分野についての委員会の設置、透明性・公正性

及び合理性のある報酬、リスクの把握と適切な管理、外部監査人の質と独立性の

保持、財務報告の完全性の確保（厳格な手続きを含む。）等が定められており、FXNZ

ほどの規模の会社であればこれらを遵守することが通常とされている。 

③ 財務報告 

会社法上の要請として、会計帳簿の記録と、財務報告を作成し監査させることが

会社に義務付けられている。 

取締役会は、常に会計帳簿を保持させ、会計原則に則った財務報告を作成させな

ければならず、資格ある監査人に監査させなければならない。また、毎年株主に対

し財務報告をしなければならない。 

国際監査基準によれば、外部監査人が必要な情報を入手出来ることや、ミスや不

正を防ぐ為の内部統制の仕組みが定められており、ベストプラクティスとして、倫

理的価値を従業員と共有し、不正のインセンティブを減少させるような環境、業績

評価や物理的アクセス権の設定といった管理、リスク評価プロセス、情報インフラ

の整備等が定められている。 

また、法令上、外部監査人には、株主への年 1 回の財務報告義務、重要な不正や

不備が発見された場合の取締役会への報告義務が定められている。 

（３）FXNZ、FXFの機関構成及び内部統制の仕組み 

① 主な機関構成 

取締役会、MD、シニア・リーダーシップ・チーム及びその他の各種委員会が存在

する。 

（ア）取締役会の構成員 

取締役会の構成員は FXNZ、FXFとも社内取締役（親会社の取締役を含む。）で占

められている。ニュージーランドにおいては、コーポレートガバナンス原則上、

非上場会社には社外取締役の選任は義務付けられていないが、FXNZ 程度の規模の

会社において一般的には 1 人以上の社外取締役が選任されている。しかし、FXNZ

においては社外取締役が選任されていなかった。 

（イ）各種委員会 
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FXNZ の年間会議プログラムによれば、シニア・リーダーシップ・チームの他、

ビジネス・パフォーマンス・レビュー、ディールガバナンス委員会、投資委員会、

報酬プラン管理委員会、プロダクト・ローンチ委員会、人事報酬承認委員会が存

在する。 

② FXNZ内における内部統制の仕組み  

（ア）グループの内部統制 

FH グループ及び FX グループの内部統制（FX の行為規範、富士フイルムグルー

プ企業行動憲章等）が存在し、それらは FXNZ にも適用される。グループの内部統

制については、第 2章 1(2)③及び④を参照されたい。 

（イ）ビジネス倫理規定 

FXNZ内には、ビジネス倫理規則が存在し、以下のような内容を定めている。 

・会社記録、会計記録、個人記録の改ざんの禁止 

・内部監査及び外部監査に対する（故意か否かに拘らず）不当表示の禁止 

・会計記録の不記載、違法な運用や取引の禁止 

・シニア・マネジメントへの適切な報告、各部署のマネージャーによって取引

すべてにつき適切な会計処理が行われるべきこと 

・すべてのマネージャーによるビジネス倫理規定及び FXのコンプライアンス関

連内部規程の遵守 

・適切な担当者による内部規程違反の速やかな報告 

（ウ）労働契約の内容 

FXNZ と各従業員との間に締結する労働契約の付属書には、当該従業員が遵守す

べき内部規程が列挙されており、そこには、ビジネス倫理規程、利益相反、行動

規範等が含まれている。また、一定の研修計画が定められており、ビジネス倫理

規定の研修についての個々人の記録が残される。 

（エ）クレジット委員会 

クレジット委員会規則では、FXNZ のローンのポートフォリオにおけるクレジッ

トリスクの管理を統括するクレジット委員会について定めている。 

（オ）債務引当ガイドライン 

一定の優良企業に対するものを除き、原則として以下の場合、債権について引

当金を積むことを規定している。 

・口座が凍結された場合 

・最終催告を行った場合 

・2ヶ月以上支払のない場合 

（カ）取引管理規程 

取引管理規程に基づき取引委員会規程を定め、一定の基準（売上の大きい案件

及び契約の切り替え時に 25,000ドル以上第三者（顧客の以前の契約者）に支払う
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場合）を設け、その基準に該当する取引のすべてについての査定・承認と会計上

の取扱いの承認がその規則に則って行われるものとしている。また、取引の価値

に応じた署名権限が定められている。この規定が制定されたのは 2015 年 11 月 20

日である（2017 年 4月 6日に改定）。 

（キ）その他 

各種委員会についての規程（投資委員会、報酬プラン管理委員会等）、ナショナ

ル・ビジネス・レビュー/ビジネス・パフォーマンス・レビュー、顧客スポンサー

シップポリシー、会計諸規則等が定められている。 

 

２ FXNZ財務数値への影響額 

（１）FXNZ過年度修正金額 

本事案に伴い、FHでは FXNZの 2011年 3月期から 2016年 3月期の財務諸表数値を見

直し、以下の 5 つの項目について修正額を計上する方針である（2017 年 3 月期の四半

期報告書も訂正予定であるが、本報告日現在、FH にて当該金額を検討中である為本報

告では言及していない）。 

なお、金額欄の（ ）はマイナス数値を意味し、以下も同様。 

 

単位：百万 NZドル 

 2016年 3月期末 

① リース取引に係る会計処理の修正等 (259) 

② 契約未締結売上・機器未設置売上の取消し (23) 

③ DSG調整の取消し (23) 

④ 決算時の業績調整の取消し (12) 

合計（純資産修正額） (318) 

株主資本修正額（FH持分割合 75%相当） (238) 

円換算額（77.88 円/NZドル）（億円）※ (185) 

      ※2016年 3月 31日現在 

 

なお、上記の他に FXNZ では本事案に関連して以下の項目の修正を実施しているが、

これらは不適切な会計処理を是正した結果生じた派生的な修正項目であり、委嘱事項

に係る調査範囲に含まれない為、本報告では言及していない。 

●過年度財務数値に対する修正の結果、不採算となったリース取引の減損処理 

●過年度財務数値の修正に伴う税効果の見直し 

（２）修正内容及び金額算定ロジック 

① リース取引に係る会計処理の修正（「3 (3) 本事案に係るリース商品の概要と FXNZ

における会計処理」にて詳述） 
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FXNZ では顧客の機器利用量に応じてリース料を変動させるリース商品を開発し、

取引していた。従来、FXNZ の財務数値は当該リース取引を米国会計基準における販

売タイプリースと分類して作成されていた。しかし、本事案の調査及び外部監査人

の指摘を踏まえ、FH では FXNZの当該リース取引のうち最低支払リース料が保証され

ていないすべてのリース商品について販売タイプリースの要件を満たしていないと

判断し、オペレーティングリースに分類を変更している。本来、当該取引のリース

分類は個別の取引別に判断することが望ましいが、実務上対応困難と FHでは判断し、

リース契約のタイプ別判断によってオペレーティングリースに分類変更していると

の説明を受けた。 

当該修正に伴い、米国会計基準上、リース資産は顧客ではなく FXNZの所有資産と

なる為、リース資産が FXNZの貸借対照表に固定資産として計上され、経済的耐用年

数に応じて減価償却を実施することになる。また、リース債権は、リース契約期間

にわたるリース料の総額に基づく金額ではなく、使用実績が確定した金額だけが貸

借対照表に計上されることになる。損益計算書上は機器売上（ORS収入）の先行売上

計上が取り消され、顧客の使用実績が確定した金額だけが売上計上される。 

リース債権及びリース資産の具体的な修正金額の集計は、以下のプロセスに従っ

て行われた。 

(ア)FXNZの社内 ITシステムより、顧客の事業所に存在するすべてのリース資産に関す

る詳細情報を抽出 

(イ)各リース資産を、契約開始時点における取得原価と紐付け 

(ウ)（イ）に基づき、各リース資産の耐用年数を算定 

(エ)（イ）及び（ウ）に基づき、各期末における減価償却額を計算 

(オ)上記すべての情報に基づき、現時点における簿価を計算 

算定された固定資産の簿価は、FXNZ の貸借対照表に計上している。一方、後述す

る「②契約未締結売上・機器未設置売上」及び「③DSG調整」による修正を行った後

のリース債権（各リース資産ごとに顧客による使用実績を確定させた部分を除く。）

を減額修正している。減額修正されたリース債権額と新たに貸借対照表に計上され

た固定資産額の差額が、損益影響額となる。 

前述の方法で修正金額を集計した結果、FXNZ が過去に実施したリース取引に係

る不適切な会計処理の幾つかがまとめて修正されることになると考えられる。 

項目 過去の問題点 修正後 

ターゲットボリュー

ム 

（「3 (4) ① ターゲッ

トボリューム」参照） 

ターゲットボリューム（契約時

におけるサービス利用想定量）

を過大に見積もることで、売上

を過大に計上していた。 

本修正に伴い、実際に顧客

にリース商品が存在する

取引に係るリース債権の

残高は、利用実績が確定し

ている金額に限定される。残存価額（「3 (4) ③ 残存価額（リース契約期間満了
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項目 過去の問題点 修正後 

残存価額」参照） 時におけるリース資産の見積

売却価額）を過大に見積もるこ

とで、売上を過大に計上してい

た。 

この結果、左記の各スキー

ムによって生じていたリ

ース債権の過大計上額は

網羅的に修正されている

と考えられる。 契約ロールオーバー 

（「3 (4) ④ 契約ロー

ルオーバー」参照） 

リース契約期間満了前に契約

を更新し、その際に過去の売上

を取り消すことなく、新たな売

上を計上していた（一部取引に

ついては新規機器の納品もな

い）。また、回収可能性に疑義

のある当初契約に係るリース

債権をそのまま貸借対照表に

計上していた。 

スポンサーシップ費

用 

（「3 (5) ④スポンサ

ーシップ費用」参照） 

リース契約獲得の為の販促費

用相当額を売上に加算し、同額

をリース債権に計上していた。 

他社精算取引 

（「3 (5) ⑤他社取引

精算」参照） 

競合他社のリース契約を奪取

する為に、競合他社の契約残債

務を FXNZが引き受けていたが、

当該引受額に相当する金額を

売上に加算し、同額をリース債

権に計上していた。 

 

また、オペレーティングリースに分類されてないリース商品についても、下表で

後述する「スポンサーシップ費用」「他社精算取引」等の不適切な会計処理が行われ

ており、これらについても全てリース債権残高を減額修正している。 

更に、FXNZ では回収可能性に疑義のあるリース債権について適切な水準で貸倒引

当金が計上されていなかった為（「3 (2)⑥信用リスク及び不良債権の増加」にて詳

述）貸倒引当金を再計上している。但し、下表の通りリース債権残高を減額修正し

たことに伴いリース債権残高が全体的に減少しており、結果的に 2016年 3月期にお

ける引当不足額は少額となっている。 

なお、FHからは、2017年 3月期の財務数値についても上記修正と同様の方法で作

成する見通しとの説明を受けている。 
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単位：百万 NZドル 

 2016年 3月期末 

リース取引に係る会計処理の修正等 (247) 

貸倒引当金の修正額 （12) 

合計（純資産修正額） （259) 

② 契約未締結売上・機器未設置売上の取消し（3 (5) ①契約未締結又は機器未設置

での収益計上並びに 3 (5) ②マクロ調整） 

FXNZ は、リース資産が顧客に出荷又は顧客の事業所に納入される前に ORS 収入及

び対応する原価を計上していた（一部に架空取引を含む。）。 

このうち、リース資産の出荷及び納入が実際には発生しなかった契約に関し、ORS

収入及び原価を取り消している。また、リース資産の出荷及び納入が実際に発生し

た契約に関し、発生年度に ORS収入及び原価を再計上している。当該修正には、「3 (5) 

①契約未締結又は機器未設置での収益計上」及び「3 (5) ②マクロ調整」双方の修

正金額が含まれている。 

なお、上記修正が 2017年 3月期の財務数値に与える追加影響は無い。 

 

 

 

 

 

 

 

③ DSG調整の取消し（3 (4) ② DSG調整） 

FXNZでは、顧客の機器利用量に応じてリース料を変動させるリース商品について、

契約当初の想定サービス利用量に基づき売上を計上しており、実際のサービス利用

量が想定に達しない場合でも、DSG調整と称する仕訳を計上することで、契約当初に

計上した売上を取り消していなかった。その結果、売上が過大計上されることにな

り、過大計上分のリース債権について回収可能性に疑義が生じていた。 

当該 DSG 調整の影響額（純額）を特定し、同額の収入及びリース債権を取り消し

ている。 

なお、上記修正が 2017年 3月期財務数値に与える追加影響は無い。 

単位：百万 NZドル 

 2016年 3月期末 

契約未締結売上・機器未設置売上の取消し （12） 

架空取引の取消し （11） 

合計（純資産修正額） （23） 

単位：百万 NZドル 

 2016年 3月期末 
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④ 決算時の業績調整の取消し（3 (5) ③個別入力）） 

FXNZ では業績を調整する目的で、契約未締結あるいは機器未設置での先行売上計

上、架空売上、費用の繰延処理等の不適切な会計処理を実施していた。これらのう

ち以下の 2 つ以外は「②契約未締結売上・機器未設置売上の取消し」において修正

している。 

不動産賃貸料の長期前払費用計上は、不動産賃貸契約締結時に事実上不動産賃借

料の減免と解される金員を受け取り、これを一括収益計上していたが、これを契約

期間にわたる賃借料の値引き処理に修正している。 

客先預託消耗品は顧客に保管している消耗品在庫を過大計上し、売上原価を過少

計上していたものであり、これを適切な水準に修正している。 

なお、FHからは、2017年 3月期の財務数値についても上記修正と同様の方法で作

成する見通しとの説明を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

３ FXNZにおける問題点 

（１）FXNZの事業概要 

リース取引については、MARCOが顧客にリース販売を行い、FINCOが当該リース販売

から生ずる顧客からのリース債権を MARCOから譲り受けて、利息収入を得ている。（詳

細については、第 3章 1を参照のこと。） 

リース契約の本数は 2015 年 12 月時点で、総契約件数 9,493 件（契約金額総計 327

百万 NZドル）である。主なリースの種別内訳は以下の通りであり、問題となる MSA取

引が契約金額の 7割強を占めている。 

種別 
契約件数 

（件） 
構成比 

契約金額 

（百万 NZ ドル） 
構成比 

定額制の販売タイプリース 2,778  29% 32  10% 

MSA 3,556  37% 243  74% 

オペレーティングリース 2,958  31% 36  11% 

純資産修正額 (23) 

単位：百万 NZドル 

 2016年 3月期末 

不動産賃貸料に係る修正 （5） 

客先預託消耗品の修正 （7） 

合計（純資産修正額） （12） 
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その他 201 3% 16  5% 

計 9,493  100% 327  100% 

 

（２）米国会計基準におけるリース会計基準の概要 

① リース取引の分類 

リース取引とは、建物、工場及び設備（土地や償却可能資産）を使用する権利を

一定期間にわたり移転する契約のことをいう。米国会計基準において、貸手におけ

るリース取引はその経済的実態に応じてキャピタルリースとオペレーティングリー

スの 2 つの取引に分類され、キャピタルリースは更に販売タイプリース、直接金融

リース及びレバレッジドリースの 3 つに分類される。FXNZ は、MSA に係るリース取

引を販売タイプリースに分類していた。 

貸手におけるリー

ス取引の分類 
定義 

キャピタルリース 以下の aから dの 4つのいずれかの条件を満たし、かつ以下の

e 及び f の 2 つの条件を満たしている場合、キャピタルリース

に分類される（Accounting Standards Codification（“ASC”）

840）2。 

a. リース期間終了時に、資産の所有権が借手に移転される。 

b. 借手が割安購入オプションを保有している。 

c. リース期間がリース資産の経済的耐用年数の 75%以上を占

める。 

d. 最低支払リース料（顧客が負うリース料の最低支払額）の

総額の現在価値が、リース資産の公正価値の 90%を超過す

る。 

かつ 

e. 最低支払リース料総額の回収が合理的に予想出来る。 

f. 借手から回収できない追加コストが発生する不確実性が

ない。 

キャピタルリースは、更に以下の 3つに分類される。 

・ 販売タイプリース 

貸手が販売業者又は製造業者で、販売者又は製造者の利益

を含む取引。 

・ 直接金融リース 

販売者又は製造者の利益を含まない取引。 

                                                   
2 リース会計基準は 2016年 2月に改訂されているが（ASC842）、当該基準は FHの 2017年 3月期連結財務

諸表において適用されていない。 
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貸手におけるリー

ス取引の分類 
定義 

・ レバレッジドリース 

販売者又は製造者の利益要素を含まない取引で、（i）貸手・

借手・長期債権者の当事者が存在する、（ii）長期債権者が

提供した資金について遡及権が付いていない、（iii）貸手

の正味投資額が初期は減少し後期は増加する取引。 

オペレーティング

リース 

キャピタルリース取引以外のリース取引をいう。 

 

MSAの商品構造上（「（3）本事案に係るリース商品の概要と FXNZにおける会計処理」

にて後述）、キャピタルリースに分類されるかどうかの重要な判断要素は、上表にお

ける c のリース資産の経済的耐用年数、及び d の最低支払リース料の総額の現在価

値の評価である。また、MSAにはリース資産の実際の使用量（クリック数）に応じて

リース料が変動する従量課金制の性質がある為、上記 e の最低支払リース料総額の

回収が合理的に予想出来るかどうかも重要な判断要素になる。 

リース取引の分類によって、（ⅰ）リース取引開始時点、（ⅱ）リース料受取時点、

（ⅲ）リース終了時、それぞれの一般的な会計処理の方法が、以下の通り異なる。

なお、FXNZ は販売業者であり、同社のリース取引は、通常、販売タイプ・リース又

はオペレーティングリースに分類される為、以下にそれぞれの会計処理を記載し、

比較している。 

② 販売タイプリースの会計処理（貸手） 

 借方 貸方 

（ⅰ） リース取引開始 リース債権      XXX 

売上原価       XXX 

売上         XXX 

前受収益       XXX 

固定資産       XXX 

（ⅱ） リース料受取 現金         XXX 

前受収益       XXX 

リース債権      XXX 

利息収入       XXX 

（ⅲ） リース終了 現金         XXX 

固定資産（残存価額） XXX 

リース債権      XXX 

リース債権（残存価額）XXX 

 

（ⅰ）リース取引開始 

リース債権は、最低支払リース料総額とリース資産の無保証残存価額（リース

契約期間満了時におけるリース資産の見積売却価額）の合計を計上する。 

売上は、最低支払リース料総額の現在価値を計上する。 
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売上原価はリース資産の取得価額（上表における固定資産の貸方計上額）から、

無保証残存価額の現在価値を差し引いた金額を計上する。 

前受収益は、最低支払リース料総額及び無保証残存価額とそれらの現在価値の

差額を計上する。 

（ⅱ）リース料受取 

リース料の回収額に応じてリース債権を消し込むとともに、現金回収額のうち

利息相当額だけ前受収益を取り崩して、利息収入を収益計上する。 

（ⅲ）リース終了 

リース料を全額回収すると無保証残存価額だけリース債権が残る為、リース資

産を借手から回収し、残ったリース債権を固定資産に振り替える（あるいはリー

ス資産を処分してリース債権を回収する）。 

③ オペレーティングリースの会計処理（貸手） 

 借方 貸方 

（ⅰ） リース取引開始 仕訳なし 

（ⅱ） リース料受取 

 

現金         XXX 

減価償却費      XXX 

売上         XXX 

固定資産       XXX 

（ⅲ） リース終了 仕訳なし 

 

（ⅰ）リース取引開始 

リース資産は貸手の所有物として会計処理する為、リース取引開始時点では会

計処理は発生しない（貸手がリース資産を在庫に計上している場合、在庫から固

定資産への振替処理は必要）。 

（ⅱ）リース料受取 

リース料の回収額を収益計上するとともに、リース資産の減価償却費を費用計

上する。 

（ⅲ）リース終了 

リース資産は貸手の所有物であることから、リース終了時に会計処理は発生し

ない。 

④ リース分類による財務影響 

オペレーティングリースの場合、リース料受取に伴い収益を計上するのに対して、

販売タイプリースの場合、取引開始時にリース資産の売却額相当を一括収益計上し、

その代金をリース契約期間に渡って回収する。従って、リース取引の会計処理におい

ては、販売タイプリース取引に該当するかオペレーティングリースに該当するかの判

定は、貸手の収益計上時期に重要な影響を与える。 

（３）本事案に係るリース商品の概要と FXNZにおける会計処理 

① 本事案に係るリース商品の概要と FXNZにおける会計処理 
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FXNZ が顧客と締結するリース契約の一形態である MSA 及び GCSA（MSA と同種の契

約形態であるがリース資産の種類が異なるもの）は、リース資産の実際の使用量（ク

リック数）に応じてリース料が変動する従量課金制であった。なお、標準ひな型の

MSA においては Rightsizing 条項によって、FXNZ にはクリック数が想定を下回る場

合でも、経済的な手当てが可能な仕組みとなっていたが、顧客と合意することが条

件となっており、法的実効性は確実ではなかった。 

標準ひな型における MSAの内容は以下の通りである。 

項目 契約内容 

サービス内容 機器代金・消耗品代金・保守料金・金利をまとめて毎月のコ

ピー料金で回収する、機器販売と保守サービス等を一体化さ

せた契約。 

契約期間 平均 48～60ヶ月 

料金設定 実際の使用量（クリック数）×クリックレート（ターゲット

ボリュームを前提に設定された単価）。つまり、顧客が、毎月、

固定料金を支払う義務（ミニマムペイメントの支払義務）は

規定されていなかった。 

契約解除条項 契約を中途解約した場合は、ターゲットボリュームに基づき

計算される契約期間の残りの月数分のペナルティを支払う。 

所有権の移転 なし 

購入オプション なし 

Sole Supplier条項 顧客が競合他社のプリンタを導入した場合、契約違反となる。 

但し、顧客が Sole Supplier 条項から免責される例外も規定

されている。 

Rightsizing条項 顧客が契約で設定されている目標数量を利用しなかった場

合、FXNZ はプリンタを撤去したり、実際の数量に見合った機

器に変更したり、クリックレートを変更したりすることが出

来るが、顧客と合意できることが条件となっている。 

FXNZ は MSA 及び GCSA を販売タイプリースに該当すると判断し3、以下の様に会計

処理していた。その内容について概括的な仕訳を以下に記載する。 

【取引の仮定】 

＜契約条件＞ 

リース料支払回数 3回 ※中途解約はしない。 

想定 1 回当たりリース料 4,000（＝400クリック×@10） 

                                                   
3 インタビューによれば、FXNZ は、貸手として販売タイプリースの処理をしていたものの、顧客には、販

売タイプリースの借手という認識はなく、販売タイプリースの借手としての会計処理はしていなかったと

思われるとのことである。 
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想定リース料総額 12,000 ※残価を含まない 

リース資産の ORS 収入 10,000 

金利収入 900 

サービス収入 1,500 

リース資産の取得価額 6,000 

見積残存価額 400 

契約終了時の残存価額 300 

<利用実績> 

1回目 400クリック 

2回目 390クリック 

3回目 410クリック 

なお、金利収入は、本来利息法で計上すべきであるが、簡便的に各期均等計上と

する。 

 

MARCO 借方科目 金額 貸方科目 金額 

（ア）リース取引開始 

（在庫購入） 

在庫 6,000 現金 6,000 

（売上計上） リース債権 

 

 

売上原価 

12,400 

 

 

6,000 

ORS収入 

前受金利収入 

前受サービス収入 

在庫 

10,000 

900 

1,500 

6,000 

（債権譲渡） 現金 

前受金利収入 

11,500 

900 

リース債権 12,400 

（イ）1回目リース料受取 

（リース料受取） 

現金 4,000 サービス収入 4,000 

（FINCO への支払） サービス収入 

 

4,000 現金 

 

4,000 

 

（前受収益取崩し） 前受サービス収入 500 サービス収入 500 

2 回目リース料受取 

（リース料受取） 

現金 3,900 サービス収入 3,900 

（FINCO への支払） サービス収入 

 

4,000 現金 

 

4,000 

 

（前受収益取崩し） 前受サービス収入 500 サービス収入 500 

（DSG 調整） グループ会社間勘定 100 サービス収入 100 

3 回目リース料受取 

（リース料受取） 

現金 4,100 サービス収入 4,100 
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MARCO 借方科目 金額 貸方科目 金額 

（FINCO への支払） サービス収入 

 

4,000 現金 

 

4,000 

 

（前受収益取崩し） 前受サービス収入 500 サービス収入 500 

（DSG 調整） グループ会社間勘定 （100） サービス収入 （100） 

（ウ）リース終了時 

（リース品受取） 

在庫 

売上原価 

300 

100 

グループ会社間勘定 400 

（リース資産処分） 現金 300 在庫 300 

 

FINCO 借方科目 金額 貸方科目 金額 

（ア）リース取引開始 

（在庫購入） 

該当なし    

（売上計上） 該当なし    

（債権譲渡） リース債権 12,400 現金 

前受金利収入 

11,500 

900 

（イ）1回目リース料受取 

（リース料受取） 

該当なし    

（MARCO から受取） 現金 4,000 リース債権 4,000 

（前受収益取崩し） 前受金利収入 300 金利収入 300 

2 回目リース料受取 

（リース料受取） 

該当なし    

（MARCO から受取） 現金 4,000 リース債権 4,000 

（前受収益取崩し） 前受金利収入 300 金利収入 300 

（DSG 調整） リース債権 100 グループ会社間勘定 100 

3 回目リース料受取 

（リース料受取） 

該当なし    

（MARCO から受取） 現金 4,000 リース債権 4,000 

（前受収益取崩し） 前受金利収入 300 金利収入 300 

（DSG 調整） グループ会社間勘定 100 リース債権 100 

（ウ）リース終了時 

（リース品受取） 

グループ会社間勘定 400 リース債権 400 

 

（ア）リース取引開始時点 

通常の販売タイプリースと異なり、消耗品・保守サービスがリース契約に内包

される為、リース債権（リース料総額＋無保証残存価額）が機器売上相当額、金
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利相当額及びサービス相当額の 3 つに分解される。金利相当額及びサービス相当

額はリース契約期間に応じて収益計上される為、リース取引開始時点ではそれぞ

れリース債権と前受収益が両建計上される。 

その際、MARCOはリース債権及びサービス収入債権を FINCOに譲渡する。 

（イ）リース料受取時点 

顧客からのリース料は一旦 MARCOが収受する。MARCOは FINCOに契約当初に想定

されるターゲットボリュームに従って、ORS 収入及び金利収入に係る回収額を

FINCOに受け渡す。MARCOは上記処理をサービス収入勘定で行っている為、契約当

初の想定額と実際受取額の差額がサービス収入の金額で調整されることになる。 

このとき、MSA契約は本来ミニマムペイメントが保証されていることから、回収

不足額相当額のサービス収入を再計上し、そこから生じるリース債権を FINCO に

グループ会社間勘定を使って付け替える（DSG 調整）。 

FINCO側は当初想定額を一旦受け取り、リース債権を消込処理するとともに、利

息収入を計上する。その後、当初想定のリース料と実際受取額との差額をグルー

プ会社間勘定を使って、リース債権として計上する。 

（ウ）リース終了時 

MARCOはリース資産を顧客から受け取り、実際の残存価額との差額を売上原価と

して費用計上する。そして、見積残存価額相当額だけ FINCO にリース債権が残る

為、これをグループ会社間勘定を使って精算する。 

FINCOはグループ会社間勘定を使って、最後に残っている見積残価相当額のリー

ス債権を消し込む。 

② MSA及び GCSAの会計処理に関する会計事務所の意見書 

FXNZ は、MSA の会計処理について、2009 年 10 月 22 日付けで会計事務所１－２よ

り以下の見解を入手している。当該見解は契約テンプレートに対するものであり、

実際に行われている取引に対するものではなく、意見書には実際の取引ごとに採用

する会計処理を評価する必要がある旨が記載されている。また、会計事務所１－２

は、キャピタルリース4と認める上での重要な前提として、リース期間が資産の経済

的耐用年数の大部分を占めること、またミニマムペイメント（契約期間における目

標数量にクリックレートを乗じたもの＝最低支払リース料）の現在価値が、リース

資産の公正価値のほとんどすべてに値することを前提としており、無条件に MSA を

キャピタルリースとして分類することを認める見解ではない。 

なお、当該見解は、FXNZ が単体決算で適用している国際会計基準に基づくもので

あった。キャピタルリースの該当条件は国際会計基準と米国会計基準で、主要な考

え方においては類似しているものと考えられる。但し、米国会計基準においてキャ

                                                   
4 国際会計基準では、リース取引をファイナンスリースとオペレーティングリースに区分するが、本報告

では、便宜上キャピタルリースと表記している。 



 

49 

 

ピタルリースの条件として規定されている具体的な数値基準（リース期間≧リース

資産の経済的耐用年数の 75%、又は最低支払リース料総額の現在価値>リース資産の

公正価値の 90%）については、国際会計基準では具体的に示されておらず、それぞれ

「大部分」又は「ほとんどすべてと等しい又は超過する」と定性的に規定されてい

る。従って、会計事務所１－２の見解ではこれらの数値基準は検討されていない。 

（ア）会計事務所１－２の見解（概要） 

DSG契約（DSG 契約は 2003年頃から FXNZ で使用されていたリース契約の形態の

一つである。当該契約の新しいテンプレートとして考案され、会計事務所１－２

の意見の対象になった DSG契約が MSA/GCSA契約であるが、両者間の規定に実質的

な相違点はなく、FXNZでもそのように認識されていた。）が、キャピタルリースの

4つの条件にどのように該当するかについて、以下の通り見解を提示している。 

 

a. 所有権の移転 

該当規定なし 

b.購入オプション 

該当規定なし 

c.リース期間 

契約を中途解約した場合は、ターゲットボリュームに基づき計算される契約期間の

残りの月数分のペナルティを支払う必要がある旨が規定されており、解除不可なリ

ース（non-cancellable lease）に該当する。 

リース期間が、機器の経済的耐用年数の大部分を占めるか否かは、経営陣の判断に

よる部分であり、ケースバイケースで判断される。 

d.ミニマムペイメントの総額の現在価値 

契約には、顧客が、毎月、固定料金を支払う義務（ミニマムペイメントの支払義務）

がある旨は定めておらず、顧客は、実際の使用量にクリックレートを乗じた金額を

支払う義務を負うのみである。しかしながら、契約には、ターゲットボリュームと

クリックレート（当該ターゲットボリュームを前提に設定された単価）が定められ

ており、契約上、顧客は、以下の理由から、これらを乗じた金額をミニマムペイメ

ントとして支払うことを義務付けられていると考えられる。 

 経営陣の説明によると、ターゲットボリュームは、新規顧客の場合は経験豊富

なアナリストが評価・決定し、既存顧客の場合は実際の使用量に基づき設定さ

れている。 

 顧客がターゲットボリュームを達成するように Sole Supplier 条項が規定され

ている。顧客が競合他社の機器を導入した場合、顧客は、同規定に違反した結

果として、ターゲットボリュームに基づき算出される契約金額の残高を支払わ

なければならない。 
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 FXNZ は、顧客がターゲットボリュームを達成しなかった場合、Rightsizing 条

項に基づき、機器の撤去、実際の使用量に見合った機器への変更又はクリック

レートの変更を行う権利を有する。 

結論： 

以下の条件を満たしていれば、DSG契約をキャピタルリースとして取り扱うことは合

理的と考える。 

 経営陣が、リース期間は資産の経済的耐用年数の大多数を占めると判断してい

ること。 

 経営陣は、リース期間中のミニマムペイメント（ここでいうミニマムペイメン

トとは、ターゲットボリュームにクリックレートを乗じた金額をいう。）の現在

価値が、リース資産の公正価値のほとんどすべてに値すると判断していること。 

但し、この評価は個々の契約に対して行われる必要がある。例えば、実際の契約期

間は DSG 契約のテンプレートと異なる場合があり、その場合は会計処理の判断に影

響する可能性がある。従って、実際の契約がテンプレートと異なる場合、経営陣は

採用する会計処理についてその都度評価すべきである。 

FXNZ は上記の会計事務所１－２の見解について、会計事務所２－２にもレビュー

を依頼しており、2009 年 11 月 11 日付けで会計事務所２－２から以下の見解を入手

している。 

（イ）会計事務所２－２の見解（抜粋） 

会計事務所２－２の見解は、以下の通り、c. リース期間及び d. ミニマムペイ

メントの総額の現在価値の条件充足について補足説明をしたうえで、会計事務所

１－２の見解に基本的に同意するものであると考えられる。但し、会計事務所２

－２は、ターゲットボリュームが「合理的に確かなもの」であることを、キャピ

タルリースとして取り扱う為の前提条件として追加している。 

なお、会計事務所２－２の見解も、国際会計基準に基づく見解であるが、参考

として、米国会計基準でキャピタルリースの判定の為規定されている具体的な数

値基準（リース期間≧原資産の経済的耐用年数の 75%、又は最低リース使用料の現

在価値>原資産の公正価値の 90%）に言及しており、DSG 契約がこの数値基準を満

たすことを確認している。 

 

c. リース期間 

DSG 契約の平均的な契約期間は、48～60 ヶ月であると経営陣から説明を受けた。内

部規程には、DSG 契約の契約期間が 36 ヶ月を超える場合、リース資産の残存価額は

見込まないと規定されている。これらは、DSG契約の契約期間がリース資産の経済的

耐用年数の大部分を占めていることを示唆していると考えられる。 

d.ミニマムペイメントの総額の現在価値 
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DSG 契約がミニマムペイメントの総額の現在価値の条件を充足しているという見解

は、ターゲットボリュームが「合理的に確かなもの」であることに基づいている。

経営陣によると、ターゲットボリュームの設定の為の評価や既存顧客の請求履歴に

よって、数量は「合理的に確かなもの」であることが担保されているとのことであ

る。 

上記各見解の前提事実に記載された DSG 契約の契約条件が、実際の契約条件と

は異なるため、上記各見解によって MSA の売上計上を正当化しるうものでないこ

とは、2015 年 7 月 24 日、APO 内部監査部による FXNZ の監査時に指摘されている

（この点については第 5章 2を参照されたい）。 

③ MSA及び GCSAの会計処理に関する実態分析 

以下は、キャピタルリースに係る米国会計基準における MSA及び GCSAに関連する

基準と本事案における適用を考察したものである。 

販売タイプリースの基準 MSA及び GCSAへの適用 項目別判断 

a.リース終了時に、リース資

産の所有権が借手に移転す

る。 

契約には所有権の移転は明記

されておらず、所有権の移転は

行われなかったと考えられる。 

顧客は契約のロールオーバー

に伴い新しいリース資産を提

供されたケースもある。 

基準を満たさない。 

b. 割安購入オプション 

リースの開始時で、オプシ

ョンの行使が合理的に保障

されるオプション（借手の

選択で、オプションが行使

可能となる日に、リース対

象資産を予想公正価値より

著しく低い価格で購入す

る）を借手に認める条項。 

本事案には該当しない。 基準を満たさない。 

c.リース期間が、リース資産

の経済的耐用年数の大部分

を占める（通常、耐用年数

の約 75%とされる）。 

リース期間は固定されており、

リース開始時にはリース期間

が経済的耐用年数の大部分を

占めると判断されたと考えら

れる。 

しかしながら、リース期間満了

前に契約のロールオーバーが

行われることが多かった為、契

基準を満たさない可能

性がある。 
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約上の期間と実際の期間は必

ずしも一致しなかった。 

d.リース開始時点におけるミ

ニマムペイメントの現在価

値は、リース資産の公正価

値に実質的に等しい（通常、

資産の公正価値の 90%とさ

れる）。 

Sole Supplier 条 項 と

Rightsizing 条項は、無条件に

FXNZ の権利を認めているわけ

ではない。 

また、ターゲットボリュームか

ら算定した金額を FXNZ が顧客

に実際に請求したことはなか

った。 

加えて、契約のロールオーバー

が頻繁に行われたことから、

FXNZ が顧客と合意した支払予

定額は、ターゲットボリューム

から算定した金額より小さか

った可能性がある。 

基準を満たさない可能

性がある。 

MSA 及び GCSA の双方に関し、リース資産の所有に伴うリスク及び便益が移転され

たか否かを取引別に認定する必要があるが、リース開始時及びその後の取引推移の

状況は、以下の通り、その判断を複雑で難しいものにしている。 

（ア）リース取引開始時 

契約開始時に、すべての事実及び条件を把握する必要があるが、ターゲットボ

リュームが設定されている契約におけるミニマムペイメントの決定には、判断が

介在する。そして、以下の要素が、その判断を複雑化させている。 

ⅰ．契約内容がサイドレターや口頭の約束等によりフォーマットから頻繁に変更

された。 

ⅱ．FXNZ を保護する Rightsizing 条項等が契約開始時にミニマムペイメントの実

効性にどのような影響を有していたか、及びターゲットボリュームがミニマム

ペイメントの算定基礎として適切か否か等が明確でない。 

（イ）リース取引開始後 

リース開始後、以下のようなケースが生じることにより、会計処理を再考する

必要がある場合がある。 

ⅰ．リース契約詳細の変更を伴う「契約のロールオーバー」 

契約のロールオーバーでは、当初契約の対象であるリース資産をそのまま使

い続ける場合と、新たなリース資産を設置する場合があり、会計処理の変更、

リース債権の減損処理、リース契約の区分見直し等が必要となる可能性がある。 

ⅱ．Rightsizing 条項発動の有無 
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ターゲットボリュームが未達となり、かつ、Rightsizing条項が発動されない

場合、リース債権の減損テストが必要となり、会計処理の変更を検討する必要

性が生じる。Rightsizing条項が発動された場合も、発動後のミニマムペイメン

トの額は、ターゲットボリュームに基づくミニマムペイメントの額と異なる可

能性がある。 

（４）本事案の概要 

① ターゲットボリューム 

「（3）本事案に係るリース商品の概要と FXNZ における会計処理」にて述べた通り、

FXNZにおいて MSA及び GCSAの売上総額はターゲットボリュームに基づき算定されて

いた。そして、「(2)米国会計基準におけるリース会計基準の概要」で述べた通り、

MSA 及び GCSA は米国会計基準上、販売タイプリースとして処理されていた為、契約

締結時、MARCOは ORS売上、FINCOはリース債権を計上しており、具体的な金額はタ

ーゲットボリュームに基づく契約総額から算定されていた。 

しかしながら、MSA 及び GSCA の支払に関する条項では、MARCO は顧客に対し実際

の使用数量（実際のクリック数×クリックレート）を請求することと規定されてお

り、ミニマムペイメント条項（実際の使用数量にかかわらず、ターゲットボリュー

ムに基づく最低限の固定額の支払を保証する条項）は規定されていなかった。これ

は、顧客の実際のクリック数がターゲットボリュームを下回る場合、MARCOは顧客に

対して実際の使用数量分しか請求できない為、契約締結時に算定した売上と乖離が

生じてしまうことを意味する。 

一方、FINCOは、MARCOによる顧客に対する実際の請求額の多寡にかかわらず、契

約当初の会計基準に沿って決められた配分に基づくリース債権及び金利収入に従っ

て、月額を MARCO に請求していた。そして、当初想定されたリース料（ターゲット

ボリューム×クリックレートにより算出される額）を、実際に MARCO が顧客に対し

て請求出来るリース料が下回った場合、MARCOのサービス収入をその差額相当分だけ

取り消すことにより、MARCOは FINCOに対して請求された額を支払った後に自社に残

るリース料の入金額と自社で計上するサービス収入の金額を一致させていた。  

上記のような売上・リース債権の算定方法並びに MSA及び GCSAにおける支払に関

する規定の内容からすると、ターゲットボリュームが過大に見積もられた契約では、

FXNZとして売上及び債権がリース取引開始時に過大に計上されることになる。他方、

過大計上の金額水準は、リース期間の経過に応じて稼得されていた実際のリース料

を上回る取引も存在した。従って、ターゲットボリュームの過大見積は、収益の期

間帰属の問題というよりは、契約期間全体に渡る収益の過大計上の問題であると考

えられる。 
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また、ターゲットボリュームと実際のクリック数が乖離し当初想定していた売上

が確保されないという状況は、リース債権減損を検討する為の明白な根拠となるが、

FXNZがこうした処理を検討した証跡は確認されていないという問題がある。 

更に、顧客が MSA及び GCSA で設定されたターゲットボリュームに基づく一定額の

リース料を支払う法的義務の有無は、これらの契約が販売タイプリースとみなされ

る為の重要な要素の一つである。しかし、そうした法的義務が MSA及び GCSA に規定

されていない本事案において、MSA 又は GCSA に基づくリース契約の内容を再評価し

た場合、販売タイプリースとして処理されていたリース契約が、実はオペレーティ

ングリースに分類されていなければならなかったと判断される可能性があるという

問題もある。 

FXNZは、2010年 1月 1日から 2016年 1月 31日までの期間に、ターゲットボリュ

ームに関する条項を含む MSA及び GCSAを日常的に活用していた。2015年 11月 11日

付の社内資料によると、1,440件の契約のうち、実際のクリック数がターゲットボリ

ュームを下回ったものは 982件、ターゲットボリュームの達成率が 70%未満である契

約は 555 件であった。また、2015 年 7 月、FXAP が FXNZ に対して内部監査を行い、

調査を進めた結果、7割程度の契約についてターゲットボリュームに未達であること

が確認されている。 

上記の様に、顧客の使用数量が MSA及び GSCA の設定するターゲットボリュームに

未達であるケースが常態化していたという事実は、   Ａ   氏、  Ｂ  氏、  

Ｃ  氏、及びファイナンスチームのメンバーを含む、多くの FXNZの役員・従業員

の共通認識であった。 

MSA及び GSCA の使用は、2015年 9月から禁止されている。 

② DSG調整 

「①ターゲットボリューム」にて述べた様に、MSA 及び GCSA 契約において、顧客

の実際のクリック数がターゲットボリュームを下回る場合、その差額分だけ MARCO

のサービス収入が減少していた。 

APO により作成された FXNZ（MARCO 及び FINCO）が遵守すべき 2007 年 5 月 9 日付

「Revenue Recognition Policy for DSG Contracts（DSG契約に関する収益認識規則）」

は、収益の認識は社内規則、国際会計基準及びニュージーランドの会計基準に準拠

すべきであると定めている。また、同規則においては、既に認識された収益が過大

であり、その後のサービス収支がマイナスになることが判明した場合、①ファイナ

ンス収入の減少、②機材売上の取り消し、又は③クリックレートの値上げ、のいず

れかの方法により、少なくとも損益ゼロまでにしなければならない旨が規定されて

いる。 

しかしながら、FXNZ では、上記収益認識規則の規定に従った会計処理を行った場

合、MARCOにおいて計上されるサービス収入が低水準となってしまうことから、この
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収入不足分に対応する為、上記規定に違反する DSG（Document Services Group）調

整という会計処理を導入していた。すなわち、FXNZは、当該 DSG調整により、MARCO

の実際のサービス収入（顧客への請求額から、ターゲットボリュームに基づく FINCO

のリース債権返済及び利息収入分を差し引いた額）が、顧客の実際のクリック数を

前提に MARCO の当初の予定によれば取得が見込まれたサービス収入（顧客への請求

額のうち、MARCOが当初に定めたサービス収入への配分割合に相当する額）に不足す

る場合、その差額を MARCO のサービス収入及び FINCO のリース債権としてそれぞれ

追加計上していた。 

顧客がターゲットボリュームとクリックレートに基づく金額を支払う法律上の義

務を負うと考えられる場合（かかる場合、DSG調整分は将来の支払いにより最終的に

はターゲットボリューム回収可能となる）には、MARCOのサービス収入を上記 DSG調

整による追加額を含めて計上することは、適切な会計処理と評価し得る可能性が存

する。しかし、上記①で述べた通り、本調査で判明した事項に基づけば、MARCOが顧

客との間で締結した MSA 及び GSCA 上、MARCO は顧客に対し実際の使用数量を請求す

ることと規定されており、ターゲットボリュームとクリックレートに基づく金額を

支払う旨のミニマムペイメント条項は設けられていない為、DSG調整による MARCOの

サービス収入及び FINCO のリース債権の計上は会計上許容されず、過大計上されて

いたと考えるべきである。 

また、例外的に顧客がターゲットボリュームとクリックレートに基づく金額を支

払う法律上の義務を負う場合であっても、FXNZ が顧客から実際に回収するリース料

がターゲットボリュームに基づく金額より少ない場合には、FINCOがターゲットボリ

ュームに基づき計上したリース債権についての回収可能性を検討する必要がある。

当該検討によって回収可能性がないと判断された部分は、DSG調整を取り消して、リ

ース債権を減額する必要があると考えられる。そして、本調査で判明した事項によ

れば、DSG調整によって FINCOに計上されたリース債権の回収可能性は高くなかった

と考えられることから、顧客がターゲットボリュームに基づく金額を支払う法律上

の義務を負っていた場合であっても、DSG 調整による FXNZ のサービス収入及びリー

ス債権の計上は過大計上であったと評価し得る。 

なお、DSG調整は、FXNZでの実施開始当初、FINCOのリース債権台帳及び MARCOの

売上台帳に手動で記帳されており、DSG調整残高のある契約が（後述する）ロールオ

ーバーにより再締結された場合に、当初契約終了時の DSG 調整残高を台帳から一旦

取り消し、新しい契約を契約管理システム（システムＡ）に登録した上で、その取

り消した残高をシステムＡ上の新しい契約に再計上していた。従って、取り消され

た DSG 調整の少なくとも一部は、システムＡを通じて新契約に関するサービス収入

及びリース債権として再計上されていたことになる。 

また、FXNZは、2012年、同社経営陣から IT部門への指示により、DSG調整の額を
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システム上で自動計算するプログラムを設定させていた。その上で、FXNZの経営陣

が参加する経営会議においてかかるプログラムに基づく計算結果の検討が行われ、

当該会議で決定された当月分の DSG 調整額が、MARCO 及び FINCO においてそれぞれ

サービス収入及びリース債権として計上される取扱いが採られていた。 

しかし、MARCOから顧客への請求額は新たな契約で定められたクリックレートと実

際のクリック数に基づき算定される為、MARCOとしては DSG調整分を顧客に対して別

途請求はしておらず、契約再締結時に既存契約の DSG 調整残高を新たな契約に基づ

く FXNZ（FINCO）のリース債権として再計上していることも、顧客には伝えていなか

ったとのことであり、顧客において MARCO に対し DSG 調整分の料金を支払う法的義

務が存するとは考え難い。 

FXNZにおける上記DSG調整の計上は、少なくとも2012年4月には開始されており、

2013年 3月 31日から 2016年 3月 31日までに FINCOのリース債権台帳及び MARCOの

売上台帳上で行われた DSG 調整の額は、期間累計で約 47 百万 NZ ドル、2017 年 3 月

末時点の残高（契約ロールオーバー時の取り消し分（期間累計）24百万 NZドルを除

いたもの）は 23百万 NZドルであった。 

FXNZ の開示資料及び関係者のインタビュー結果によれば、当該調整に係るプロセ

ス・計算方法・問題点については、FXNZ の経営幹部、財務経理部門及び営業部門の

従業員の間で広く認識されていた事実が認められる。また、DSG調整の計上開始につ

いては、FXNZの前 Managing Directorである   Ａ   氏の了承の下で、前 CFO

の  Ｂ  氏の指示に基づき実施されたものと認められ、これにより FXNZ の経営

陣は、APOからの売上目標達成のプレッシャーを回避しつつ、売上目標達成による賞

与等の経済的な利益を受けていた。なお、FXNZの現 Managing Directorである  Ｃ  

氏については、前職である営業部門 General Manager 在任時から、FXNZにおける DSG

調整の計上を認識していた事実が認められる。 

③ 残存価額 

MARCOは、リース契約を締結する際に、キャピタルリースであったとしてもリース

対象資産の残存価額（リース契約期間満了時におけるリース資産の見積売却価額）

を設定している。キャピタルリースとオペレーティングリースとを問わず、一般的

に、リース契約の貸手は、リース契約期間満了時にリース資産を当該資産の中古市

場において公正価額で売却処分することでリース資産に対する投資額を一部回収す

ることが出来る。そして、リース会社に対して顧客が支払うリース料（使用料）は、

当該資産の新品購入価額と中古市場における公正価額（残存価額）の差額、金利、

税金、保険料等であることから、残存価額があれば顧客がリース会社に対して支払

うリース料は当該資産の残存価額の分だけ少なく設定され得る。FXNZ では、リース

対象資産のリース料は契約満了時の「バルーンペイメント」（借入期間中は一定額の
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返済を行い、借入期間満了時に残元金を一括弁済する方式）とされていたが、支払

方法の詳細については MSA及び GCSAにおいて明確にされていない。 

キャピタルリースでは、リース会社が購入した機器の所有権がリース契約期間満

了時に顧客に移転する構成であることが多く、残存価額はほとんどないことが一般

的である。この点、2010 年 10 月 1 日に施行された FX の Internal Business Group 

Accounting Administrative Instructions（国際事業グループ経理処理規程）では、

キャピタルリースとして処理する契約の残存価値は 10%以下と定められており、残存

価値が 10%を超える場合の契約はオペレーティングリースとして処理しなければな

らず、キャピタルリース契約締結時に機器売上を認識してはならない旨が明記され

ている。また、2010年 10月 11日には、  Ｂ  氏が、   Ｄ   氏及び  Ｅ     

氏に対して（    Ｆ    氏に写しを）送付したメールで、残存価額が 10％

を超える場合はオペレーティングリースとしなければならず、キャピタルリースと

しては禁止されることを伝えている。2011年 4月 1日には、  Ｂ  氏と、  Ｇ   

氏及び   Ａ   氏の間で残存価額の取扱いについて確認している。しかし、

FXNZは、2011年 5月に残存価額が 15％のキャピタルリース契約が提案される等、こ

の基準値（10％）を超えた残存価額を設定しながら、それらの契約をキャピタルリ

ースとして処理した他、契約締結時に機器売上（ORS収入）を計上し、2014年 12月

頃には残存価額を 45％とするキャピタルリース契約が締結された。この間、  Ｂ  

氏は、残存価額を 10％以下にすることを何度も指示し、残存価額が 10％を超えるキ

ャピタルリースの承認を拒否したこともあるが、   Ａ   氏が率いる FXNZで

は上記規程及び  Ｂ  氏の指示等を無視し続けた。 

契約総額を一定とすれば、残存価額を高く設定することで顧客からリース期間中

にリース料として回収すべき金額は小さくなり、より低いクリックレートを顧客に

提示することが可能となる。しかし、残存価額が高く設定されている為、クリック

レートの値下げにも関わらずバルーンペイメントで水増しされた契約総額に基づい

て ORS 収入が計上されることになる。しかしながら、キャピタルリースにおける収

入は本来顧客から受け取る現金の現在価値であり、残存価額によって売上が増加す

ることはない。したがって残存価額を高く設定することで、リース料及び実際に回

収し得る残存価額に見合わない架空売上を計上していたと考えることが出来る。 

一方、クリックレートの低下は毎月の顧客に対するリース料の請求額を減少させ

るので、リース債権の回収を契約終了時まで繰り延べる効果をもたらす。その為、

リース債権の回収可能性は、契約満了時の残存価額の実現可能性に大きく依存する

ことになるが、MSA 及び GCSA には、残存価額の実現可能性を担保する明確な条項は

含まれていない。従って、上記の ORS 収入にだけでなく、リース債権についても、

採算の取れないクリック率に基づくものとして回収可能性に問題のある実質的な架

空計上となった。 
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リース契約終了時に、MARCOは当該リース契約の対象機器を再販売用の在庫として

保持していた。 

また、FXNZの経営陣は、2015年 4月下旬から 6月中旬頃に、大きな残存価額が同

社の社内規程違反と認定されるのを防ぐ目的で、残存価額の大きい契約から残存価

額の小さい（別の顧客との）契約への付け替えを行った。これによって、残存価格

が 10%未満となった契約は ORS 収入の計上が可能となった為、FXNZ は ORS 収入の計

上を行い、残存価格が増加した契約に関しては、追加収入を計上した。 

なお、FXNZ のシステムＡの記録によれば、FXNZ は 2010 年 10 月から 2016 年 3 月

までに、残存価額が 10%を超える MSA/GCSA 契約を 270 件締結していた。システムＡ

の記録によれば、10%超の残存価額が設定された契約は 2014 年 2 月から増加し、最

終的に 2016年 3月に取り止められた。 

④ 契約ロールオーバー 

MSA及び GCSAは、通常、複数年に渡る契約であるが、FXNZは、それらの一部を当

初契約期間の初期又は中期に新たな契約に「ロールオーバー（書換え）」していた。

ロールオーバーが行われると、同一顧客と同一機器についてのリース契約であって

も新たな ORS 収入を認識することが出来るので、新たな ORS 収入を計上する目的で

行われたと考えられるが、FXNZ によれば、契約期間終了前に契約期間を延長するこ

とで、顧客を囲い込むという事業上の目的もあったとのことである。 

ロールオーバーを行う際の新たな契約は、通常、当初契約よりも低いクリックレ

ートが設定され、顧客に売り込みやすい形になっていた。クリックレートの減少分

は、ターゲットボリュームの増加及び契約期間の長期化により補っていた。当初契

約に係るリース債権の残高は、ロールオーバー時に新たな契約に繰り越されていた。 

契約のロールオーバーは、以下の 2つのいずれかの方法により行われていた。 

（ア）当初契約で設置したリース資産をそのまま使用して、リース契約を再締結する。 

（イ）新たなリース資産を設置し（又は、当初契約で使用していたものと同一のリー

ス資産を再設置し）、契約を再締結する。 

（ア）のケースでは追加のリース資産納入は発生しないが、FXNZ は新たな契約締

結の際に ORS収入を計上していた。 

（イ）のケースでは、新たに（又は再度）納入したリース資産に係る ORS 収入を

計上していた。当初契約で納入したリース資産が撤去された場合、当該リース資産

を契約満了まで使用することにより回収するはずであったリース債権はそのまま残

存し、「unsecured」というカテゴリに分類されていた。 

上記のような会計処理は、（ア）のケースにおいて不適切な ORS収入の計上を発生

させ、（イ）のケースにおいても当初の ORS収入が結果的に過大計上であったと考え

られる。また、（ア）及び（イ）双方のケースにおいてターゲットボリュームと実際

のクリック数の乖離、リース債権の回収リスク、残存価格の評価等の諸問題を先送
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りにし、回収見込みの低いリース債権が膨れ上がる結果をもたらした。 

2014 年 1 月には、  Ｈ  氏が、   Ａ   氏及び  Ｉ  氏に対して

（   Ｊ   氏、  Ｃ  氏及び  Ｂ  氏に写しを）2014 年 1 月から 3

月に合計●NZ ドル（金額は非開示）の契約のロールオーバーを行うことで、目標粗

利益を達成する計画を伝えている。 

また、2015 年 9 月 3 日付の契約ロールオーバーに関する APO のポリシーに関する

メモでは、「契約のロールオーバーを行う際、機材の動きがない場合は、契約締結時

に収入を認識してはならない」、「契約のロールオーバーの時点における当初契約の

リース債権残高が当初の契約の価値の 20%を超過する場合、その超過部分は顧客から

一括払いで回収しなければならない」等と定められているが、FXNZ における契約の

ロールオーバーは同ポリシーに準拠していないと考えられる。 

2009年頃、FXNZ は、契約の取扱いに関する方針・規程を有していなかった。その

為、資料が確認されたものだけでも、2011年 6月から 2015年 9月までに、9件のリ

ース契約で、リース契約書とは別の書面（サイドレター）でリース契約の内容が変

更されたことが窺われる等、契約のロールオーバーは、主に当初契約に係るサイド

レターの締結によって行われていた。サイドレターの使用は APO の 2015 年 10 月 1

日付会計ポリシー及び社内文書によって明確に禁止された。更に  Ｋ  氏は、

2016年 9月 1日に、FXNZではサイドレターで契約の内容を変更することが厳格に禁

止されていることを示した。 

因みに、契約のロールオーバーに関する適切な会計処理は個別の事情及び状況に

よって異なるが、少なくとも以下の要素を考慮しなければならないと考えられる。 

（ア）契約条件の変更が、新規契約の締結にあたるか、既存契約の修正にあたるか 

（イ）新しい契約はキャピタルリースの基準を満たすか、オペレーティングリースと

見做されるか 

（ウ）既存契約に係るリース債権残高を認識中止するか、減損処理するか 

少なくとも、単一の資産（又は資産グループ）に対し、2種類のリース債権が存在

することは適切でなく、「unsecured」に分類される債権の存在は不適切であると考

えられる。 

契約のロールオーバーによる収益及びリース債権の過大計上の会計的影響額を正

確に数値化することは困難であるが、「unsecured」に分類された債権の額が 1 つの

指標となると考えられる。FXNZ経営陣が行った分析によれば、2017年 3月末時点に

おける「unsecured」債権の残高はリース契約全体の約半分の 153 百万 NZ ドルであ

った。 

（５）その他の発見された問題点に係る会計処理 

① 契約未締結又は機器未設置での収益計上 
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FXNZ関係者に対するインタビュー結果等によれば、FXNZの経営陣が自己の業績達

成に対して強い意欲を有していた事実が認められる。 

即ち、FXNZ では毎月末、月次業績（年度末は年度業績）の確認の為、National 

Business Review の目的で NBR 会議と呼ばれる会議を開催していた。当該会議には、   

Ａ   氏、  Ｂ  氏、  Ｌ  氏、  Ｃ  氏、  Ｉ  氏、  Ｍ   

氏、   Ｄ   氏、  Ｇ   氏、  Ｎ  氏、  Ｅ     氏、   

Ｏ   氏、  Ｐ  氏、   Ｊ   氏及び営業担当者等が出席していた。

当該会議では、単に業績の状況を検討するのではなく、業績が達成出来ていない部

分に対して不適切な処理によって業績を達成させる方法が検討されていた。具体的

には、APO/GCO 収益認識の経理処理規定（APO/GCO Accounting Administrative 

Instruction Revenue Recognition）上は、収益認識の為には、契約は完全かつ明瞭

で両当事者によってサインされていなければならないと定められているにもかかわ

らず、上記会議参加者は、当該会議の場において、契約締結前又は機器設置前の取

引に係る収益計上を検討し決定を行っていた。FXNZ のファイナンス部門に対する最

終的な売上先行計上は、   Ａ   氏の指示により、  Ｂ  氏が行ってい

たが、上記会議参加者は全員当該計上について認識していたものと認められる。な

お、会議参加者のうち一部の従業員は、一連の行為が収益認識に関する内部規定に

準拠していないものであることも認識しており、経営陣に対し不適切な収益計上に

反対したが、最終的には経営陣の意向に抵抗することができなかったものと思われ

る。 

更に、これらの不適切な取引の中には、単なる収益の先行計上ではなく、架空取

引が含まれていた可能性もある。 

これら一連の不適切な行為は、2016年1月に  Ｋ  氏がFXNZのCFOに就任し、

不適切な会計処理を指摘するまで恒常的に行われていた。 

2016 年 2 月に  Ｋ  氏が作成した報告書上は、上記手法によって先行計上さ

れた不適切な売上の累計残高（その時点で売上計上要件を充足したものは除く）は

2016 年 1 月時点で 90 百万 NZ ドルであり、その当時に  Ｋ  氏が取引内容を個

別に確認した結果に基づき、そのうち特に財務リスクの高いものが売上総利益ベー

スで 9百万 NZドルあると APOに報告されている。 

過年度の不適切な売上の累計残高は、以下の通り推移しており、2015 年 3 月期に

FXNZ 全体の売上高の 30%近くまで増加しているが、2016 年 3 月期以降、未収収益残

高は削減されている。 

（百万 NZドル） 

 2014年 

3月期 

2015年 

3月期 

2016年 

3月期 

2017年 

2月時点 

不適切な売上の累計残高 57 88 55 14 
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FXNZ全社売上高 271 301 227 集計中 

 

90百万 NZドルのうち、35百万 NZドルは架空計上であり、残りの 55百万 NZドル

は架空計上ではないが収益を不適切に先行計上したものとのことである。 

架空計上は、2016 年 2 月及び 3 月に 2 百万 NZ ドル新たに計上されており、2016

年 3月期では合計で 36百万 NZドルとなっていたが、このうち 16百万 NZドルを 2016

年 3 月期決算で修正し、2017 年 3 月期に 21 百万 NZ ドルが繰り越されたとのことで

ある。 

期間帰属に問題のある 55 百万 NZ ドルは、各月時点では不適切な先行計上であっ

たが、その後に見込み通り契約が締結され、年度末では取引が実現しているものも

含まれていた。 

② マクロ調整 

また、FXNZ では、前述の NBR 会議における収益の先行計上とは別に、財務業績を

向上させる為、「マクロ調整」と呼ばれる会計処理が実施されていた。「マクロ調整」

とは、先行売上の二重計上、架空の売上計上や、売上原価あるいは費用の架空計上

や繰り延べ等、そのほとんどが商業的又は会計的に根拠を持たない調整であり、広

範かつ一貫性なく実施されていた。  Ｋ  氏によれば、同氏の CFO就任以前に、

以下の様に実施されていたとのことである。 

（ア）FXNZは、月次決算書を翌月の第 1営業日に作成していた。 

（イ）当該月次決算書を作成する際、財務数値の推移として正しくないと思われる勘

定残高を発見することがあった。（例えば、売上原価が不自然に高すぎる等） 

（ウ）このような発見事項について、月次決算書の完成前にその内容を調査し正しく

修正する為の十分な時間がない場合に、あるべき修正金額を確認することなく、

マクロ調整と称される調整仕訳を会計システムに入力していた。（例えば、売上原

価を減らし、資産を増やす等） 

（エ）入力したマクロ調整は後日速やかに調査し、必要に応じて振戻処理を実施すべ

きであったが、後述の通りマクロ調整の総額は、  Ｋ  氏の CEO 就任まで相

応規模で残存していた。 

FXNZ においてかかるマクロ調整の計上が行われる様になった背景には、当初は月

次決算書を短期間で作成する為にある程度必要であった可能性は否定できない。し

かし、ある程度の期間を経過した後には、上述の通り  Ｋ  氏就任まで、本来

速やかに原因調査を行って処理すべきマクロ調整の計上額が相応規模で残存したま

まとなっていたことや、主に期中においてマクロ調整の計上がなされ期末にかけて

振戻処理を行う傾向が見受けられること等に鑑みると、FXNZ が月次の業績目標を達

成する為にマクロ調整を利用していたものと考えられる。この点、当該マクロ調整

の計上については、   Ａ   氏の指示により、  Ｂ  氏が行っていた。 
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なお、摘要欄に「マクロ」と記載されていた会計処理の記録の数の推移について

は、以下の通りである。以下の記録の数については、修正の為の会計処理も含まれ

ており、2016年度の修正は、過年度の振戻修正である。 

 

2014年度 

4 月 5月 6月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

2 1 0 0 0 7 6 20 20 0 8 8 

2015年度 

4 月 5月 6月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

0 0 5 2 15 18 20 15 13 6 5 4 

2016年度 

4 月 5月 6月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

6 9 20 13 18 20 17 15 18 15 17 19 

 

 

 

  Ｋ  氏の報告書上、マクロ調整の総額は、2016 年 1 月時点で 23 百万 NZ ド

ルに達していたと記載されている。  Ｋ  氏の説明によれば、このマクロ調整

は、下表の通り、2016年 2月及び 3月の通常業務の中で 3.0百万 NZドル、2016年 3

月期の決算処理の中で 12百万 NZドル修正された結果、2017年 3月期に 8百万 NZド

ルが繰り越されたとのことである。 

（百万 NZドル） 

 金額 

2016年 1月時点 23 

2016年 2月及び 3月の通常業務における修正額 (3) 

0
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5
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1
1
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1
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6
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1
6
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6
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1
6
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1
1
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2
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1
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1
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1
7
年

3
月
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2016年 3月期修正額 (12) 

2016年 3月末残高 8 

 

③ 個別入力 

更に、FXNZでは、2015年 3月期において、上記のマクロ調整を含めた不適切会計

について、期末において会計監査で問題とされるリスクを低減させる為に、資産売

却等の営業外取引を行った上で会計計上し（以下、「個別入力」という。）、当該会計

年度における FXNZの財務活動や財務状況を改善させ、実際の収益以上の収益がある

かのような外形を作出していた。  Ｋ  氏による 2016年 2月の報告書では、こ

うした取引について 4 項目（11 百万 NZ ドル）を財務リスクとして報告しているが、

同氏の説明によれば、その後会計上問題のある取引と整理されたものは以下の 2 項

目であり、  Ｂ  氏が行っていたとのことである。 

（ア）賃借不動産の借換えに伴う収入 

FXNZ は、2015 年 12 月に、賃貸人から借り受けていたカレッジ・ヒル所在の不

動産の賃貸借契約（以下、「旧賃貸借契約」という。）を中途解約し、同じく賃貸

人保有のニューマーケットのカールトン・ゴア・ロード所在の不動産を新たに賃

借する賃貸借契約（以下、「新賃貸借契約」という。）を締結したところ、当該賃

借不動産の借換えに伴い、賃貸人から●NZドルを受領した。FXNZが賃貸人から受

領した当該金員は、形式的には、賃貸人都合による旧賃貸借契約の解約による違

約金という名目で支払われており、FXNZ からの要請に基づき当該支払名目を示す

為の合意書も作成されているが、FXNZ と賃貸人との間の交渉の推移や旧賃貸借契

約の残存期間が 6 ヶ月間に過ぎなかったことに鑑みると、実質的には、賃貸人が

FXNZ に対し新賃貸契約を締結する為のリースインセンティブとして新賃貸借にお

ける FXNZの負担を低減する趣旨で交付されたものと認められる。従って、FXNZが

賃貸人から受領した●NZ ドルについては、会計上、新賃貸借契約に関するリース

インセンティブとして、当該契約の契約期間 12年間における賃料コストの低減と

して割当て計上されるべきものであるところ、旧賃貸借契約の違約金と取り扱わ

れ 2015年 3月期の収入として一括計上された。 

なお、仮に当該支払を賃貸人都合による旧賃貸借契約の解約による違約金と見

做すことができたとしても、これを収益として認識するべきタイミングは、実際

に FXNZ が賃貸人に対し賃貸不動産を明け渡した 2016 年 3 月期であることから、

いずれにせよ FXNZが 2015年 3月期の収入として認識することは適切ではない。 

（イ）顧客のもとに存在する消耗品に係る在庫評価額の増加 

FXNZ においては、顧客にリースしたコピー機の利用に必要なトナー等の消耗品

を顧客のもとで保管しており、当該消耗品を在庫として計上し、定期的に評価替

えを行っていた。当該取り扱いに関し、FXNZ は、2015年 3月期決算の際、約 3百
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万 NZドルに相当する在庫評価額の増加を計上し、これに対応する科目として売上

原価を減少させる処理をしている。この点、FXNZの経営陣は、2015年 3月期にお

ける在庫評価額の追加について懸念を有していたが、財務諸表に記録されていな

い他の債務の埋め合わせの為に当該計上を行ったと認められる。 

④ スポンサーシップ費用 

FXNZ では、主に教育機関等の団体に対してスポンサーシップと称される、現金の

提供、タブレット端末のような物品の無償提供等の販売促進活動を行っている。こ

の販促活動に係る費用（スポンサーシップ費用）に相当する金額について、MARCOで

は顧客への売上に、FINCOではリース債権にそれぞれ加算して計上していた。 

スポンサーシップ費用の計上に関する概括的な仕訳は、以下の通りである。なお、

ORS収入及びリース債権の変化に伴うリース料の変化は無視している。 

   （NZドル） 

 スポンサーシップ費用

の未払計上前 

スポンサーシップ費用

の未払計上後 

PL項目   

ORS収入 100,000     150,000  

ORS原価 （70,000） （120,000） 

売上総利益 30,000  30,000  

   

BS項目   

リース債権 100,000  150,000  

買掛金勘定 （70,000） （70,000） 

未払スポンサーシップ費用 ‐ （50,000） 

純資産 30,000  30,000  

 

営業費用を回収出来る水準で販売条件を設定することは営業活動として合理的で

あるといえるが、FXNZ では MSA 契約のリース料設定条件とは直接関係ないスポンサ

ーシップ費用相当額を、営業活動として合理的であるかに関係なく ORS収入及び ORS

原価に加算し、それに対応する金額をリース債権（未払スポンサーシップ費用）と

して計上している。係る加算及び計上は MSA 契約に裏付けられておらず、それぞれ

が過大計上であったと解され得る。 

また、APOにおける会計処理方針を示している APO/GCO Accounting Administrative 

Instructions では、値引、クーポン、リベート、商品やサービスの無償提供等の形

で提供される販売奨励金の会計処理に関して以下の通り規定している。 

（ア）販売奨励金が現金による支払や還付の場合、当該金額を売上から控除する 
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（イ）商品やサービスを無償で提供した場合、原価相当分を売上原価に計上する 

この点、FXNZ では、スポンサーシップ費用を、現金の提供、物品の無償提供等

のいずれであるかに関係なく売上原価に計上している為、社内規則に反して一律

に（イ）の方法で会計処理していたことになる。 

ただし、  Ｂ  氏に送付した質問状に対する回答によれば、スポンサーシ

ップ費用に相当する金額を、クリックレートを高く設定することでリース契約の

中で回収出来る形にしていた可能性がある。その場合、契約による裏付けがある

ため単純にリース債権が過大計上であったとは言えない可能性があるものの、販

売奨励金の会計処理に関しては APOの会計処理方針に反していたと言える。 

スポンサーシップ費用相当額を ORS収入に加算計上していた問題について、FXNZ

全体におけるスポンサーシップ費用の推移を示すと、下表の通りとなる。2009 年

3 月期からスポンサーシップ費用が増加し、2015 年 3 月期にはスポンサーシップ

費用として認識された額が 3百万 NZドルを超えて最大となり、その後は減少して

2016年 3月期には約 2百万 NZドルとなっている。この推移は「①契約未締結又は

機器未設置での収益計上」や「⑥他社取引精算」の推移と一致している。 

 

 

スポンサーシップ費用における 2つ目の問題点として、FXNZの 2014年 3月期計

算書類において 1 百万 NZD のスポンサーシップ費用が未払計上されなかったこと

が挙げられる。 
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FXNZ では、APO の社内規則に従って、従来は発生主義（下記（ア）の方法）に

基づいてスポンサーシップ費用を計上していたが、2013年 3月期末において、APO

の社内規則は変更されていなかったにもかかわらず、発生主義から実現主義（下

記（イ）の方法）に基づいてスポンサー費用を計上することに変更した。なお、

2015年 3月期中に発生主義に基づいて計上するように戻している。 

（ア）スポンサーシップ契約締結時に未払計上し、スポンサーシップ契約に基づいた

費用請求を顧客から受領した際に未払金を減額し買掛金を計上する。 

（イ）スポンサーシップ契約締結時には計上せず、スポンサーシップ契約に基づいた

費用請求を顧客から受領した際に売上原価及び買掛金として計上する。 

このようにスポンサーシップ費用の計上基準を変更した結果、2014 年 3 月期に

おける費用及び未払金の過少計上の影響が、2015 年 3 月期以降も継続している可

能性がある。 

⑤ 他社取引精算 

FXNZでは、新規顧客獲得を目的として他社取引精算と称される、FXNZが競合他社

の製品がリースされている顧客に対して当該顧客の競合他社に対するリース債務の

残額やリース契約の解約金を肩代わりして、当該顧客との新規リース契約を獲得す

る販売促進活動を行っている。他社取引精算に係る費用相当額を、MARCOでは顧客へ

の売上に、FINCOではリース債権にそれぞれ加算して計上していた。他社取引精算の

計上に関する概括的な仕訳は、以下の通りである。なお、ORS収入及びリース債権の

変化に伴うリース料の変化は無視している。 

（NZドル） 

 他社取引精算が無い場合 他社取引精算が有る場合 

PL項目   

ORS収入 100,000  150,000  

ORS原価 （70,000） （120,000） 

売上総利益 30,000  30,000  

   

BS項目   

リース債権 100,000  150,000  

買掛金勘定 （70,000） （70,000） 

現金 ‐ （50,000） 

純資産 30,000  30,000  

 

「④スポンサーシップ費用」と同様に、営業費用を回収出来る水準で販売条件を

設定することは営業活動として合理的であるといえるが、FXNZ では MSA 契約のリー

ス料設定条件とは直接関係ない他社取引精算費用相当額を、営業活動として合理的
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であるかに関係なく ORS 収入及び ORS 原価に加算し、それに相当する金額をリース

債権（現金）として計上している。係る加算及び計上は MSA 契約に裏付けられてお

らず、それぞれが過大計上であったと解され得る。 

FXNZ の会計方針では、他社取引精算は販売奨励金と同様の会計処理をすべきとさ

れており、係る事実は  Ｋ  氏が APOに提出した「FXNZ Accounting Review」（2016

年 2 月 12 日付）からも明らかである。「④スポンサーシップ費用」において記載し

たのと同様に、APO において定められた販売奨励金に関する会計処理は以下の通りで

ある。 

（ア）販売奨励金が現金による支払や還付の場合、当該金額を売上から控除する。 

（イ）商品やサービスを無償で提供した場合、原価相当分を売上原価に計上する。 

この点、FXNZ では、現金で精算される他社取引精算分を売上原価に計上している

為、社内規則に反して一律に（イ）に準じた方法で会計処理していたことになる。 

ただし、  Ｂ  氏に送付した質問状に対する回答によれば、他社取引精算費

用に相当する金額をクリックレートを高く設定することでリース契約の中で回収出

来る形にしていた可能性がある。その場合、契約による裏付けがある為単純にリー

ス債権が過大計上であったとは言えない可能性があるものの、販売奨励金の会計処

理としては APOの会計処理方針に反していたと言える。 

他社取引精算を ORS 収入に加算計上していた問題に関して、2017 年 3 月期におい

て有効な契約に係る他社取引精算額を算出すると、下表の通りである。他社取引精

算額に相当する金額が、各年度において、ORS 収入とリース債権にそれぞれ加算計上

されていたと考えられる。 

（百万 NZドル） 

契約締結年 他社取引精算額 

2011年 3月期 0 

2012年 3月期 0 

2013年 3月期 1 

2014年 3月期 4 

2015年 3月期 5 

2016年 3月期 5 

2017年 3月期 1 

合計 16 

 

⑥ 信用リスク及び不良債権の増加 

（ア）信用リスク 

FXNZ では、リース契約の締結の是非、支払期間の長短等を、顧客の与信に応じ

て決定するのが通常である。しかし、FXNZ においては、顧客の与信審査が不十分
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なままに、リース契約の売上計上を求めて契約締結手続を進めたり、信用不安の

ある顧客に対して支援を行って回収できない債権を増大させたりすることにより

信用リスクを高めることがある。 

FXNZにおける与信業務は、2010年までは FXNZ Credit & Recoveries Teamによ

って行われていたが、一貫した与信審査基準はなく、与信業務担当者の個人的な

経験及び知識に基づくものであった。そこで、2010 年 4 月に採用した National 

Credit Manager によって同年 5 月に作成された「Credit Evaluation and Credit 

Limit Setting Guideline」（与信ガイドライン）に従い与信審査が行われること

となった。与信ガイドラインにおいては、当初与信限度額はリース契約の金額が

50 千 NZ ドル以下の場合は当該リース契約金額をとし、50 千 NZ ドル超の場合は

Credit Analyst によって評価される。また、一般的な産業別未払債権割合に応じ

て産業を信用レベル 1 から 3 に分類し、リース契約の金額が 50 千 NZ ドル超とな

る新規顧客は厳しい与信審査の対象となり、200 千 NZ ドル超となる場合はより厳

しい与信審査の対象となる。信用レベル 3の新規顧客で与信限度額が 200千 NZド

ル超の契約には FXNZの CFO及び CEOの署名が求められる。これに対して、既存顧

客に対する与信審査は、FXNZ の営業 manager の承認が求められるだけである。ま

た、FXNZ では、Senior Management Team としての債権管理の責任を果たす為に、

2011年 10月に、FXNZの CFO、同 Senior Management及び同 National Credit Manager

から構成される Credit Committeeを設置している。 

与信ガイドラインは、2014 年に行われた内部監査での問題点の指摘を受けて、

同年 12月に改訂された。改訂された与信ガイドラインでは、すべての新規顧客は、

契約承認前に与信審査されるシステムが利用されることになり、リース契約の金

額が 50千 NZドル超の契約は FXNZ Credit Analystによって審査され、50千 NZド

ル以下の契約は、    システムＢ    によって産業に基づく初期リスク

分類が割り当てられ、自動的に与信審査される。 

外部法律事務所による調査によれば、FXNZ では、与信ガイドラインの制定・改

訂及び Credit Committeeの設置にも拘らず、資金難に直面する顧客との取引に関

して与信審査に関する方針は守られず、仮に顧客がこれから破産申請をしようと

していたとしても FXNZ は当該顧客との取引を継続した。Credit Manager である     

Ｑ     氏からの助言の多くが   Ａ   氏によって却下又は無視され

た。営業担当者はリース契約締結前に与信審査手続を経ることを避け、リース契

約の締結に関する最終的決定権者である   Ａ   氏が直接承認することで

リース契約が締結された為、与信審査が行われたのは 10％程度に過ぎないとのこ

とである。 

FXNZ において、最大の顧客である 取引先１ に対する大まかな信用リスク管理

プロセスは以下の通りである。 
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2010 年 10 月に                取引先１                              が

FXNZ と取引のある事業を買収した際、当該事業は営業損失に苦しみ、資金繰りの

問題を抱えており、FXNZ 内でも当該事業に対する与信で相当な損失が発生してい

て資金流動性が問題となり得ることが認識されていた。なお、2010年 10 月以前に

は、FXNZは、        取引先２ 

と限定的な取引を行っていただけだった。 

その後、 取引先１ は、FXNZ の取引先であるが資金難に陥っていた 5 社を買収

する等して印刷事業の規模を拡大させ、新規機器に関する FXNZとのリース契約数

も大幅に増加した為、FXNZは 取引先１ を戦略的重要顧客と位置付けた。そして、

FXNZ は 2011 年から 2012 年にかけて 取引先１ の与信残高を急速に拡大し、 取

引先２ との取引条件（リース料の回収条件）を 60日に伸ばした。また、FXNZは、

2012 年 3 月には、回収条件を 3 ヶ月の期間限定で 60 日から 80 日に伸ばし、同年

5 月から FXNZ が 取引先１ に代わってリース機器の用紙を手配し、当該取引に係

る債権を与信することでも 取引先１ を支援した。 

その結果、2012年 9月には、 取引先１ 及び 取引先１ に買収された 5 社は FXNZ

に対して合わせて 2百万 NZドルの負債（内１百万 NZドルがその時点で履行遅滞）

を負うだけでなく、FXNZのこれらの会社に対するファイナンス契約は合計 15百万

NZドルに上っていた。 

ところが、2013 年 5 月に 取引先１ の CFO が突然退任し、 取引先１ の財務記

録が不完全であり、その会計システムも十分に整備されていないことが判明した

こともあって、FXNZは、Risk Countermeasure Plan for  取引先１ （ 取引先１ 与

信リスク対策）を作成したが、2013 年 9 月には 取引先１ に対して融資してきた

金融機関が手を引こうとした。そこで、FXNZ は、与信残高に関係なく、FXNZから 

取引先１ に対して融資をする、 取引先１ の他サプライヤーに対する支払いの保

証人を引き受ける等、 取引先１ と親密な関係を維持し、様々な方法で 取引先１ 

を支援した。 

このように、FXNZ は、 取引先１ の財務状況が悪いことを認識しながら、与信

審査においては既存顧客として取り扱われた為、与信を厳しく審査することなく、

2011年 3月期から 2016年 3月期にかけて 取引先１ に対する与信残高を増加させ

た。 

 取引先１ 以外の顧客に関する信用リスクの問題の概要としては、次のものが

挙げられる。 

i．FXNZと長年の取引関係にある会社が資金難に陥ったことにより、同社に対する

未収債権が発生した。 

ii．FXNZ が何度もリファイナンスを行った会社が債務超過状態に陥って同社に対

する未収債権が発生した。 
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iii．与信審査が不十分なまま他社取引精算を行って新規リース契約を締結した会

社が破産し、同社に対する未収債権が発生した。 

（イ）不良債権の増加 

 取引先１ に対する債権残高は、2013 年以降も急速に膨らみ、特に長期間回収

できず延滞履行遅滞となるものが増えていった。 

下表に見られるように、2013 年 3 月 31 日時点で、2 百万 NZ ドルほどであった

MARCOに対する売掛金（内履行遅滞は約 1 百万 NZドル）は、2014年 3月末には 9

百万 NZ ドル（同約 7.6 百万 NZ ドル）、2015 年 3 月末には 17 百万 NZ ドル（同約

15百万 NZドル）、2016年 3月末には 25百万 NZドル（同約 24百万 NZドル）、2017

年 3月末には 29 百万 NZドル（同約 28百万 NZドル）と激増した。 

 

 

なお、履行遅滞となった債権については、2014 年 3 月に作成された「Doubtful 

Debt Provision Guideline」（引当金ガイドライン）では、一定の優良企業への債

権を除き、口座の凍結や、最終的催告の発出、2ヶ月以上の履行遅滞があるものは

原則として貸倒引当金を計上することとされていた。 

しかし、当該引当金額決定に至るまでに高、中、低と様々な想定引当額につい
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て会計監査人と協議した結果、360日以上の滞留については 100%、180日以上 360

日未満の滞留については 50%の割合で貸倒引当金を計上している（2015年 3月期

末残高 7.5百万 NZドル）。 

しかしながら、FXNZ は 2013 年 10 月時点において、 取引先１ が破産状態にあ

ると指摘する会計事務所３ 作成のレポートを入手しており、この時点で貸倒引当

金を計上すべきであった可能性があると考えられる。また 取引先１ に対する債

権残高は、当該レポート入手以降も 20百万 NZドル以上増加している。 

また、APOの不良債権減損規程では、個別顧客に対する減損テストに加え、類似

の信用リスク及び債権残高を有する顧客グループ単位での減損テストが必要であ

る旨が定められている。しかしながら、FXNZ ではグループ単位での減損テストを

実施していなかった。 

FXNZは、2015 年に 取引先１ の事業部門の 1つである取引先３の買収を検討し

ていた。最終的には APO の承認が得られず実現しなかったが、本調査で発見され

た資料によれば、この買収は、デットエクイティスワップにより 取引先１ に対

する債権を減少させ、貸倒引当金の計上を回避する目的があったと考えられる。 

また、FXNZ は 取引先１ の他にも、多額の支払遅延の債権が存在する顧客に対

し引当を行っていなかった。取引先４に対する 2 ヶ月以上の支払遅延の債権は、

2014年 3月時点で 0.1百万 NZドル、2015年 3月時点で 1百万 NZドルに上ったが、

引当は実施されず、引当金が計上されたのは 2015年 12月であった。 

2010年の内部監査では 60日以上の支払遅延の債権にのみ引当を実施しているこ

と、引当金額に関する意思決定プロセスが明文化されていないことが指摘された。

2014 年の内部監査でも、最終意思決定が口頭でなされ、適切な証拠資料が作成さ

れていないことが指摘されている。 

Credit Committee への報告書を作成していた     Ｑ     氏は、

「（ 取引先１ に対する債権に関し同氏が言及すると）CFO と経営陣（   Ａ   

氏）に、『 取引先１ に関しては自分が話を進めているので、引当は必要ない』と

言われた」と述べている。2016 年 3 月 29 日付の法律事務所１による報告書でも、     

Ｑ     氏による問題提起が   Ａ   氏により退けられ、 取引先１ 

に関しては口を出さないよう指示されたとの指摘がある。 

このように、多額の引当金が必要となるような債権があるにもかかわらず、FXNZ

においては、 取引先１ 及び多額の支払遅延がある顧客との取引を増加させ、更

なる債権を発生させた。当該債権の大部分は事実上回収困難となっており、この

ような取引増加により FXNZに多額の損害の可能性が生じたといえる。また、これ

に対する引当金の計上を適切に行わず、不適切な会計処理が行われた。 

上記からは、このような取引や不適切な会計処理を Credit Committeeにおいて

阻止出来るような体制構築及び運用が行われていなかったことが窺え、ガバナン
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ス上の問題があったものと考えられる。 

 

４ 不適切な会計処理の発生原因 

（１）インセンティブ 

FXNZ の不適切な会計処理の原因の一つとして、コミッションやボーナス等のインセ

ンティブの仕組みが考えられる。 

シニア・マネジメント及び販売チームは、通常の報酬の他にコミッション及びボー

ナスを受領しているが、その仕組みは売上達成を重視したものであったとのことであ

る。FXNZにおいては、このようなコミッションとボーナスが 2011年 1月 1日から 2017

年 3月 31日までの期間に 27人に対して支払われており、期間を通じて 1人当たり 150

万ドル以上支払われていたとの供述や、コミッションとボーナスの合計額はこれらの

従業員の受領した報酬全体の半額を超えるとの供述もあった。 

更に、FXNZ はインセンティブの為、ハワイやニューヨーク等への旅行を毎年業績の

高い従業員に対して提供していた。 

この中で、特に、MD である   Ａ   氏にとってインセンティブ報酬が大きか

ったことが、以下に述べるガバナンスの欠如と相まって、FXNZ にとって不適切な会計

処理を行ってまで売上を増加させようとする要因となったものと考えられる。インセ

ンティブ報酬のうち   Ａ   氏の標準ボーナス額は、年額基本給の 30％に、評

価項目ごとの達成度合いを基に計算した一定の割合（ボーナス達成パーセンテージ）

を乗じて計算されるものであった。FXAP 傘下の販売子会社社長の評価項目・割合

において、この評価項目のうち売上高は最も重要視されており、30～40％を占めて

いた。このボーナス達成パーセンテージを   Ａ   氏はほぼ毎年 100％を超

える割合で達成していた（特に 2013 年上期は 193％、2014年は上期・下期とも 202％

という高い割合だった）が、特に、売上高の評価項目については 2011 年 4 月から

2014 年 3 月まで連続 48 ヶ月、目標達成率 100％以上を継続した（実績と共に目標

値も上がることを考えると驚異的な数字である。）。このように、売上高を増加させ

続け、それにより多額のインセンティブ報酬を得ていたことになり、より高い売上

高を求めて売上至上主義がエスカレートしていったものと推測される。 

（２）報告ラインの集中 

FXNZ内部においては、  Ｂ  氏をはじめとするエグゼクティブ・オフィサーは、

取締役会にではなく、MD である   Ａ   氏に直接業務の報告をしていたとみら

れる。また、MD である   Ａ   氏も、これらの者から報告された事項を取締役

会に報告するのではなく、APOの CEOに直接報告していた。このように、すべての社内

の報告ラインが   Ａ   氏に集中することで、権限が集中し、取締役会による

監督が有効に機能していなかったものと考えられる。 
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APO に対する FXNZ の報告については、   Ａ   氏から APO の CEO に対して行

われていたとのことである。なお、APOの元 CEO である Ｒ 氏は 2008年 6月 16日か

ら 2009年 7月 15日までと、2012 年 7 月 20 日から 2017年 4月 10日までは FXNZの取

締役でもあった為、取締役会には出席していたと思われる。しかし、以下（４）で述

べる通り、取締役会は計算書類の承認の際などに年 1～2回開催されるのみであり、実

質的な事業に関する審議は行われていなかったと考えられる為、取締役会を通して子

会社の状況を把握するのは困難であったと思われ、主に   Ａ   氏とのやりと

りを通じて FXNZの状況を把握していたと考えられる。また、年次マネジメントレター

については、   Ａ   氏から FXの社長に直接提出されていたとのことである。 

このように、グループの親会社等への報告ラインが   Ａ   氏に集中してい

たと考えられ、情報のラインが集約されている為、牽制機能が効かず透明性に欠けて

いたものと考えられる。他の FXNZ の取締役にとっては幅広い情報が入ってきにくく、

他方で、FX や APO にとっても   Ａ   氏以外の者からの情報が入りにくいと同

時に、直接トップへの報告がなされることで親会社において子会社の問題を広く議論

し、適切に監督することができない体制となっていたことが考えられる。 

このように、取締役会の監視・監督が欠如し、報告ラインが集中する状況の中では、   

Ａ   氏の業務執行については FXや APOの一部の者のみが監督していたものといえ、

この監督に実効性がない為に暴走しやすく、また FXNZ内部でも、  Ｂ  氏を初め

とする業務執行者の行う業務について、   Ａ   氏が承認さえすればよく、社

内的には歯止めがかからなかったものと考えられる。 

このことから、今回のように   Ａ   氏が不適切な会計処理について認識し、

かつそれを是正するのではなくむしろ推進する業務執行を行っていたことについて、

FXNZとして止めることができなかったと思われる。 

（３）売上至上主義の社風 

関係者複数へのインタビューによれば、FXNZ の社風として売上至上主義という考え

方があったとのことである。まず、グループとして、日本国内の売上が伸びない中で、

FXNZの売上に対する期待があり、インセンティブ報酬等を通じて FXNZの売上至上主義

の社風を形作ったと考えられる。加えて MDであった   Ａ   氏自身もインセン

ティブ報酬による売上拡大について強いリーダーシップをとり、かつ   Ａ   

氏がその主張を通そうとする強い個性の持主だったことにもよるものと思われる。異

を唱える者には圧力が加えられ、反対できない雰囲気が作られていたとの供述も存在

する。 

2009 年頃には、会計事務所１や内部監査による指摘を受けたにもかかわらず業務執

行の方法に大きな変更もなく、不適切な会計処理を是正しようという社風ではなかっ

たと考えらえる。 
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このような売上至上主義の考え方によって、コーポレートガバナンスがゆがめられ

ることが十分考えられ、適切な意思決定や社内規程の遵守を阻害したものと考えられ

る。 

（４）取締役会による適切な監督の欠如 

第 3 章１で述べたように、ニュージーランド法上、取締役会がすべての会社の業務

について管理監督することとされており、個々の取締役は会社にとって最良の行為を

するものとされている。 

しかし、FXNZ の取締役会の議事録によれば、取締役会の開催頻度は、年次計算書類

の承認の為の 1回を含む年 2回程度（書面決議も含む。）であり、その内容も書類の承

認程度だったようであり、議事録上、業務執行上の問題が議論された様子は見当たら

ない。取締役会の開催回数が少ないことをもって必ずしもニュージーランド法上違法

となるものではないが、取締役会の開催頻度が少なく、かつ実質的な議論もほぼない

ことで、取締役会を構成する取締役全員による適時の情報共有及び問題把握がなされ

ていなかった可能性が高い。 

また、次の(5)に述べるように、各業務執行者から取締役会へ業務報告がなされる体

制にはなっていなかったようであり、このことも併せ考慮すると、取締役会による業

務執行者への適切な監督がなされていなかったものと思われる。 

FXNZ の取締役会には APO の CEO を初めとした親会社役員・従業員が含まれていたこ

とを考えると、この取締役会によるガバナンスがきちんと働いていれば、   Ａ   

氏や  Ｂ  氏をはじめとした執行部の業務執行の暴走を防げた可能性もあったと

考えられる。 

（５）委員会・担当部署（経理）の機能不全 

FXNZ の機関として、取締役会の下部組織である各種委員会が設けられており、本来

は取締役会で取り上げるほどの重要性ではないが一定の重要性を有する事項は、委員

会レベルで議論され、不適法・不適切なものは委員会において阻止するというガバナ

ンス構造になっていたはずである。しかし、インタビューによれば、コンプライアン

ス委員会やリスク管理委員会の開催頻度は低く、議事録も作成されないことが多かっ

たとのことである。また、クレジット委員会は 2011 年 5 月、規程管理委員会は 2015

年 11月に設置されたものであって、もっと早期に設置されているべきものであったと

考えられる。各委員会は、担当する業務についてのガバナンス機能を十分に発揮して

いなかった、又は発揮できなかった可能性がある。 

また、本件のような不適切な会計処理を防止する為には、本来専門的な会計知識を

有しているべき経理部門が会計処理の適切性を担保し牽制機能を発揮することが重要

である。本件においては、経理部門はこのような牽制機能を有していなかったようで

ある。その原因として、CFOである  Ｂ  氏が、このような不適切会計を是正すべ
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き立場にありながら、むしろ推進する業務執行を行っていたことが考えられ、これに

より不適切な業務執行が阻止されることなく継続して行われていたものと考えられる。 

（６）内部規程の整備不足及び違反 

FXNZ における不適切な会計処理については、収益の認識について内部規程違反であ

るほか、残存価値の設定等、様々な会計方針、規程に違反していたが、そのほかに、

契約の締結、顧客の信用状態の把握等においても、内部規程に違反していた可能性が

ある。また、ビジネス倫理規程においては書面（正式な署名）なしに電話のみで注文

を受けることが禁止されているにもかかわらず、顧客の為に販売担当者が署名して書

類を作成する等の内部規程違反がみられた。 

また、第 3 章 1(3)②（カ）で述べたように、取引管理規程が定められ、一定の基準

を満たす取引については取引管理委員会の承認が義務付けられていたが、当該規程が

制定されたのは 2015 年 11月 20日であって、取引に関する問題点が指摘された後であ

った。   

（７）内部通報制度 

FX グループでは、2004 年 4 月 20 日に「ALL-FX コンプライアンス・ヘルプライン運

営規定」が制定され、FHグループとは別個に FXグループ独自の内部通報制度を整備し

ていた。FXNZでは、2008年 11月 1日 に内部通報に関する方針（WHISTLEBLOWING POLICY）

が策定されたが、実際には活用されていなかったようである。その他 FHグループ及び

FXNZにおける内部通報制度についての詳細は、第 9章を参照されたい。 

（８）グループ内の子会社管理体制の不備 

FH においては、APO 傘下の子会社に対する管理については APO に委ねるような体制

となっており、直接に管理する体制とはなっていなかった。また、APOにおいても、ニ

ュージーランドとの物理的距離や、IAの人員不足等により、FXNZに対する管理体制が

十分ではなかった。これらのグループ内の管理体制の不備の詳細については、第 6 章

から第 8章を参照されたい。 

 

５ 再発防止策  

（１）社内体制の整備 

FXNZ においては、本来会社の業務についての監督機能を有するべき取締役会が適切

に機能しておらず、また、個々の業務について牽制機能を持つべき各種委員会も十分

に機能していなかった。これらの機関が十分に機能を発揮出来るよう社内体制を整備

する必要がある。取締役会や各種委員会を内部統制・牽制システムとして機能させ、

不適切な行為を抑止するような人材配置やチェック体制の整備とともに、不適切な行

為があった場合には早期に発見、是正出来るような体制を整えることも必要である。 

取締役会については、開催頻度を上げることや、計算書類の承認の他、重要な業務

執行にかかわる事項については取締役会への承認を必要とすることとし、また、取締



 

76 

 

役会への報告事項も含めた規程を整備し、実際の運用も監督機能が十分発揮出来るよ

うに行うべきである。 

MD 及び各業務執行担当者は、通常業務については、シニア・リーダーシップ・チー

ムに報告するとしても、重要な事項については取締役会への業務執行の報告を行わせ

ることで、取締役会による実質的な監督を行うことが可能となる。但し、各委員会で

の議論を充実させることにより、取締役会による直接的な監督については適切な程度

にとどめることが出来るものと考える。 

また、取締役会の構成員として独立した社外取締役を入れることも検討に値する。 

委員会については、リスク管理の為に現在の委員会が機能しているかを十分に検討

し、必要であれば業務に応じて委員会を再編、増設することや、各委員会に適用され

る規程を見直すこと、また運用として確実にこれらの規程が遵守されるよう徹底する

ことが必要である。 

（２）社風 

売上至上主義の社風については、グループ全体及び MDのリーダーシップで是正して

いくことが必要である。社内のコンプライアンス研修等で従業員全員に対する意識改

革を促すことが必要である。 

（３）インセンティブ報酬 

FXNZ のインセンティブ報酬については、固定報酬に対して過大なインセンティブ報

酬のバランスを見直し、また、売上のみを重視した基準ではなく、会社の持続的な成

長や実質的な会社の利益を考慮した基準によってインセンティブ報酬が与えられるよ

うに変更すべきである。 
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第４章 その他の販売会社における問題点 

 

１ オーストラリアにおける問題点 

（１）調査の概要 

第 3 章で見た様に、FXNZ では   Ａ   氏の主導により様々な問題が生じたの

であるが、   Ａ   氏が 2015年 4月 1日から 2016年 5月 16日にかけてオース

トラリアにおける子会社の MDであったことから、FXNZと同様のことがオーストラリア

でも行われていた可能性が指摘された。そこで、オーストラリアにおいて、MSA 類似の

契約の利用等、FXNZ と同様の不適切な行為が行われていなかったかについて調査を実

施した。 

 

（２）FXAUの概要 

① FXAU 

オーストラリアにおいて、FXは以下の 2社の子会社を有する。 

・Fuji Xerox Australia Pty Limited（以下、「FXA」という。） 

・Fuji Xerox Finance Limited（以下、「FXF」という。） 

（以下、FXA と FXFを併せて「FXAU」と総称する。） 

ニュージーランドにおける 2 社と同様、2 社は FXAP の 100％子会社であり、FH の

連結子会社である。また、2 社の機能は FXAP のニュージーランドにおける子会社 2

社すなわち MARCO 及び FINCOとほぼ同様（販売の機能は FXA、ファイナンスの機能は

FXF）である。 

② オーストラリアにおける会社の内部統制 

オーストラリアにおいて会社は、会社法を中心とする法令を遵守する義務がある

ほか、オーストラリア証券取引所(Australian Securities Exchange（以下、本項に

おいて「ASX」という。）の規則上の法的拘束力のないコーポレートガバナンスポリ

シーが存在する。 

（ア）法令上の義務 

オーストラリア法上、FXAには 1人以上の取締役が必要とされ、FXFには３人以

上の取締役のほか、カンパニーセクレタリー、監査人が必要とされる。取締役に

は誠実義務、及び、一般的な人物がその者が置かれている状況において求められ

る合理的な程度の注意・勤勉さが求められる。利益相反回避義務や、権限を濫用

しない義務も定められている。 

また、いずれの会社も適切な財務報告の作成が必要とされる。財務報告の中で、

取締役は、(i)会社が債権者に対する債務を弁済することが可能であること、(ii)

財務報告が会計原則に則り、会社の財務状況や業績について正しく公正に伝える

ものであること、の 2点について宣言しなければならない。 
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財務報告の質の維持の為、以下が求められる。 

・財務報告の質を重視する社風 

・適切な手順と管理 

・取締役の会計に関する知識 

・会計原則の遵守 

・財務報告に関する適切な経験と専門性、外部専門家への依頼を含む財務報告

内の情報の適切性を担保する為の手続 

（イ）ASXのコーポレートガバナンスポリシー 

ASX のコーポレートガバナンスポリシーの遵守は上場会社に求められるもので

あるが、上場会社以外の会社においてもコーポレートガバナンスを図る基準とさ

れており、主に以下のような事項が定められている。 

・取締役会の構成員の多様性 

・取締役会の過半数についての独立取締役の選任 

・独立取締役の取締役会議長への就任 

・CEOと取締役会議長の峻別 

・取締役による監視・監督 

・権限の適切な分配及び 1人への権限集中の排除 

・取締役会の透明性確保 

・取締役会によるリスク予測と適切な内部統制 

・取締役への適切なインセンティブ報酬の付与 

・質の高い財務報告の為の社風とインセンティブ 

・取締役会の適切な評価 

③ FXAUの機関構成及び構成員 

（ア）FXAUが有している主な機関は以下の通りである。 

・取締役会 

・エグゼクティブリーダーシップチーム（以下、本項において「ELT」という。） 

・外部監査人 

（イ）取締役会構成員 

FXA と FXF の取締役会の構成員は、2015 年 4 月 1 日から 2016 年 5 月 16 日まで

の Ａ 氏が取締役に就任していた間、1 人を除いてすべて同じであり、 FXA は 7

人中 4 人、FXF は 6 人中 3 人が FXAP から派遣された日本人であった。独立社外役

員は任命されていない。 

（ウ）ETL会議 

FXAUの ETL会議は、MDである Ａ 氏のほか、販売、コーポレート、技術ソリュ

ーション、顧客サービス、グローバルサービス等の各部署のエグゼクティブゼネ

ラルマネージャー、CPO（最高人事責任者）及び CFOを構成員とするチームである。 
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（エ）外部監査人 

FXAUの外部監査人は、2001年 12月から 2016年 6月 6日まで会計事務所１－３、

その後は会計事務所２が行っている。 

④ FXAUにおける内部統制の仕組み 

FXAU においては、上記の法令に従って機関設計を行っているほか、主に以下のよ

うな内部統制に関する規程が設けられている。 

（ア）グループの内部統制に関する規程 

FH、FXのグループ内部統制に関する規程が FXAUにも適用される。 

（イ）伝達マトリックス 

APOにおける伝達マトリックスが定められており、APOへの報告事項及び承認事

項、APOへの報告者、APO側での担当者が規定されている。 

（ウ）決裁基準 

決裁基準により、取引の種類及び金額ごとに、決裁権限者が定められている。

コミッション支払プランは販売担当エグゼクティブゼネラルマネージャー及び

CFOの決裁とされている。 

（エ）取引管理価格決定手続規程 

取引管理価格決定手続規程が定められており、価格決定に携わる従業員につい

て、標準契約及びそれ以外の契約等、契約ごとに必要な手続が定められている。

また、コマーシャルチームが、すべての取引について、価格決定方針に従って価

格についての承認が正しくなされているかをチェックし、販売チームに規程を遵

守させ、不遵守の報告を行い、手続のレビューを行うものとされている。また、

契約承認を行う者は、規程に従って価格が設定されているかを相当な配慮をもっ

てレビューし、承認の有無を決定する。MD と CFO は価格決定方針についての重要

な改訂を承認する。 

（オ）信用承認方針・信用審査ガイドライン 

顧客の種別ごとの承認要件及び基準、査定方法、不良債権の損金処理を行った

顧客の不承認等が定められている。（なお、信用審査ガイドラインは   Ａ   

氏の退任後に定められた。） 

 

（３）FXAU過年度修正金額 

本事案に伴い、FHでは FXAUの 2012年 3月期から 2016年 3月期の財務諸表数値を見

直し、以下の 3 つの項目について修正額を計上する方針である（2017 年 3 月期の四半

期報告書も訂正予定であるが、本報告日現在、FH にて当該金額を検討中である為、本

報告では言及していない）。 

 

 



 

80 

 

  単位：百万豪ドル 

 2016年 3月期末 参照（第 4章 1） 

① リース取引に係る会計処理の修正 （31） （4）①、（5）（6）（7） 

② R&O スプレッドシートで管理されて

いた項目の修正 

（60） （4）②,(8）③ 

③ その他修正項目 （57） （4）③、（8）②④ 

合計（純資産修正額） （148）  

株主資本修正額（FH持分割合 75%相当） （111）  

円換算額（86.25円/豪ドル）（億円）※ （96）  

 ※金額欄の（ ）はマイナス数値を意味し、以下も同様 

 ※2016年 3月 31日現在. 

 

なお、上記の他に FXAU では本事案に関連して以下の項目の修正を実施しているが、

これらは不適切な会計処理を是正した結果生じた派生的な修正項目であり、委嘱事項

に係る調査範囲に含まれない為、本報告では言及していない。 

 上記修正の結果に伴う、法人税等の修正 

 

（４）修正内容及び金額算定ロジック 

① リース取引に係る会計処理の修正 

FXAU のリース取引の契約形態として、顧客の印刷等のオフィス業務を包括的に引

き受ける業務委託から一部の業務のみを引き受けるものまでが含まれる契約

（Global Service 契約、以下 GS 契約という。）と、それ以外の、機器やサービスを

含む枚数当たり単価を定める契約（all-inclusive click rate agreement ）となる

Non-GS契約に区分される。 

従来、FXAU は当該リース取引をキャピタルリースとして会計処理していたが、本

事案の調査及び外部監査人の指摘を踏まえ、FH では FXAU の当該リース取引のうち、

2012 年度以降の GS 契約の一部と、Non-GS 契約の全部をキャピタルリースの要件を

満たしていないと判断し、キャピタルリースからオペレーティングリースに分類を

変更している。 

GS 契約について、FXAU 経営陣は 2012 年 8 月から 2016 年 12 月までの間に締結さ

れて現在も有効となっている全ての GS契約の分析を行った結果、最低支払リース料

が保証されていないリース取引をオペレーティングリースに分類変更している。 

また、Non-GS 契約の変更については、本来、当該取引のリース分類は個別取引別

に判定することが望ましいが、実務上対応困難と FXAUでは判断し、キャピタルリー

スとして従来処理していたリース取引についてすべてオペレーティングリースに分

類変更しているとの説明を受けた。Non-GS契約は、AU Bundled Agreementに相当し
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ており、「１（５） FXAUでの利用が確認された MSA類似の契約について」にて記述

する AU Bundled Agreement がすべてオペレーティングリースに修正されている。 

当該修正に伴い、米国会計基準上、リース資産は顧客ではなく FXAUの所有資産と

なる為、リース資産が FXAUの貸借対照表に固定資産として計上され、経済的耐用年

数に応じて減価償却を実施することになる。また、リース債権は、リース契約期間

にわたるリース料の総額ではなく、使用実績が確定した金額だけが貸借対照表に計

上されることになる。損益計算書上は ORS 収入の先行売上計上が取り消され、顧客

の使用実績が確定した金額だけが売上計上されることになる。 

リース債権及びリース資産の具体的な修正は、以下のプロセスに従って行われた。 

（ア）FXAUの社内 ITシステムより、顧客の事業所に存在するすべてのリース資産

に関する詳細情報を抽出 

（イ）各リース資産を、契約開始時点における取得原価と紐付け 

（ウ）（イ）に基づき、各リース資産の耐用年数を算定 

（エ）（イ）及び（ウ）に基づき、各期末における減価償却額を計算 

（オ）上記すべての情報に基づき、現時点における簿価を計算 

算定された固定資産の簿価は、FXAU の貸借対照表に計上されている。一方、各リ

ース資産に対応するリース債権（顧客による使用実績が確定した分を除く）は取消

処理している。取消処理されたリース債権額と新たに貸借対照表計上された固定資

産額の差額が、損益影響額となっている。 

前述の方法で修正金額を集計した結果、修正に伴い、実際に顧客にリース商品が

存在する取引に係るリース債権の残高は、利用実績が確定している金額に限定され

る。この結果、契約ロールオーバー等によって生じていたリース債権の過大計上は

網羅的に修正されていると考えられる。 

それぞれの契約について FXAUが会計処理を修正した結果、2016年 3月末の純資産

修正額は 31 百万豪ドル（純資産の減少）となる。なお、FH からは、2017 年 3 月期

の財務数値についても上記修正と同様の方法で作成する見通しとの説明を受けてい

る。 

 

② R&Oスプレッドシートで管理されていた項目の修正 

FXAUでは、財務諸表に対する「リスク」となる項目を Risk & Opportunity（R&O）

スプレッドシートと呼ばれる管理表を用いて、月次ベースで記録、管理、報告して

いた。 

R&Oスプレッドシートには主に、当期の発生費用を損益計算書に費用計上しないで

翌期以降に繰り延べる為に資産計上した項目や、翌期以降に実現する売上を見越し

て計上することに伴う資産項目等が含まれており、資産計上された過年度の発生費

用や、実現しなかった収益を取り消している。 
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2016 年 3 月末の純資産修正額は 60 百万豪ドルとなっている。2016 年 3 月末時点

で作成された R&O スプレッドシートに計上されたリスク金額 59.3 百万豪ドルは、

2017 年 3 月末の時点において遡及的に見直された結果、（2016 年 3 月末におけるリ

スク金額としては）38.6 百万豪ドルまで減少している一方で追加の項目、既存項目

の金額見直しにより、21.4百万豪ドルが加算されているものである。 

なお、R&Oスプレッドシートの詳細は「1（8）③ 財務パフォーマンスの操作」に

て記述している。 

 

③ その他修正項目 

この「その他修正項目」には、FXAU において従来記載誤りとしていなかったもの

の、外部監査人等の指摘を受けて過年度財務諸表の修正が必要であると判断された

項目が含まれる。以下のように、2016年 3月期の純資産修正額は 57百万豪ドル（利

益の減少）となる。 

 

 単位：百万豪ドル  

 2016年 3月期末  

貸倒引当金の修正額 （21） i 

客先在庫過大計上の修正 （14） ii 

機器未設置売上の取消し （10） iii 

取引先４－２プロジェクトの損失計上時

期修正 

（6） iv 

その他 （6）  

合計（純資産修正額） （57）  

 

i 貸倒引当金の修正額 

2016 年 3 月末に 21 百万豪ドルであり、2017 年 3 月末には 6 百万豪ドルの追加影

響となっている。詳細は「1（8）② 貸倒引当金の過少計上」を参照されたい。 

ii 客先在庫過大計上の修正 

対象となる在庫は、客先に備置されるトナー等の消耗品であるものの、顧客の消

費までは FXA の在庫となるものを指す。客先在庫の期末評価において、単価及び数

量の前提が過大となっていることで、棚卸資産の過大計上となっている金額が修正

対象となっている。詳細は「1（8）④ 客先在庫過大計上の可能性」を参照された

い。 

iii 機器未設置売上の取消し 

機器設置時に売上計上すべきところを契約締結時に早期売上計上を行っていたも

のであり、各年度において収益及び費用の計上時期の修正を行っている。詳細は「1
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（6）④ 売上の計上時期に関する会計基準に違反した売上計上について」にて

Bundled agreementに関する記述を参照。 

iv取引先４－２ 

取引先４－２に対するパスポートスキャンシステムの構築サービスに関連して、

貸借対照表に計上したシステム構築費用の費用化が 2015年度の決算に織り込まれな

かった為に、2016年度の損失を取り消して、2015年度の損失計上に振り替える修正

をしている。 

 

（５）FXAUでの利用が確認された MSA類似の契約について 

① AU Bundled Agreement の類型 

FXAUで利用されていた特殊な契約として、Whole of Volume Agreements (「WVA」)、

Total Volume Agreement (「TVA」)、Document Service Agreement (「DSA」)、Agility 

Agreementと呼ばれる契約書の類型が存在していた（以下、WVA、TVA、DSA、Agility 

Agreementを「AU Bundled Agreement」と総称する。）。 

② 二ュージーランドの契約書をオーストラリア化して AU Bundled Agreementを作成

した経緯 

（ア）   Ｓ   氏はそのメールにおいて、オーストラリア版 DSA をニュージー

ランドの MSAと同じようなドキュメントで、Right Sizing、Sole Supplier、Service 

Level、Committed Term、Target (but not committed) volumes、Non-cancellable 

Agreement (other than default)という同じような要素で構成された契約書に焼

き直したこと、但し、これはオーストラリア版の DSA と異なりターゲットボリュ

ーム（Target）未達の場合に差額を請求出来ないこと、そして、これを Agility 

Agreementと名付けたことを説明している。また、この契約に関しては、売上計上

及びコミッションについて個別の扱いがなされること、その使用については厳格

に制限されるべきこと（その使用の可否及びコミッションについては Ｌ 氏が

承認し、会計士が売上計上について別途判断する。）を説明している。 

（イ）   Ｓ   氏はそのメールで、DSAがニュージーランドの契約書をオースト

ラリア法に従ってオーストラリア化したものであると説明している。 

③ 各 AU Bundled Agreementの特徴 

AU Bundled Agreement につきサンプルを入手して内容について検討したところ、

以下の特徴が認められた。 

（ア）WVAでは、最低契約期間（Minimum Term）における最低合計使用量(Total Committed 

Volume)の設定があり、最低契約期間の末日に最低合計使用量を達成しなかった場

合には、最低契約期間を 12ヶ月延長するか、未達の差額及び未払額について支払

わなければならないとされている。 
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（イ）TVAでは、合計最低使用量（Total Committed Volume）及び、契約書上別の期間

が明記されない限り 1年ごとの調整日（Reconciliation Date）が設定されている。

そして、最低契約期間の末日に最低合計使用量に達していない場合、未達の差額

及び未払額について支払わなければならないとされている。また、調整日

（Reconciliation Date）においては、その日までの実際の使用量と合計最低使用

量の調整日現在の按分量の差額について調整し支払わなければならないこととさ

れている。そして、顧客により支払われる差額分は前受金として扱われる旨規定

されている。 

（ウ）DSAでは、目標月間数量（Target Monthly Volume）、目標達成後のリベートレー

ト（Over Achievement Rebate Rate）、目標未達成時のキャッチアップレート（Under 

Achievement Catch Up Rate）、目標年間数量（Target Annual Volume）、及び、 契

約書上別の期間が明記されない限り 1年ごとの調整日（Reconciliation Date）が

設定されている。そして、例えば調整日が 1 年ごとの場合には、調整日における

目標年間数量を実際の使用量が超えている場合には目標達成後のリベートレート

で計算したリベートを支払い、目標年間数量を実際の使用量が下回っている場合

には、目標未達成時のキャッチアップレートで計算した金額を顧客に請求するこ

ととされている。このように契約書のフォーム上は、年間ターゲットボリューム

を下回った場合にはその差額について顧客に請求することとなっているのである

が、検討したサンプルには、目標未達成時のキャッチアップレート（Under 

Achievement Catch Up Rate）が空欄となっており、実際の使用量がターゲットボ

リュームを下回っても調整がなされない契約内容になっているものが存在した。 

（エ）Agility Agreements には、目標月間数量（Target Monthly Volume）及び目標年

間数量（Target Annual Volume）があるが、ターゲットボリュームが達成されな

かった場合の調整条項はない。 

④ AU Bundled Agreement の数 

FXA の現 CFO で従前 FXAP の GM であった  Ｔ  氏から受領した資料には、FXAU

における WVAが 12件、TVAが 18件、DSAが 15 件、Agility Agreementが 3件（  取

引先５  、  取引先６  、  取引先７  ）記録されている。その他に

「Special」という類型の契約書を利用している顧客が 2件あることが記録されてい

る。 

 

（６）AU Bundled Agreementsの会計処理 

① AU Bundled Agreements の会計認識 

（ア）Ｔ 氏から受領した資料に記載されていた AU Bundled Agreements のうち、WVA

については 12件中 10件、TVAについては 18件中 17件、DSAでは 15件全部、Agility 

Agreementでは 3件中 2件について、程度の差こそあれ、ORSが FY15又は FY16に
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おいて計上されており、その平均割合は 37％とされている。上記 Special という

類型の 2件の契約書を利用している顧客に関しては、ORS計上はないと記載されて

いる。 

（イ）Agility Agreementが利用された取引は、上記  Ｔ  氏から提供を受けた資料

に記載されていた 3件の他、入手した他の資料の情報を総合すると、以下の通り 5

件の案件あったものと理解される。 

 

顧客名 
契約 

開始日 

期間 

（月） 
ORS% 

①   取引先５   2015/11/1 60 26.4% 

②   取引先６   2015/11/1 60 61.7% 

③   取引先７   2015/12/1 60 0% 

④   取引先８     2015/11/1 48 34% 

⑤   取引先９   2016/3/1 60 54.5% 

 

なお、資料からは、  取引先１０  との間でも Agility Agreement が準備

され、Agility Agreementを締結しようとしていたことが明らかであるが、実際に

締結された Agility Agreement は確認出来ておらず、後日作成された別の資料に

よれば、DSA として整理されている。（2016 年 2 月 1 日開始、60 ヶ月、ORS=28%、

Total Contract Value=$3,283,020） 

② 会計基準に違反したリース区分及び ORS計上 

（ア）ところで、米国会計基準上、以下の aから dの 4つのいずれかの条件を満たし、

かつ以下の e から f の 2 つの条件を満たしている場合、キャピタルリースに分類

される（Accounting Standards Codification(“ASC”)840） 。（「第 3 章 3（2）

米国基準におけるリース会計基準の概要」にて詳述） 

a. リース期間終了時に、資産の所有権が借手に移転される。 

b. 借手が割安購入オプションを保有している。 

c. リース期間がリース資産の経済的耐用年数の 75%以上を占める。 

d. 最低支払リース料（顧客が負うリース料の最低支払額）の総額の現在価

値が、リース資産の公正価値の 90%を超過する。 

かつ 

e. 最低支払リース料総額の回収が合理的に予想出来る。 

f. 借手から回収出来ない追加コストが発生する不確実性がない。 

（イ）また、upfront revenue recognition及び契約の更新・延長に関するルールの明

確化・厳格化を目的として作成されたことが明記されている FXAUの内部メモには、

①取消が可能な契約である場合、②リース資産の価値をカバーする固定の最低支
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払金額又は固定の最低印刷数量の設定がない場合、③早期解約の場合に損害賠償

の予約、ペナルティ又フィーがない場合、④FXAの裁量により機器を変更すること

が出来る場合には Sales Type Leaseとして upfront revenue recognitionするこ

とは認められず、レンタルとして毎月 annuity を計上すべきであると記載されて

いる。 

（ウ）更に、 Ｒ 氏の作成送信した内部メモには、New Contract の場合、顧客から

毎月の最低固定支払を確保出来ない場合、そのような取引をキャピタルリースと

して認識してはならず、レンタル又はオペレーティングリースとして認識しなけ

ればならないこと、また、Upfrontの ORS収入として認識する為には顧客から毎月

の最低限としてターゲットボリューム×クリックレートへのコミットメントが得

られている必要があること、実際の毎月の使用量が毎月のターゲットボリューム

より低い場合に FXA が顧客に対して固定額（ターゲットボリューム×クリックレ

ート）を請求しなければならないことが記載されている。 

（エ）これら米国会計基準及び FXAUの 2つの内部メモに照らすと、少なくとも、最低

支払額の設定がない場合には、キャピタルリースとして計上することは認められ

ないと理解される。 

（オ）そうすると、少なくとも最低支払額の設定がない Agility Agreement について

は明らかにキャピタルリースとして計上することは許されず、オペレーティング

リースとして計上しなければならないことになる。 

上記 5件の Agility Agreementのうち、①  取引先５  、②  取引先６  、

③  取引先８  、④  取引先９  の 4 件についてはキャピタルリースと

して ORS 計上しているものと理解され、この点については少なくとも不適切な売

上計上が行われていたものと考えられる。 

（カ）他方で、WVA、TVA、DSAについては、少なくとも契約書のフォーム上は固定の最

低支払金額、又は最低使用量、又は最低支払金額の設定欄が記載されており、そ

の意味で、契約書のフォーム自体から ORS 認識をすることが許されない場合では

ないとも考え得る。 

しかし、前述の通り、DSAのうちサンプルとして検討した  取引先１１  の

ケースでは、ターゲットボリューム未達成時のキャッチアップレート（Under 

Achievement Catch Up Rate）欄が空欄になっており、最低支払額が契約書上明記

されていない。もし最低支払額が存在していなかったのであれば、同顧客のケー

スでは、  Ｔ  氏から受領した資料上、ORS％が 23.9％と記載され、Upfront 

Revenue Recognition がされており、不適切な ORS の計上があったと理解される。 

（キ）また、WVA、TVA、DSAにおいて契約書上固定の最低支払金額又は最低使用量が記

載されていたとしても、実際の支払額又は使用量がこれを下回った場合において

精算するよう FXAUが顧客に請求していない場合には、取引の実態に照らしてオペ
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レーティングリースとして計上すべきではなかったのではないかとも理解される。

そのような場合に ORS 計上をしていたのであれば、それは不適切な計上というこ

とになるものと思料される。 

この点、下記のメール及び報告書に記載されている通り、契約書上は最低使用

量や最低支払額が規定されていても、実際の使用量との差額について実際には精

算を請求していなかったものと思われる。最低使用量や最低支払額を下回った場

合に精算が行われていなかったのであれば、契約書の記載にかかわらず、取引の

実態として最低支払額が存在していないのと実質的には同じであったと考えられ

る。そうであれば、そのような取引に関してなされていた ORS 計上は不適切な売

上の計上であったということになると思料される。 

i. FXAの内部レポートでは、最低使用量と実際の使用量の差額の調整を担当して

いる Contract Management Teamにおいて、差額調整の必要性がシステムＣやエ

クセルシートに記載されていても、差額の調整を実施する為のプロセスが存在

していなかった旨、また、例えば、ある契約では A4ベースで最低使用量が記載

されているもののその顧客が A4で印刷することは少なく、どのように調整を行

えばよいかにつき契約解釈上の疑義がある旨（更には、そもそも取引全体の利

益がどの程度になるのかが明らかでないことを含め、ビジネスモデルが全く存

在していない旨）等が報告されている。   

ii.   Ｕ  氏のメールにも、Contract Service Team において差額調整を行

う手段を有していない旨が記載されている。 

かかる意味でも、WVA、TVA、DSAの ORS計上が不適切であった疑いが強い。 

（ク）またそもそも、上記 Ｒ 氏の Internal Memo によれば、毎月の固定の最低使

用量又は最低支払額を確保出来ない場合はキャピタルリースと認識してはならな

いとされているのであるが、WVA の場合、調整日（Reconciliation Date）は契約

期間の末日、TSA 及び DSAの場合、調整日は契約書上別の期間が明記されない限り

開始日から 1 年ごとの日とされており、毎月の最低使用量又は最低支払額は定め

られていない。従って、少なくとも FXA 社の内部ルールに反する不適切な会計処

理であったと理解される。 

（ケ）以上より、FXAUでは、WVA、TVA、DSA、Agility Agreementと呼ばれる契約書を

使用して、少なくとも 44件の取引について、不適切な ORS認識がなされていたと

理解される。 

③ 会計基準に違反した ORSの計上割合 

（ア）上述したキャピタルリースと区分して ORS 計上してよいかどうかという問題と

は別に、リース機器販売に関する ORSとしての売上計上割合と、Full Service and 

Maintenance Agreement (FSMA)としての売上に関する売上の計上割合に関して、

問題があった可能性が高い。 
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（イ）米国会計基準上、1つの契約が複数の要素を含む場合、条件を満たした場合には

「個別会計単位」として会計処理され、個別会計単位に配分される金額は公正価

値に基づく金額となる（ASC 605）。 

（ウ）しかし、以下に詳述するように、このような会計処理が適切に行われておらず、

WVA、TVA、DSA、Agility Agreement 等の AU Bundled Agreement に関して、本来

FSMA分として計上されるべき売上が ORS分として計上される等、ORSと FSMAの間

で不適切な売上のアロケーションが行われていたことがうかがわれる。 

（エ）また、Head of Risk and Assurance の  Ｕ  氏のインタビューによれば、

同氏は、2016 年に  Ｖ  氏の指示により 16 件の契約についてその FSMA 部分

の利益率についてサンプル調査を実施したとのことである。調査した契約書のほ

とんどは WVA、TVA、DSA、Agility Agreementといったそれまで聞いたこともない

契約で、それらの契約のほとんどにおいて FSMA部分で損失を出していることが判

明したとのことである。また、コストすらカバーしておらず、利益がでるような

価格設定やビジネスモデルの形跡もなかったとのことである。 

（オ）また、Group Financial Controller の  Ｗ  氏はインタビューで、サービ

ス部分と比較して、機器部分に売上認識が過剰に偏っており、アップフロントで

売上を計上しすぎているのを知り、それを CFO におかしいと報告したことがある

と述べている。 

（カ）更に、2016 年 9 月に FXA の内部監査が、2015 年 4 月 1 日以降の 16 件の取引に

つき FSMAの利益率をサンプル調査したところ、WVA、TVA、DSA、Agility Agreement

において、ORS 利益率の平均が大きくプラスである一方で、FSMA 利益率の平均が

大きくマイナスであることが判明したと報告されている。 

（キ）  Ｔ  氏から受領した資料を見ると、例えば、①ある DSAでは、ORS として認

識した 89,112 ドルのうち ORS の利益が 33,619 ドルで、ORS に関する利益率（ORS 

Margin）が 37.7％であるのに対して、FSMA の Contract Value として計上された

54,000ドルのうち FSMAの利益をマイナス 31,519,415ドルとして計上し、FSMAの

利益率（FSMA Margin）がマイナス 58369.3％とされている例がある。 

このほかにも②ORS Margin100％に対して FSMA Marginマイナス 2372.6％の TVA、

③ORS Margin32.4％に対して FSMA Marginマイナス 1232.1％の WVA等、FSMA Margin

が ORS Marginに比較して異常に低くかつマイナスになっているようなケースが多

数記録されていることが確認された。 

そして、同資料に掲載されている 50 件の取引の ORS Margin の平均が 21.0％で

あるのに対して、FSMA Marginはマイナス 166.1％で、少なくとも FSMA Marginに

ついては、平均して損を出している。 
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（ク）上記の Ｕ 氏及び Ｗ 氏の供述、並びに、ORS Margin 及び FSMA Margin の

比較からは、AU Bundled Contractsにおいて、本来 FSMAの売上として計上すべき

部分を ORSとして計上した不適切な会計が多数行われていたことが強く疑われる。 

④ 売上計上の時期に関する会計基準に違反した売上計上について 

（ア）上記とは別の問題として、FXAU において売上計上の時期に関する会計基準に違

反して売上を計上していたという問題があった可能性が高いと認められる。 

（イ）米国会計基準上、収益は獲得するまで計上出来ず、企業がしなければならない

ことのほとんどを完了した時に、収益を獲得したとみなされる（ASC 605）。 

（ウ）この点、  Ｗ  氏のインタビューによれば、同氏が FXAに入社した 2015年

の時点で Office Production の売上はデリバリーの時点で計上されており、同氏

は売上が機器の設置及び User Acceptance Test (UAT)の時点で計上されるべきで

あると  Ｘ  氏や  Ｔ  氏に対して何度も指摘していたとのことである。 

（エ）また、下記の通り、FXAU において、  Ｘ  氏や   Ａ   氏ら関与の

もと、会計基準に違反して売上を機器の設置及び UAT の完了日よりも早い発送日

やデリバリー日付で計上していたことを示す文書やメールのやりとりが複数発見

されている。 

i. 取引先１２は、FXA に宛てたレターにおいて、取引先１２が FXA と締結した

2014年 12月 1日を発効日とする契約に基づき、2015年 3月 31日までに完了す

る移行プランの期間中に機器が配達・設置されることになっているが、取引先

１２が FXA に一定の施設で機器を保管することを依頼し、当該施設において取

引先１２により受領可能となった時点で受領されたことになること、また、当

該施設における受領により所有権のリスク、所有権及び所有権の利益が取引先

１２に移転されたことになることにつき同意する旨記載している。 

そして、  Ｙ   氏はメールで、当該取引先１２のレターを添付して、

取引先１２の添付のレターにより FXA において売上を計上出来るようになった

と報告している。 

ii.   Ｘ  氏の   Ａ   氏に対する報告メールには、FXAの 2015年 5

月の「発送」ベースの売上計上追加分に関して、6月には間違いなくデリバリー

されると 100％確信している数多くの取引に関して、「売上計上のタイミングを

利用した」(“we did use revenue timing for a number of transaction where 

we are 100% confident of the transaction (and our contractual position) 

being delivered in June.”)と記載されている。 

iii. 一連のメールでは、機器の設置が 2016年 1月になってしまうものの FXAに

おいて売上を 2015 年 11 月に計上出来るよう顧客が機器を保管し受領すること

に同意してくれたことに関して、FXA の為に便宜を図ってくれた顧客に 2016 年
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1 月の機器使用開始前に請求書が送付されないようにする為にはどのようにし

たらよいか議論が繰り広げられている。 

また、一連のメールには、このデリバリーを前倒しする案が、ORSの不足分を

穴埋めする為に  Ｘ  氏、  Ｈ  氏、  Ｗ  氏、  Ｚ  氏を

メンバーとする Operational NBR により決定されたものである旨記載されてい

る。 

iv.     ａ    氏は、メールにより、機器がないケースにおいて、単に

仕訳記帳を通じて会計上取引を認識するか、架空の機器を一つロードしてそれ

がプロダクションにいくのを止めて手作業で売上を計上するか、どちらがよい

か、という趣旨の問い合わせを  Ｘ  氏に対してしている。 

v.   Ｘ  氏はそのメールで、2016年 1月の ORSに関して、1月 31日までに

受注が期待されるか否かを基準として売上を計上する趣旨の発言をしている。 

これに対して、  Ｔ  氏は  Ｘ  氏に対して、①貴方の奇妙な計上方

法について興味もないし立場上同意することはできない、②FX グループの会計

ポリシー上、売上計上時期は機器を設置してテストを完了した時点である、③

しかし、最大限の譲歩として、US GAAP に従って displacement を基準とした計

上で説明することになる、④もしこれらの機器が未だ倉庫にあるのであれば、

FXHQ としてそれらの計上には同意できない、⑤少なくとも、PSB の大型機器に

ついては、売上計上の判断をする前に本当の発送・設置状況について一つ一つ

調べて欲しい、⑥2月 1日より前にそれらの機器が倉庫を出たことについて証拠

を提出して欲しい、とメールで返答している。 

かかる  Ｔ  氏のメールを受け、  Ｘ  氏は   Ａ   氏に「Ａ, 

Can we discuss. Ｘ」（Ａ、話せますか。Ｘ）とメールを書いている。 

（オ）上記の供述及びメールの記載によれば、FXAU において、売上計上の時期に関す

る会計基準に違反して、機器の設置及び検査の完了前に売上を計上していたこと

が強く疑われる。 

⑤ 市場金利より低い金利が設定された場合における会計処理について 

（ア）米国会計基準上は、1つの契約が複数の要素を含む場合には、条件を満たした場

合には「個別会計単位」として会計処理され、個別会計単位に配分される金額は

公正価値に基づく金額となる（ASC 605）。この為、利息収入についても、市場金

利を基準として収益計上することとなると思われる。 

（イ）この点、一連のメールでは、以前 FXF が監査法人により 5%未満の金利が設定さ

れていた件について 5％でまき直さなければならないと指摘されたこと、及び、6

ヶ月利息金利ゼロで設定した契約についてどのように FXA に対して 5%で巻き直し

たらよいかが議論されている。 
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（７）FXAUで AU Bundled Agreementsの存在を認識していた人物及び認識の内容 

① 各種メールの記載から、AU Bundled Agreement の存在を知り、それを利用して取

引をすることが出来る人物は限られていたと理解される。 

（ア）Corporate Operations の Legal Counselであった    ｂ    氏は  ｃ  

氏に宛てたメールで、DSA、TVA、Agility Agreement は多くの人に配っていないも

のゆえ誰にも送らないで欲しいと伝えている。まだ、同氏は同メールで、調整日

が 1 年以下の場合には  Ｅ     氏、  ｄ  氏（  Ｅ     氏

及び  Ｌ  氏に相談した上で）、  ｅ  氏、  ｆ  氏、  ｇ  氏、  

ｈ  氏のみ利用が認められており、調整日が 1年を超える場合には  Ｌ  氏

又は  ｉ  氏の承認が必要であると  Ｌ  氏が述べた旨説明している。 

（イ）また、    ｂ    氏のメールに添付する形で DSA、TVAの修正版が関係

者に送付されているが、 ｂ 氏は、  Ｌ  氏の承諾なしに、このメールの

受信者以外にこれを回さないで欲しいと記載している。当該メールの宛先は、  

ｄ  氏、  Ｅ     氏、  Ｌ  氏、   Ｓ   氏、  ｊ  氏、  

ｉ  氏で、CCは  ｅ  氏、  ｆ  氏、  ｇ  氏、  ｈ    ｈ  

氏、  ｋ  氏、    ａ    氏、  Ｘ  氏である。 

（ウ）DSA、TVAの存在は、2016年4月6日のメール転送によりHead of Risk and Assurance

の  Ｕ  氏にも転送されるが、その際に  Ｕ  氏が ｂ 氏に対してこ

れらがどのような契約かと質問したことに対して、 ｂ 氏は、   Ａ   氏

と  Ｌ  氏の要請により Legal の   Ｓ   氏と ｂ 氏が DSA をドラ

フトしたこと、それらは、ニュージーランドにおける類似の契約書についてよく

知っている一定のセールスにより利用される為にドラフトされたこと、TVA は  

Ｌ  氏、   Ｓ   氏その他特定の上級セールスの依頼で ｂ 氏がドラ

フトしたこと、いずれについても  Ｌ  氏、  Ｘ  氏、   Ｓ   氏

において承諾されていること、しかし、その一定の限られた人にのみ利用が認め

られていることを説明している。 

②   Ｗ  氏のメールには、Agility Agreement は原則としてオペレーティング乃

至レンタルリースとして認識しなければならず、唯一の限られた例外は、2015 年 9

月 30日までにデリバリーが行われ、個別に  Ｘ  氏が承認した場合だと記載さ

れている。 

前記の通り、Agility Agreement には最低使用量又は最低使用金額の定めがなく、

これをキャピタルリースとして計上することを正当化出来る理由は見当たらない。

従って、少なくとも、これをキャピタルリースとして計上している取引に関して、  

Ｘ  氏は会計基準に違反した ORS 計上であることを認識しつつ実行したものと理

解される。 

③ ところで、   Ａ   氏の元秘書であった  ｌ  氏のインタビューによ
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れば、   Ａ   氏は自分でメールを送らず、何も書面に残さず、すべてニュ

ージーランドから連れてきた部下の  Ｌ  氏に指示を出させ、周囲にも  Ｌ  

氏が自分の代理として行動していると伝えていたとのことである。従って、上記の

通り  Ｌ  氏が AU Bundled Agreementsについて知っていたこと、DSAが   Ａ   

氏と  Ｘ  の要請により   Ｓ   氏及び    ｂ    氏において

ドラフトしたものであると ｂ 氏が説明していること、また  Ｘ  氏が   

Ａ   氏に宛てたメールの中で、  Ｔ  氏のメールを引用しつつ Agility 

Agreementにおける ORS計上と契約の Extensionによる Upfront Revenue計上が主た

るリスクだと説明していることに照らして、    Ａ   は AU Bundled 

Agreements の存在を認識し、その内容を理解し、  Ｌ  氏を通じて指示を出し

ていたと考えられる。 

 

（８）その他発見された問題点 

①    ｍ   氏の Managing Director時代における不適切な会計 

現 FXA の CFO である  Ｔ  氏によれば、   ｍ   氏（   Ａ   氏

の前の Managing Director）の Managing Director 時代にも、下記のような不適切

な会計処理が行われていたとのことである。WVA、TSA、DSA及び Agility Agreement

といった AU Bundled Agreementの導入による不適切な会計処理は   Ａ   氏

が FXAUの Managing Directorに就任してからであるが、それ以前の時代にも、不適

切な会計処理が行われていたとのことである。 

（ア）取引先１３の件 

取引先１３という顧客との間で 2014年 9 月に契約を更新した際に、新しい機器

を設置しなかったにもかかわらず、キャピタルリースとしてワンタイム、アップ

フロントで ORS 売上を計上したとのことである。同内容の報告は、FXAP 営業本部

作成にかかる 2014 年 4 月 18 日付「FXA/FXNZ 監査リスクと対応について」と題す

る内部報告資料にも記載されている。 

この点、 Ｒ 氏の Internal Memo によれば、契約途中に契約を延長し、機器

の移動がない場合には、追加でアップフロントの売上を計上してはならないと記

載されている。 

これは取引先１３の件で 2014年 9月に契約延長に伴う ORS計上が行われた後に

出された内部メモではあるが、取引先１３の件で 2014年 9月に行われた ORS計上

が不適切であったこと（少なくとも、FXAの内部ポリシーに違反する内容のもので

あったこと）を事後的に示している。 

（イ）取引先１４の件 
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取引先１４という顧客に関して、2015 年 3 月に競合他社のリース契約を買い取

った。競合他社のリース契約を買い取った為、他社のリース契約残を補填しなけ

ればならない案件であった。 

取引先１４の件で機器を設置したのは 2015 年 4 月以降であった為、ORS 計上も

同 4 月以降に行われなければならないはずであったのだが、同 3 月に ORS 計上さ

れたとのことである。また、コスト計上も 1.4 百万豪ドル過少に計上されていた

とのことである。このように、ORS計上を早く行いすぎた点、コストを過少に計上

していた点で不適切な会計があった案件であったとのことである。  Ｔ  氏に

よれば、2015 年 3 月という年度末において目標数値を大きく下回っていたことが

背景にあり、利益の過少計上は意図的であったと説明されている。 

（ウ）取引先１５の件 

2014年の第 1四半期に取引先１５という顧客に対して大型機 2台（Impika及び

Rishiri）を販売したが、その後、Impikaのパフォーマンスが悪いと取引先１５よ

りクレームが入り、最終的に FXA が妥協して 2015 年 11 月に契約を変更して 2015

年第 4四半期に Impikaを引き上げた。本来であれば、機器の設置後すぐに顧客か

らクレームが入り紛争になっているにもかかわらず、2年近く引き伸ばして、期を

またいで損失処理をしている点に会計上問題があるとのことである。また、新

Managing Director のもと FY15 の業績を確保する為に引当未処理であるとのこと

である。同内容の報告は、FXAP営業本部作成にかかる 2014年 4月 18日付「FXA/FXNZ

監査リスクと対応について」と題する内部報告資料にも記載されており、同内部

報告資料によれば、Impika について戻り品処理とそれまでのリース料請求の取消

により 2百万豪ドルの損失処理が必要となったとのことである。 

（エ）特別インセンティブの未計上 

  Ｔ  氏及び上記内部報告資料によれば、FY2014 の第 4 四半期に、業績に大

きなリスクが発生した為、当時の Managing Director であった   ｍ   氏

の主導で特別チャレンジインセンティブが展開されたものの、そのことは経理に

伝達されておらず、2015 年 3 月の決算時にインセンティブ支払いが見積計上され

なかったとのことである。同年 4 月になって   ｍ   氏が Managing 

Director を退任した後に FXA の経理においてインセンティブプランと 4 百万豪ド

ルにも及ぶ支払債務を認識し、インセンティブを支払ったものの、業績を確保す

る為、損益認識を先延ばしにしたとのことである。   ｍ   氏の後任とし

て Managing Director となった   Ａ   氏のもと、業績を担保する為費用

認識を先送りし、オペレーションで吸収するつもりでいたが、その後利益状況が

悪化する中で処理を遅らせたまま、期末を迎えることになったとのことである。 

② 貸倒引当金の過少計上 
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（ア）  Ｔ  氏が  Ｘ  氏に宛てたメールには、集中的に引当金等を抑えたこ

とにより 3月の低い売上を補うことが出来た旨記載されている。 

（イ）また、  Ｗ  氏によれば、2016 年 3 月の時点で計上されている貸倒引当金

3百万豪ドルは、詳細な検討を行う時間がなかった為適切に分析し算出されたもの

ではなかったとのことである。 

（ウ）更に、  ｎ  氏が  Ｘ  氏に送付したメールでは、貸倒引当金として

42百万豪ドル必要だと報告されている。 

（エ）更に、2016 年 10 月末の R&O スプレッドシートでは、貸倒引当金として 27.5 百

万豪ドルが記載されている。 

（オ）更に、2017 年 3 月末の R&O スプレッドシートで「リスク」とされている項目の

評価に基づくと、2016年 3月末時点の貸倒引当金は 27.5百万豪ドル少なく計上さ

れていたと理解される。 

（カ）このように、  Ｗ  氏が 2016年 3月の貸倒引当金は適切に分析して算出し

たものではないと述べていること、2016 年 3 月以降短期間で貸倒引当金が急増し

ている状況、及び、引当金等を抑えることにより売上の低下を補っていたことを

示す  Ｔ  氏のメール等に照らして、2016 年 3 月末における貸倒引当金は、売

上を補う為に過少計上されたものであったことが強く疑われる。 

③ 財務パフォーマンスの操作 

（ア）概要 

更に、以下に述べるように、FXAの経営陣が、収益又は利益のターゲットを達成

しているかのように見せかけ、また、FXAU の財務パフォーマンスをよく見せる為

に、不適切な売上やコストを計上し、又は本来すべきコストの計上を繰り延べて

いた可能性が疑われる。 

（イ）財務パフォーマンスの操作が行われていたことを裏付けるメール 

i. 例えば、  Ｘ  氏はその   ｍ   氏及び  Ｚ  氏に送付した

メールで、収入は OKであるが、利益はそうでもない、私のほうで数字を調べて

確認する間コストを繰り延べておいた旨述べている。 

ii. また、  Ｘ  氏は  Ｔ  氏に送付したメールにおいて、見通しの数字

を達成する為に費用を繰り延べなければならなかったと述べている。 

iii. また、  Ｔ  氏は  Ｘ  氏に宛てたメールにおいて、第 4 四半期の

数字が悪くなるとしても、11月の 2つ目の見通しと同じ数値を 12月に達成する

為、すべての項目を第 4四半期に繰り延べてほしい旨述べている。 

  Ｘ  氏は、Ｔさんから底上げする為に繰り延べをするように指示が来

ている旨のメッセージとともにこの  Ｔ  氏のメールを   Ａ   氏に

転送し、   Ａ   氏は、「Interesting」（面白い）と  Ｘ  氏に返信

している。 
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iv. 更に、  Ｔ  氏が  Ｘ  氏に送付したメールにおいて、  Ｔ  氏は  

Ｘ  氏に対して、12 月のパフォーマンスを何とかしようとしてくれているこ

とには感謝するが、intercompany transaction は監査人により簡単にチェック

されるもので、実際過去にもそのようなケースがあったので、それには触るべ

きではない旨指示している。 

v. 更に、  Ｘ  氏は   Ａ   氏に宛てて、次の表は数字を達成する

為の仕分け記入で、利益の数字を達成する為 6.1 百万豪ドルについて費用計上

を繰延べ、売上を前倒した旨コメントして数値の一覧表を送っている。 

（ウ）このように、FXAU では、少なくとも   ｍ   の時代から財務パフォーマ

ンスの操作が行われていたものと認められる。そして、それらの財務パフォーマ

ンスの操作は、Risk & Opportunity (R&O)スプレッドシートと呼ばれる管理表を

用いて行われ、そこに行われた財務パフォーマンスの操作が記録されていたとの

ことである。 

i.   Ｗ  氏のインタビューによれば、  Ｗ  氏及び  Ｙ   氏は、

毎月、実際のリスク、潜在的なリスクや注意を要するリスクをすべてカバーす

る Risk & Opportunity (R&O)シートと呼ばれるシートを作成していたとのこと

である。この内容は、毎月 CFOに報告され、CFOも APOとこれを利用して連絡し

あっていたとのことである。そして、これらは、問題のある財務上の処理をき

れいにする為に利用されていたとのことである。  Ｗ  氏によれば、CFOは

常に会計年度末までに問題のある処理をきれいにしようとしていたが、必ずし

もすべてについて年度末までに十分にきれいになったわけではなかったとのこ

とである。 

ii. R&O スプレッドシートには以下のように項目が分類されており、  Ｗ  

氏によれば、その分類は以下のような意味であったとのことである。 

 

分類 コード   Ｗ  氏の説明 

Quarantined Q 利益目標の達成を目的とした項目 

Parked / Delayed P 特定の費用を繰延処理した項目 

Operational O 今後潜在的に引当が必要になる可能性がある

取引 

BS Clean up BSC 貸借対照表に計上する根拠に乏しく、償却しな

ければならない項目 

BS WIP BSWIP 必ずしも顕在化していないが、潜在的に財務リ

スクのある貸借対照表項目 

 



 

96 

 

iii.   Ｗ  氏によれば、CFO、Financial Reporting and Analysis(FP&A)の

ヘッドであった  ｏ  氏、  Ｔ  氏 （特に 2016 年 1 月～3 月の期間中）

は R&O スプレッドシートを見ていたが、監査法人へは開示されていなかったと

のことである。 

（エ）R&Oスプレッドシートの集計 

上記の通り、R&O スプレッドシートは毎月作成されていたとのことであるが、

2016年 3月末に R&Oスプレッドシートに計上されていた金額は 59.3百万豪ドルと

なる。 

（オ）2016年 3月末におけるリスク項目 

下表は、2016 年 3月期におけるリスク項目を、2016年 3月期、2017年 3月期の

それぞれについて FXA が評価したものである。2016 年 3 月末の R&O スプレッドシ

ート上でリスク項目と認識されていた項目については、2017 年 3 月期の見直し時

においても、多くについては未だリスクとして引き続き認識されている状況であ

る。他方で、「その他」に分類されている項目のように、見直しを行った結果、2017

年 3 月期中に損益として認識され、改めてリスクとして認識が不要と判断された

ものもあった。 

リスク項目 

金額：百万豪ドル 

2016年 3

月 

作成 

見直し 

2017年 3

月期 

 

取引先１６プロジェ

クト 

12.4 12.4 i 

予算達成目的の費用

繰延 

4.6 4.6 ii 

関係会社仮払金 2.4 2.4 iii 

ORS関連の収益の前倒

／費用の繰延 

2.4 2.4 iv 

その他の債権 4.0 4.0 v 

売上原価の繰延 （1.7） （1.7） vi 

主要な販売店に対す

るリベートの未計上 

1.6 1.6 vii 

貸倒引当金 3.0       - viii 

その他 30.6 9.5  

計 59.3 38.6  

2017年 3月期におけ

る追加項目 

- 21.4 ix 
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リスク項目 

金額：百万豪ドル 

2016年 3

月 

作成 

見直し 

2017年 3

月期 

 

合計 59.3 60.0  

（その他）の件数 26 14  

 

i. 取引先１６プロジェクト 

取引先１６案件に関して、2016年 3月の R&Oスプレッドシートには、12.4百

万豪ドルがリスク金額として記載されているが、当該記載は、2016年 4月の R&O

スプレッドシートにおいて 36 百万豪ドルに変更する旨の処理がなされている。

そしてそれは建設仮勘定として扱われていると R&O スプレッドシートには記載

されている。 

しかし、  Ｔ  氏や  Ｗ  氏によれば、取引先１６の件では、FXAの業

務に関して納期が遅れた為、従前より取引先１６に対してサービスを提供して

いた取引先１７に延長料金を支払う必要が生じ、取引先１６との契約に従い FXA

が支払った当該費用を建設仮勘定として貸借対照表に資産計上したものである

が、当該費用の支払はソフトウェア開発活動の為の支出ではなく、ソフトウェ

アの生産コストとして資産化されるべき費用ではなく、単なる営業費用にすぎ

ない為、建設仮勘定として資産計上した処理は誤りだとのことである。 

このように、R&Oスプレッドシートにおける処理自体、適切でなかった可能性

が認められる。 

ii.  予算達成目的の費用繰延 

2016 年 3 月の R&O スプレッドシートには、「旅費」（0.6 百万豪ドル）、「サー

ビス人件費」（1.2百万豪ドル）、「販売代理店補助金」（2.8百万豪ドル）に関し

て、2015年12月の利益目標を達成する為に繰り延べられたと記載されているが、

これは、本来発生時に費用化されるべきところ、12 月の利益目標を達成する為

に費用計上が繰り延べられたものであると認められる。当該項目については、

11月の 2つ目の見込みと同じ数字を 12月に達成する為すべての項目を第 4四半

期まで繰り延べるようにという  Ｔ  氏のメールによる指示に基づき行われ

たのではないかと理解されるが、結局、第 4四半期を過ぎた 2016年 4 月になっ

ても、未処理のまま残されている。 

このように、本来発生時に費用化されるべきものが費用化されずに繰り延べ

られただけでなく、繰延後本来処理すべき時期に処理されず、未処理のまま残

されたケースも確認された。 

iii. 関係会社仮払金 

2016 年 3 月末の R&O スプレッドシートでは、関係会社仮払金として合計 2.4
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百万豪ドルを貸借対照表に計上していた。 

R&O スプレッドシートの勘定の摘要によると、この仮払金には 2013～2015 年

度にかかる売上原価及び販売管理費が含まれており、滞留が長期に及んでいる。 

  Ｗ  氏及び  Ｙ   氏は損益計算書で費用計上することでリスク

を解消しようとしていたことが見受けられるが、  Ｔ  氏と Ｘ 氏は対応す

る必要なしと判断していたようである。 

上記に照らして、関係会社仮払金は費用計上されるべきであった可能性があ

ると理解され、2016年 3月期までの財務諸表に記載誤りがあった可能性がある。 

iv. ORS関連の収益の前倒／費用の繰延 

2016 年 3 月と 4 月の ORS 関連の収益の前倒及び費用の繰延はいずれも約 2.4

百万豪ドルであった。これらは以下の項目から構成されているが、リスクを解

消した場合、この金額が損益計算書に（利益を減少させる方向に）影響すると

考えられる。 

 ORS 収益の前倒し 1.76百万豪ドル：2015年 6月の利益改善戦略によるも

のであり、2016年 1月 31日現在までの実績では相殺するべき原資がなく、

年度末（2016年 3月末）においてこの項目を消去したい、との説明が R&O

スプレッドシートに記載されている。 

 ORS 費用の繰延 0.636百万豪ドル：実績利益と想定利益が大きく乖離した

ことを背景として、売上原価を減額させたことに伴うものである。減額

前の売上原価の正確性は確認されているようであるが、当該繰延 ORS 費

用を消去する為の利益がないとの説明が R&O スプレッドシートに記載さ

れている。 

R&Oスプレッドシートの記載によれば、  Ｗ  氏及び  Ｙ   氏は損

益計算書で費用計上することでリスクを解消しようとしていたように見受けら

れるが、他方で、  Ｔ  氏と Ｘ 氏が対応する必要なしと判断していたよう

に理解される。 

これらの項目を費用化してリスクを解消する為にはそれを相殺するだけの利

益が必要であったが十分な利益がなかった為にリスクが解消されなかったとい

う R&O スプレッドシートに記載された説明によれば、これらの ORS 項目は 2016

年 3 月末の財務諸表で費用化されて処理されているべきであったにもかかわら

ず処理されていなかったということになり、かかる意味で 2016年 3月末の財務

諸表には不適切な記載が含まれていた可能性があると理解される。 

v. その他の債権 

2016 年 3 月と 4 月分の R&O スプレッドシートに、4 百万豪ドルの「その他の

債権」という項目が含まれている。 

2016年 4月の当該項目の説明欄では、「外部のその他債権をレビューしたとこ
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ろ、一部（のコスト）が過年度の売上原価として費用計上されるべきものであ

ったことが判明した。調整は完了しておらず、最終的な額は未定である」旨説

明されている。 

かかる説明に照らして、当該項目は 2016 年 3月末の財務諸表で費用化されて

処理されているべきであったにもかかわらず処理されていなかったということ

になり、その意味で、2016 年 3 月末の財務諸表には不適切な記載が含まれてい

た可能性がある。 

vi. 売上原価の繰延 

2016 年 3 月と 4 月の R&O スプレッドシートには、合計 1.7 百万豪ドルの「取

引先１３コスト (機器の売上原価)」という項目の記載が含まれている。当該項

目には、「2014 年 10月～2015年 9月期に帰属する 2015年 5月に計上された 1.7

百万豪ドルの収入に対応する、売上原価の繰延」である旨の説明が付されてい

る。  Ｙ   氏及びコントローラーは、当該項目を損益計算書に反映すべ

き旨のコメントを付しているが、  Ｘ  氏はほかの取引先１３収益と相殺

するものとしている。 

R&O スプレッドシートに記載された上記説明に照らして、当該項目は 2016 年

3 月末の財務諸表で費用化されて処理されているべきであったにもかかわらず

処理されていなかったということになり、その意味で、2016 年 3 月末の財務諸

表には不適切な記載が含まれていた可能性があると理解される。 

vii. 主要な販売店に対するリベートの未計上 

2016年 3月末の R&Oスプレッドシートには、主要販売店に対するリベート（金

額は 1.6百万豪ドル）が、貸借対照表に計上されていないと記載されている。 

  Ｗ  氏に対するインタビューによると、取引先１８との間でリベート

の金額に関して紛争があるとのことであり、かかるリベートの未計上は、取引

先１８とのかかる紛争に関連している可能性もある。計上すべきリベートが計

上されていなかったのであれば、その意味で、2016 年 3 月末の財務諸表には不

適切な記載が含まれていた可能性がある。 

viii. 貸倒引当金 

2016 年 3 月の時点で、貸倒引当金として 3 百万豪ドルが計上されているが、  

Ｗ  氏によると、詳細に検討する時間がなかった為適切に分析し算出された

ものではなかったとのことである。 

2016 年 10 月末の R&O スプレッドシートでは、貸倒引当金として 27.5 百万豪

ドルが記載されている。短期間で貸倒引当金が急激に増加している状況を考慮

すると、2016 年 3 月末における引当金は、より多くの金額を認識するべきであ

った可能性がある。2017 年 3 月期における見直しでは、この修正は「その他の

修正項目」（1(4)③i）として整理されている為、この表からは除かれている。 
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ix. 2017年 3月期における追加項目等 

  本事案を受けて FXA において調査を進めた結果、従前認識されていなかった

リスクで、2016 年 3 月期のものとして取り扱うべきであったと考えられるもの

が確認されている。例えば、2016 年 3 月期までの収益に対応させるべきであっ

た代理店へのコミッション 4.3 百万豪ドル、リース機器のクリーニングコスト

1.4百万豪ドルなどが含まれる。 

また、2016 年 8月において、2016年 3月以前にキャンセルされたリース売上

に関して追加的に 10.5 百万豪ドル認識すべきであった項目が確認されている。 

  これら以外に、上記 i から viii にて記載した既存の項目についてそれぞれ、

若干の修正が入っている。 

④ 客先在庫過大計上の可能性 

（ア） ｐ 氏によって作成された内部資料は客先在庫がもたらす過大計上の可能性

について言及している。すなわち、決算期末における客先在庫の見積において用

いる在庫単価がリベート控除前となっている為、実際の在庫金額（リベート控除

後）で客先在庫を見積する場合に比して、期末在庫が過大に計上される可能性が

ある。 ｐ 氏の資料では、在庫総額に対するリベート金額は約 60%とされており、

棚卸資産過大計上の影響額の合計は約 15～17 百万豪ドルと見積られている。 

（イ）また、  Ｔ  氏のインタビューにおける説明によれば、客先在庫数の調査が

十分に実施されておらず正確でない可能性があるとのことである。 

⑤ FXGSに関連する問題 

（ア）Global Servicesの Finance Managerである  ｑ   氏のインタビューにお

ける説明によれば、Global Servicesの契約に関しては、根拠なく資産計上されて

いる費用があり、また、未収収益については過大計上となっていると理解してい

るとのことであった。 

（イ）また、  ｑ   氏のインタビューにおける説明によれば、過去 2 年間に締

結された契約には、最低数量の規定されていない契約が多数あった、また、最低

数量が規定されていても最低数量を下回った場合にはその分のクレジットを提供

すると規定されている契約があったとのことである。 

（ウ）また、2015 年 9 月 3 日に Ｒ 氏のメールにより、毎月固定で最低支払金額を

設定出来ない場合は、レンタル又はオペレーションリースとして取引を認識しな

ければならないとの指示が出されたのであるが、  Ｗ  氏のインタビューに

おける説明によれば、結局、APOから  Ｘ  氏、  Ｘ  氏から  Ｗ  氏

への指示により、Global Servicesに関してはこの Ｒ 氏のメールに記載された

ルールは適用されないこととなり、引き続き従前と同じ形で扱われたとのことで

ある。 
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（エ）以上の供述に照らして、Global Service に関しては、本来根拠なく費用が資産

計上され、未収収益が過大計上され、最低数量がないにもかかわらずキャピタル

リースとして収益が計上され、しかも、最低数量・最低支払金額のない契約をキ

ャピタルリースとして扱うことを禁じた Ｒ 氏の指示の例外として最低数量が

ないにもかかわらずキャピタルリースとして計上が続けられた可能性がある。 

⑥ インセンティブに関する問題 

（ア）APO の内部資料によれば、   Ａ   氏の移籍後に FXNZ から FXA に移籍し

たメンバーは 2016 年 4 月 1 日現在 9 名で、主として   Ａ   氏本人又は  

Ｌ  氏に勧誘されて FXA に移籍したが、そのうち 5 名についてはオーストラリ

アにおける人事コンサルタント提供ベンチマーク水準を超える報酬が支払われて

おり、特に、Business Development Manager である  Ｅ     氏について

はコミッション 0.8百万豪ドルを含め年 1.095百万豪ドルとベンチマーク水準の 3

～3.4 倍の高額な報酬が支払われ、また、   Ａ   氏の息子である  ｈ    

ｈ  氏に対してもコミッション 0.42 百万豪ドルを含め年 0.74 百万ドルという

ベンチマーク水準の 2～2.3倍の高額の報酬が支払われていたとのことである。 

（イ）FXA の現 Managing Director である  Ｖ  氏のインタビューによれば、従

前、コミッションは受注を基準に支払っていたとのことである（現在は機器の設

置を基準に支払うようにプロセスを変更したとのことである。）。 

⑦ 会社資金の私的な利用の可能性 

（ア）前記 APO の内部資料には、   Ａ   氏、  Ｌ  氏、  ｒ   氏

のコーポレートカードの明細を調査したところ、   Ａ   氏を含む NZから

のメンバーにて会社経費を使用して高額な会食を繰り返していたと想定される旨

の記載がある。同資料によれば、これらの会食は、500豪ドル以上のコーポレート

カードの明細を集計しただけでも、2015年 6月～2016年 4月の間で、3名合計 41

回（4.1 回/月）、合計金額 50,132 豪ドル、会食 1 回あたり平均 1,223 豪ドルであ

ったとのことである。 

（イ）また、同資料には、FXAの出張ポリシーには日当の定めはなく、食事代、交通費

等かかった経費はレシートを提出して精算するルールになっているところ、   

Ａ   氏がコーポレートカードにて出張の際に現地通貨を引き出し、領収書を

提出して精算していない事例が 9 回、合計 9780.14 豪ドルあったと記載されてい

る。 

 

（９）不適切な会計処理の発生原因 

① 契約書の承認プロセス 

Ａ氏が FXAU の MD に就任後、標準的契約以外の契約（特にセット販売の契約）に

ついては、FXNZ から移籍した従業員に報告され、これらの者が許可を与えるといっ



 

102 

 

た不透明な取扱いがなされていたようであり、適切な取引取扱いプロセスを経てい

なかった可能性が高い。 

② インセンティブ報酬 

（8）⑥で述べたようなインセンティブ報酬が、不適切な会計処理を誘発した可能

性がある。2016 年の 4 月には、APO Ｒ 社長から   Ａ   氏に対し、FXNZ か

ら移籍してきた一部の従業員へのコミッションが高すぎることについて説明を求め

るメールが送られている。また、従業員のインタビューでは、コミッションが   

Ａ   氏直下のチームにのみ恣意的に多く支払われていたことへの不満が述べら

れていた。 

③ 信用リスクについての不適切な判断プロセス 

インタビューやメールによれば、クレジットチームが顧客として不適切と判断し

た場合でも特定の者の判断により取引を行ったり、基準に従わずに契約が承認され

たり、承認プロセスを経る半年前から商品が納入されていたり、当該ターゲットボ

リュームを満たせないであろう顧客とそのようなターゲットボリュームを前提に取

引に入ったりする等、信用リスクについての規程が遵守されていなかったようであ

る。また、販売目標達成の為、信用リスクの高い相手と取引を行っていることが示

唆されるメールも存在する。 

④ 不適切な組織運営及び組織変更 

インタビューによれば、   Ａ   氏がトップになって以降、正式な ELT 会

議はあまり開催されず、開催されてもアジェンダとは関係ない話題に終始すること

が多く、また議事録は作成されなかったようである。このように、ELT会議によるガ

バナンス体制はきちんと構築されていなかったと思われる。 

また、   Ａ   氏によって組織変更が行われ、財務部内にあったコマーシ

ャルチーム（取引が価格決定方針に従って承認されているかをチェックし、販売チ

ームに規程を遵守させ、不遵守の報告を行い、手続のレビューを行うこととされて

いる）及び法務部の従業員を販売チームに移動させており、販売の力が強く組織間

のチェックアンドバランスがききにくい組織となっていたことが窺われる。また、

インタビューによれば、ファイナンスの人員の能力に問題があり、財務部門の機能

も弱く牽制機能が発揮できなかったと思われる。 

⑤ 売上至上主義の社風 

上記のようにきちんとした組織的ガバナンスが働かない中で、   Ａ   氏

による売上至上主義の社風が広まっていった。その原因として、FXNZ と同様、日本

国内の売上が伸びない中で、FXAU の売上に対する大きな期待があったこと、また、

インセンティブとして、目標値達成によるボーナスが報酬のうち大きな割合を占め

ていたこと（   Ａ   氏については基礎報酬の 30％）、そのうちの売上の考慮

割合も大きかったこと（ボーナスの 30％から 40％）が売上至上主義につながったと



 

103 

 

考えられる。このような社風の中、FXAU にとって収益をもたらすかという観点を考

慮せずに、不適切な会計が行われるようになっていったものと推測される。 

⑥ グループによる子会社管理体制の不備 

FH グループの子会社管理体制として、APO 傘下の子会社に対する管理は APO に委

ねるような体制となっており、直接 FHが管理する体制とはなっていなかった。また、

APO においても、オーストラリアとの物理的距離や、IA の人員不足等により、FXAU

に対する管理体制が十分ではなかったといえる。内部通報制度についても、FX グル

ープでは、2004年 4月 20日に「ALL-FXコンプライアンス・ヘルプライン運営規定」

が制定され、内部通報制度を整備していたが、All-FX コンプライアンス・ヘルプラ

イン窓口に海外子会社から直接の通報があった形跡はないとのことである。これら

のグループ内の管理体制の不備等の詳細については、第 6 章から第 9 章を参照され

たい。 

 

２ APO傘下のその他の販売会社における問題点 

本委員会は、本件の端緒となったニュージーランド（FXNZ）の調査に加え、   Ａ   

氏が異動して MD に着任したオーストラリア（FXA）についても類似事案がないかどうか

の調査を行った。また、これら 2 国以外にも、APO傘下の他の地域の販売会社で同種取引

や類似事案で不適切な会計処理が行われていないかどうかの端緒を探るべく、マレーシ

ア、タイ、台湾の販売子会社の社員を対象に、アンケート調査を実施した。その結果、

本委員会が調査スコープを広げて追加調査を実施しなければ、本報告書が網羅性の点で

不十分であると評価されてしまいかねないような、重大な事象の端緒は発見するに至ら

なかった。 
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第５章 本事案に対する FXAP(APO)、FX及び FHの対応 

 

１ 総論 

（１）本章の位置づけ 

本章では、本事案に対する FXAP(APO)、FX及び FHの対応について、調査により判明

した事実を詳述する。MSA についてキャピタルリース5の要件を満たしていない旨の指

摘がなされた 2009 年 9 月の APO による FXNZ の内部監査から、2017 年 3 月に監査法人

による Fraud Letter が出状されるまでを対象期間としている。 

なお、本章は、第 6 章（FXAP における問題点）、第 7 章（FX における問題点）及び

第 8 章（FH における問題点）並びに第 11 章（本事案における原因）及び第 12 章（再

発防止策（提言））にあたり、それらの前提として調査により判明した事実を記載する

ものである。 

（２）主たる役職者等 

本章で記述する 2009 年 9 月から 2017 年 3 月までにおける FXAP(APO)及び FX の主た

る役職者は下記の表の通りであった。 

 

                                                   
5 本報告書における「キャピタルリース」との用語については、第 3章 3（3）②を参照。 
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（３）人名・役職の表記 

本章における役職は当時の役職である。 

（４）APO/FXAPについて 

本章では、FX のアジア・パシフィック地区における事業を統括していたシンガポー

ル所在の APO/FXAPの対応を取り扱うが、APOとは FXにおけるアジア・パシフィック営

業本部をいい、FXAP とは FXのシンガポール子会社をいう。APOのトップである営業本

部長は FXAP の社長であり（なお、FX の役員でもある。）、APO 経理部長は FXAP の CFO

である。 

このように FXの営業本部（APO）と FXの子会社（FXAP）は事実上重なり合っており、

FX 社内においても特段区別を意識されているわけではない。本章では APO との表記を

用いる。 

 

２ 2009年 9 月の APO（当時の名称 IBG）による内部監査 

（１）2009年 9月 APO内部監査による指摘 

APO（当時の名称 IBG。以下、時期に関わらず APO という。）の内部監査部は、2009

年の定期監査の対象として、APO 傘下の OPCO のうち FXNZ を監査の対象として選択し、

2009 年 9 月、FXNZ の監査を行った。同監査は、APO 内部監査部  ｓ  氏及びその

部下の  ｔ  氏よって行われ、FX 経営監査部  ｕ  氏らがアドバイザーとし

て参加した。 

APO内部監査部  ｓ  氏及び FX経営監査部 ｕ 氏は、サンプルチェックにより、

FXNZ のリース契約のうち、DSG（Document Services Group。MSA と名称は異なるが、

契約内容は MSAとほぼ同じである。）が、ミニマムペイメントの設定がないこと、解約

不能のリースではないこと等から、キャピタルリースの要件を満たしていないことを

発見した。そして、内部監査参加者において検討のうえ、FXNZ は DSG を個別に客観的

に判断してキャピタルリースへの該当性を判断すべきこと、FXNZ は DSG の売上認識の

適切性について APO 経理部と協議すべきこと、発見された DSG についてオペレーティ

ングリースとして計上すべき旨を Top Priority として監査レポートの監査意見で指摘

した。なお、FX 経営監査部 ｕ 氏及び APO 内部監査部  ｔ  氏は、CPA のライセ

ンス保有者であった。 

（２）APO内部監査による指摘への APO 経理部の対応 

かかる指摘を受けて、APO経理部は、2009年 10月 3日、キャピタルリースに該当す

ることが明確となるように DSG の契約条件を強化すべきであること、及び、監査法人

の意見を取得すべきとの見解を示し、FXNZ は、2009 年 10 月に会計事務所から、同 11

月に別の会計事務所から意見書を取得した。いずれの意見書も、結論として、キャピ

タルリースとして計上することが合理的であるとするものであった。しかしながら、

当該各意見でキャピタルリースとして計上することが合理的であるとされたのは、意
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見書の取得に際して FXNZから監査法人に新たに提供された MSAの標準契約書に基づく

リース契約についてのみであり、標準契約書に文言が追加・修正された契約は個別に

判断すべきものとされていた（なお、そもそも当該各意見書の前提事実に記載された

DSG の契約条件は、実際の契約条件とは異なっており、かかる点においても意見書によ

り MSAの売上計上を正当化しるうものでないことは、後記 2015年 7月の監査時に指摘

されている。）。 

上記各意見書の取得後、APO内部監査部  ｓ  氏は、これら意見書が当時未だ実

際に使用されていなかった標準契約書をレビューしたものに過ぎず、FXNZの既存の DSG

についてレビューがなされたものではないこと、従って、FXNZ における既存の DSG が

キャピタルリースの要件を満たさないとの監査による指摘を解決するものではなく、

既存の DSG について会計処理を修正すべきであることを APO 経理部に対し強く主張し

た（なお、DSG について、2008 年度は 24.9 百万 NZ ドル、2009 年度は 8 月時点で 8.9

百万 NZドルの売上が計上されていた。）。 

APO及び傘下の OPCO のアカウンティングポリシーを所管する APO経理部（APO  ｖ  

経理部長及び  Ｋ  氏）と APO 内部監査部（  ｓ  氏）で議論が行われたが、

APO ｖ 経理部長は、将来分については標準契約書に厳格に従うこと及び標準契約書か

ら外れるものは個別に FXNZのシニア・マネジメントが承認することを条件に MSAによ

る売上計上を認めることとした。また、APO ｖ 経理部長は、上記各意見書が既存の DSG

をキャピタルリースとして計上することの根拠とならないことを認識しながら、既存

の DSG について会計処理の修正は行わないことを決定した。当時の監査関係者へのイ

ンタビューによれば、  ｓ  氏は日本人のシニア・マネジメントであった APO ｖ 

経理部長に対してどこまで主張を通すべきか悩みを吐露していたとのことである。 

APO 及び傘下の OPCO のアカウンティングポリシーを所管する APO 経理部は、上記の

決定にもかかわらず、MSAについて標準契約書に厳格に従うことを条件に売上計上を認

めること及び標準契約書から外れるものは個別に FXNZのシニア・マネジメントが承認

するとの条件を遵守させることについて、特段の対応を行わなかった。MSAについて標

準契約書に厳格に従うという条件について APO経理部が FXNZに指示を行った文書は存

在せず、また、かかる条件に関する FXNZの社内規程も存在しない。結局、2010 年 3月

期の法定監査において MSA 及び DSG の売上計上について監査人より指摘がなされなか

ったこと等の理由により、その後、2015 年 7 月の告発メールに基づく内部監査まで、

これらの会計処理に疑問が呈されることはなかった。なお、 ｖ 氏は、インタビュー

において、内部監査の指摘を受けてリースの売上計上について詳細な規程を整備した

のであり対応がなされなかった訳ではない旨を述べていたが、当該新たに制定された

規程は MSA を意識したものとはなっていない。また、当該規程に従えば内部監査によ

り発見された DSG はキャピタルリースとして認められないものであったにもかかわら

ず、既存の DSG の会計処理を変更しなかったことについて ｖ 氏から明確な回答は得
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られなかった。 

なお、 ｖ 氏と意見が合わなかった APO内部監査部  ｓ  氏は、APO ｖ 経理部

長の推薦により、2012 年夏に FXAP（シンガポール）から FXP（フィリピン）へ異動と

なった。 

 

３ 2009年 11 月から 2015 年 7月まで 

（１）FXNZの業績連続達成と   Ａ   氏への賞賛 

景気の低迷により業績が伸び悩む国内部門に対して、アジア・パシフィックは成長

分野と位置付けられ、APOは FXの業績の牽引車として業績を伸ばしていた。 

FXNZ は 2010 年 4 月から連続 48 ヶ月で業績目標を達成した。当時 FXNZ の MD であっ

た   Ａ   氏は MD of the Year（年間最優秀 MD賞）を 3回受賞（2011年、2012

年及び 2014年。なお、2014年は 2位受賞。）した。 

（２）MSAの増加 

MSAは、2009年度には 218件、売上 34百万 NZ ドルであったが、ピーク時である 2014

年度には 1290件、売上 81百万 NZドルまで増加した（なお、2015年 9月に MSA は禁止

されている。）。 

 

（社内資料より） 

 

（３）親子ローン及び買掛金の急増 

FXNZはキャッシュが不足し、FXからの借入（親子ローン）により資金を賄っていた。

FXNZ（MARCO と FINCO の Total）の FX からの借入残高は、2009 年度には 149 百万 NZ

ドルであったが、2013年度には 284百万 NZドルへ増加した。 
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（社内資料より） 

 

2013年度から FXからのローン残高は 284百万 NZドルで横ばいとなっているが、2013

年ころから FXAPに対する仕入額の支払が滞り始め、その後、FXAPに対する買掛金残高

は急増している（2013年度約 35百万 NZドル、2014 年度約 91百万 NZドル）。 

 

 

（社内資料より） 

 

上記の通り、2009 年以降、FXNZ の親子ローン（FX からの借入）残高及び FXAP への

買掛金残高は急増し、2014 年度には合計約 375 百万 NZ ドルとなった。これは 2014 年
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度の FXNZの売上約 320百万 NZドルを優に超える金額であった。 

FX 経理部は、APO ｖ 経理部長に対し、2010 年の時点で、親子ローンの借入枠の増

額に際して、FXNZ において何故借入金が増加する（過去も含めて）のかをより具体的

に示すことや、健全なリース資産の拡大や回転率の悪化ではない運転資本の拡大であ

れば資金需要が増えることになるから、そうであればその具体的な状況を報告する様

に求めていた。 

このような FXNZの財務状況であったにもかかわらず、リースによる売上増加に伴う

資金需要であるとの理解の下、FX及び APOにおいて、FXNZの状況について疑義が持た

れることはなく、むしろ売上目標を連続達成する優良な OPCO として評価されていた。 

 

（４）APOにおける内部監査部の状況 

① レポートライン 経理部長の介在 

APOの内部監査部のレポートラインは規程上、APO営業本部長へのダイレクトレポ

ートとなっていた。しかし、2008 年 4 月に APO 営業本部長として  ｗ  氏が着

任後は、 ｗ 氏の指示によって、APO ｖ 経理部長へのレポートが求められることと

なった。 ｗ 氏によれば、「単に悪いところを指摘するだけでなく、対応策を含めて

報告してほしかった。」為とのことである。また、内部監査レポートを APO営業本部

長及び FX 経営監査部に提出する際も、APO ｖ 経理部長の承認が必要な運用となっ

た（なお、 ｖ 氏はインタビューにおいて、規程上 APO 営業本部長へのダイレクト

レポートであったことを強調し、自らが関与することがあったとしても、それは APO 

ｗ 営業本部長による「アドバイスして欲しい」との依頼による「助言」に過ぎなか

ったと述べる。）。 

2012年 7月に APO営業本部長は ｗ 氏から Ｒ 氏に交代した。APO Ｒ 営業本部

長は、  ｓ  氏の後任として内部監査部の責任者となった  ｔ  氏からの

要請を受け、また、ガバナンスにとって内部監査部からの情報が有益であるとの経

験から、APO内部監査部のレポートラインを APO 営業本部長へのダイレクトレポート

へと変更した。もっとも、営業出身である APO Ｒ 営業本部長は自らの経理の知識が

不足しているとの認識から、経理関係で専門知識を有する事項については、個別に

APO ｖ 経理部長の助言を求めるよう  ｔ  氏に促すことがあった。 

② 2014年 2月の FXNZ内部監査と経理部長による「助言」 

2014年 2月、APO内部監査部は FXNZに対して内部監査を行った。当該監査報告書

においては、監査の重点項目ではなかったことから MSA についての指摘はなされな

かったが、Top Priority として、顧客に対する与信判断・管理、売掛金の回収管理

及び延滞債権の引当計上について不備がある旨の指摘がなされていた。かかる監査

報告書のドラフトに対し、APO ｖ 経理部長は「非常に否定的な表現で書かれており、

大所高所から重要なメッセージを抽出するというより、とにかく沢山指摘する。」
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（APO ｖ 経理部長のメール）ものである等として、内部監査部マネージャーの  

ｔ  氏に対し、複数回にわたり修正を促した。同時に、APO ｖ 経理部長は、監査

の対象者であった FXNZの MDである   Ａ   氏に対して、監査レポートが APO

営業本部長及び FX本社に報告される前によくレビューするよう、メールでメッセー

ジを送った（APO ｖ 経理部長から   Ａ   氏へのメールには「I would like 

to suggest you had better review the report again with her before she submits 

it to  Ｒ -san and Corporate.」と記載されている。）。 

その後、修正された内部監査レポートにおいては、指摘事項のレベルは Top 

Priority から Need to improve へと格下げされた。「これは、小職から指摘を受け

たからではなく、FXNZから追加説明があったからということでした。」と APO ｖ 経

理部長は APO Ｒ 営業本部長に報告している（APO ｖ 経理部長のメール）。 ｖ 氏は

インタビューにおいて、  ｔ  氏や   Ａ   氏とのやり取りは、「監査品

質を向上させる為の助言又は suggestion」であって、内部監査に対するプレッシャ

ー等ではないと述べ、第三者から見ればプレッシャーと評価されうるのではないか

との質問に対しても、そのような評価は理解出来ないと述べている。 

2014年2月FXNZ内部監査のファイナルレポートは2014年5月16日に提出された。

約 2ヶ月後の 2014年 7月 8日、APO内部監査部  ｔ  氏は退職した。 

③ APO内部監査部の人員 

2009年 4月から 2015年 3月まで、APO内部監査部（管理職及び一般職各 1名）の

人員の入れ替わりが激しかった。管理職は  ｓ  氏が 2012年 8月に FXP（フィ

リピン）に異動、後任の  ｔ  氏は 2014年 7月に退社した（なお、  ｔ  氏

の後任  ｘ  氏も 2016年 11月（入社後約 2年）に退社している。）。また、一

般職も 2012年 9月に入社した社員が 2013年 2 月に、2013年 10月に入社した社員が

2014年 1月に、2014 年 2月に入社した社員が 2014年 6月に、それぞれ退社してい

る。 

APO 内部監査部に過去に在籍した者からのインタビューにおいて、複数の者から

APOにおける内部監査の独立性について疑問が呈された。また、監査対象となる OPCO

の数や求められる仕事量に比して人員や予算が不足している旨の指摘がなされた。 

 

４ 2015年 7 月の告発メール（Tony Nightのメール）対応 

（１）告発メール及び XCからの対応要請 

2015 年 7 月 8 日（米国時間 7 月 7 日）、Tony Night と称する者から FXNZ について、

MSA におけるターゲットボリュームを水増しして売上を過大計上する不正会計を行っ

ている等の指摘がなされた告発メールが、FX  ｙ  副社長及び XC 幹部に届いた。

また、XCからは、FX  ｗ  専務及び FX  ｚ  法務部長宛に、XCに届いた上記

告発メールが添付されたレターが送付され、FXに対応を求めた。 
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FX会長室において、話し合いが行われ、株主対応、すなわち、FH（持ち株比率 75％）

及び XC（持ち株比率 25％）への対応を担当していた FX ｙ 副社長の案件として、XC

への回答の為 FXNZへの調査等の対応が進められることとなった。なお、FX ｙ 副社

長は、2015年 6月に代表取締役社長に就任した FXＡＡ社長よりも入社年次で 8年先輩

であり、2007年以降 FXの代表取締役を務めている（2010年 7月からは FX代表取締役

副社長）。 

FX ｙ 副社長は、海外事業を事実上管掌していた FX ｗ 専務に対応を指示し、2015

年 7 月 10 日、専務室で開催された対応会議（出席者：FX ｗ 専務、APO Ｒ 営業本部

長、FX ＢＢ 経理部長、FX ｚ 法務部長、APO ＣＣ 経理部長）において、FX ｗ 専務

は、XCへの回答は FX ｚ 法務部長から出すこと、まずは日本語で内容を作成すること、

APO 経理部の  Ｔ  フィナンシャルコントローラー（以下、「FC」という。）及び APO

内部監査部  ｘ  氏に FXNZに調査に行かせることを指示した。 

（２）FXNZへの監査 「everything the letter say is real」 

2015年 7月 24日、APO Ｔ FC及び APO内部監査部  ｘ  氏は、ニュージーラン

ドに赴き、FXNZ の監査を行い、MSA のターゲットボリューム水増しによる過大売上の

計上という告発メールの指摘通りの実態を把握した。また、FXNZの 2015年 3 月期決算

の法定監査において、大口顧客である 取引先１ に対し 7.5百万 NZドルの引当金計上

を監査法人から求められていることを把握した（ニュージーランドでは監査済み決算

書類の提出期限は 8月末とされている。）。 

APO Ｔ FC が、ニュージーランドから APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長

に監査の速報を送ったメール6には以下の通り記載されている。 

 

Managed Service Contract 

去年発生したすべての契約のデータをチェックしたところ、実態としては、かなり

の確率で ORS 売上を最大化する為に Target Volume を過大に見積もってる形跡が見ら

れました。その後のサンプルチェックでは過大 Target Volume を記載した契約にサイ

ンさせるために顧客に有利な条件が付記されてあったりと、その契約書でキャピタル

リースとして認識出来る状況でないようなものもありました。 

それそれとして、どうオフィシャルに報告するかは後で考えます。 

 

また、APO内部監査部  ｘ  氏はニュージーランドからシンガポールの同僚との

チャット7において以下の通り述べていた。 

 

everything the letter say is real lo. 

                                                   
6 引用部分原文ママ 
7 引用部分原文ママ 
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（あの手紙が言っていることは全部本当） 

 

その後、チャットの会話は FXの隠蔽体質や日本人が内部監査の役割を理解していな

いことに話題が及んでいる。チャットの最後に、相手方の同僚は以下の様に述べた8。 

 

one day their company will all be like Toshiba nia all resign lol 

（あの人たちの会社（注：文脈から日本企業を指す）はいつかみんな東芝みたいに

なって、みんな辞職ね（笑）） 

 

（３）FXNZへの監査結果の APO及び FXへの報告 

① APO内部監査部  ｘ  氏のレポート 

2015年 7月 27日、APO内部監査部  ｘ  氏は、監査結果のレポートを APO Ｔ 

FC にメールで送付した。当該レポートは、MSA について売上計上出来ない旨を論じ

た監査結果レポートにサンプルチェックした 10件の各 MSAについての分析結果を記

載したエクセル表が添付されていた。 

  ｘ  氏の監査結果レポートでは、MSAについて、ターゲットボリュームに単

価を乗じた金額を売上として認識することは不正確であること、契約満了前にリー

スを更新する場合に売上を計上することは過大計上であること、解約条項、

Rightsizing 条項及び Sole Supplier 条項がターゲットボリュームに基づく支払を

確保するには不十分な規定となっていることを指摘している。また、2009 年に会計

事務所 から取得した意見書についても、標準契約書をレビューしたものに過ぎず

FXNZ による運用をレビューしたものでないこと、更新時の売上計上について検討さ

れていないこと、ターゲットボリュームを顧客が支払う義務はないにもかかわらず、

支払義務があることを前提としていることを指摘し、いずれも依拠することが出来

ない旨を指摘している。 

また、エクセル表には、10 件中 1 件についてミニマムペイメントが無効化されて

いる、10件中 4件について Rightsizing 条項が無効化されている、10件中 7件で実

ボリュームがターゲットボリュームに未達である旨の指摘がなされている。 

APO Ｔ FCは、  ｘ  氏の監査レポートを APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 

経理部長には共有しなかった。APO Ｔ FC によれば、そもそも FXNZ への監査自体

が XCに問題ないと回答する為に行うものであったので、これに真っ向から反する報

告等あげられるような状況ではなかった、仮に FX経営陣に報告したとしても長年の

経験からすれば FX の経営陣は監査に通っているのであれば問題ないと判断するであ

ろうことが予想された、2009 年に監査法人から意見書を取得しており、それ以降も

監査で指摘されなかったことからすれば、監査人が交代しない限り今後の監査で指

                                                   
8 引用部分原文ママ 
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摘される現実的なリスクは低いと判断したことから、  ｘ  氏の監査レポート

を共有しなかったとのことである。 

② APO Ｔ FCによる FXNZ監査報告 

2015 年 7 月 28 日、APO Ｔ FC は APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長に

対して FXNZの監査報告を行った。その場において、ターゲットボリュームが 7割の

MSAで未達であり、ターゲットボリュームの水増しによる売上過大計上という告発メ

ール記載どおりの実態があること、MSA の標準契約書は OK だが運用でミニマムペイ

メントが免責されている為リース計上は問題の可能性がありグレーであること、 取

引先１ 社に対して 7.5 百万 NZ ドルの引当を行わないと監査法人がサインしないと

言っていることを報告した。そして、APO Ｒ 営業本部長は、2015 年 8 月 10 日に上

海で FX経営陣が参加するイベント（GCO中国成長戦略レビュー）の際に FX ｙ 副

社長及び FX ｗ 専務に報告すること、報告資料を APO Ｔ FC が準備することを決

定した。 

その後、APO ＣＣ 経理部長は、APO Ｒ 営業本部長から、FX ｙ 副社長に APO 

Ｔ FC の報告内容を報告して理解してもらった、その際、XC に対して、「告発メー

ルの指摘事項は問題ない。但し、、、」という方式で回答すること、XCへの回答ドラフ

トを作成するよう指示があったとのフィードバックを受けた。APO ＣＣ 経理部長は、

APO Ｔ FC に対して上記 FX ｙ 副社長の指示に従って 2015 年 8 月 10 日の上海会

議の為の報告書を作成するよう指示した。 

（４）上海会議 「まずは問題ないと書け」 

2015 年 8 月 10 日、FX 経営陣が参加するイベント（GCO 中国成長戦略レビュー）が

FX 中国のオフィスのある上海の Hong Kong New World Tower にて開催されていた。同

日の昼（12時 25分頃から 13時 25分頃まで）、同ビル 51階会議室において、FX ｙ 副

社長、FX ｗ 専務、APO Ｒ 営業本部長、APO ＣＣ 経理部長及び APO Ｔ FC により、

FXNZ監査の報告と XC への回答について会議が開催された。 

APO Ｔ FCは、MSAについてターゲットボリュームの水増しという告発メール記載

どおりの実態があることを報告したうえで、具体的な監査結果として、サンプルチェ

ックの結果、10 件中 1 件がミニマムペイメントが確保されていない為キャピタルリー

スの要件を満たさない、10件中 4件の契約書では Rightsizing 条項が否定されている、

10 件中 7 件がターゲットボリューム未達であり、2013 年第 4 四半期から 2014 年にか

けて締結された MSA529 件のうち、7 割強の契約で実ボリュームがターゲットボリュー

ムを下回っていたことを報告した。 
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（2015年 8月 10日付 FXNZ出張報告（監査報告）） 

 

APO Ｔ FC の報告に対して、FX ｗ 専務は、「悪い部分をチェリーピッキングした

記載にするな。」「オーディットは通っているんだよね。」等とコメントし、また、FX ｙ 

副社長も監査法人からの指摘がないことを確認した。そのうえで、FX ｙ 副社長は、

監査報告書及び XC への回答について、「まずは問題ないと書け。」と指示し、「NZ の第

二章はちゃんとやる。」と述べて、XCへの回答は問題ないとして回答するが（「第一章」）、

その後の処理（「第二章」）はしっかり行うとの方針を指示した。 

かかる FX ｙ 副社長の指示は、告発メール記載どおりの実態が存し、MSA におけ

るターゲットボリューム水増しによる売上過大計上がなされていること、標準契約書

から外れた運用がサンプルチェック中 10件中 5件も発見されていることを認識し、キ

ャピタルリースの要件を満たさないリスクをも認識したうえでなされたものであり、

不正会計の隠蔽指示であった。 

なお、FX ｙ 副社長は、インタビューにおいて、「MSA や報告内容をよく理解しな

いまま判断してしまったのだと思う。そうだとしても、理解不足のままで判断したこ

との責任は重大であり、その責任は自分にある。しかし、問題を隠すつもりは一切な

かった。それだけは強調しておきたい。」と述べている。FX ｙ 副社長以外の上海会

議出席者は、FX ｗ 専務を含め、インタビューにおいて、告発メール記載の実態があ

るとの認識を持っていたことを認めている。 

（５）社長報告 

APO Ｔ FC は、上海会議における FX ｙ 副社長の指示を受けて、監査報告書を

修正するとともに、XC への英文の回答案を作成した。APO Ｔ FC は、上海会議の結

果を受けて、2015年 8月 10日、FX経理部 ＤＤ 氏に作成した XCへの英文回答案を
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添付して以下の通りメールを送付している。 

 

「この前電話で少し触れましたが、副社長のコメントとしては、このようなことが

起こる背景を前段に説明 

外向けに関しては、大枠として問題がないのであれば、細かいことは書かなくてよ

い、但し、内部向けとしては発見された問題点について対応・改善を行う」 

 

修正後の監査報告書では、FX ｙ 副社長の指示に忠実に、1頁の冒頭に「売上計上

方法等については MSC（注：MSAのこと）を中心に調査を行ったが、匿名メールにある

ような不正会計、売上過大計上は無かった。」と記載されることとなった。 

 

（2015年 8月 19日付 FXNZ出張報告（監査報告）1頁） 

 

また、サンプルチェックの結果についても、10 件中 1 件に問題があったという記載

のみとなり、10 件中 4 件においても問題があったことや 529 件のうち 7 割の MSA にお

いてターゲットボリュームが未達であったとの記載は削除された。 
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（2015年 8月 19日付 FXNZ出張報告（監査報告）4頁） 

 

2015 年 8 月 19 日、上海会議での指示に基づく修正後の監査報告書と XC への回答案

について、FX ｗ 専務及び FX ｙ 副社長に対して説明がなされ、翌日（2015 年 8月

20 日）、「匿名メールにあるような不正会計、売上過大計上は無かった。」「但し、サン

プルチェックの結果、1 件リース要件を満たしていない疑いのあるものがあった。」と

する監査報告書と XC への回答案に基づいて FXＡＡ 社長への報告がなされた。 

なお、FX ｗ 専務は、社長報告が行われる当日朝に監査報告書から「 取引先１ 」

の社名を消し、「ある GA企業」と修正することを指示した。インタビューによれば、 取

引先１  は、FX ｗ 専務が APO 営業本部長時代に販売責任者（FX ｗ 専務談）として

当時 FX史上最も高額であった最新鋭の製品（Shikishima）を販売した会社として社内

で広く知られていたとのことである。 

 

５ MSA禁止と 2015年度売上減対応 

（１）MSA禁止通達 

APO Ｒ 営業本部長、APO ＣＣ 経理部長及び APO Ｔ FCは、2015年 8月 10日の上

海会議における FX ｙ 副社長の「後の処理はしっかりやる」との指示に基づき、2015

年 9 月 3 日、各月の使用量がターゲットボリュームに未達の場合にあらかじめ設定さ

れた固定料金を支払う旨の規定がなければ売上計上出来ないこと、期間満了前に契約

更新する場合には売上計上出来ないことを通達し、当該通達は直ちに効力を生ずるも

のとして、MSAを禁止した。 

かかる MSA 禁止通達は、FXNZ に加えて、   Ａ   氏が 2015 年 4 月から MD と

なっていた FXAに対しても発せられた。 

（２）FXNZ CFO解任 

2015 年 9 月 22 日から 23 日、APO Ｒ 営業本部長、APO ＣＣ 経理部長及び APO Ｔ 

FC は、APO マーケティングの ＥＥ 氏とともに、MSA 禁止とその対応に関して FXNZ
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と協議する為、ニュージーランドに出張した。APO Ｒ 営業本部長は、会議における FXNZ   

Ｂ   CFO の返答が要領を得ず、また、同人が多額の引当を行った 取引先１ の債権

回収に関して 取引先１ の買収を提案する等したことや 取引先１ の取締役に就任し

ていることを知り、解任を決意した。その後、  Ｋ  氏 （APO Compliance & Control

長）を FXNZの CFOとして 2016年 1月に派遣することが決定された。 

FXNZ  ＦＦ  COOは、FXNZ   Ｂ   CFO を退職させるシナリオを検討し、退職

理由の根拠づけとして、会計事務所４に経理機能に関するレポートの作成を依頼した。

解雇とするシナリオも検討されたが、当時 FXNZ では解雇した職員との間で裁判を抱え

ていたことや 2016年 1月には  Ｋ  氏の着任が決定していた為、2015年 12月 18

日、合計 135K の上乗せ条件を提示して  Ｂ  氏との間で退職合意（退職日 2016

年 1月 29日）が成立した。 

会計事務所４のレポートには、「APO にリスクとして提示出来る経理的証跡がそろっ

ていない、強引な売上思考に対しバランスを取るような機能を有していない。」「期末

のコンプライアンス監査に依拠しており、期中に会計方針に関連してコンプライアン

スの状況をモニタリングすることが不十分である。」「在庫や売上計上等における会計

基準の不規則適用の為決算に誤りが生じている。」等、FXNZの経理機能について厳しい

指摘が多数なされていた。しかし、同レポートは FXNZにおいて  Ｂ   CFO を解任

する為に作成を依頼したものであった為、APOに対して提出されることはなかった。な

お、会計事務所４のレポートによる指摘は、2017年 3月の監査人による Fraud Letter

において言及されている。 

（３）2015年 10月 28日 FX ｗ 専務報告 

2015年 9月下旬の FXNZ出張後、APO Ｒ 営業本部長、APO ＣＣ 経理部長及び APO Ｔ 

FC は、MSA 禁止による 2015 年度下期業績への影響を検討し、2015 年度下期において

FXNZは 27百万 NZドル（24億円）、FXAは 27百万豪ドル（26億円）の売上減となるこ

とが判明した。FXAの売上減は、ミニマムペイメントの設定のない XOSディール（機械

を納入するのみならず、出力関係のサービス等を包括的にアウトソースを受ける契約。

GS 契約の一種。FXA では機械の販売部分だけ納入時に売上計上されていた。）によるも

のであった。 

MSA の禁止によって最大 50 億円の売上減となることは APO ＣＣ 経理部長から FXＢ

Ｂ  経理部長に伝達されたが、既に設定されていた 2015 年度下期の業績目標の大幅

未達が生じることから、FX ｗ 専務に報告されることとなった。なお、インタビュー

において、複数の者から、FX ｗ 専務は業績達成に極めて厳格で、「未達の報告をする

と『俺にどうやってこれを上に報告しろというんだ』といって机をたたかれた」「何度

も怒鳴られたことがある」「よくアプセットされる方」との供述がなされている（但し、 

ｗ 氏本人及び  ｖ  氏は、インタビューにおいて、机をたたく、怒鳴る等の ｗ 氏

の行動について否定している。）。 
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2015年 10月 22日、FXＢＢ経理部長、APO ＣＣ 経理部長及び APO ＴFCは、FX ｗ 専

務への説明の為に打合せを行った。この打合せにおいて、FXAの XOSディール禁止によ

る売上減は FXNZに加えての大規模な売上減となるので予算達成に厳格なFX ｗ 専務の

了解が得られるとは思われないこと、XOSディールは MSAと異なり顧客のロイヤリティ

も高くビジネスとしても有望であること等から、2015 年度下期には売上計上を認め、

2016 年度の予算策定時に XOS ディールの会計処理変更に伴うインパクトを織り込んだ

うえで業績目標を設定し、2016年度上期から会計処理を変更するとの方針で FX ｗ 専

務に提案することとなった。 

2015年 10月 28日、APO Ｒ 営業本部長は FX ｗ 専務に対して、MSA禁止により 2015

年度下期において FXNZ は 27 百万 NZ ドル（24 億円）、FXA は 27 百万豪ドル（26 億円）

の売上減となること、FXA の XOS ディールについては 2016 年度上期から会計処理を変

更すると対応策を説明し、FX ｗ 専務は FXA の XOS ディールに対する取扱いについて

承認した。もっとも、FXNZ に関しては、MSA 禁止による売上減に対する対応策が不十

分であるとして、再度検討する様に指示した。 

なお、このとき FX ｗ 専務への説明に際して使用された資料には、2015 年 8 月 10

日の上海会議における資料において記載された MSA の監査結果と同じスライド（前記

4(4)参照）が記載されており、更には「Managed Service Agreementの会計上のリスク 

Contract Minimum Payment が明確でない為、そもそもリース会計の適用外と判断され

る可能性がある。」と明記されていた。また、同資料は事前に APO Ｔ FCから FXＢＢ

経理部長に送付され、FX経理ＤＤ氏に転送されていたことから、FX経理部は MSAの FXNZ

における実態や適用あるリース会計基準においてアップフロントにおける売上計上要

件を満たさない可能性を遅くともこの時点で認識していたと推認される。 

（４）2015年 11月 16日 FX ｗ 専務報告 

FX ｗ 専務の指示により APO は、FXNZ の MSA 禁止に伴う売上減に対する対応策の検

討を迫られた。そこで、MSA の全面禁止に反対していた FX ｗ 専務の意向を汲んで健

全な顧客に対しては精査のうえミニマムペイメントの設定ない契約を認めること、FX 

ｗ 専務が口にした再生機（中古品）の活用等のアイデアを業績保証施策として追加し

た資料を作成し、2015年 11月 16日、かかる資料に基づいて APO Ｒ 営業本部長が FX ｗ 

専務に説明して了解を得た。 

 

６ 2016年 3月期「監査リスク」対応 

（１） Ｋ レポート 

2016年 1月、  Ｋ  氏が FXNZの CFOに着任した。2016年 1月 26日、FXNZ   Ｋ   

CFO から、前任の CFOであった  Ｂ  氏が報告していなかった会計事務所１－２か

らのレター（2015年 9月 3日付）が見つかった旨の報告が APO Ｔ FC及び APO Ｒ 営

業本部長に対してなされた。当該監査法人のレターには、貸倒引当金の過少計上、預
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託消耗品過大計上、スポンサーシップコスト見積計上等について指摘がなされていた。

これを受けて、2016 年 2 月 10 日から 14 日まで、APO Ｔ FC は状況把握の為ニュー

ジーランドに出張することとなり、FXNZ   Ｋ   CFOはそれまでに状況を把握して

おくよう指示された。 

APO Ｔ FC は、ニュージーランドにおいて、FXNZ   Ｋ   CFO から FXNZ 

Accounting Reviewと題するレポート（以下、「 Ｋ レポート」という。）を見せられ、

マクロ調整（22.6 百万 NZ ドル）、 取引先１ 追加引当（13.3 百万 NZ ドル）、ORS 前倒

計上（9 百万 NZ ドル）、DSG Adjustment （23.9 百万 NZ ドル）等、総額約 90 百万 NZ

ドルの処理すべき損失があることを知った。下記図表の通り Ｋ レポートの 9 頁及

び 10頁の一覧表記載の金額を合計すると損益計算書への影響は約 90百万 NZ ドルとな

る。加えて、 Ｋ レポートにおいては、2015 年 3 月期に「例外的な」取引によって

合計 10.6 百万 NZ ドルの会計上の調整がなされたと指摘されており、これらを合わせ

ると Ｋ レポートにおいては約 100百万 NZドル処理すべき損失額が指摘されていた

こととなる（但し、2015 年 3 月期の「例外的な」取引 10.6 百万 NZ ドルのうち約 2 百

万 NZドルは最終的に会計上問題のない処理であったと判断された。）。 

 

 

（FXNZ Accounting Review 12th February 2016 9頁。赤枠位置は原資料のママ） 
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（FXNZ Accounting Review 12th February 2016 10頁） 

 

APO Ｔ FC 及び FXNZ   Ｋ   CFO は、2016 年 3 月期に必ず処理をしなければ

監査法人から指摘される可能性が高いものを選定し（上記図表中、赤枠のもの。）、APO 

Ｔ FCは、シンガポールへの帰国後の 2016年 2月 15日、APO Ｒ 営業本部長及び APO 

ＣＣ 経理部長に対して、監査対応として、 取引先１ の 7.5 百万 NZ ドルの追加引当

が必要、それに加えて、マクロ調整による 22.6 百万 NZ ドル（FXNZ は、コスト計上先

送り、売上計上前倒し等を根拠ない伝票処理によって月次の業績調整を行っていた。）

等合計 35.7百万 NZドルの損失処理が必要であると報告した（なお、APO Ｒ 営業本部

長及び APO ＣＣ 経理部長においては、MSA によるビジネスリスクとして将来 50 百万

NZ ドルから 70 百万 NZ ドルの損失が生じるとの認識はあったものの、 Ｋ レポート

は共有されておらず、本来処理すべき額が約 100百万 NZドル存することを認識してい

たと認めるに足りる証拠はない。）。 

マクロ調整による 22.6 百万 NZ ドルの損失発生は完全なサプライズであったことか

ら、2016年 2月 18日に FX ｗ 専務に急遽報告することとなった。また、同時に、FXA

についても 2016年 3 月期に処理が必要な損失を FX ｗ 専務に報告することとした。 

（２）2016年 2月 18日 FX ｗ 専務報告 「どこまで保守的に見てるんだ」 

2016 年 2 月 18 日、APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、FX ｗ 専務に対

して、「FXA/FXNZ 監査リスクと対応について」（2016 年 2 月 18 日付）と題する資料を

持参して、FXNZ及び FXAについて 2016年 3月期に処理が必要な損失を説明した。 

報告内容は、FXA について年度末までに 32.6 百万豪ドルの処理が必要であるが、う
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ち 19.3 百万豪ドルは確実に処理が必要である、FXNZ については年度末までに 35.7 百

万 NZドルの処理が必要であり、これに加えて 取引先１ への追加引当が最低 7.5百万

NZ ドル必要である、対応策として、FXA の自社倉庫（但し、1 年間リースバックする）

の売却益 21.7 百万豪ドル及び FX 韓国の工場の売却益 9 億円でオフセットする、とい

うものであった。 

FX ｗ 専務は、資料を見ると不機嫌な態度を露わにし、「全部手を打ってのリスクか。」

「Ｔが見ただけじゃないのか。どこまで保守的に見てるんだ。」「今まで監査を乗り切

ってきたのに何で今回はこんなに出るのか。」「真面目な経費を切る対策はないのか。」

「他に益出し出来るものはないのか。」等と述べたうえで、損失処理額について監査で

指摘されるリスクを精査してランク分けするとともに、対応策についても資産売却以

外の対応策も含めて再検討することを指示した。 
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FXA の処理必要額一覧（2016年 2月 18日 FX ｗ 専務説明時） 

 

（2016年 2月 18日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」4頁） 

 

FXNZの処理必要額一覧（2016年 2月 18日 FX ｗ 専務説明時） 

 

（2016年 2月 18日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」10頁） 
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（３）2016年 2月 25日 FX ｗ 専務・FX ｙ 副社長報告と損失処理額の減額指示 

2016年 2月 18日の FX ｗ 専務への報告時の指示を受け、FX ＢＢ 経理部長、APO Ｃ

Ｃ 経理部長及び APO Ｔ FC は打合せを行い、リスク面の精査を APO Ｔ FC と FX

経理部 ＧＧ 氏が行い、あわせて損失処理の原資となる利益のオポチュニティーの

検討を行うこととなった（なお、APO Ｔ FCと FX経理部 ＧＧ  氏とのやりとりは、

FX 経理部 ＧＧ 氏から FX経理部 ＤＤ 氏にも報告された。）。 

これらの検討を経て、「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」（2016年 2月 25日付）

が作成され、2016年 2月 25日、FX ｗ 専務に対する 2回目の報告、次いで FX ｙ 副

社長に対する報告が行われた。2016年 2月 25日付資料においては、1回目の報告にお

ける FX ｗ 専務の指示に従って、処理必要額について項目ごとに監査で指摘されるリ

スクに応じて赤（最重要）と黄（重要）に色分けがなされた。 

FX ｗ 専務及び FX ｙ 副社長は、FXA及び FXNZについて赤（最重要）とされた部

分（FXA 17.9 百万豪ドル、FXNZ 25 百万 NZ ドル（ 取引先１ 追加引当 7.5 百万 NZ ド

ル除く）。なお、FXNZ については、報告時の指示により赤（最重要）部分 27.3百万 NZ

ドルが更に 2.4 百万 NZ ドル削減され、損失処理額は 25 百万 NZ ドルとなった。）のみ

を 2016年 3月期に処理することを決定した。また、損失のうち 取引先１ 追加引当分

（6.2 億円）を除く約 36 億円については、FXA の倉庫売却（19 億円）、FX 韓国の工場

売却（9億円）及び APOの消耗品費評価基準変更（8億円）による利益でオフセットす

ることを決定した。なお、これらの損失とオフセットさせる益出しの為の不動産売却

については、決定過程において売却物件の簿価が 20億円未満であることが何度も確認

された。これは 1件 20億円以上の不動産の売買は取締役会上程事項（取締役会上程基

準第 1 条）となり、株主である FH 及び XC からの取締役に対する説明を要することと

なる為であった（1件 20億円未満の不動産売却は FX社長稟議）。 

また、翌日予定されていた会長・社長報告用の資料の書き振りについて指示がなさ

れた。 
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FXAの処理必要額一覧 

（2016年 2月 25日 FX ｗ 専務・FX ｙ 副社長説明時） 

 

（2016年 2月 25日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」3頁） 

 

FXNZの処理必要額一覧 

（2016年 2月 25日 FX ｗ 専務・FX ｙ 副社長説明時） 

 
（2016年 2月 25日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」10頁） 
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（４）2016年 2月 26日 会長・社長報告 

FX ｗ 専務及び FX ｙ 副社長への報告の翌日（2016年 2月 26日）、前日の指示に

より修正された「FXA/FXNZ 監査リスクと対応について」（2016年 2月 26日付）に基づ

き、FXA 及び FXNZ の 2016 年 3 月期の処理額について、FX ＨＨ 会長及び FXＡＡ社

長に対して説明が行われた。 

前日の FX ｗ 専務及び FX ｙ 副社長の指示に基づいて、赤と黄の色分けはなくな

り、FXAは 17.9百万豪ドル、FXNZは 25百万 NZドル及び 取引先１ 追加引当 7.5百万

NZ ドルの処理が行われることとなった（なお、実際は、 取引先１ 追加引当について

は、監査人からの指摘により 13.5 百万 NZ ドルの引当処理が行われた。）。また、かか

る損失（合計 46億円）とオフセットする利益（合計約 36億円）として、FXA の倉庫売

却（19億円）、FX台湾の工場売却（9億円）及び APOの消耗品費評価基準変更（8億円）

が行われることとなった。 
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FXAの処理額一覧 

（2016年 2月 26日 FX ＨＨ 会長・FX ＡＡ 社長説明時） 

 

（2016年 2月 26日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」1頁） 

 

FXNZの処理額一覧 

（2016年 2月 26日 FX ＨＨ 会長・FXＡＡ社長説明時） 

 

（2016年 2月 26日付「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」2頁） 
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（５）マクロ調整の残存 

FXNZの 2016年 3月期決算における損失処理額は、上記（4）の経過を経て、32.5百

万 NZドル（ 取引先１ 追加引当を除き 25百万 NZドル、 取引先１ 追加引当 7.5百万

NZ ドル）と決定されたが、監査法人の指摘により 取引先１ 追加引当は 13.5 百万 NZ

ドル実施された。 

また、監査法人から指摘された 取引先１ 以外の貸倒引当金や在庫引当を優先して

処理せざるを得なかった為、マクロ調整 21.2 百万 NZ ドルは全額処理されず、一部残

存することとなった。これは、 取引先１ 追加引当を除く 25百万 NZドルについては、

益出しでオフセット出来る範囲で損失処理を行うことを前提として決定がなされてい

た為であった。25百万 NZドルのうち何を優先させるかについては、APO Ｔ FC及び

FXNZ   Ｋ   CFO が協議して決定した。 

APO Ｔ FCは 2016年 12月下旬に異動に伴う引き継ぎにあたって APO ＴFCの後任

に決まっていた ＩＩ 氏に Ｋ レポートとともにマクロ調整が一部処理されて

いないことをメールで説明している。これら以外の者が 2016年 3月期決算以降にも

マクロ調整が残存していたことを認識していたと認めるに足りる証拠は認められな

かった。 

なお、上記メールには、以下のように、マクロ調整の処理に関する FX経理部の関与

を示唆する記載がある。 

 

“これは 3 月決算時に監査指摘された事項（貸引とか在庫引当とかいわゆる王道的

なアイテム）ことを優先にした為、与えられたファンド内でプライオリティを変えて

処理をした為です。 

処理できなかったものは原価で、それらは説明可能なトランザクションの中にちり

ばめておいておき、監査を乗り切りました。 

Ｋ の健全化活動により ORS 見積もりは大幅に減少、よってちりばめていたもの

が隠しきれなくなっているのが現状です。（3番目のファイル参照） 

 

下線のところは、 ＧＧ  さんのチームと連絡を取りながら進めましたが、彼がＢ

Ｂさんにどの程度・どのように話したかは不明。 

間違いなく経営層には報告されておらず、Macro Adjustment という言葉自体外向け

には封印する必要があります。“ 

 

マクロ調整の残存について、FX 経理部 ＧＧ  氏へのインタビューによれば、2016

年 3 月期の決算時において、マクロ調整の存在自体は認識していたものの、同決算期

において処理がされたという認識とのことであった。FX 経理部 ＤＤ 氏へのインタビ

ューによっても、マクロ調整の残存を認識していたとの供述は得られなかった。 
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（６）シンガポール弁護士による調査 

上記（4）の経過を経て 2016年 2月 26日に FXNZの 2016年 3月期監査リスク対応方

針が決定すると同時に、FXA 及び FXNZ において多額の損失が生じた経緯を明らかにし

なければならないとの FX ｙ 副社長の意向により、調査が行われることとなった。 

調査にあたって、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務は、第三者に行わせること、ジェ

ネラルな調査ではなくマクロ調整等今回の事案に絞って調査すること、日常の延長か

悪質なものか判別することを指示し、調査結果に基づいて今後の FXA及び FXNZについ

て処分を含む人事案を検討するとした。 

APO法務は、対応出来る法律事務所を探し、この種の事案に強いと評判のシンガポー

ルの法律事務所（法律事務所１）に調査を依頼することとなった。なお、FX ｙ 副

社長は、監査法人又は法律事務所に調査させる意向を持っていたところ、報告書の納

期が 2016年 3月末とされていたこともあり法律事務所による調査となったようである

が、監査法人が選択されなかった明確な理由は不明である。 

2016年 3月 11日に APO法務部 ＪＪ 氏及び APO Ｔ FCは、当該弁護士事務所の 

ＫＫ 弁護士らと会議を行いブリーフィングを行った。その際、調査のスコープとし

て、4つの項目（マクロ調整、 取引先１ 以外の未計上の貸倒引当金、未計上のスポン

サーシップコスト負担及び 取引先１ についての貸倒引当金）に対する FXNZ 経営陣の

関与等が指定され、また、客観的・中立的にやってほしいという依頼がなされた。 Ｋ

Ｋ 弁護士によれば、依頼された内容は会計監査ではなく、なぜこれらの問題が起こ

ったか、いつ、誰が主導したか、といった事実関係及び問題の原因の調査であった。

加えて、4 月上旬の東京での会議がある為、3 月 31 日までにレポートを提出してほし

いと納期の指定がなされた。 

 ＫＫ 弁護士らは、オーストラリアで 3 名の対象者に話を聞き、次にニュージー

ランドで 12名にインタビューを行った。インタビューの対象者は APOが指定し、イン

タビューに当たり一般的な事項を説明する資料以外は弁護士に渡されていなかった。

インタビューには、APO 法務部 ＪＪ 氏、APO Ｔ FC、FX 経営監査部 ＬＬ 氏、FX

経理部 ＭＭ 氏が同席した。シンガポール弁護士の報告書は、2016年 3月 29 日に APO

に提出された。事前にドラフトが提出されたものの、レポートの内容に対して、変更

や修正を要求がされたことはなかった。 

法律事務所１の報告書では、マクロ調整は、FXNZ が採用してきた過度にアグレッシ

ブな会計処理の結果として発生し、   Ａ   氏が醸成した売上至上主義に起因

すること、貸倒引当金の過少計上に関する問題も、FXNZ の売上主導の考え方及び   

Ａ   氏による取引継続の推進・強要から生じたものであること、スポンサーシッ

プコストの過少計上も、執拗な売上主導の文化が一因となったこと等を結論としてい

る。MSAは調査スコープではなかったものの、同報告書のインタビュー記録においては、

MSA のターゲットボリューム水増しによる売上の過大計上についても証言がなされて
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いた。また、売上至上主義の風潮は、   Ａ   氏だけの責任ではなく、厳しい

数字を押し付けた APO のプレッシャーも原因であると言及されている。 

なお、この調査結果に関しては、「FXA / FXNZ問題の外部弁護士のヒアリング調査結

果」（2016年 4月 18 日付け）と題する書面を用いて、FXＨＨ会長及び FXＡＡ社長にも

報告されたが、FXNZ に関するリスクについて十分に伝えられず、2016年 3月期の決算

が適正になされたことが強調された。 

（７）   Ａ   氏の退職 

2016年 3月 31日、FX ｙ 副社長室において、FX ｗ 専務らの出席の下、シンガポ

ール弁護士の報告書についての報告及び対応が協議され、FX ｙ 副社長は責任問題

の決着のつけ方として、   Ａ   氏を解任する方向で対応すべき意向を示した。

そして、2016年 4月 18日に会長及び社長を交え最終決定が行われることとなった。 

これを受けて、APO Ｒ 営業本部長は、APO 法務部 ＪＪ 氏に対して、依頼退職とす

る場合と懲戒退職とする場合の検討を指示し、また、APO人事部 ＮＮ  氏に対して、

私的な経費使用の実態を調査する様に指示した。 

APO 人事部 ＮＮ  氏の調査（2016 年 4 月 8 日）によると、2015 年 6 月から 2016 年

4月において、   Ａ   氏及び家族のプライベート旅行の会社負担分（A$43,704）、   

Ａ   氏及び元 FXNZメンバーによる飲食費会社負担分 A$50,132（平均 A$4,557/月）

が費消されており、また、   Ａ   氏がニュージーランドから引き連れていっ

た一部の FXA営業社員が極めて高額の報酬を得ていること等が発覚した。 

APO Ｒ 営業本部長は、   Ａ   氏に対して、多数のミニマムペイメントの設

定のない MSA が発見されていること、 取引先１ への製品納入を強制したこと、一部

の営業職員が高額な報酬（コミッション）を得ていること等を指摘し説明を求めたが、   

Ａ   氏は自らの責任を否定した。APO Ｒ 営業本部長が   Ａ   氏の解任に

向けて動く中、FX ｗ 専務は APO Ｒ 営業本部長に   Ａ   氏をクビにすること

は反対だ、私的使用を止めさせて懲戒でよいのではないか等と述べた（なお、インタ

ビューにおいて、FX ｗ 専務は、   Ａ   氏の解任に反対したことはないと述

べている。）。 

2016 年 4 月 18 日、FXＨＨ会長、FXＡＡ社長、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務に対

し、シンガポール弁護士の調査結果が報告され、   Ａ   氏を退職させること

が決定した。 

APOにおいて退職の進め方について検討され、法律事務所のアドバイスによるとオー

ストラリアの法律上、FXNZ時代の事情をもって FXA の MDを解任するということは難し

いこと、   Ａ   氏が競合他社に転職し又は自ら会社を設立して顧客を奪うお

それがあること、訴訟を提起されて紛争が長期化する可能性等を考慮して、解任では

なく合意退職によることとなった。 

2016 年 5 月 16 日、APO Ｒ 営業本部長、APO 人事部 ＮＮ  氏らは弁護士とともに   
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Ａ   氏を訪れた。退職の勧告に対して、   Ａ   氏は退職を大枠で受け入

れた。その後、退職条件の交渉が弁護士を交えて行われ、2016年 5月 23日、   Ａ   

氏との退職合意が成立した。具体的な退職条件として、2年間の任期が全うされたと仮

定した場合の報酬と退職金等（1,031,457.62豪ドル、約 8800万円）が支払われるもの

とされた。退職金については、競合他社への転職制限等の退職合意書の条件の実効性

を担保する為に、1年間の分割払いとされた。 

 

７ 2016年 5月 経営監査部監査 

（１）FX ＡＡ社長による監査指示 

FX ＡＡ社長は、FXNZの全容がいつまでも分からないとの思いから、2016年 3月期

と同様の事象が再発しない様に、FX 経営監査部に対して FX 経理部と協力して FXNZ の

現地調査をする様に指示を出した。これを受けて、経営監査部は、2016年 5月 23日か

ら 27日まで、FXNZの監査を行うことを決定した。当該監査には、FX経営監査部 ＬＬ 

氏及び FX 経営監査部 ＯＯ 氏、FX 経理部 ＤＤ 氏、APO 内部監査部  ｘ  氏、

APO Ｔ FCが参加することとなった。 

（２）監査スコープの限定 

FX ｗ 専務は、FXＢＢ経理部長に対し、経理サイドで 2016年 3月期決算の処理を行

っているところであるから、これに影響を与えないよう上手く調整する様に指示した。

これを受けて、FX経理部と FX経営監査部の間で監査スコープについて過去の部分は調

査しないことが合意され、FXNZ   Ｋ   CFOが FXNZに着任した後の 2015 年度第 4

四半期以降のリース契約の運用状況等を確認し、改善への取り組み状況を調査するこ

ととなった。 

2015年 5月 23日から 27日までニュージーランドで監査が実施された。FX経営監査

部 ＯＯ 氏が調査を進めていたところ、過去分の資料を要求し始めた際に、APO Ｔ 

FC が監査スコープ通りに行うよう主張した場面も見られた。 

なお、監査の実施について、APO ＣＣ 経理部長から FXＢＢ経理部長に送付された

2016年 4月 27日付けのメールには、以下のように記載されている。 

 

“本件は、本社経理や ｗ 専務は知っての動きでしょうか。 

 それとも経営監査部が単独で動いている話でしょうか。 

 はっきり言って前社長の Ａ と前経理部長の Ｂ の時代の契約を 

 ひっくり返せば問題ありになります。だから、去年の 10月から止めさせて 

 これを含めて責任者を今処分しようという中で、 

 このタイミングでもう一度 NZに監査に入る理由と背景が分からなくて対応に苦慮

しています。” 
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かかる APOから FX経理部への指摘も踏まえれば、過去の監査を行えば問題が発見さ

れる為に、FX ｗ 専務及び FXＢＢ経理部長の意向により、監査のスコープから過去分

を除くことが FX経理部から FX経営監査部に提示された可能性は否定出来ない。 

（３）監査結果 

監査結果として、2015 年第 4 四半期以降のサンプル調査の結果、ミニマムペイメン

トの設定がなされており、契約更新時にも合理性あるターゲットボリュームが設定さ

れていること等改善が進められていることが確認されたが、改善が始まったばかりで

あることから、6ヶ月後にフォローアップ監査が行われることとなったことが、FX Ａ

Ａ社長に報告された。 

FX ＰＰ 監査役へのインタビューによれば、FX 監査役は、2016 年 3 月期の FXNZ

決算において、約 38 百万 NZ ドルの引当処理がされることは、FX 経理部からも報告を

受けたが、MSA に関する報告を受けた記憶はないとのことである。FX 監査役は、時期

は不明であるが、APO Ｔ FCから、MSAのターゲットボリュームが未達のものが 6割

から 7割ほどあった為に、MSAを中止したとの報告を受けたのみであり、会計上のリス

クについては認識していなかったとのことである。 

 

８ FXNZ再建策の検討 「負の遺産 70百万 NZドル」 

（１）2016年 7月 22日 プライベートミーティング 

2016年 7月 22日、FX ＡＡ 社長、FX ｙ 副社長、FX ｗ 専務、FX ＢＢ 経理部長、

APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、FXNZ の再建プランについてプライベー

トミーティングを行った。 

APOからは、再建の方向性について、FXNZの営業体制の強化と固定費の削減により、

2017年度の黒字化を図ることが報告された。 

この会議において、リストラにフォーカスするのでなく、営業体制強化も含め、FXNZ

全体の再生シナリオを提示すること、縮小均衡・レピュテーションリスクにつながる

大規模リストラではなく、間接社員の職種転換等マイルドな施策にとどめること等が

指示された。また、FX ＡＡ 社長からは、何故、FXNZ が大きく赤字構造に陥っている

のか、要因は何か、これを踏まえたうえで FXNZの再生は可能なのか、どのような施策・

道筋で再建してゆくのか検討する様に指示があった。 

APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、APO Ｔ FCと共に、2016年 7月 22

日のプライベートミーティングにおける指示を踏まえて再度、再建策を検討した。そ

して、赤字構造の要因である過去の MSA による将来の損失について、契約データの分

析を行い、MSAによる将来の損失は 70百万 NZドルと算定された。 

（２）2016年 8月 23日 FX ｗ 専務報告、及び FX ｙ 副社長報告 

APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、再検討した FXNZ の再建策をまとめ、

2016年 8月 23日に FX ｗ 専務及び FX ｙ 副社長に報告した。 
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これらの説明に際しては、MSAの負の遺産として 70百万 NZドルの将来損失が生じる

こと、その内訳が ORS 前倒計上（過去のアグレッシブな MSA 運用により ORS を前倒し

計上）、リース債権未回収残高（MSA 契約において、実ボリュームがターゲットボリュ

ームを下回る状況が発生し、結果としてリース債権の回収が遅延しているケース）、貸

倒リスク（過去の売上偏重オペレーションで設置された顧客の財務状況の悪化による

回収懸念）であることが説明されている。 

 

負の遺産 70百万 NZドル 

（2016年 8月 23日 FX ｙ 副社長報告時。なお、FX ｗ 専務報告資料にも同じス

ライドが含まれている。） 

 

（2016年 8月 24日付 FXNZの件 FX ｙ 副社長確認資料より9） 

 

（３）2016年 8月 25日 ＡＡ社長報告 

APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、2016 年 8 月 25 日、FX ｙ 副社長

の指示により修正した資料に基づいて、FXNZ の再建策について報告した。この資料に

おいては、FX ｙ 副社長の指示で、上記（2）の MSAの負の遺産が 70百万 NZドルで

ありその内訳を示したスライドは削除されたが、MSAによって将来の損失が 70 百万 NZ

ドル生じることは、口頭で FXＡＡ社長に説明された。 

（４）将来損失 70百万 NZ ドルについての認識 

                                                   
9 資料の日付は 2016年 8月 24日であるが、報告は 2016年 8月 23日になされた。 
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APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長は、MSA の負の遺産によって、将来損失

が 70百万 NZドル生じることを 2016年 8月時点で認識していたものの、両名の会計知

識（ Ｒ 氏は営業出身であり、 ＣＣ 氏は APO 経理部長であったものの企画畑であり

経理の知識に乏しかった。）に照らせば、70 百万 NZ ドルについてビジネスリスクとの

認識はあったが、会計上の損失処理が求められるものとの認識を有していたと認める

に足りる証拠は認められなかった。この点は、FXＡＡ社長も同様である。 

他方、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務は、いずれも十分な経理の知識を有し、負の

遺産の内訳も示されていたのであるから、会計上の損失処理が求められる可能性を認

識していたと推認される。この点について、FX ｙ 副社長は、インタビューにおい

て、2016 年 8 月の段階で、過去の前倒計上等が 70 百万 NZ ドルあることは分かってい

たが、金額をもう一度精査する様にと言ってこれを戻した、精査中であった為 2017年

3月期決算の監査プロセスにおいて監査法人に対して報告をしなかったと述べている。 

 

９ ニュージーランドにおける報道、捜査機関（SFO）による調査 

（１）NBR紙等の報道 「What’s been going on inside Fuji Xerox?」 

2016年 9月 7日、ニュージーランド Companies Office（企業登記・財務情報等を管

理する政府機関）のサイトにて、FXNZ の財務諸表が公表された。翌 9 月 8 日、NBR 紙

（National Business Review。ニュージーランドで最もメジャーな経済新聞として認

識されている。）等のニュージーランドの複数のメディアにおいて、FXNZ が約 51 百万

NZ ドルの損失を計上したこと等が報道された。 

2016年 9月 16日 NBR紙は、「What’s been going on inside Fuji Xerox?」「Japanese 

owners wanted ‘more, more, more’」等との見出しの下、紙面約 6 頁に渡る特集記

事を掲載した。 

 

 

NBR 紙の報道においては、元従業員によると FXNZ は数年にわたり売上を不正に計上

してきた、Managed Services Agreement なる契約形式を導入し、一部では過剰に出力
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量を見積もり、顧客は低価格を享受していた、   Ａ   氏の前任者は評判が高

かったが、日本が非常に高い目標を設定し疲れ果てさせた、 Ａ もプレッシャーに圧

倒されたが、これは日本の「もっと、もっと、もっと」という働き方でもある、   Ａ   

氏はいいリーダーだったが、全く管理が無かった、凋落はまだ始まったばかりだ、等

と書かれていた。 

（２）Companies Office、捜査機関（SFO）による調査 

2016 年 9 月 26 日、NBR 紙の報道を受けて、Companies Office から FXNZ に問い合わ

せがなされ、売上減少の理由や売上前倒し計上の有無について質問を受けるとともに、

2009年に取得した MSAに関する監査法人の意見書の提出を求められた。FXNZ は、売上

前倒し計上は無いと回答し、2016 年 9 月 29 日、2009 年に取得した MSA に関する監査

法人の意見書も Companies Officeに提示した。 

2016年 9月 29日、Serious Fraud Office（SFO）（重大不正捜査局。ニュージーラン

ド警察省の一機関）からも FXNZに問い合わせがなされた。その後、強制力ある資料提

出指示を受け、FXNZ は 2009年に取得した MSAに関する監査法人の意見書を含め資料を

提出した。 

これらの対応にあたって、2016 年 9 月 30 日、2009 年に取得した MSA に関する監査

法人の意見書を APO Ｔ FCは FX経理部に送付した（FX経理部 ＧＧ  氏に送付され、

下記の APO Ｔ FCのコメントに留意するよう注記がなされたうえで、FX経理部 ＤＤ 

氏に転送されている。）。当該メール10において APO Ｔ FC は、「標準テンプレートを

ベースにチェックしたもので、いわゆる一般的な内容になっています。」「外部に正当

化する意味では効力があるかも知れないですが、会計事務所１及び会計事務所２がダ

ウトがかかった状態でこれを見ると、予想されるアクションとしては、『レターの記さ

れた条件通り契約がなされているのかチェックする』ということになるかと思います。」

「実際の契約書では、提要の欄に顧客に有利な条件等を付記したものが多く、物によ

ってはリース会計の摘要を否決されるリスクもあります。」「よって、個人的にはこれ

を会計事務所２及び会計事務所２に見せるは出来るだけ避けたほうがよいかと思いま

す。」「万一、これをもとに彼らが護身に動くと足元をすくわれる可能性があると思い

ます。」とコメントし、意見書の取扱いに注意を促している。 

なお、その後、2016 年 12月 21日に SFOから捜査終了の通知が出された。 

（３）会計監査人からの問い合わせと回答シナリオ 

2016年 10月 4日、NBR紙の報道を知った会計監査人である会計事務所２から 10月 7

日に予定されていた監査法人のインタビューにおいて FXNZに関する報道について事実

確認と状況説明を求める旨の連絡がなされた。2016 年 10月 5日、監査法人のインタビ

ューでの回答方針について、FX ｙ 副社長、FX ｗ 専務、FXＢＢ経理部長、FX ｚ 法

務部長、APO Ｒ 営業本部長及び APO ＣＣ 経理部長が会議で協議した。 

                                                   
10 引用部分原文ママ 
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FX ｗ 専務は、マスコミからの問い合わせには対応しないとしたうえで、会計事務

所２に対しては、告発メールはあった、リストラされた人たちからと思われる、FX は

チェックを 2 回行った、グレーなものがあったから止めた、2016 年 3 月の法定監査も

通っている、問題はないとのシナリオで回答する旨を、また、FX ｙ 副社長は、売

上計上の仕方について監査法人に確認してやっている、怪しいところはない、監査も

通ってきている、会計事務所１と会計事務所２から意見書を取得しているとの回答を

する旨を、それぞれ指示した。 

2016年 10月 5日、会計事務所２との間で行われたインタビューにおいて、FX ｚ 法

務部長は、決定されたシナリオに従い、NBR紙の記事に書かれたような過大計上・不正

会計の事実は無い、2009 年に監査法人からキャピタルリースは妥当であるとの見解を

得ている、過去に内部通報は無いが、2015 年 7 月の告発メールがあった、NBR の記事

は、噂や風評のレベルの、根拠のないものであり、当社として、この記事に対し何か

アクションを起こす予定はない、等と回答した。 

FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務は、売上過大計上を認識していたのであり、虚偽で

あることを認識しながらこれらのシナリオを決定し、回答を指示したものである。 

なお、インタビューにおいて、FX ｗ 専務は過大計上がなかった等とする回答シナ

リオは事実と反すると認識していたことを認めているが、「不正会計」との認識はなか

ったと述べている。 ｗ 氏によれば、売上の過大計上があっても引き当てをしていれ

ば、原因の如何を問わず、金額が大したことなく、かつ、期間が何期にも亘る等の長

いものではなければ、それは「不正会計」ではないとのことであった。また、FX ｙ 

副社長は、自分の頭の中には 2015 年 8 月 19 日の「問題はなかった。但し、10 件中 1

件のみ疑わしいものがあった。」との報告内容しか頭に残っていなかったので、その通

りに回答せよと指示したものであると述べている。 

（４）投資家からの問い合わせと回答シナリオ 

2016 年 10 月 11 日、調査会社及び英国の投資家から FXNZ の報道に関し、FH に対し

て問い合わせがなされた。その後、2016年 10月 17日、あらためて FXNZ事案に対する

メディア及び投資家への対応について検討され、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務は、

報道にあるような不正等の事実はないと考える、業績の悪化は市場環境の悪化も影響

している、FX本社が FXNZに財政上のフルサポートを行っているとの回答を行うことと

し、これが FHに伝えられ、FHから問い合わせへの回答がなされた。 

 

１０ 2016 年 12月 経営監査部 FXNZフォローアップ監査 

 

（１）2016年 10月 28日 経営監査部 FX ＡＡ 社長定例 

2016 年 10 月 28 日に行われた FX 経営監査部の FX ＡＡ 社長定例会において、FXNZ

の報道及び風評被害等について報告がなされたが、経営監査部の議事録によれば、FX 
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ＡＡ 社長は以下の通り発言した。 

・APO や FX 経理部の対応をみると、東芝に非常に似ている。東芝も最初は監査法人が
通っているから問題ありませんといってたが、根掘り葉掘り調べられるといろいろ出
てきた。 Ｒ さんも ｗ さんも経理部も皆、問題ないとふたをしようとする。だから
自分は経営監査部に調べてほしいと言っている。 

・当事者は隠す。 Ｒ さんに聞いても、経理部に聞いても、 ｗ さんに聞いても問題
ないという。「ＡＡさん、この件は複雑だからよくわからないかもしれないが、問題
ありません」という。 ｙ さんも同じことを言う。だから怪しい。だから自分は会
長と相談して、「これはまずい」と言っている。株主にも報告した。 

・事実を話すべきである。今回の件については 2回来た。1回目の時にちゃんと調べて
対応しておけばよかったのに、その時は問題ないと済ましてしまい、結果として 2
回目がきて、このような事態になっている。あの時点でオープンにすべきだった。「問
題があったが、至急手を打って是正した」と言えばよかった。FX はリスク管理でき
ていない。 

・監査は性悪説でやるべきである。性善説で見てはいけない。 

 

（２）2016年 11月 8日 経営監査部 FX ｙ 副社長定例 

2016 年 11 月 8 日に行われた経営監査部の FX ｙ 副社長定例会において、経営監

査部の報告メールによれば、FX ｙ 副社長の FXNZ に関する発言は以下の通りであっ

た。 

・確認は必要だが、（会計上は）不正は行っていない。 

・会計処理は監査法人が認めている。 

・不正はしていないんだから、強いポジションを取りたい。最後は風評被害で NBR を
訴える覚悟だってある。 

・経営監査は不正をしているんだというめで見るのではなく、公平な目で見てほしい。 

・FXNZ は経営、社員とも風評被害を含めて不安もあるだろうし追い込まれている中で
頑張っている。フォローアップ監査でも、（不正を）追い詰めるのは得策ではない。
FXとして FXNZを守るべき。 

 

（３）2016年 12月 FXNZ 経営監査部フォローアップ監査 

2016年 12月 13日から 16日まで、経営監査部により、2016年 5月の FXNZ 監査のフ

ォローアップ監査が行われた。監査人として、FX経営監査部 ＯＯ 氏、FX経営監査部 

ＱＱ 氏及び FX経理部 ＤＤ 氏が参加し、サポートとして APO  Ｔ FC及びその後任

に決まっていた ＩＩ 氏が加わった。監査の対象は、2016年 5月の FXNZ監査時の指摘

事項の確認（指摘された契約書の修正状況、MSA から新書式への転換状況確認、売上認

識の改善の再確認等）、2009年 APO内部監査にて指摘された事項の確認、NBR 等の報道

に基づく風評被害の状況確認であった。 

FX経営監査部は、2016年 12月 6日に FH監査部から、FXNZ事案に関して 9項目の確

認・要望事項を受領しており、これに回答する為には過去分の調査も必要であった。
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FX ＡＡ 社長にも過去分を調査することについて了解を得ていた。 

その後、FX ＲＲ 経営監査部長は、2016年 12月 13日、監査に出発する FX経営監

査部 ＯＯ 氏に対し、SFO、会計事務所２、FHが本事案を調査するので適当なところで

終わるとは考えられない、彼らに不正だと言われる前に我々の手で白黒つけてしまう

方がよいと思う、白黒付けるには 取引先１ に注目するのがよいので出来るだけ証跡

を入手する様にメールで指示した。 

FX経営監査部 ＯＯ 氏によれば、事前のスコープにはなかった過去分の契約や 取引

先１ の調査を行おうとしたところ、スコープ外であるとして APOから問い合わせがあ

ったが、APO Ｒ 営業本部長と FX ＲＲ 経営監査部長の間で話がなされ認識が共通化し

た為、結果として、監査がやりにくいという状況はなかったとのことである。 

 

（４）フォローアップ監査結果の報告 「FXは独立した会社だ」 

2016年 12月 21日、FX ｙ 副社長に対し、FXNZのフォローアップ監査の速報につ

き報告会が行われ、FX経営監査部 ＯＯ 氏及び FX経理部 ＤＤ 氏が監査結果の報告を

行った。 

監査結果の報告では、契約書の記入ミスや社内文書管理に不十分な点があり、長期

債権の引当不足を指摘される可能性や意思決定が個人に依存している等の問題がある

ものの、概ね改善基調にあるとの報告がなされた。また、SFOから捜査終了の通知がな

されたことも報告された。 

次いで、FH 監査部の質問状に対する回答案が説明された。報告された回答案に対し

て、FX ｙ 副社長は、 

「そもそも誰がこんな小さなことを FHから問われているのか。」 

「説明するのはいいけれど、結論を言って、不正はありませんと答えれば OK」 

「FXは独立した会社だ」 

「ラインバイラインで答える必要はない」 

「 ｙ が言っているといってよし」 

「不正はないと SFOが言っている」 

等とコメントし、本事案は FH 経営陣と FX 経営陣のレベルの問題であるから、FX 経

営監査部が FH監査部に回答する必要はないと指示した。 

2016年 12月 22日、FX ＲＲ 経営監査部長は、FH ＳＳ 監査部長に対して、FX ｙ 

副社長の指示により、FHの質問状に対して、FX経営監査部は回答出来ない旨を伝えた。 

（５）FX社長への報告 

2016 年 12 月 27 日、FX 経営監査部は、FXＡＡ社長に対して、SFO からの捜査終了通

知を受領したこと、 取引先１ 案件の経緯、2016年 12月に実施されたフォローアップ

監査の概要について、報告した。しかし、FXＡＡ社長は、「 取引先１ については、事

実が分からな過ぎる。」等、FX経営監査部による調査結果に納得せず、更なる調査を命
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じた。 

更なる調査を求められた FX経理部 ＤＤ 氏は、2016年 12月 29日、APO ＴFC及び

その後任に決まっていたＩＩ 氏に協力を依頼するメールにおいて自らの心情を

以下のように吐露している。 

「専務・副社長と社長の対応ニュアンスが根本的に違うところがあり、苦慮してお

ります。経営監査部は社長直轄なので、そこでも、私は板ばさみ状態にあります。」 

「変な方向に行きそうだったら、体を張るつもりですが（捨て身になる、という意

味ではございません、どちらにもご納得いただけるように、という意味です。適正

な会社のままで次世代に残したい、という思いです）、なにとぞ、その点ご察しいた

だき、ご協力をお願い致します。」 

 

１１ 2017年 1月以降 

 

（１）2017年 1月 

① 2017 年 1 月 12 日、FX 経営監査部は、再度、FX ＡＡ 社長に対して、以下のよう

な報告を行った。しかし、FX ＡＡ 社長は、FX 経営監査部に対して、 取引先１ 案

件の継続調査だけでなく、MSA契約の状況分析、   Ａ   氏の退職関連につい

て、継続調査を命じた。 

（ア） 取引先１ の件については、当時の 取引先１ の信用不安を認識しながら、当

時の FXNZの経営陣が、売上をとる為に強引に案件を推し進めた可能性が高い。 

（イ）FXNZが 取引先１ とのビジネスを止めれば、即破綻という状況にある。 

（ウ）会計事務所２による現地監査は続行中であり、追加引当が求められる可能性が

あるだけでなく、「不正」としてのリステートメントになる可能性もある。 

② FX経営監査部へのインタビューによれば、FX ｗ 専務は、FX経営監査部に対して、

以下のような発言をしていたとの供述が得られた。 

（ア）2017年 1月 20 日 

FX 経営監査部が、FX ｗ 専務に対して、2016 年 12 月の監査の後の状況を報告し

た際の発言として、 

「ソフトランディングさせようとしているのだから、ひっくりかえすような仕方

はしないように。どういうやり方で収めるのか考えないと、監査部が行うことに

なるぞ。このままだと FXの経営にダウトがかかる。」 

（イ）2017年 2月 20 日 

FX経営監査部が、FX ＴＴ  総務部長に対して、FXNZの一件を報告しようとし

た際の発言として、 

「経理と自分で数字の対応をしているから、あまり動くな」 

（ウ）2017年 3月 10 日 



 

139 

 

FX経営監査部が、2017年 3月 7日の監査役連絡会で報告した内容に言及して、 

「経営監査部は執行だから、そういう事案を報告することは、経営に対して後ろ

から撃つことになる。」 

なお、これらの発言の意図について、FX ｗ 専務本人によれば、数字が決まって

いない段階で情報が混線することを懸念した趣旨の発言であったとのことである。 

③ 2017 年 1 月 25 日、FX 経営監査部は、前回報告時に FX ＡＡ 社長から受けた指摘

について、以下のように、追加報告した。 

（ア） 取引先１ の現状及び今後も継続したモニタリングが必要であること。 

（イ）MSAの対象 890件のうち、売掛金回収が遅れているものは 551件であり、この未

回収率を前提とした未回収リスクは最大で約 25百万 NZドルであること。 

（ウ）   Ａ   氏については、APOは解雇扱いであるが、訴訟等のリスクを回避

する為、退職金付きの自己都合退職としたこと。 

これに対して、FXＡＡ社長は、 取引先１ 案件、MSA 契約の状況分析、   Ａ   

氏の退職関連については、直接、APOに対して確認するよう指示した。 

④ 上記の社長指示を受け、FX 経営監査部は、APO に対して以下の事項を確認したう

え、2017年 1月 27日、以下の通り、FXＡＡ社長に報告した。 

（ア）   Ａ   氏の取扱いは、APO Ｒ 営業本部長及び FX ｗ 専務が協議して決

定したこと。依願退職とした理由は、当時の弁護士から、過去の問題で引責する

ことは困難であるとの見解を得たからであること。 

（イ） 取引先１ の件については、FX 経理部、FX ｗ 専務とともに、APO においても

検討中であること。 

（ウ）残存 MSA のリスクについては、FX 経営監査部が算出したリスク（未回収最大リ

スク約 25百万 NZ ドル）は、APOの理解と同じであること。 

（２）2017年 2月 

2017 年 2 月 15 日ころ、会計事務所２は、FXNZ の会計リスクについて、総額約 133

億円であるとの見解を示した。この事実は、FH ＵＵ 経営企画部長から、FH ＶＶ 

会長及び FH ＷＷ 社長に報告された。 

（３）2017年 3月 

① 2017年 3月 1日、FX経営監査部は、FXＡＡ社長に対して、会計事務所２－２が指

摘する会計リスクについて、以下の通り報告した。 

（ア）FXNZ   Ｋ   CFOが会計事務所２に対して会計リスクとして最大で 133億円

（NZドル＝80円換算）であると報告した。 

（イ）その後、2017 年 2 月 15 日、会計事務所２が、FX ｙ 副社長及び FH にも報告

した。 

（ウ）但し、FX ｙ 副社長は、会計事務所２に対して、自分としては 30億円程度と

認識していると伝えた。 
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（エ）会計事務所２は、FXNZ の会計リスクを精査する為、追加の監査を実施する予定

である。 

② 2017 年 3 月 3 日、会計事務所２は、FXNZ の会計リスクについて、総額約 76 億円

であると見解を見直した。 

③ 2017年 3月 10日、FX ｗ 専務は、FX監査役に対して、書面により、①SFO の調査

過程、②FXNZ の会計処理及び業績、③管理監督マネジメント及び経営コントロール

の視点からの対応策、④今期決算における対応と再建に向けた取り組みについて、

報告した。 

④ FX 内においても FXNZ の会計リスクの試算や対応が検討される中、2017 年 3 月 17

日、会計事務所２－２は、FXNZ において不正の疑いがある為、不正監査を行うこと

を決定し、その通知の為の正式なレター（Fraud Letter）を 2017年 3月 20日に FXNZ

に送付する予定であるとの意向を示した。 

 

１２ FXから FHへの報告内容 

 

（１）2016年 10月 

2016年 10月 11日、NBRの報道について、FH-CC は、英国の調査会社から、コメント

を求められた。この為、本事案の真偽について、FH-CC は、FX 広報宣伝部に対して、

本事案の真偽及び回答案について、問い合わせをした。 

これを受け、2016 年 10 月 13 日、FX ｙ 副社長は、FH ＷＷ  社長に対して、概

要、以下のような報告をした。 

① NBRの記事にあるような過大計上、不正会計の事実はないこと。 

② 2015年 7月に Tony Nightと称する人物からのメールがあったが、MSAについては、

その後、厳格な管理を行っていること。 

③ 念の為、2009年の会計事務所１の見解を確認する必要があること。 

④ 今後も、企業の健全性を高めていく活動を継続すること。 

（２）2016年 11月 

2016年 10月 30日、会計事務所２は、FXNZへの監査を実施し、この結果、FXNZにお

いて不正会計の懸念があるとの認識をもった。2016 年 11月 8日、会計事務所２は、上

記の監査結果を、FH ＸＸ   監査役、FH ＳＳ  監査部長、FH ＹＹ  経営企画

部経理グループ長らに伝えた。そこで、2016年 11月 9日、FH ＳＳ  監査部長は、FX 

ＲＲ 経営監査部長に対して、内容と経緯の報告を求めた。 

これを受け、2016年 11月 18日、FX経営監査部は、FH監査部に対して、「FXNZをめ

ぐる状況と経営監査部の関わり」（2016 年 11 月 18 日付け）と題する報告書に基づき、

本事案の事実経緯の概要、2016年 5月及び同年 12月に実施した監査の状況、MSAの問

題点等について、報告を行った。 
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2016 年 11 月 22 日、FH 監査部は、会計事務所２より、会計事務所２による FXNZ に

関連するニュージーランド出張の報告を受けた。 

（３）2016年 12月 

① 2016 年 12 月 5 日、FH 監査部より、FH ＷＷ  社長に対して、会計事務所２から

報告を受けた以下の事項等について、報告をした。 

（ア）セールスタイプリース（5年）を早期に解約させ、新たなセールスタイプリース

契約をディスカウントして締結することにより、新規売上計上していた。 

（イ）売上至上主義による業績評価が不適切な運用を常態化させたこと。 

（ウ）顧客とのターゲットボリュームの不確実な設定により、ミニマムペイメントの

回収が担保出来ない取引が発生し、これを不良債権処理していること。 

② FH監査部は、2016年 12月 6日、FX経営監査部に対して、FXNZ事案に関して 9項

目の確認・要望事項を伝達し、回答を求めた。しかし、FX経営監査部から FH監査部

に対し、これらの確認・要望事項について回答がなされることはなかった。 

③ 2016 年 12 月 20 日、FX 常勤監査役より、FH 監査役に対して、FXNZ 関連の報告を

した。 

④ 2016年 12月 21 日、FX経営監査部は、FH監査部に対して、「FXNZ Follow-up監査

速報」（2016年 12 月 21日付け）と題する報告書に基づいて、以下の点について、報

告を行った。しかし、FH監査部は、報告内容に十分納得することが出来ず、FX経営

監査部に対して、追加質問した。 

（ア）2016年 5月に実施した監査結果に基づく対応状況 

（イ）2009年の APO による内部監査にて指摘された事項の状況確認 

（ウ）NBR報道等に基づく風評被害の状況 

⑤ 2016 年 12 月 26 日、FX 経営監査部は、FH 監査部に対して、2016 年 12 月 21 日に

FH監査部から提示された追加質問について、口頭で回答した。 

（４）2017年 1月 

2017 年 1 月 5 日、FH ＳＳ  監査部長が FH ＷＷ  社長に対して FXNZ 関連の報告

をしたところ、FH ＷＷ  社長より、FXＡＡ社長に根本原因の究明と責任の所在につ

いてきちっと決着をつけ FH 経営トップに報告させるよう指示を受けた。同日、FH Ｓ

Ｓ  監査部長は、FX 経営監査部に対して、FX ＡＡ 社長から FH ＷＷ  社長に対し

て 2017年 1月中に報告をするよう、強く要請した（しかし、2017年 1月中には報告は

されなかった。）。 

（５）2017年 2月 

2017年 2月 15日、FH ＵＵ 経営企画部長から、FH ＷＷ  社長に対して、以下の点

が報告された。 

① FXが試算するリスクが 21億円であるのに対して、会計事務所２の提示最大リスク

が 133億円であること。 
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② FXとして、適切に対応すること。 

（６）2017年 3月 

① 2017年 3月 3日、FX ＡＡ 社長及び FX ｙ 副社長から、FH ＶＶ 会長及び FH Ｗ

Ｗ  社長に対して、以下の点が報告された。 

（ア）FXとしての PLインパクトを 30億円程度と見ており、FX台湾の不動産の売却益

で対応見込みであること。 

（イ）FXNZに対しては、APOからの売価引下げ等で支援予定であること。 

（ウ）FXNZ前任社長は更迭したこと。 

（エ）今後も FH ＷＷ  社長に対して報告すること。 

② 2017年 3月 6日、FX ＲＲ 経営監査部長より、FH ＳＳ  監査部長に対して、「2017

年 3月 7日の FX監査役会連絡会で FXNZの問題について報告し、FX社外監査役（ Ｚ

Ｚ 氏及び ａａ 氏）に動いてもらうよう依頼する」旨の報告があった。 

③ 2017 年 3 月 14 日、FX ＢＢ経理部長より、FH ＹＹ  経理グループ長に対して、

FXとしての状況認識は FX台湾の不動産の売却益の範囲内の想定であること、会計事

務所２の監査によると不正会計のリスクがあることが前提となり、その場合には、

監査でのチェックがより詳細となることについて、報告した。 

④ 2017年 3月 14日、会計事務所２は、会計事務所２－２が FXNZ取締役に対して 2017

年 3月 20日にレターを送付する予定であること、レターには、FXNZにおける不正会

計について言及される可能性があることを伝える。 

⑤ 2017 年 3 月 17 日、FH ＸＸ 監査役、 ｂｂ FH 監査役、FH ＹＹ  経営企画部

経理グループ長、FH ＳＳ  監査部長らより、FH ＷＷ  社長に対して、会計事務

所２から Fraud Letterが出状される予定であることが報告された。 
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第６章 APO における問題点 

 

１ FXNZ等の不適切会計を防止できなかった理由 

（１）APO内部監査部の独立性の欠如 

① 2009年 9月の監査 

2009 年 9 月に実施された APO 内部監査部による内部監査において、APO 内部監査

部  ｓ  氏は DSG にミニマムペイメントの設定が無いこと、解約不能のリース

ではないこと等から、キャピタルリースの要件を満たしていないことを発見し、FXNZ

は DSG を個別に客観的に判断してキャピタルリースへの該当性を判断すべきこと、

FXNZ は DSG の売上認識の適切性について APO 経理部と協議すべきこと、発見された

DSG についてオペレーティングリースとして計上すべき旨を Top Priority として監

査レポートの監査意見で指摘した。しかしながら、そのような指摘にも関わらず既

存の DSGについて会計処理の修正は行われず、またその後も FXNZにおいては同様に

ミニマムペイメントの設定がない MSA について、キャピタルリースとして計上され

続けたのであり、APO内部監査部の監査レポートにおける指摘が生かされなかった。 

これは直接的には、オペレーティングリースとして計上すべき旨を主張する APO

内部監査部に対し、APO ｖ 経理部長が、①将来分については標準契約書に厳格に従

うこと、及び②標準契約書から外れるものは個別に FXNZのシニアマネジメントが承

認することを決定したが、これらについて特段の対応は行わず、かつ③既存の DSG

について会計処理の修正は行わないことを決定し、APO内部監査部がこれに従ったこ

とに起因している。 

FX の Internal Audit Policy（25 条）において、APO 内部監査部は監査報告書を

IBG （FXAP）の President に報告するものとされているが、前述の通り、2008 年 4

月に APO営業本部長として ｗ 氏が着任した後は、事実上、APO内部監査部は APO ｖ 

経理部長へのレポートが求められ、APO ｖ 経理部長のクリアランスを得てからでな

ければ APO内部監査部は営業本部長（IBG （FXAP）の President）に監査報告書を提

出できないことになった。 

APO ｗ 営業本部長がそのように社内体制を変更したことにより、APO 内部監査部

の独立性が阻害され APO 経理部長の意見に従うことになり、かつ APO 及び傘下の海

外販売子会社のアカウンティングポリシーを所管する APO 経理部の対応が不十分で

あった為に、APO内部監査部の発見事項に従った会計処理の修正がなされなかった可

能性がある。 

すなわち、①②の決定にかかわらず、MSAについて標準契約書に厳格に従うこと及

び標準契約書から外れるものは個別に FXNZのシニアマネジメントが承認することを

条件に売上計上を認めることを遵守させることについて、APO経理部も特段の指示等
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の対応を行わなかった。また③の決定により既存の DSG の不適切な処理が存続する

こととなってしまった。 

なぜ本件を防げなかったのか、本件による損害がなぜこれほど拡大してしまった

のかを考えるうえで、この事実は重要な役割を果たしたといえる。前記した通り、

DSGは 2009年度にはまだ 218件・売上げ 34百万 NZドルに過ぎなかったが、その後、

ピーク時である 2014 年度には 1290件・売上 81百万 NZドルまで増加している。FXNZ  

Ａ  氏としてはアカウンティングポリシーを統括する APO 経理部がそのように厳

格な対応を取らずに処理したことを幸いとして、あるいは MSA がいわばお墨付きを

得たとすら考えて、その後も MSAを増加させていったことは想像に難くない。 

② 2015年 7月の監査 

前述の通り 2015 年 7 月の監査において、APO 内部監査部  ｘ  氏は MSA の売

上計上に関する問題を指摘したレポートを作成した。APO内部監査部  ｘ  氏は、

同レポートを APO Ｔ FC に送付したものの、APO 営業本部長や FX の経営監査部、

監査役には送付しなかった。また APO Ｔ FCも同レポートを転送することはなく、

またこの時点で過去の会計処理の修正が指示されることもなかった。 

これは、2015 年 7 月の監査が通常の Internal Audit Policy に則った監査ではな

く、告発メールを受けてなされた特別の監査であった為と説明されている。 

このように 2015 年 7 月においても Internal Audit の結果が APO 営業本部長や FX

の経営監査部、監査役に共有されなかったことがこの時点で問題が修正されなかっ

た一因となっていると考えられる。 

③ 以上の通り、APOにおいては APO ｗ 営業本部長により社内体制が変更され APO内

部監査部は APO 経理部長にレポートする形となり同部からの独立性が欠如していた

こと、そして会計処理の是正の為の適切な指示が APO 経理部から出されなかったこ

とが問題であったと考えられる。 

 

（２）APO経理部の機能不全 

APO経理部は会計を行う部署と、予算管理を行う部署の両方を含んでいた。このこと

は、APO経理部が会計上適切な対応をすべき時に、予算達成のインセンティブによりこ

のような対応が妨げられ、適切な処理が行われないという結果につながった可能性が

ある。 

 

（３）FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務らによる隠蔽 

① 2015年 7月の監査 

2015 年 7 月の監査において発見された MSA に関する主要な問題点は、APO 経理部

長、APO営業本部長に加え、FX本社の FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務にも報告され

た。 
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しかしながら、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務の指示によりこれらの問題点は敢

えて FX ＡＡ 社長や XCには報告されなかった。 

その一方で、MSA については、その会計上・財務上のリスクに鑑み、2015 年 9 月

に APO Ｒ 営業本部長により禁止通達が出されたが、既存の MSAについて会計処理を

修正することはなかった。 

② 2016年 2月 12日付  Ｋ  レポート 

Ｋ  レポートを受けて、APO から FX 社長に対し報告がなされたが、当該報告の

中でマクロ調整に関する監査リスクの具体的な記載等が FX社長及び会長への報告か

らは削除されていた。これより前のドラフトではかかるリスクが記載され、FX ｙ 

副社長及び FX ｗ 専務への報告がなされている。 

その後も 2016年 7月・8月の FXNZ再建策の検討等において、MSAによる将来の損

失は 70百万 NZドルという情報が FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務へは報告された一

方、FX ＡＡ 社長への報告資料からはかかる情報が削除されている。 

こういった状況からすれば、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務からの指示により情

報があえて隠蔽され、正しい報告がなされなかった可能性がある。 

③ このように、FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務には APO に関するマイナス情報を隠

し、FX ＡＡ 社長や XCに対して正しい情報を伝えないという姿勢があり、APO Ｒ 営

業本部長が FX ｙ 副社長及び FX ｗ 専務のコントロール下に置かれていたことが

本件の発覚が遅れた一因となっていると考えられる。 

 

（４）APOの内部監査部のリソース不足及びシンガポールからオセアニアへの物理的距離 

FXNZの会計については、第一義的には FXNZの会計部が適切な会計処理をする責任を

負っている。また、FXNZの内部監査部が Self-Audit により自社の監査を行い、不正会

計を発見し訂正することが期待されている。 

しかしながら、現実にはいずれも機能せず FXNZ自身で不正会計を正すことはなかっ

た。そうした場合に、次に FXNZにおいて会計上の不正が行われないよう監視する機能

を担っているのは、APOの内部監査部である。内部監査部は APO傘下の海外販売子会社

について定期的に監査を行う役割を担っている。 

結果として、APO内部監査部が DSGに関する会計上の問題を初めて発見することがで

きたのは 2009年 9月に実施された内部監査であり、それまでの間は発見することがで

きなかった。またその後も 2015年 7月の内部告発メールまでの間、発生し続けていた

MSA に関する会計上の問題を発見することが出来なかった。 

これに関しては下記の理由があると推察される。 

まず、APO は FXのアジア・オセアニア地域における地域統括会社として、インドネ

シア、韓国、マレーシア、ミャンマー、カンボジア、タイ等多数の子会社を統括して

おり、APO内部監査部はこれらすべての地域統括会社に対して監査を行う職責を有して
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いる。その一方で、APO の内部監査部は基本的に管理職及び一般職各 1名の計 2名のみ

で構成されていた。しかも 2009 年 4 月から 2015 年 3 月までの間、同部の人員の入れ

替わりは激しく、管理職・一般職とも 3回変わっている。 

このような状況にあって APO 内部監査部はすべての海外販売子会社について毎年監

査を行うことは到底かなわず、1年に数社をピックアップして監査を実施するというこ

とが実態であった。実際の APO内部監査部による 2009年以降の監査実施状況は以下の

通りである。 

 

OPCO Audited Insiteより抜粋 

 

この中にあって特に FXAや FXNZはシンガポールから物理的にも相当距離があり、APO

内部監査部が監査に行くのも容易ではない状況にあった。 

現に FXNZ については 2009 年に問題が指摘されていながら、2014 年まで監査が実施

されておらず、しかも 2014年に実施された監査では MSAは重点項目ではなかった。 

この点、APO 内部監査部を 2014 年に退職した  ｔ  氏は、退職時のインタビュ

ーにおいて、過剰な職務があったことを退職理由の 1つとしている。 

このように APO内部監査部は FXAや FXNZ を含む海外販売子会社に対し監査を行う職

責を負っていたが、その会社数に比して APO 内部監査部の人数が少ないことから毎年

監査を行うことはできず、特に FXA及び FXNZは物理的にシンガポールから遠い為不正

会計の問題が発見されるまで一定の時間を要し、また 2009 年から 2015 年まで問題が

継続することの一因となったと考えられる。 
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２ 再発防止策 

再発防止に向けては、FX グループ全体として、適切な会計処理と監査のとらえ方に関

する役職員の意識改革、予算達成に関する意識改革、子会社管理体制の見直しが必要で

あり、それは第 12章において述べる通りであるが、それ以外に APO固有の再発防止策と

して以下の点が特に重要であると考えられる。 

（１）APO内部監査部の権限の拡大及び人員の補充並びに独立性の確保 

そもそも APO 内部監査部の人数がカバーすべき範囲に比して 2 名と非常に少なかっ

たことが本件の FXNZ における問題の発見が遅れた原因の 1 つであるため、APO 内部監

査部の業務負担に応じて APO内部監査部の人数を拡充するべきである。 

APO内部監査部は 2009年に既に本件の FXNZにおける問題を指摘していたにも関わら

ず、事実上 APO 経理部長のクリアランスが無ければ APO 営業本部長に報告できないと

いう体制におかれており、このことが 1 つの原因となって当時適切な対応がとられな

かった。そのため、APO 内部監査部の独立性を確保して少なくとも Internal Audit 

Policy に従って APO 営業本部長に直接レポートすることを徹底すべきであり、APO 営

業本部長へのレポート前に APO 経理部長の事前のクリアランスを得たり相談をすると

いったことが事実上求められる実務慣習がもし残っている場合は、これを撤廃すべき

である。 

（２）APO経理部の体制の見直し 

APO経理部内に経理・会計を行う部署と、海外子会社の予算や業績管理を行う部署の

両方が存在することが、適切な会計処理の妨げとなった要因の１つである可能性があ

る。そのため、経理・会計と予算管理を行う部署は分ける等の体制の見直しが必要と

考えられる。 
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第７章 FXにおける問題点 

 

１ FXにおける固有の問題 

本委員会で実施したアンケート等による情報収集の結果、FX の複数の部署におけるい

くつかの取引において、売上目標を達成する為、顧客との取引に関して売上の前倒し計

上が行われていたとの情報を得た。前倒し計上の手法の例として、顧客での正式決裁手

続完了前、おおむね見込みが立った時点で、顧客の合意のもと、卸販売先である会社か

ら注文書を入手して期中に売上計上する方法、顧客への設置前に社内に搬入設置し売上

計上する方法、検収前に書類を回収し売上計上する方法等の回答が得られた。 

本委員会は、特定可能な情報があるものについては、必要な限度で FHと情報共有を行

った。また、個別の回答のうち、特に重要性が高いと考えられるものについては FHの協

力も得て一定の調査を行った。これらの調査の結果、今期決算に影響を与えるものはな

い旨報告を受けた。 

他方、回答者は、担当部門において無理な予算を立てられていることや、期末、四半

期、月次での過度な目標達成のプレッシャー等の存在を挙げている。 

これらのプレッシャーが不適切な会計処理に結びつかないように、FH及び FX による今

後の更なる改善を期待したい。 

 

２ 不適切会計を防止できなかった理由 

（１）はじめに（APOと FXAPとの関係について） 

FXでは、アジアパシフィック地域を所管する部門として、APO（アジアパシフィック

営業本部）が置かれている。APOは、FXA、FXZA等のアジアパシフィック地域の販売子

会社を統括する FX組織内の部門である。APO内の部署としては、経理部、営業計画部、

マーケティング部、人事部、カストマーサポート部、情報システム部及びサプライチ

ェーンマネジメントセンターが置かれている。 

他方、FXAP は、FXA、FXZA 等のアジアパシフィック地域の販売会社を子会社に持つ

FX の子会社である。FXAPの組織体制は APOと同一であり、経理部、営業計画部、マー

ケティング部、人事部、カストマーサポート部、情報システム部及びサプライチェー

ンマネジメントセンターが置かれている。 

そして、APO の部門長（アジアパシフィック営業本部長）は FX の執行役員であると

共に、FXAP の社長を兼務している。同様に、APO 内の経理部、営業計画部、マーケテ

ィング部、人事部、カストマーサポート部、情報システム部及びサプライチェーンマ

ネジメントセンターといった部門の各部長は、それぞれ、FXAPの経理部、営業計画部、

マーケティング部、人事部、カストマーサポート部、情報システム部及びサプライチ

ェーンマネジメントセンターの各部長を兼務している。 
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つまり、APO は FX 内の営業本部であり、FXAP は FX の海外子会社であるという本来

的な違いがありながら、両者の役割や人事はかなりの部分で重なっている。そのため、

ある社内的な意思決定やその業務執行が、FXの組織である APOによるものであるのか、

あるいは、FXAP という海外子会社によるものであるのか、判然としないという組織体

制の不明確さは否定できない。 

（２）FXAP及び APOに対する管理体制の不備 

① FXにおいて、FXAPを管理する為の子会社管理規程及び APOに関する社内規定の整

備、運用状況が不明確である。 

前述のように、FXAPは FXの子会社であるが、FXによる FXAPの活動に関する管理

規定は存在しない。一方、APO は FX の社内組織であり、APO に関する意思決定は FX

社内の稟議規程によるはずである。 

本事案における重要なイベントして、（ア）2015年 7月及び同年 9月の内部告発の

手紙及びメールを契機とした、FXNZ における MSA 契約の潜在的リスクの発見、（イ）

2016 年 7・8 月に行われた MSA のリスクを主原因とする FXNZ の経営再建計画の策定

等がある。 

本事案においては、FXAP においては、自社及び自社子会社に関するリスクである

にもかかわらず、社内規程に基づいて FXAP としての対応が検討された形跡はない。

一方、APO においてはこれらの事象に関し稟議規程上、FX での稟議手続は不要とさ

れていたと思われる。結局、FXAP 及び APOにおいて上記諸規程が十分に機能するも

のであったとは言い難い。 

② なお、FXAP の意思決定に関して言えば、同社には経営体（取締役会等）での議論

を記録した議事録は作成・保持されていない。この結果、FX側では、FXAP内でどの

ような議論がされたのかを十分に検証することができない。 

③ 一方、FX に関する本事案の経緯においては、 Ｒ 元 APO 営業本部長へのインタ

ビューによれば、当時の APO に関しての FX への報告先は、本来はＡＡ FX 社長であ

ったが、  ｗ  FX 専務の指示により、同人に報告されていたとのことである。

このような運用を見ると、APOから FXに対する報告先については、FX内において明

文のルールが整備されておらず、また、事実上の運用がなされていたと言える。 

結局、本事案では、APO の重要な意思決定にあたり、 Ｒ 元 APO 営業本部長が、  

ｙ  FX 副社長及び  ｗ  FX 専務を始めとする FX トップ経営陣と、直接事実

上の検討を行い、彼らの了解を得ることにより、FX 社内でも事実上承認されたこと

となっているという実態が見られる。このような、透明性が低く、人的なつながり

に依拠する意思決定プロセスが許容されていた。 

なお、APOの業績管理については、FX経理部総合計画グループが担当していたが、

あくまで業績面の管理であり、APOに対する管理全般を担当するわけではなく、経理

部による APOの管理、監督は制度上は予定されていない。 
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（３）APO統括下の各子会社に対する管理体制の不備 

① FX には、APO 統括下の子会社を直接管理する為の明文の子会社管理規程が整備さ

れていない。FXAP と APO 統括下の子会社の間には、コミュニケーション・マトリッ

クスと呼ばれる規程が存在するが、FXとの関係を定めたものではない。よって、APO

統括下の子会社においていかなる重要事項が発生したとしても、当然に FXに直接に

連絡、報告が要求されるような規定は存在していない。 

なお、 ＨＨ FX 会長及びＡＡ FX 社長へのインタビューによれば、FXAP 傘下の

子会社の社長を交代する際には、FX 社長の了承を得るという慣習があるようである

が、明文のルールではなく、管理、監督制度としての実効性には疑問がある。 

実際にも、ＡＡ FX 社長及び  ｙ  FX 副社長らへのインタビューによれば、

APO統括下の子会社に対する管理は、基本的には APOに任せてあったという趣旨の供

述が得られた。このような実態は、FXA及び FXNZが XCから譲り受けた法人であると

いう歴史的な背景が関係していると推測されるが、もちろん、FX の APO 統括下の子

会社に対する管理体制に不備があったことを肯定する理由にはならない。 

② 更に、FX と APO 統括下の子会社との間の連絡は基本的には APO を通じて行われて

おり、 ＧＧ FX 経理部連結会計グループ連結チームマネジャーへのインタビュー

によれば、FX 本社従業員が APO 統括下の子会社に連絡する際には、必ず APO を通じ

て行うよう、APOからの強い要請があったという供述も得られた。このような運用は、

子会社を統括する APO において窓口を一本化するといった一定の効率性があるのか

もしれないが、あまりに硬直的な運用が定着すれば、FX が APO 統括下の子会社から

機動的に情報収集することに支障を来す結果となる。 

（４）FXと APO、APO統括下の子会社間との情報共有体制の不備 

① FXの事業報告（2016年 3月期のもの。以下、事業報告の引用について、同じ。な

お、FXの内部統制システムの概要については、第 2章に記載の通り。）によれば、「当

社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する為

の体制」の一つとして、「子会社における、財務状況及び経営上の重要な意思決定及

び情報について、子会社から当社に報告させる体制の構築を推進する」旨の記載が

されている。 

しかし、上記のような APO及び子会社の管理体制上の不備も原因となり、FXと APO

及び同社管轄下の子会社との間では、重要な情報すら共有がされていないという実

態が見られる。例えば、本委員会が入手した資料及び関係者へのインタビューの結

果によれば、以下のような事実が認められた。 

（ア）FXNZは、2009 年 10月に会計事務所１－２から、同 11月に会計事務所２－２か

ら意見書を取得した。いずれの意見書も、結論として、キャピタルリースとして計

上することが合理的であるとするものであった。しかしながら、当該各意見でキャ

ピタルリースとして計上することが合理的であるとされたのは、意見書の取得に際
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して FXNZから監査法人に新たに提供された MSAの標準契約書に基づくリース契約

についてのみであり、標準契約書に文言が追加・修正された契約は個別に判断すべ

きものとされていた。 

しかしながら、  Ｔ  APO FCに対するインタビューによれば、同人が FX経理

部にこのレポートを送付したのは、SFOによる調査が行われたとき（2016年 9月）

とのことである。 

なお、2015 年 5 月、FXA の売上計上の過大性を指摘する発信者不明の文書が XC

宛てに送付され、更に、2015年 7月、Tony Nightと称する人物から、FXNZの売上

過大計上や機器未設置計上等を指摘するメールが FX取締役等に送付された。上記  

Ｔ  APO FCによれば、これらの対応にあたった担当者は、上記の会計事務所１や

会計事務所２の見解書の存在を認識したはずだとも供述している。 

従って、会計事務所１や会計事務所２の見解書が、適時に FX本社に情報共有さ

れていない可能性がある。 

（イ）   ＦＦ  FXNZ COO は、  Ｂ   FXNZ CFO を退職させるシナリオを検

討し、退職理由の根拠づけとして、会計事務所４に経理機能に関するレポートの作

成を依頼した。会計事務所４のレポートには、「APO にリスクとして提示出来る経

理的証跡がそろっていない、強引な売上思考に対しバランスを取るような機能を有

していない。」「期末のコンプライアンス監査に依拠しており、期中に会計方針に関

連してコンプライアンスの状況をモニタリングすることが不十分である。」「在庫や

売上計上等における会計基準の不規則適用の為決算に誤りが生じている。」等、FXNZ

の経理機能について厳しい指摘が多数なされていた。しかし、同レポートは FXNZ

において  Ｂ   FXNZ CFOを解任する為に作成を依頼したものであった為、APO

に対して提出されることはなかった。なお、会計事務所４のレポートによる指摘は、

2017年 3月の監査人による Fraud Letterにおいて言及されている。 

（ウ）決算に向けての懸念事項（長期債権・不明確な調整等）を指摘した会計事務所

１－２のレポート（2015年9月3日付け）についても、当時のFXNZの  Ｂ   CFO

以外の者には情報共有されなかった。このレポートは、2016 年 2 月、FXNZ の CFO

に就任した  Ｋ  氏が発見し、FXAP及び FXに報告された。 

② この様に FXNZの会計上の懸念事項を表明した外部機関のレポートまでが存在しな

がら、FXに対して速やかに共有されたとは言い切れない状況があった。これにより、

FX において本事案の不適切会計の発見を遅らせる原因の 1 つになったものと考えら

れる。 

（５）APOに関する FX社内手続の不透明性 

① FXの事業報告によれば、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保する為の体制」として、「法令及び定款の遵守に関する規程並びに取締役会に関す

る規程を定め、取締役がこれを遵守して職務を執行することにより、法令及び定款
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への適合性の確保を図る」旨の記載がある。 

しかし、前述（本章 2（2））の通り、FX には、FXAP を管理する為の十分な規程が

整備されていない。FXAPから FXに対するレポートラインについても、明確なルール

がない。また、FX の組織である APO については、稟議規程によることになるはずで

あるが、そのような節は見当たらない。結局、本事案においては、FXAP としての意

思決定が必要であるのか、APOとして意思決定が必要であるのかについて明確な了解

がないまま、不透明な社内手続が行なわれたと思われる。 

例えば、APO の重要な意思決定については、 Ｒ 元 APO 営業本部長が、  ｙ  

FX副社長及び  ｗ  FX専務らに直接コンタクトして、彼らの了解を得ることに

より、FX社内でも事実上承認されているという実態が見られる。  ｙ  FX副社

長及び  ｗ  FX 専務が、歴代の APO 責任者であることから、このような手続に

なっているという説明であるが、 Ｒ 元 APO 営業本部長並びに  ｙ  FX 副社

長及び  ｗ  FX 専務らの私的な関係に基づくコミュニケーションにより、APO

の重要な意思決定がされている実態は否定できない。もちろん、APOの重要な意思決

定にあたっては、必要に応じて、ＡＡ FX社長への報告等がなされていたようではあ

るが、いずれにせよ、明文のルールに基づく手続ではない。 

この様に、APOの重要な意思決定について、FX 社内の手続の透明性は極めて低い。 

② 実際にも、例えば、FXNZの 2016年 3月期決算における約 38百万 NZドルもの引当

処理について、FX取締役会や FX経営執行会議で議論された形跡は各議事録からは見

られない。 

この引当処理について、 ＤＤ FX 経理部連結会計グループグループ長及び Ｇ

Ｇ FX 同部同グループ連結チームマネジャーへのインタビューによれば、 Ｒ 

FXAP営業本部長がまず始めに  ｙ  FX副社長及び  ｗ  FX専務の了解を得

ており、ＢＢ  FX 経理部長もこれに同意していたとの供述が得られた。この為、FX

経理部において、上記引当処理の妥当性等が改めて議論されることはなかったとい

う。 

③ このような APO、FXAP 及び APO 統括下の子会社の意思決定の方法は、一方では、

APO、FXAP及び APO 統括下の子会社の意思決定の機動性を高める面があるのかもしれ

ないが、他方では、不透明な手続が行われることにより、FX 社内の関連部署が当該

意思決定の内容や手続の是非を客観的に検証できないという弊害を招く結果となる。 

（６）  ｙ  FX副社長及び  ｗ  FX専務らの隠蔽体質 

①   ｙ  FX 副社長及び  ｗ  FX 専務ら FX トップ経営陣の一部には、営業

上マイナスのインパクトを含む情報の報告に消極的であるという隠蔽体質が見られ

る。例えば、本委員会が入手した資料及び Ｒ 元 APO 営業本部長、ＣＣAPO CFO、  

Ｔ  APO FCらに対するインタビューの結果によれば、以下のような事実が認められ

た。 
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（ア）2015年 5月、FXAの売上計上の過大性を指摘する発信者不明の文書が XC宛てに

送付された。更に、2015年 7月、Tony Night と称する人物から、FXNZの売上過大

計上や機器未設置計上等を指摘するメールが FX取締役等に送付された。 

これを受け、2015 年 7 月、FX 及び FXAP は、FXNZ 及び FXA に対して、特別監査

を実施した。2015年 8月 10日、ＡＡ FX社長への報告内容が協議された上海で開

催された会議において、  ｙ  FX副社長及び  ｗ  FX専務は、まずは問

題ないと書くよう  Ｔ  APO FC に指示したとの複数の供述が得られた。更に、

2015年 8月 19日、東京において、ＡＡ FX社長に対する報告書の中に「売上過大

計上はなかった」と記載することや、  ｗ  FX 専務が 取引先１ の記述を報

告書から削除するよう指示したとの複数の供述も得られた。このような経緯を経

て、ＡＡ FX社長に対する報告「FXNZ出張報告（監査報告）」（2015年 8月 19日付

け）では、本事案について重大な問題がないとの報告がされた。 

この結果を受けて、2015年 8月 20日、FX は、Tony Nightと称する人物及び XC

それぞれに対して、重大な問題は発見されなかったとの報告をした。 

このように、  ｙ  FX副社長及び  ｗ  FX専務の指示により、調査に

よって判明したありのままの事実が、 ＨＨ FX 会長やＡＡ FX 社長に正確に報

告されなかった可能性は否定できない。 

（イ）  Ｋ  氏による報告書「FXNZ Accounting Review（社長会長報告資料）」（2016

年 2月 12日付け）を受けて、FXAPからＡＡ FX社長宛てに、報告書「FXA/FXNZ 監

査リスクと対応について」（2016 年 2 月 26 日付け）が作成され、これに基づく報

告がされた。 

     しかし、  ｙ  FX副社長及び  ｗ  FX専務の指示により、上記報告書

は、最終版に至るまでに修正がなされ、マクロ調整に関する監査リスクが記載さ

れない等、FX の会長及び社長に対する報告の過程で、事実が正確に報告されなく

なった可能性を否定できない。 

（ウ）2016 年 5 月、FX 経営監査部と FX 経理部が、FXNZ に対して、内部調査を実施し

た。この調査結果は、同年 6月 23日、ＡＡ FX社長にも報告された。 

しかし、この監査の際、FX 経営監査部は、ＢＢ  FX 経理部長から、監査の対

象から従前の取引内容等の過去の事実を外すよう要請がされたという（2017 年 4

月 27日付け「経営監査部が監査及び報告活動において役員等から受けた指示につ

いて」参照）。 

また、監査の実施について、ＣＣAPO CFO からＢＢ FX 経理部長に送付された

2016年 4月 27日付けのメールには、以下の様に記載されている。 

“本件は、本社経理や ｗ 専務は知っての動きでしょうか。 

 それとも経営監査部が単独で動いている話でしょうか。 

 はっきり言って前社長の Ａ と前経理部長の Ｂ の時代の契約をひっくり
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返せば問題ありになります。だから、去年の 10月から止めさせて これを含め

て責任者を今処分しようという中で、このタイミングでもう一度 NZに監査に入

る理由と背景が分からなくて対応に苦慮しています。” 

このメールの真意は不明であるが、過去の監査を行えば問題が発見される為に、  

ｗ  FX 専務及びＢＢ  FX 経理部長の意向により、監査のスコープから過去の

事実が除かれた可能性は否定できない。 

（エ）2016 年 7 月 22 日、ＡＡ FX 社長、  ｙ  FX 副社長、  ｗ  FX 専務、

ＢＢ  FX経理部長、 Ｒ 元 APO営業本部長及びＣＣAPO CFOは、FXNZの再建プ

ランについてプライベートミーティングを行った。 Ｒ 元 APO 営業本部長及び

ＣＣAPO CFO は、2016 年 7 月 22 日のプライベートミーティングにおけるＡＡ FX

社長の指示を踏まえて再度、再建策を検討した。そして、赤字構造の要因である

過去の MSAによる将来の損失について、契約データの分析を行い、MSAによる将来

の損失は 70百万 NZドルと算定された。 

 Ｒ 元 APO 営業本部長及びＣＣAPO CFO は、再検討した FXNZ の再建策をまと

め、2016 年 8 月 23 日に  ｗ  FX 専務に報告し、同日、  ｙ  FX 副社長

にも報告した。 

しかしながら、2016 年 8 月 25 日、  ｙ  FX 副社長は、MSA の負の遺産が

70 百万 NZ ドルとなることやその内訳を示したスライドを社長報告用の報告資料

から削除することを指示した。 

なお、MSAによって将来の損失が 70百万 NZドルの金額にまで生じ得ることは、

口頭で FXＡＡ社長に説明された。ただ、ＡＡ FX 社長において、当該 70 百万 NZ

ドルが FXNZにおけるビジネスリスクとの認識はあったものの、会計上の損失処理

が求められるものとの認識を有していたと認めるに足りる証拠は認められなかっ

た。 

（オ）2016年 9月、  Ｔ  APO FCは、 ＧＧ FX経理部連結会計グループ連結チー

ムマネジャーに対して、FXNZ が 2009 年 10 月に会計事務所１－２から取得した意

見書及び同年 11月に会計事務所２－２から取得した意見書を監査法人に提示する

と、すべての契約書をチェックされる可能性があり、リース会計の適用（キャピ

タルリース処理）を否決される可能性があるので、監査法人に提示すべきではな

いとのメールを送付した。このメールは、 ＤＤ FX 経理部連結会計グループグ

ループ長にも転送されている。 

このメールが、その後 FXの役員に対してどのように展開されたのかは把握でき

ていないが、APO 又は FX 経理部において、監査法人による適正な監査を受けるこ

とに消極的な姿勢がある可能性がある。 

（カ）2016 年 10 月 28 日に行われた経営監査部のＡＡ FX 社長定例会において、FXNZ

の報道及び風評被害等について報告がなされたが、経営監査部の議事録によれば、
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ＡＡ FX社長は以下の様に発言したと記録されている。 

  「当事者は隠す。 Ｒ さんに聞いても、経理部に聞いても、 ｗ さんに聞いても

問題ないという。『ＡＡさん、この件は複雑だからよくわからないかもしれないが、

問題ありません』という。 ｙ さんも同じことを言う。だから怪しい。だから

自分は会長と相談して、『これはまずい』と言っている。株主（FHの意）にも報告

した。」 

（キ）2016年 10月、英国調査会社が、FHに対して、NBRの記事に関するコメントを求

めた。これに対して、FH-CC は、FX 広報宣伝部にどのように回答すべきか確認し

たところ、  ｙ  FX副社長は、 ＷＷ   FH社長に対して、NBRの記事にある

ような過大計上や不適切会計の事実はないことや、2015 年 9 月より MSA は原則禁

止とした等の取り組みについてのみ説明し、FXNZ のリスクについて説明をしなか

った。 

（ク）2016年 10月 7日、会計事務所２  3名及び FX5名（  ｚ  FX法務部長、 

ＤＤ FX経理部連結会計グループグループ長及び ＧＧ FX同部同グループ連結

チームマネジャーらを含む。）の間で、打合せが行われた。この打合せにおいて、

FXは、会計事務所２に対して、NBRで報道されたような過大計上や不適切会計の

事実はない旨を報告し、FXNZの会計上のリスクについて報告しなかった。この打

合せの結果は、 ＧＧ FX経理部連結会計グループ連結チームマネジャーからＢ

Ｂ FX経理部長にメールで報告され、同氏は報告内容を了解した。 

（ケ）FX経営監査部へのインタビューによれば、  ｗ  FX専務は、FX経営監査部

に対して、以下のような発言をしていたとの供述が得られた。 

2017年 1月 20日： 

FX経営監査部が、  ｗ  FX専務に対して、2016年 12月の監査の後の状況を

報告した際の発言として、 

「ソフトランディングさせようとしているのだから、ひっくりかえすような仕方

はしないように。どういうやり方で収めるのか考えないと、監査部が行うことに

なるぞ。このままだと FXの経営にダウトがかかる。」 

2017年 2月 20日： 

FX経営監査部が、 ＴＴ  FX総務部長に対して、FXNZの一件を報告しようとし

た際の発言として、 

「経理と自分で数字の対応をしているから、あまり動くな」 

2017年 3月 10日： 

FX経営監査部が、2017年 3月 7日の監査役連絡会で報告した内容に言及して、 

「経営監査部は執行だから、そういう事案を報告することは、経営に対して後ろ

から撃つことになる。」 

なお、これらの発言の意図について、  ｗ  FX 専務本人によれば、数字が
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決まっていない段階で情報が混線することを懸念した趣旨の発言であったとのこ

とである。 

 ② この様に、  ｙ  FX 副社長及び  ｗ  FX 専務ら FX トップ経営陣の一部

には、FXNZの潜在的なリスクを把握する機会がありながら、 ＨＨ FX会長、ＡＡ 

FX社長、FX監査役、FH又は監査法人といったしかるべき報告先に対する適切な情報

開示をしなかった。 

（７） ＨＨ FX会長及びＡＡ FX社長に対する不十分な報告 

① ＡＡ FX社長は、経営監査部に対して、2016年 5月には内部監査を、2016年 12月

末以降にも継続的な調査を命じたが、結果として、本事案の会計リスクの実態を把

握することができなかった。 

この理由として、前述の様に、本事案の FXNZの問題については、  ｙ  FX副

社長、  ｗ  FX 専務、 Ｒ 元 APO 営業本部長、及びＢＢ  FX 経理部長らの

みが重要な情報を共有し、内々に事案の対応に当たろうとしたという可能性がある。

この為、FXNZに関する潜在的なリスクという重要な情報が、 ＨＨ FX会長及びＡ

Ａ FX社長に対して早期に報告されていないという実態が見られる。 

 ② このような実態の原因については、  ｙ  FX副社長、  ｗ  FX専務とい

った歴代の APO 責任者と Ｒ 元 APO 営業本部長との間の個人的なつながりや、あ

るいは、取締役会メンバー内での人間関係が影響しているのかもしれないとの推測

はされるが、実際のところは不明である。いずれにせよ、 ＨＨ FX会長及びＡＡ FX

社長という FX トップに対する不十分な報告の状況が、本事案の問題に対する FX と

しての対応を遅らせた可能性は否定できない。 

（８）取締役会による監督の機能不全 

① 会社法は、取締役会の、各取締役の業務執行に対する監督機能を期待している。

しかし、本事案については、前述の通り、FX の取締役会で審議された形跡が見当た

らず（なお、前述の通り、FX の経営執行会議で議論された形跡も見られない。）、取

締役会による監督が機能しなかった。この為、本事案の不適切会計を早期に発見し、

又は防止することができなかった可能性がある。 

② この原因については、前述の通り、一部の FX経営陣が自分たちで内々に事案の対

応にあたろうとしたことが原因で、取締役会に対する適切な情報共有がされなかっ

た可能性がある。その為、本事案に関与していない取締役は、本事案の実態を把握

することができず、取締役会を通じた監督活動を開始する契機がなかったという事

情はあるかもしれない。しかし、本事案については、少なくとも以下のような容易

に知り得る事実があるのであり、取締役として、FXNZ の経営及び会計処理について

疑念を抱き、取締役会を通じた監督活動を開始する契機が全くなかったとは言えな

い。 

（ア）2015年 5月、FXAの売上計上の過大性を指摘する発信者不明の文書が XC宛てに
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送付され、2015 年 7月には、Tony Nightと称する人物から、FXNZの売上過大計上

や機器未設置計上等を指摘するメールが FX取締役等に送付された。 

（イ）2016年 3月期の FXNZの決算で 38百万 NZドルの引当処理の実施を決定した。 

（ウ）2016年 9月、NBRが、FXNZの大幅損失を指摘する報道を掲載した。 

（９）監査役による監査の機能不全 

① 会社法は、監査役の取締役の業務執行に対するチェック機能を期待している。し

かし、本事案の不適切会計に関しては、監査役による早期かつ適切な監査活動が実

施されたことが確認されず、結果としては、監査役による監査が機能しなかった。 

② FX の監査体制について言えば、FX と FX 国内子会社の常勤監査役間では、数ヶ月

に 1回、オール FX 監査役会連絡会議にて情報交換が行われている。しかし、FXと海

外子会社との間では、特にこのような情報交換は行われていない。その為、FX 監査

役が、海外子会社の情報を入手する為の体制が十分に整備されていないという問題

もある。 

③ なお、本事案については、社内から十分な情報提供がないことから、本事案の実

態を把握することができず、監査活動を開始する契機がなかったとの事情はあるか

もしれない。しかし、2015年 7月に Tony Night と称する人物から送付されたメール

については、少なくとも ＰＰ FX監査役は、同年 8月頃、FXによる監査結果の報

告を受けた。また、前項（8）②（イ）（2016年 3月期の引当処理）及び同（ウ）（NBR

の報道）の事実があったことに鑑みれば、監査役として、FXNZ の経営及び会計処理

について疑念を抱き、社内調査を開始する契機がなかったとは言えない。 

それにもかかわらず、FX 監査役が本事案に関する活動を本格的に開始したのは、

2016年 12月 20日、FH監査役との定例会において本事案の報告を行ったのが初めて

のようであり、監査役の活動が不十分であったという指摘がなされうる可能性があ

る。 

（１０）経営監査部の問題 

① FXAや FXNZ等、APO統括下の海外販売子会社に対しては、APOに海外販売子会社の

監査等を行う役割のインターナルオーディターが 2 名置かれており、基本的には当

該インターナルオーディターが統括的な監査を行っている（なお、インターナルオ

ーディターが海外販売子会社に対する監査を行う際、経営監査部と監査計画を協議

する。）。この為、原則的には、FX 経営監査部が直接的に海外子会社を監査するとい

う仕組みではない。 

② 経営監査部の人員について言えば、現在、経営監査部内の内部監査（海外）チー

ムは、3名のみである。この人員ですべての海外子会社の監査を行うのは、不十分で

はなかろうかとの印象を持たざるを得ない。 

③ 更に、経営監査部は社長直轄の機関でありながら、本事案において、APO 統括下の

海外販売子会社に監査を行う場合には、APOの監査チームと共同で行うとのことであ
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り、独自の方針で主体的に監査を行うことが可能であったのかどうかは疑問がある。

実際にも、2016 年 5 月に実施された内部監査においては、ＢＢ  FX 経理部長から

も、監査の対象から過去の事実を外すよう要請を受ける等、経営陣から独立した社

長直轄の部門として監査を行うという方針が徹底されていない可能性がある。 

④ この様に、経営監査部の権限、人員、独立性の面から、現在の経営監査部が十分

な監査機能を発揮できなかったことに、本事案の不適切会計の発見を遅らせる原因

の一端があったと考えられる。 

（１１）経理部の問題 

① 本委員会が入手した資料及び ＤＤ FX経理部グループ長及び ＧＧ FX同部マ

ネジャーに対するインタビューによれば、以下の事実が認められる。これらの事実

によれば、FX経理部は、FXNZでの会計処理について疑念を抱きながら、ＢＢ FX経

理部長が  ｙ  FX副社長、  ｗ  FX専務と共に、FXNZの会計処理について

既に了解していた為に、FX 経理部として、改めてその適切性について審査や議論を

しなかった可能性がある。FX経理部が、FX経営陣の意向に逆らうことができず、独

自に経理面のチェックを行うことができないという社内の風潮があるかもしれない。 

（ア）2015 年 7 月の Tony Night と称する人物からのメールについては、即時に FX 経

理部に連絡され、ＢＢ FX経理部長も担当の一人として対応にあたった。 

（イ）FXAP（APO Finance）が作成した「FXNZ/ FXA会計処理インパクトについて」（2015

年 10月 27日付け）という FXNZのリスクが検討された報告書は、ＢＢ FX経理部

長にもタイムリーに情報共有された。 

（ウ）2016年 2月「FXA/FXNZ監査リスクと対応について」（2016年 2月 26日付け）に

ついても、  Ｔ  APO FCから FX経理部に対して情報共有された。 

（エ）FXNZ の 2016 年 3 月期決算にあたっても、 ＧＧ FX 経理部マネジャーは、マ

クロ調整等について認識し、  Ｔ  APO FC に対して内容を確認する等した。し

かしながら、引当処理については、  ｙ  FX副社長、  ｗ  FX専務、及

びＢＢ  FX経理部長が既に了承していたことから、そのまま引当処理せざるを得

なかった。 

（オ） ＤＤ FX経理部グループ長は、2016年 5月及び同年 12月に実施された FX経

営監査部による 2度の FXNZに対する監査に参加した。 

②  ＤＤ FX経理部グループ長及び ＧＧ FX同部マネジャーに対するインタビュ

ーによれば、FX経理部は、FXAP傘下の子会社の個別の数字を見ることはできず、必

要があれば、FXAP に連絡しなければならないという運用が見られる。このような運

用により、FX経理部が、FXNZの経理処理等についてタイムリーに情報収集できなか

った可能性がある。 

③ これらの理由により、FX 経理部は、FXNZの潜在的なリスク等を認識しながら、FXAP

傘下の子会社の会計処理の適切性について、主体的に審査したり、改善するといっ
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た機能を発揮することができなかった。 

④ 第 3 章ないし第 6 章においても指摘されているが、経理部門は本来専門的な会計

知識により会計処理の適切性を担保し牽制機能を発揮することが期待されているが、

FX 経理部門が業績管理機能も有しており、適切な牽制機能が発揮されない可能性が

ある点が上記の経緯に影響を与えていることは否定できない。この点は組織的な検

討が必要である。 

（１２）売上至上主義の社風 

本委員会が行ったインタビューによれば、FX においては、日本国内の売上が伸びな

い中で、とにかくアジア・オセアニア地域の売上を伸ばせという社内方針があり、そ

の為に厳しい目標を設定されているとの認識が現場にあったという多くの供述が得ら

れた。 

なお、本委員会が実施したアンケート調査によれば、国内の従業員からの通報では

あるが、販売実績に対する強いプレッシャーがあったとの情報提供も得られた。この

通報は、FXNZに関するものではないが、FX全体の社風を示唆するものと思われる。 

このような売上至上主義の社風が、売上の減少を嫌い、適切な会計処理を軽視した

可能性があることは否定できないと思われる。 

（１３）不十分な法令遵守意識 

既述の通り、FX の一部のトップ経営陣は、その隠蔽体質も原因となり、本件の事実

関係やリスクについてタイムリーに適切な報告を行わなかったことは否定できない。

その為、FXNZ の会計上のリスクが、取締役会や監査役に対して早期かつ適切に報告さ

れることはなかった。このことは、会社法が予定している社内統治制度を軽視するも

のである。また、経営監査部による監査にあたっては、他の役職員からの干渉により、

十分な調査活動が実現されなかった可能性もある。 

このような FXの不十分な法令遵守意識が、本事案の不適切会計の発見を遅らせ、あ

るいは助長したという可能性は否定できない。 

 

３ 再発防止策（改善策） 

（１）子会社管理体制の再構築 

FX においては、海外子会社に対する管理体制を定める十分かつ明確なルールを再構

築することが喫緊の課題と考えられる。これには、FX における責任部署、海外子会社

における担当窓口、指揮命令系統、海外子会社の人事関係、報告体制、情報共有方法

といった管理全般を定める網羅的な内容とすることが望ましい。 

（２）社内手続の客観性及び透明性の強化 

FX においては、海外子会社の重要な意思決定について、いかなる手続を経る必要が

あるのか、明確なルールを定める必要がある。少なくとも、APOという部門あるいは海

外子会社の社長が、FX経営陣の一部と直接協議を行いその了解を得ることで、FX社内
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において事実上コンセンサスが得られるという慣習や運用方法は望ましいとは言えな

い。このような意思決定プロセスでは、社内及び社外の人間が、意思決定の内容や手

続の適切性を検証することができず、違法又は不適切な意思決定を抑止できない可能

性がある。 

（３）経営監査部の拡充及び権限強化 

経営監査部は、社長直轄の監査部門として、十分な組織体制と権能が付与されるべ

きである。同時に、経営監査部の監査活動に対して積極的に協力するよう社内に周知

する等して、経営監査部がその能力を十分に発揮出来るよう、社内環境の整備や役職

員の意識改革も必要になる。さらに、経営監査部による監査結果の情報共有という観

点からは、社長だけではなく、監査役及び監査役会との適時の情報共有制度の構築、

運用も検討されるべきである。 

（４）経理部によるチェック機能強化 

経理部門は本来専門的な会計知識により会計処理の適切性を担保し牽制機能を発揮

することが期待されているが、FX では、海外子会社の予算や業績の管理を経理部総合

計画グループが担当しており、適切な会計処理の管理、監督機能を発揮するよりも業

績の管理、達成に重点を置く可能性が存する。このような組織上の役割分担は、再考

の余地はある。 

また、組織的な体制として、FX 経理部は、APO 統括の各子会社の会計処理に関する

数字や情報を直接共有することはできず、必要があれば、都度 APO に連絡しなければ

ならないという運用となっていた。この点は、APOを通じた統一的情報管理体制に合理

性があるとしても、FX 経理部が子会社に対しても会計処理の適切性を担保し牽制機能

を発揮するのであれば、APO統括の各子会社の数字やデータを機動的かつ統一的に管理

出来るような体制の構築が必要である。 

（５）取締役会及び監査役の活性化 

会社法上、取締役の業務執行をチェックする機関は、取締役会と監査役が中心であ

る。FXにおいては、これらの機関が十分に機能していたとは言えない。 

FXの事業報告によれば、「当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報

告をする為の体制その他の当社の監査役への報告の為の体制」として、「取締役及び重

要な使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実並びに不正又は法令若し

くは定款違反の行為について監査役に報告する」旨の記載や、「子会社の取締役、監査

役及び重要な使用人並びにこれらの者から報告を受けた者は、当該子会社又は当社に

著しい損害を及ぼすおそれのある事実並びに不正又は法令若しくは定款違反の行為に

ついて、当社監査役に報告する」旨の記載がある。 

今後は、役職員の意識改革等により、取締役会及び監査役の活動を活性化する運用

が必要である。 

（６）内部通報制度を利用した情報共有 
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内部通報制度については後述するが（第 9章）、FXグループで把握された内部通報情

報のうち、FH へ報告されるものは、懲戒案件や経営に大きな影響を与えるおそれがあ

る等の重要な案件に限られる。その重要性判断は、FXグループ側に委ねられ、FX側で

恣意的な情報の隠蔽がなされた場合、FH が内部通報制度を利用して能動的に事案を発

見・把握し、対応することは困難である。その為、直接 FHに対して内部通報出来る仕

組み等、FX グループにおける制度の運用の在り方や、FX グループにおける FH との内

部通報情報の共有の在り方を再検討すべきである。 

同時に、2015年 7月に Tony Nightと称する人物から送信されたメールは、FXNZ、APO、

FF ないし FXグループの内部通報制度等をいずれも利用せず、FX幹部及び XC 関係者等

に直接送信する方法で、内部告発を行っている。 

その原因として、Tony Night を称する人物が、これらの内部通報制度の存在を把握

していなかったか、又はこれらの内部通報制度の信用性や実効性に対して懐疑的であ

る等の理由から、内部通報制度の利用を意図的に回避した可能性が考えられる。内部

通報制度については後述するが（第 9章）、2015年 7月当時には、内部通報制度の利用

対象者に対する同制度の周知徹底が不十分であったり、利用しやすさという観点から

課題があった可能性がある。そこで、内部通報制度が十分機能する為に、制度の概要

等に関して従業員に対する教育の実施等も検討されるべきである。 
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第８章 FHにおける問題点 

 

１ 不適切会計を防止できなかった理由 

（１）子会社管理体制の不備 

① FHの事業報告（2016年 3月期のもの。以下、事業報告の引用について、同じ。な

お、FHの内部統制システムの概要については、第 2章に記載の通り。）によれば、「当

社グループにおける業務の適正を確保するための体制」の 1つとして、「FHは、持株

会社として、FH の子会社による業務執行を株主の立場から監督すると共に、グルー

プに共通する業務を統一的、効率的かつ適切に遂行し、FH グループの企業価値の最

大化を図るよう努めている」旨の記載がある。しかし、実際には、FHでは、FXを管

理する為の十分な管理体制が整備、運用されていなかった可能性がある。 

② まず、FH が FF を始めとする子会社を管理する際のルールとして、「富士フイルム

グループ 重要な業務執行に際しての承認規程」が存在する。しかしながらこの規

程は、FX及び FXの子会社、関連会社を対象としていない。 

また、FHの取締役会上程基準は、当然 FXも遵守する仕組みになっているが、 Ｕ

Ｕ FH 取締役経営企画部長へのインタビューによれば、取締役会上程基準に定める

金額が多額であることから、実際に FXから議案が上程されることは少ないとのこと

である。 

（２）FXに対する監視体制 

① まず、FHの役員が FXの取締役及び監査役として取締役会に参加することによって、

一定の監視機能が期待されていたと思われる。ここで、FXの取締役会を構成する 12

名の取締役のうち、FH（又は FF）の出身者は、 ＶＶ 氏、 ＷＷ 氏、 ｃｃ  氏

の 3名である。他の取締役は、FXプロパーであるか、XCの出身者である。また、監

査役として FH より ＺＺ 氏が選任されている。更に、FX の執行役員のうち、FH

（又は FF）の出身者は、わずかに ｃｃ  氏の 1名のみである。 

FXの取締役会における決議及び報告事項の審議による、FXの経営状況の監視は一

定の効果があるものと思われるが、取締役会に上程される項目に限定され、本事案

のようなリスク案件の初期段階での発見に寄与するところは少ない可能性がある。 

FHは FXの 75％の株式を有する親会社である。子会社を管理する為の体制として、

より多くの取締役又は執行役員を送り込むべきではなかったのかは議論の余地があ

るところである。 

② FX には、役員指名報酬委員会があり、4 名のうち 2 名は、FF の ＶＶ 氏、 Ｗ

Ｗ 氏である。しかし、 ＵＵ FH 経営企画部長に対するインタビューによれば、

役員指名報酬委員会では、FX からの人事提案がそのまま受け入れられるような実態

があるようであり、FX の個別の業務執行に対する監督機能として十分に機能してい

たかについては疑問がある。 
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（３）監査部門の監査体制の不備 

① FHの事業報告によれば、「FHグループにおける業務の適正性を確保する為の体制」

の 1つとして、「FH は、FHの監査役及び監査役スタッフが FH及びその子会社の監査

を定期的に実施することが出来るよう体制を整備し、業務の適正性の確保を図る」

旨の記載がある。 

しかし、FHにおいてこのような監査体制が充分整備されていたとは言い難い。 

② FH 監査役は、監査計画に基づき毎年 2 回程度の FX 本社への監査及び毎年 10 数社

の関係子会社への監査を行っていたが、この程度の監査で十分であったのかどうか

は、議論の余地があると思われる。また、FH監査役 4名のほか、FH監査部内におけ

る監査役スタッフは 3 名（うち秘書 1 名）のみである。その為、FX グループに対す

る監査役の監査が十分に機能していなかった可能性はある。 

③ FH監査部についても、 ＳＳ FH監査部長へのインタビューによれば、FH監査部

の役割は、FF の監査が中心とのことである。FX 監査との関係では、FF 監査と FX 監

査の情報共有の窓口をする程度であり、活発な活動は行われておらず、FXの監査は、

人数・体制で FH を上回る FX 監査部門に任せていたとのことである。実際にも、FH

監査部が FXの監査を行うのは、年に 1度の特別監査のみである。FH監査部の組織体

制を見ても、FH 監査部の人員 8 名（監査部長 1 名、内部監査担当 4 名、監査役スタ

ッフ 3 名（うち秘書 1 名））は、全員、FF 監査部を兼務している。このような FH 監

査部の組織体制では、FXに対する十分な監査を実施できない可能性が高い。 

（４）情報共有体制の不備 

① FHの事業報告によれば、「FHグループにおける業務の適正性を確保する為の体制」

として、「FH の主要な子会社の取締役会の決議事項及び報告事項について、定期的に

報告を受け、また必要に応じてその他の事項について報告を求めることにより、FH

グループにおける重要な業務執行の状況を管理・監督する」旨の記載や、「FHグルー

プの業務の IT化を積極的に推進し、業務遂行の正確性と効率性を常に向上させるよ

う努めている」旨の記載がある。 

しかし、実態をみれば、FHは、FXグループの重要な情報を取得することが困難な

状況であったと思われる。 

② 前記の通り、FH 役員が FX の取締役として、FX 取締役会に参加することで、一定

の重要な業務執行の状況の管理監督は可能であったと思われる。しかしながら本事

案のようなリスク案件についての情報収集体制としては結果として不十分であった

部分は否めない。 

③ 監査部門の情報共有体制についても、FH 監査役と FX 監査役の定例会（FH 監査部

長及び FX経営監査部長も出席する）が年 3回程度あるのみである。両社間に監査に

関する十分な情報共有がされていたとは考えにくい。 

④ FXの業績に関しては、毎月１回、月例決算報告会として、FX経理部長らから、FH
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に対して業績報告がされるが、その他の情報が共有されるものではない。 

⑤ なお、FXと FH・FFとは、互いに人員の交流を行い、日常的な情報共有を図ること

も考えられる。しかし、後述の通り、 ＵＵ FH 経営企画部長らへのインタビュー

によれば、FXは、XCを親会社としてみているようなところがあり、FH（又は FF）と

の人員交流には消極的であるとのことである。このインタビュー結果によれば、ス

タッフレベルにおいては、技術部門での人員交流はあるようであるが、それ以外の

人員交流はほとんど見られないとのことである。 

⑥ この様に FHと FX間の情報共有が十分であるとはいえないのは後述のような FXの

設立及び今日までの経緯によるところが一因とは思われるが、このような実態は、

FHにおいて、FXの情報を共有する為の十分な体制の構築や運用を行っておらず、こ

の点が本事案の不適切会計の発見を遅らせた可能性があることはは否定できない。 

（５）調査活動によって収集した情報が不十分であったこと 

① 前項「（４）情報共有体制の不備」にも関連するが、本事案に関する FH の調査活

動が十分であったのかどうかは、議論の余地はある。本委員会が入手した資料及び

関係者に対するインタビューによれば、本事案に関する FHの認識及び重要な情報収

集活動は、概要、以下のようなものであった。 

（ア）2016年 10月 11日、NBRの報道について、FH-CCは、英国の調査会社から、コメ

ントを求められた。この為、本事案の真偽について、FH-CC は、FX 広報宣伝部に

対して、本事案の真偽及び回答案について問い合わせをした。 

これを受け、2016年 10月 13日、  ｙ  FX副社長は、 ＷＷ FH 社長に対

して、概要、以下のような報告をした。 

 ・ NBRの記事にあるような過大計上、不適切会計の事実はないこと。 

 ・ 2015年 7 月に Tony Nightと称する人物からのメールがあったが、MSAにつ

いては、その後、厳格な管理を行っていること。 

 ・ 念の為、2009年の会計事務所１の見解を確認する必要があること。 

 ・ 今後も、企業の健全性を高めていく活動を継続すること。 

（イ）2016 年 12 月 5 日、FH 監査部より、 ＷＷ FH 社長に対して、会計事務所２か

ら報告を受けた以下の事項等について、報告をした。 

 ・ 売上至上主義による業績評価が不適切な運用を常態化させたこと。 

 ・ MSAのミニマム料金の回収が担保できない取引が発生していること。 

（ウ）2016 年 12 月 21 日、FX 経営監査部より、 ＳＳ FH 監査部長に対して、FXNZ

のフォローアップ監査の報告があった。しかし、FH 監査部は、報告内容に十分納

得することができず、FX経営監査部に対して、追加質問した。2016年 12月 26日、

FX 経営監査部は、FH 監査部に対して、2016 年 12 月 21 日に FH 監査部から提示さ

れた追加質問について、口頭で回答した。 

（エ）2017年 3月 3 日、ＡＡ FX社長及び  ｙ  FX副社長から、 ＶＶ FH会長
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及び ＷＷ FH 社長に対して、以下の点が報告された。 

 ・ FXとしての PL インパクトを 30 億円程度と見ており、FX台湾の不動産の売

却益で対応見込みであること。 

 ・ FXNZ前任社長は更迭したこと。 

② この様に、FHは、FXからの情報収集活動は適宜行ってはいるものの、FX からの報

告内容を信頼し、独自の調査は開始しなかった。この点について、第 7 章「FX にお

ける問題点」に記載の通り、FXから FHに対して十分な状況共有がされなかったとい

う事情はある。また、FH として親子会社間の信頼関係に依拠したこと自体を非難は

できないが、本事案は、不適切会計という隠匿性の高い事案であり、本来的に真相

解明が困難であるという事情がある。そうであれば、FH として、主体的な調査活動

を開始すべき機会があったことは確かであり、この点は、前項「（４）情報共有体制

の不備」とも相まって、本事案の不適切会計の発見を遅らせた原因の 1 つになった

と思われる。 

（６）FXの株主である XC との関係について 

① FXは、1962年 2 月に、富士写真フイルム株式会社（現 FH）と XCとの合弁（出資

比率は 50％ずつ）により、当初は日本を販売テリトリーとするゼロックス社製機械

の販売会社として設立された。その後、FX は順調に業績を伸ばし、製品の製造、販

売を行う様になると共に、そのテリトリーを日本以外の中国及び東南アジアにも拡

大させた。現在は、FXが XCの技術情報の使用許諾を受けながらゼロックス社名の製

品を製造して XCに販売し、これを XCが全世界に販売するという構図となっている。 

このような経緯の中で、富士写真フイルム株式会社（現 FH）は、2001 年 3 月に、

XCより FXの発行株式総数の 25％を追加取得し、出資比率を 75％として、FXを連結

子会社化した（なお、FHは、2006年 10月 1日付けで「富士写真フイルム株式会社」

から現在の商号へ商号変更している。）。 

② 一方、本事案で問題となった FXAP傘下の各販売子会社は、FXの販売地域を日本よ

り海外に拡大することを FX と XC 間において合意されたことに伴い、ニュージーラ

ンド、オーストラリア、マレーシア、シンガポールといった各地域における XCの販

売子会社が FX に譲渡されたもので、もともとは XC が自らの販売子会社として管轄

していたものである。本事案の FXAU 及び FXNZ についても、このような経緯により

FXが XCから譲り受けた法人である。 

このような経緯がある為か、 ＨＨ FX 会長へのインタビューによれば、これら

の FXAP傘下の各販売会社は、事業のオペレーションは XC流な面があり、FXよりも、

XCとの関係が深い場合がある、とする。 

③ さらに、FXについても、同社は XCの日本における販売会社として設立された経緯

より、その事業内容、運営方法及びガバナンスについても XCの手法に依っていたこ

と、現在においても XCの技術情報を利用しながら製品の製造、販売を行っていると
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いう点より、25％の株式を保有している XCの影響を重視せざるを得ないという状況

が感じられる。例えば、 ＵＵ FH 経営企画部長らへのインタビューによれば、FX

は、依然として XCを親会社のようにみているところもあるという。 

   つまり、FH が FX に対する出資比率 75％を有する親会社でありながら、FH の少数

株主である XCの方が、FXに対し、依然として持分以上の影響を有している状況が推

測され、逆に、FH に対しては 75％を保有する株主による必要最小限の管理と承認、

報告で済ませたいとする風潮があることは否めないと思われる。 

④ このような FH と XC との間の歴史的な背景や FH と FX の関係自体が、本事案の不

適切会計の直接的な原因であったと認められるわけではない。しかしながら、これ

らのことが、少なくとも、前章及び本章で述べた様に、FX 及び FXAP が、FXAP 傘下

の各子会社についての管理、監督や情報把握が不十分であったことや、FXが FH（又

は FF）との情報共有に消極的であることの背景である可能性があり、本事案を防止

するための FHと FX との情報共有や FXによる十分かつ実質的な子会社管理に対する

間接的な妨げになっている可能性は否定できないと思われる。 

 

２ 再発防止策（改善策） 

（１）子会社管理体制の再構築 

FHにおいては、FXにも適用される子会社管理体制の構築が必要である。また、必要

に応じて、取締役会上程規程その他の関連規程を改訂し、FX における一定以上の意思

決定については、FH も関与できるような体制を検討するべきである。 

また、このような体制の構築に止まらず、FX の取締役会や執行役員に必要な人員を

配置すること等により、日常的に FXの業務執行を監督し、情報を共有することも必要

である。 

（２）監査体制の機能強化 

まず、FH 監査役は FF 監査役との兼任が多く、FX に対する監査活動に物理的限界が

存するものと思われる。FFに対する監査と FXに対する監査を物理的に可能とする体制

の検討が必要ではないかと思われる。また、FF 監査と FX 監査を適宜管理統合する FH

専任の監査役の設置も検討に値すると思われる。 

また、FH 経営監査部においても、物理的限界により十分な監査活動が困難である様

に思われる。すなわち、前記（本章 1（3）③）の通り、FH監査部の人員 8名は、全員、

FF 監査部を兼務している。しかし、このような体制では、FXに関する十分な監査を実

施できない可能性がある。本来であれば、FH監査部としては、日常的に FXを監査する

ような体制とルール作りが必要であろうが、現在においては FXの監査を行うには物理

的に困難な状況にあるのではないかと思われる。よって FX監査専任の人員や、逆に FH

監査専任の人員の配置することも検討されてよい。少なくとも、FX を監査する為の人

員数を含めた組織を整備することが望まれる。 
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また、FH監査部と FX 経営監査部との間の連絡会を実施する等の方法により、監査に

関する情報を共有することも検討する必要がある。また、FH グループとしての効率的

な監査業務を実施する為に、FH監査部と FX経営監査部の機能の一部を統合や人的な交

流等、より一体的な監査活動が可能な体制の構築の検討が必要である。 

（３）内部通報制度を利用した情報の収集と共有 

FH の事業報告によれば、「当社グループにおける業務の適正性を確保する為の体制」

として、「当社フイルムグループ行動規範やコンプライアンスに関連した相談・連絡・

通報を受ける窓口（以下、「ヘルプライン」という）を当社グループ内外に設置し、当

社及びその子会社は、違反行為の早期発見に努め、適切に対処する」旨の記載がある。 

内部通報制度については次章で詳論するが（第 9章）、本事案において、FXNZ、FXAU

及び FXAP 傘下の各販売子会社における内部通報による通報内容が、FH はおろか FX に

すら当然には共有されないという制度上の問題が指摘出来る。よって、FH グループに

おける内部通報制度の在り方や、FHにおける FX グループとの内部通報情報の共有の在

り方を再検討すべきである。また、内部通報制度が十分機能する為に、制度の概要等

に関して従業員に対する教育の実施等も検討されるべきである。これらの点は、第 7

章 3（6）でも述べた通りである。  
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第９章 内部通報制度の整備及び運用状況の把握 

 

１ FHグループ各社における内部通報制度の整備状況 

（１）FHグループにおけるコンプライアンス制度の整備状況 

FHは、1999年に企業としてのコンプライアンス推進を掲げ、FH及びその子会社から

成る企業集団（以下、「FH グループ」という。）がその企業活動を行うにあたっての基

本指針として、「富士フイルムグループ企業行動憲章」を制定したほか、同憲章に基づ

き、法令及び社会倫理に則った活動、行動の徹底を目的とする「富士フイルムグルー

プ行動規範」を定めている。 

また、FH グループの企業活動全般における法令遵守、倫理性の向上・維持を目的と

して、FH CSR（Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任）委員会や、FH

グループ全体におけるコンプライアンス意識の浸透と向上を図るコンプライアンス推

進の専任部門が設置されている。 

FHは自社における固有の内部通報窓口は設置していない。 

（２）FFは、2004年 4月に専任組織としてコンプライアンス&リスク管理部（以下、「CP&RM

部」という。）を設置しており、リスク報告案件がコンプライアンス案件につながる場

合がある等、両者が表裏一体の関係にあることから、FF の CP&RM 部がコンプライアン

ス委員会及び総合危機管理委員会の両事務局を兼ねている。 

内部通報制度としては、FF において、以下の図の通り、前記富士フイルムグループ

行動規範やコンプライアンスに関連した相談・連絡・通報を受ける窓口（以下、「ヘル

プライン」という。）を設置し、FHと連携する仕組みとなっている。 

 

【FH提供資料より抜粋】 
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内部通報に関する手続の例は以下の通りである。 

例えば、FH 従業員や FH グループ会社従業員（以下、「FH 従業員等」という。）は、

外部機関の FFコンプライアンス相談窓口（ヘルプライン）に相談することが可能であ

り、同窓口から、FF CSR推進部コンプライアンス・リスクマネジメント長（以下、「CP&RM

長」という。）が統括する事務局へ、当該案件が報告される。かかる事務局は、リスク

案件を所掌する総合危機管理委員会の事務局と懲戒事案を所掌するコンプライアンス

委員会の事務局とが一体となったものであり、事案に応じて該当の委員会へ当該案件

の報告を行う。これを受けて、通報内容や FH従業員の要望等を考慮しながら、必要に

応じて関連部門やグループ会社等に調査や是正指示等が出されるほか、前記事務局に

おいて、調査の進捗状況の確認、改善策の提言や他社、他部門への注意喚起等を行う。

また、前記事務局は、CSR 管掌役員、監査役、FH 社長直轄の監査部門である監査部長

へ即時ないし定期的（月に１回）にリスク案件を報告するほか、FH CSR 委員会事務局

へ即時ないし定期的（四半期に１回）に報告する。 

前記の通り、FF の CP&RM 部がコンプライアンス委員会及び総合危機管理委員会の両

事務局を兼ねているほか、FF CSR 部及び FH 経営企画部 CSR グループの各長を同じ者

が兼任しており、FH グループ内におけるコンプライアンスやリスクマネジメントの上

で緊密な連携が可能となっている。 

また、内部通報者については、通報によって不利益を被らないことが保証されてお

り（コンプライアンス相談窓口制度運用規定第 13条）、顕名による通報者に対しては、

通報事案に対する対応策についてのフィードバックがなされる（同規定第 12 条）。 

なお、FH 従業員等は直接の上長、同従業員等の所属する会社の部門長、各社社長及

び当該会社のリスク担当役員（以下、「部門長等」という。）に相談を行うことも可能

であり、その場合においても部門長等が前記事務局に報告をする場合もある。 

（３）FX及び FX関連会社（All-FX）における内部通報制度の整備状況 

FX グループでは、2002 年 6 月 1 日に国内外の FX グループ全社（All-FX と呼称され

ている。）を適用対象とする「ALL-FXリスクマネジメント規程」を制定しており、同規

定では、リスクについて、「それが現実化することによって経営目的の達成とは反対の

影響を与える可能性のある事象」（第 4条１））と定義し、All-FXや FXグループ各社に

おける各リスクマネジメントの計画、実施、点検、是正等を行う組織や役割、関係機

関相互における情報共有体制等について整備している。 

また、FX グループでは、2004 年 4 月 20 日に「ALL-FX コンプライアンス・ヘルプラ

イン運営規程」を制定し、FHグループとは別個に、「コンプライアンス・ヘルプライン」

という名称で、FXグループ独自の内部通報制度を整備している（以下の図参照）。 
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【FX人事部労政グループ作成資料より抜粋】 

 

（４）相談の流れの例としては、例えば、相談者が、All-FX コンプライアンス・ヘルプラ

イン窓口となるコンプライアンス・ヘルプライン事務局（運用部門は FX人事部労政グ

ループ）へ直接又は外部窓口を通じて相談を行った場合、同事務局はその調査権限に

基づき、FX 各部門や販売会社、関連会社等に対応を求める等した上でそれに対する報

告を受け、コンプライアンス違反行為等が確認された場合、倫理担当役員等へ報告す

ることとなっており、具体的には FH CSR 委員会事務局及び FX 会長や同社長、ALL-FX

リスクマネジメント担当責任者等に報告がなされる。また、特定のリスク案件につい

て、組織的な対応を必要とされる場合、ALL-FX リスクマネジメント会議体を補助する

暫定機関である ALL-FX リスク対策検討会が設置され、CSR 会議が開催される場合もあ

る。 

（５）FXNZ及び APOにおける内部通報制度の整備状況 

① FXは、2006年以降、FXグループ内における内部通報制度の整備を指示した。これ

を受けて、APO が統括する、FXNZ を含むアジア・パシフィック地域では内部通報制

度の整備が進められ、現在では、FX ミャンマー及び FX カンボジアを除く FX 海外子

会社において、内部通報制度が運用されている（2017年 4月 21日現在）。 

② FXNZでは、2008年 11月 1日 に内部通報に関する方針（「WHISTLEBLOWING POLICY」）

が策定されており（2009 年 3 月 25 日改定）、同方針には、内部通報先である役職名

や立場が記載されているほか、具体的な連絡先として、ニュージーランド政府の雇

用関係機関に設置された相談窓口（The Employment Relations Infoline）の電話番
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号が周知されていた。2016年 8月 8日に同方針が再度改定され、FXNZの通報受付窓

口は外部機関である現地の会計事務所４に変更され、現在に至っている。 

③ FXAPは自社従業員を対象とした内部通報制度を設置しているものの（2009 年 1月

1 日付け「WHISTLE BLOWING・POLICY&PROCEDURE」参照）、傘下の FX 海外子会社従業

員等を対象とした内部通報窓口は設置していない。 

APO傘下の FXNZ を含む FX海外子会社において内部通報がなされた場合、同通報内

容は APOの MQO（総務部門）に報告される運用となっているほか、同通報内容が人事

に関わる場合、APO の HR（人事部門）にも報告される運用となっている。各社にお

いて内部通報内容を APOに報告するかについては、各社の最終的には MDの判断によ

るものとされており、その運用については各社ごとで差異が生じている。なお、   

Ａ   氏の件を契機として、2016年 5月以降には、通報内容が各社の MDに関する

ものである場合、当該 MDを通さず直接 APOの MQO等へ報告される運用となっている。 

各 FX海外販売会社において運用されている内部通報制度は、基本的に当該子会社

独自に運用されている制度であり、各社間での共通の内部通報制度ルールや運用は

なく、APOへ報告する明確な根拠規定や基準もない為、APO傘下の各海外子会社にお

いて完結してしまい、APO 下において連動した制度となっていないのが実情である。

そこで、APOでは、2017年を目途として、各社においてなされた内部通報内容の APO

へのエスカレーションルールの明確化を目指す統一運用ガイドの制定作業が進めら

れている。 

④ APO で把握された通報内容は、その重要度に応じて FX へ更に報告される。報告の

要否の判断基準となる重要度の区分は、リスクマネジメントに関する報告指針にお

いてレベル 1（低程度）からレベル 5（最高程度）までの 5 段階で定められており、

レベル 4以上が報告事案とされている。 

※レベル 4 該当基準…10 億円を超える会計面への影響をもたらす事案、死亡事案、

１週間以上の事業停止、長期環境汚染等。 

基本的に APOのプレジデント（社長相当職）が FXへ報告するか否かを決定するほ

か、前記基準に照らして FXに報告する必要性が明白な場合は、プレジデントの判断

を待たずに直ちに FX へ報告される場合もある。APO から FX の報告先としては、APO

の MQO から FX 総務部リスクマネジメントグループへ、APO の HR からであれば、FX

人事部長へ報告される運用となっている。 

 

２ FHグループ各社における内部通報制度の運用状況 

（１）FHグループにおける内部通報制度の運用状況等 

FH グループにおいては、前記各規定等に基づいて内部通報制度の運用がなされてお

り、各種事案の対応のほか、FX からの倫理・コンプライアンス活動報告やリスクマネ

ジメント活動報告といった定期報告等による FX グループとの情報共有がなされている。 
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FH グループにおける 2010 年度から 2016 年度までの内部通報件数は、以下の通りで

あり、内部通報制度が比較的広く利用されているといえる（公表版では件数は非開示

とする。）。 

 2010年度 ●件 

 2011年度 ●件 

2012年度 ●件 

2013年度 ●件 

2014年度 ●件 

2015年度 ●件 

しかしながら、FHグループのヘルプライン窓口は FXグループには公開されていない

為、FX グループからの通報例はない。また、同様に FH に対する FX グループからの内

部通報内容の独自のエスカレーションの仕組みは未整備である。 

（２）All-FXにおける内部通報制度の運用状況 

FX グループにおいては、前記各規定等に基づいて内部通報制度の運用がなされてお

り、前記（１）の通り、FHグループとの定期報告等による情報共有もなされている。 

All-FX コンプライアンス・ヘルプラインにおける 2010 年度から 2015 年度までの内

部通報件数は、以下の通りであり、内部通報制度が比較的広く利用されているといえ

る（公表版では件数は非開示とする。）。 

2010年度 ●件 

2011年度 ●件 

2012年度 ●件 

2013年度 ●件 

2014年度 ●件 

2015年度 ●件 

なお、例えば 2016 年 10 月 1 日から同年 12 月 31 日までの約 3 ヶ月間の期間だけで

も、All-FXコンプライアンス・ヘルプラインの延べ利用件数は●件に上る。このうち、

匿名かつ必要な情報不足の為対応できない場合や、利用方法に関する問い合わせ、利

用対象外の内容であった●件を除いた●件について、具体的な対応がなされている。 

他方、All-FX コンプライアンス・ヘルプライン窓口は、規定の文言上はその利用対

象者に FX 海外子会社等も含まれると考えられるが（「ALL-FX コンプライアンス・ヘル

プライン運営規程」第 3条(3)）、実際には FX及び国内関連会社の利用が前提となって

おり、同窓口に対して FX海外子会社等から直接通報が寄せられた例はない。また、海

外子会社等に対し、All-FX コンプライアンス・ヘルプラインの存在自体や窓口の周知

等、制度の利用が徹底されていたような形跡は認められず、FX の内部通報制度は事実

上 FXとその国内関連会社のみに限定して運用されていたのが実態であると思われる。 
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また、前記の通り、FXAP 傘下の各海外子会社からなされた内部通報について、APO、

また、APO から FX への内部通報内容のそれぞれのエスカレーションの仕組みは未整備

である。 

なお、会社が把握したリスクのうち、一定の事象については ALL-FXリスクマネジメ

ント規程第 4 条 4 においてクライシス（緊急事態）と定義されているが（同規定によ

れば、クライシスとは、会社の資産、事業、評価又は関係者の生命、身体、財産が現

実の明白な危機にさらされ、緊急の対処行動が必要と考えられる事故、災害、不祥事

等の事象と定義されている。）、内部通報の内容がこのような事態に関するものである

場合には、当該事案について、各会社のリスク担当者が「クライシス速報システム」

という FX社内のデータベースに入力することとなっている。しかしながら、同システ

ムに入力をするか否かは各担当者の判断による為、データベースを利用した内部通報

内容の把握には一定の限界が存する。 

（３）FXNZにおける内部通報制度の運用状況 

2015 年 9 月から 2017 年 2 月までの間に、FXNZ に関する●件の情報提供が確認され

ているが、それ以前には内部通報制度の利用実績はなかった。FXNZ の前記内部通報に

関する方針に具体的な通報受付窓口が明記されていなかったこと等を考慮すると、

2015 年 7 月当時には、内部通報制度の利用対象者に対する同制度の周知徹底が不十分

であったり、利用しやすさという観点から課題があった可能性がある。 

なお、2015 年 7 月に送付された Tony Night と称する人物からの内部告発メールは、

FXNZ、APOないし FXグループにおける内部通報制度を利用してなされたものではない。 

同メールは、会社関係者でなければ知り得ない複数のメールアドレス宛てに送信さ

れていることに照らせば、少なくとも FXグループ関係者であることが推測される。 

Tony Night を称する人物が、FXNZ ないし FX グループの内部通報制度の存在を把握

していなかったか、又はこれらの内部通報制度の信用性や実効性に対して懐疑的であ

る等の理由から、内部通報制度の利用を意図的に回避した可能性が考えられる。 
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第 10章 会計監査人による監査 

  

FHの会計監査人は、2016年 6月 29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了（会

社法上の任期は 1 年）になることに伴い、会社が継続監査年数等を考慮した結果、会計監

査人交代を意思決定し、2017 年 3月期をもって、前任会計監査人の会計事務所１－１から、

会計事務所２－１に変更された。FH の子会社である FF 及び FX についても、親会社の監査

人交代に伴い会社から変更の依頼があり、同時期に交代している。 

上場会社である FHは、金融商品取引法に基づく公認会計士による会計監査（但し、米国

会計基準に準拠）の他に、会社法に基づく会計監査人による監査を受けている。非上場の

子会社である FF及び FX（国内販売会社等を含む）は、会社法による会計監査人としての監

査を受けている。又、これら以外の海外子会社群は、親会社の会計監査人と同一のメンバ

ーファーム、会計事務所１－１の場合は会計事務所１グローバル・メンバーファーム、会

計事務所２－１の場合は会計事務所２ネットワーク・ファームの各所在国にある海外の監

査人の監査を受けている。なお、日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書 600 号「グ

ループ監査」（以下、「グループ監査）という。）によれば、監査制度上は、同一のメンバー

ファーム等に属している海外の監査人であっても、「他の監査人」として取り扱うこととな

る。 

 

１ 前任会計監査人による監査の実施状況 

前任会計監査人の会計事務所１－１は、2016年 3月期まで FHの連結財務諸表の監査を

実施するとともに、子会社の FF、FX 及びその国内販売会社等の監査（以下、「FH グルー

プの監査」という。）を実施している。 

監査の実施状況を把握する為に、最初に FHグループの監査の為の監査体制、すなわち、

従事する監査チームの編成、継続関与年数及び利害関係の有無の調査状況を確認した。

次に、FH グループ監査に係る各社の監査計画には、監査の概要として、監査の基準並び

に対象範囲、監査の基本アプローチ、リスクの識別・評価の流れ、特別な検討を必要と

するリスクへの対応、その他の監査重点項目、連結財務諸表の監査及び内部統制監査の

基本アプローチ等や監査チーム体制・年間監査スケジュール、監査役とのコミュニケー

ション及び監査法人の品質管理体制等、監査の基準で要求されている事項が記述されて

いることを確認した。 

又、監査実施後の監査結果の概要を把握する為、監査結果説明書等の各種調書の内容

について検討した。特別な検討を必要とするリスクへの対応、その他の監査重点項目、

未修正の虚偽表示、監査チーム体制・監査実績、監査役とのコミュニケーション等及び

監査期間中に個別案件の部門審査や本部審査が実施されていることを確認した。 
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２ 前任会計監査人が利用した他の監査人の監査の実施状況 

本事案における FX の子会社群には、FX 傘下の地域統括会社である FXAP、更にその下

に FXNZや FXA等の各国の販売会社がある。連結財務諸表作成上は、FXNZ等の販売会社の

財務諸表を上位の FXAP で一次連結し、更にそれに国内販売会社や FX 中国等を取り込ん

で FXに連結し、最終的に FHがグループの連結財務諸表に取り込むことになる。 

会計事務所１－１が会計監査人として直接監査を担当している会社以外の海外子会社

（すなわち、FXAP、FXNZ、FXA、FX中国等の海外販売会社群）の監査人は、会計事務所１

－１のグローバル・メンバーファームである会計事務所１に所属する各国の会計事務所

が、他の監査人として監査を実施している。 

他の監査人に、FH 連結財務諸表の監査の為に必要な一部の構成単位の財務情報に関す

る作業を委託する場合には、前述の「グループ監査」に従って必要な手続きを実施する

必要がある。なお、他の監査人が、同一メンバーファームに属する場合の当該構成単位

の監査人に対する監査能力等の理解と評価等に際して、同一メンバーファームとして共

通の品質管理及びその監視に関する方針及び手続並び共通の監査手法に従っている為、

本来実施する手続きとは異なり、限定的な手続で評価出来ることとされており、前任会

計監査人は、当該手続きに従って他の監査人の監査能力等の理解と評価を実施している。

また、監査の実施過程における他の監査人に対する監査指示や監査結果の回答入手とそ

の適正性の評価についても、「グループ監査」の規定に準拠して実施していることを確認

した。 

又、本事案で問題となった FXNZ の財務諸表は、2012 年 3 月期から 2015 年 3 月期の間

は重要性の基準値（通常、複数の財務数値に占める割合等から算出）から判断して監査

上重要性が認められない為、FHグループ監査の監査対象とはなっていない。しかし、2016

年 3 月期は APO サブ連結監査におけるローテーションのなかで、主要項目についてレビ

ュー手続きを実施している。一方、FXAP は監査期間中すべてフルスコープの監査対象と

して監査を実施している。 

なお、他の監査人（会計事務所１－２）は、所在国で要求されている国内法に基づく

法定監査を別途 FXNZに対して実施している。 

 

３ 後任会計監査人による監査の実施状況 

後任会計監査人である会計事務所２－１は、2017年 3月期（2016年 4月１日から 2017

年 3 月 31 日まで）から FH の連結財務諸表の監査のほか、子会社の FF 及び FX 並びにそ

の国内販売会社等の監査、すなわち FHグループの監査を実施しており、第 3四半期（2016

年 12月）までの連結財務諸表に対して、独立監査人の四半期レビュー報告書を提出して

いる。 

なお、本委員会が調査中の現時点においては、引き続き 2017年 3月期の監査手続きを

実施中である。 
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FH グループの監査の為の監査体制、すなわち、従事する監査チームの概要、継続関与

年数及び利害関係の有無の調査結果を確認した。FH グループに係る各社の監査計画は、

新たに発見された監査リスクに対応して適宜変更を加えて修正されており、監査計画の

作成に際して必要と考える論点は記述されており、監査の基準で要求されている事項が

記述されていることを確認した。 

各社の監査計画概要説明書において記述されている主要な内容は概ね次の通りであり、 

監査及び四半期レビューの概要としては、リスクに基づく監査計画、不正リスクに対応

した監査計画、一体監査の効果的かつ効率的な実施、グループ監査のアプローチ及び四

半期レビューの実施概要を述べ、監査上の重要論点として、特別な検討を必要とするリ

スク及びその他の重要論点について記述している。更に、監査及びレビュー体制として、

国内及びグローバル体制のほか、監査及びレビューの実施に関し、作業スコープ、実施

スケジュール等を、コミュニケーション計画に関して、経営者等や監査役等とのコミュ

ニケーション等について記載し、最後に監査法人の品質管理体制について記載している。 

又、現時点までの監査の実施状況とその結果の概要を把握する為、監査対象各会社の

第 1 四半期から第 3 四半期までのレビュー結果概要報告書等を検討した。主要な記載内

容は、レビュー従事者、レビュー実施状況、主なレビュー手続、重要な構成単位の手続、

審査の受審状況、前任監査人との引継、未修正事項及び過年度事項やその他の検討事項

の個別報告等であった。 

四半期レビューの実施過程においていくつかの検討事項が発見されているが、四半期

レビュー報告書の提出に当たり、法人所定の協議審査及び新規契約の締結やその他の論

点について上級審査を受審していることを確認した。 

なお、FHの第 1四半期から第 3四半期までの、独立監査人の四半期レビュー報告書（第

1 四半期は 2016 年 8 月 10 日提出、第 2 四半期は 2016 年 11 月 8 日提出、第 3 四半期は

2017年 2月 10日提出）の内容を検討したが、その結論は、いわゆる無限定の結論であり、

各期の四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、FH 及びその連結子会社の財政状態及び経営成績並びにキャッシュフロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった、と記述されている。  

 

４ 後任会計監査人が利用した他の監査人の監査の実施状況 

親会社の会計監査人で会計事務所２－１が直接監査を実施している前述の FH、FF、及

び FX及びその国内販売会社等以外の海外子会社は、会計事務所２－１が所属する会計事

務所２ネットワーク・ファームに所属する各国の会計事務所２が、他の監査人として監

査を実施している。 

他の監査人に、FH 連結財務諸表の監査の為に必要な一部の構成単位の財務情報に関す

る作業を委託する場合には、前述の「グループ監査」に従って必要な手続きを実施する
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必要があることは、前述１の会計事務所１－１の場合と同様であり、本来実施する手続

きとは異なる限定的な手続で評価出来ることとされており、後任会計監査人は、当該手

続きに従って他の監査人の監査能力等の理解と評価を実施している。 

又、監査の実施過程における他の監査人に対する監査指示や監査結果の回答入手等と

その適正性の評価においても、「グループ監査」の規定に準拠して実施していることを確

認した。更に、FXの子会社については別途 FX監査チームから監査指示を行い、その監査

結果を取り込んでいるとの説明を受けた。 

なお、本事案の FXNZ は、監査上の重要性の判断から、当初は監査計画においてはグル

ープ監査のスコープ外（監査対象外）とされていたが、2016 年現地新聞紙での不正会計

を告発する記事が掲載された後は、追加的に FX 監査チームから FXNZ 監査チームに対し

て「特定された手続」による監査作業を指示し、実施している。又、他の監査人（会計

事務所２－２）は、所在国で要求されている国内法に基づく法定監査を FXNZに対して実

施している。 

  

５ 本事案の発生の契機とその後の各会計監査人の対応 

2016 年 9 月 22 日にニュージーランドの新聞紙に会計不正を告発する記事が掲載され、

会計事務所２－３の監査チームから後任会計監査人である会計事務所２－１の監査チー

ムに連絡があり、初めて本事案の存在を把握した。しかしながら、当該記事についての

会計事務所２－１監査チームによる FX 法務部とのインタビューや 2016 年 10 月 31 日の

会計事務所２－２による FXNZ経営陣へのインタビューにおいて、会社側はいずれも事実

とは異なる虚偽の説明を行ったと記述している。又、会計事務所２は監査契約の引き継

ぎの為前任監査人の監査調書のレビューや期中監査を実施した結果、2016 年 3 月期以前

について追加的な監査手続きを実施することを計画し、その結果、2017 年 2 月 9 日に会

計事務所２－２から、本事案に関連するいくつかの事象の存在について説明を受け、FH

経理部及び監査役に報告した。更に 2017 年 2 月 14 日以降、会計事務所２－２と数次に

渡る電話会議を行い、この中で初めて、過去に内部通報があったこと、他の会計事務所

による FXNZ のオペレーション調査結果及び FXNZ への弁護士事務所のインタビュー結果

の中に本事案を示唆する記述があったこと、並びに実態調査の為に FXから調査メンバー

が FXNZに派遣されていたことが判明したとされている。 

これらの状況から、数度にわたる会社への申し入れの後、会計事務所２－２は、不正

の疑義に関するレター「会計事務所２ fraud Letter」を 2017 年 3 月 21 日に提出した。

これを受けて、会計事務所２－１は、FH 社長、常勤監査役、監査部長及び経理グループ

長に対して、FH の連結財務諸表に対して重要な影響を与える可能性があり、正式に調査

する必要があると判断している旨を伝えた。 
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その後、会計事務所２－１は、FH の社内調査チームの調査結果や本委員会の調査作業

の進展等を踏まえ、新たな監査リスクに対応する為監査手続きの追加の必要性等の検討

に着手しているものと思われる。 

又、前任会計監査人である会計事務所１－１においても、会計事務所２－１と同様に、

これらの調査等を踏まえて、新たに認識された監査リスクに対応する為、過年度の事業

年度に対する追加の監査手続きの必要性等の検討に着手しているものと思われる。 

 

６ 会計監査人の監査の実施結果の評価 

本事案発生前の段階において、両会計監査人が実施した監査は、前述 1 及び 3 に記載

の通りである。しかしながら、既述の各事案に記載の通り、結果として、会計監査人の

監査によって FHグループにおける本事案に係る問題点の発生を防止し又は問題点を早期

に発見することはできなかった。 

これらは、既述の各事案の概要に記載されている通り、関係者の共謀による内部統制

の無効化、会計監査人に対する虚偽の監査証拠の提出や事実と異なる虚偽の説明及び監

査上の重要性の低い監査対象外の会社での不正な会計処理等であり、FH グループ外の外

部の関係者に対して事実関係を直接かつ強制的に調査する権限を持たない独立の第三者

である会計監査人が、監査の過程において会社の説明と異なる事実等を監査証拠として

入手することが困難な状況であること等が影響しているものと推察する。 

本調査の目的には、海外販売会社における特定のリース取引に係る問題、類似する問

題の存否及び事実関係の調査、その原因分析と再発防止策の提言のほか、「その他、本委

員会が必要と認めた事項」が付加されている為、会計監査人の監査の実施状況の適正性

の評価をこれに含めるべきか否かを本委員会として検討した。しかしながら、本来、会

計監査人による連結財務諸表監査の実施結果の適正性や妥当性を評価する為には、監査

対象のすべての事業年度について、各会計監査人による監査業務全体の枠組み（制度と

体制）の評価と、すべての個別監査手続きの実施状況を、それぞれの個別監査調書にま

で遡及して網羅的かつ具体的に調査し、評価することが必要不可欠である。本委員会の

調査の中で、これらのすべてを十分に調査・評価することは困難であるとの結論に至っ

た。 
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第 11章 不適切な会計処理を回避できなかった原因 

 

本事案における不適切な会計処理の原因分析については、第 3章、第 4章及び第 6乃至 8

章にそれぞれ記載してある通りである。ニュージーランドとオーストラリアで起こった問

題及びその原因はほぼ共通しているものの、APOにおける問題（第 6章）は次元の違った問

題であり（これは、第 7 章の FX における問題と共通する）、FH における問題（第 8 章）は

更に異なる問題といえる。 

そこで、以下では、まず、第 3 章、第 4 章及び第 6 章で指摘されている「売上プレッシ

ャー」について検証し、その後、各章にて挙げられた原因の背景にある問題点のうち、重

要なものについて検討することとする。 

 

１ 売上げについてのプレッシャーがあったこと 

本調査におけるインタビューにて、複数のインタビュー対象者（APO関係者）から、FX

本社からの業績達成（特に売上げ達成）プレッシャーが非常に厳しかったという供述が

得られた。特に FXAP において 2009～2015 年頃に予算配分や人事評価に携わった者たち

は異口同音に、「日本国内の景気減退・成長鈍化の兆しの中、中国・アジア地域が業績回

復の牽引役として FX全社的に期待され、注目されていた」という趣旨の発言をしている。 

当時の予算策定資料をみると、例えば 2009年 12月の FX経営執行会議資料「FX2010年

度予算編成方針(案)」には、いかに成長を実現するかという文脈で「成長地域での機会

の獲得 > AP 中国成長戦略」という記載があり、2010 年 2 月の同会議資料「FX2010 年度

予算(案）」には、「2010年度の目指す方向」と題するページに、予算編成重点項目として

「アジア・中国市場での積極的な投資による成長」につき「各国の GDP 伸長以上の成長

により FX 連結収益を牽引」という記載がある。また同年 7 月の 2010 年度下期に向けた

同会議資料の中には、下期予算編成テーマの一つに「アジア・中国での成長」という表

現を（業績のターンアラウンド 売上高 1兆円への回帰 「もう一丁（1兆）やるぞ！！」

の隣に）見つけることが出来る。もともと予算管理の厳しい FXにおいて、経営執行会議

でアジア・中国での成長が繰り返し取り上げられていた事実や「もう一丁（1 兆）やる

ぞ！！」という意気込みからすれば、この頃の AP担当役員らには、FX本社から相当に強

い期待がかけられていたことは想像に難くない。経営陣からの強い期待は、往々にして

部下にとっては強いプレッシャーとなる。 

また、本委員会が実施したアンケート調査により、FX の日本国内の営業所においても

過度な売上達成プレッシャーが強いこと、「プライド値」という数字を出させている事業

部があること、2016 年決算の際「プライド値」という数字を挙げさせて予算達成に向け

た追い込みがあったこと等の事実が明らかになっている。 

このような事実及び本調査を通じて本委員会が認識した FXにおける売上至上主義的社

風に鑑みると、本事案で問題となったリース取引が活発に行われる様になった 2009年頃
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の時点で既に、国内はともかく、少なくとも APO 傘下の各販売子会社においては、FX 本

社から APO を通じて厳しい売上達成プレッシャーが発せられていたであろうことが強く

推認される。そして、この業績達成へ向けた FX 経営陣の強い期待は、APO がカバーする

アジア地域のみならず、日本国内を含め、FX グループの全社的な傾向であったことが認

められる。 

 

２ FX並びに FXNZ及び FXAにおいて本事案の不適切な会計処理が行われた原因 

（１）APOのファイナンス部門が業績管理の機能も担っていたこと 

FXNZ 及び FXA において行われた不適切な会計処理の主要な原因の一つに、APO のフ

ァイナンス部門（経理部）が、経理・会計のチェック機能以外に、同時に業績管理の

役割も果たしていたことが挙げられる。これは FXグループの伝統的なカルチャーであ

るとのことであるが、APO が統括する地域が業績回復の牽引役として FX 本社から大い

に期待され、従って、当然トップ（当時の APO の CEO は ｗ 氏）はそれを至上命題と

考えていた（それゆえに、1で見た様に、業績達成に向けた強いプレッシャーがあった）

時期において、同一人物がこの両機能の責任者となっていた為、仮に不適切な会計処

理であっても、何とかして業績達成に悪影響を及ぼさない様にできないものかと考え、

命題達成に向けて対策を講じなければならないという危機感があったものと推察され

る。当時 APO 経理部長の ｖ 氏が APO トップの ｗ 氏の指示を受け、内部監査のレポ

ートラインに介入し「助言」を試み内部監査機能を無効化したのも、彼の立場及び APO

が受けていたプレッシャーと無関係であったとは考えにくい。もちろん、 ｖ 氏は同

時に、経理処理を正しく行い、会計的真実を財務諸表に纏め上げる業務の責任者でも

あったのであるから、業績管理の役割も担っていたからといって、その経理部長の職

責を果たせなかったことを正当化出来るものではない。 

いずれにしても、APOのファイナンス部門が業績管理の機能も担っていたため、内部

統制上の牽制が機能しなかったことが、本事案の不適切な会計処理を引き起こした重

要な原因の一つである。 

（２）会計監査人に対する隠ぺい体質と会計監査に対する理解 

本調査におけるインタビューでは、 Ｔ 氏、 ＣＣ 氏、及び APO トップの Ｒ 氏

から、FX本社経理部員、FX専務かつ APOトップ（ Ｒ 氏の前任）であった ｗ 氏、更

には FX副社長の ｙ 氏に至るまで、複数の本件関係者が、条件を満たさない MSAに

基づく売上げをキャピタルリースとして計上したことにつき、「不正会計」であるとの

認識はなかったと供述している。その理由を尋ねると「（前年度まで）監査に通ってい

た」「それまで監査で指摘されて来なかったのだから、問題ないと考えていた」とのこ

とである。他方で、彼らは全員、ターゲットボリューム未達の MSA 取引（特に最低限

の定額リース料（ミニマムペイメント）支払義務の定めもないもの）は、リース取引

開始時に大きな売上が立つものの、当初よりその取引金額全額の回収にはリスクがあ
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り、結果として売上げが実態を伴わないものになりうる取引であることは理解してお

り、また、2009 年の 2 つの監査法人による意見書が前提として掲げていたリース会計

の要件を満たしていないことも、少なくとも FX 副社長の ｙ 氏、同専務の ｗ 氏、

及び APO 経理部員（当時）の Ｔ 氏は認識していたものと考えられる。それを認識

していながら（但し、会計的な意味も含めてどこまで判っていたかは三者三様であり、

その理解の程度は微妙に異なる。）監査を担当していた監査法人にはその実態を隠ぺい

して告げず、監査で指摘を受けることがなければ「監査を通った」（つまり、会計処理

として問題がないと判断された）ことになる、というのが彼らの理屈であった。 

しかし、 ｙ 副社長及び ｗ 専務のインタビューにおける以下に列挙する発言に

よれば、会計監査に対する独特の考え方や姿勢が FX全社的に蔓延っていたといっても

過言ではない。すなわち、監査法人に対する説明に際しての隠ぺい体質と会計監査に

対する誤った理解が、今回の不適切会計を行った遠因になっており、不適切会計を発

見防止する機会を遅らせたことは否定できないであろう。 

・ 会計処理でグレーのものがあっても監査法人にそれを積極的に告げる必要はな

く、指摘されたら対処すればいい 

・ 監査法人から監査差異があるといわれても、すべてそれを受け入れる必要はな

く、会社としてはノーということもあるのが、当社の歴史である 

・ 会社の考え方は、（監査法人から指摘を受けるかもしれないグレーな会計処理が

あった場合でも）社内で「ここまで引当てよう」という方針が決まるまでは、

監査法人に話す必要はないというものであった 

・ （過去の決算で連結消去しきれていない未実現利益が 20 億円あることに気づい

た経理部社員が処理の方針を仰いた際に）頑張るしかないな 

・ （グレーな会計処理だと自ら考えるものがもしあっても、）監査法人からテーマ

とされないのであれば、これまでも問題とされてこなかったのだから、今期は

黙っておいて、来期以降に処理すればいい、なにも今期のうちに一気に全部を

出さなくてもいいではないか、と考えていた 

・ 監査というのは、我々が出した決算について、一つのお墨付きを得られたもの

だと思っている、無料でやってもらっているものでもない 

（３）経営陣による APO内部監査部門に対するプレッシャーがあったこと 

FX グループにおける内部監査部門（とりわけ APO の内部監査部門）が、その期待さ

れる役割を満足に果たせなかったことも、本事案においてニュージーランドで不適切

な会計処理がなされ、それが FXAPの連結決算でも長期間是正されなかった主要な原因

の一つといえる。第 6 章でも述べた通り、2009 年の時点でキャピタルリースの条件を

満たさない MSA に基づく売上げを計上しない方向に正しく舵が切られていれば、ニュ

ージーランドでの   Ａ   氏による不適切取引等を完全に回避することはでき
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なかったとしても、少なくともそのような MSA の濫発により損失が拡大する事態は、

相当程度、回避できたであろう。 

但し、本委員会の調査により判明した事実によれば、2009 年当時の APO 内部監査部

門マネジャーの  ｓ  氏はかかる MSA に基づく売上げをリース計上するのは認め

られないという点で、かなり ｖ 氏に食い下がったようであるし、 ｓ 氏がその ｖ 氏

の推薦でフィリピンに異動となった後にマネジャーに就いた  ｔ  氏も、結果的

に監査レポートを修正せざるを得ないほど ｖ 氏から「助言」を受けたというのであ

るから、当時の APO 内部監査部門はその職責を果たそうと努めていたといえる。そう

であればなおさら、そのような内部監査部門の機能を無効化するほどのプレッシャー

が、当時 APOの経営陣から発せられたということになろう。 

（４）海外子会社（特にオセアニア地域）の管理体制に不備があったこと 

本事案で結果として不適切な会計処理がなされた原因・背景事情としては、これま

で述べた様に複数のことが考えられるが、ニュージーランド及びオーストラリアにお

いて   Ａ   氏が MDであった時代にミニマムペイメントを外した MSA 取引が広

く行われる様になり、実ボリュームがターゲットボリュームを大きく下回るようなリ

ース取引が濫発されることがなければ、本事案におけるニュージーランドの修正金額

及びオーストラリアにおける修正金額ほどの規模で、不適切な会計処理がなされるこ

とはなかったといってよい。従って、FX による APO を通じた海外子会社（特にオセア

ニア地域の販売子会社）の管理体制に不備があったことも、本件における大きな原因

の一つといわざるを得ない。 

もっとも、関係者からのインタビューによれば、1990 年 11 月に FX が XC から FXNZ

及び FXA を買収したとき、FX 経営陣は、これらオセアニア地域の販売会社を APO 傘下

に入れてシンガポールで管理することに決めたが、APO傘下の他の販売子会社の多くと

同じ様に、FX 本社から送り込んだ者（日本的な企業経営をある程度理解する者）をト

ップに据えることはせず、またマネジメント人事等にも手を入れず、従前 XC グループ

の企業として行っていた経営手法を当面そのまま踏襲させることにしたとのことであ

る。オーストラリアやニュージーランド等英連邦系の国々は、アジア各国とは文化も

宗教も人種構成も大きく異なる為、それまでビジネスが上手く回っていたところへい

わゆる「日本的経営」でいきなり介入して、かえって現地でのビジネスに悪影響を及

ぼすことがない様に考えたといわれている。 

確かに、従前の営業体制や顧客との関係を維持するため、営業面の経営陣を維持す

ることには合理性があると思われるが、現地経営陣の暴走等を監督するため、経理、

監査部門における人事やシステムの改善等により、APO を主体とする FX の監督体制を

整備する必要はあったのではないかと思われる。 

また、FXNZ の借入金（グループ内貸付残高）が同社の規模や売上高に比して過度に

膨張していることが認められ、これも本事案の予兆の一つであったと思われるが、FX
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の経理部も APO も漫然と貸付を継続し、特に詳細な調査を行うこともなかった。これ

も監督体制が十分に機能していなかったことを示す事実として指摘できる。 

さらに、FXNZ における根本的な問題として、販売会社とリース会社が共存し、その

代表者が同一人物であったことが指摘できる。機器の販売時にはリース会社による取

引内容の審査により事実上一定のチェック機能が働くが、本事案における FXNZでは代

表者が同一人物であり、結果として需要が水増しされた取引を対象としたリース契約

が漫然と行われてしまっていた。FX は事業におけるリース会社の機能に鑑み、自社グ

ループ内ではなく外部のリース会社による、いわゆる第三者リース取引を行っている

にもかかわらず、FXNZ においては不正を生みやすい体制の維持を黙認してしまってい

た。 

海外子会社の管理は非常に難しい問題ではあるが、FXNZ 及び FXA を買収してから既

に 25 年以上が経過しているのであるから、現地ビジネスへの悪影響を抑えつつ FX に

よる子会社管理を実効あらしめるような、何らかの施策が実施されていても良い時期

に来ていたとはいえるであろう。この様に考えると、FX グループによる APO を通じた

海外子会社（特にオセアニア地域の販売子会社）の管理体制や事業体制の不備もまた、

本件における大きな原因の一つと言わざるを得ない。なお、APO管轄の各販売子会社の

事業規模及び売上高は、APO設立当時から比して数倍以上に成長したものの、管理部門

の陣容はほぼ変わっておらず、そもそも物理的な対応能力に問題が存していたことも

明らかである。 

 

  



 

184 

 

第 12章 再発防止策（提言） 

 

 各章において既に再発防止策として種々の提言を行っているが、本事案に対し第三者委

員会として特に重要と考え提言する再発防止策について、以下のとおり総括する。 

 

１ FXに対する提言 

（１）財務諸表作成に際しての倫理感・誠実性の欠如の是正 

ここまで見てきたところから分かる様に、FX の役員・従業員の一部には、財務諸表

の作成に際しての倫理感や誠実性が欠如していたと言わざるを得ない。第 11 章 2で言

及した隠ぺい体質や「頑張るしかない」発言に見られる会計監査に対する誤った理解

も、このことに由来する。FX 経営陣は、自社が上場会社ではないため、株式市場・投

資家に対する誠実性の意識・視点が欠落していたものと思われる。しかし、社名も商

品も世の中に十分に浸透している大企業として、FX は社会に対して果たすべき責任が

ある。また、親会社（FH）の連結財務諸表の開示を通して株式市場に間接的に参加し、

投資家の投資判断にも影響を与えている。FX はその自覚を持ち、財務諸表の作成に際

しては倫理感や誠実性の欠如を是正し、適正な財務諸表を作成・開示して投資家に対

する説明責任を果たす社会的責任の一端を担う必要がある。 

FX は、売上高や業界シェア等の数字における「強さ」を求め、売上至上主義のあま

り、従業員に過度のプレッシャーを与え、倫理的には認められない不適切な会計処理

を採用せざるを得ない状況に追い込んだ可能性がある。 

社会的に信頼される企業であるためには、FH グループビジョンである、オープン、

フェア、クリアな企業風土の実現を目指して、役員・従業員の指導・教育が不可欠で

あると考える。 

（２）経理部の組織再編 － 業績管理の経理部所管からの分離 

第 11章 2で述べた通り、本来専門的な会計知識により会計処理の適切性を担保し牽

制機能を発揮するべき APO のファイナンス部門が経理・会計機能のみならず、業績管

理の機能も担っていたことが、本事案で不適切な会計処理が起こってしまった原因の

一つである。よって、早急に APO 経理部（ファイナンス部門）の組織再編を行うべき

である。具体的には、業績管理と経理・会計を別の部署に分離、それぞれの部門長・

担当役員も別人とするべきである。 

なお、本調査におけるインタビューにおいて、経理部がこの 2 つの機能を同時に持

つのは FXグループの伝統的なカルチャーであるとの供述が得られた。実際、FXの経理

部も、その中に業務管理を担当する総合計画グループが存在し、会計処理と業績管理

を同一の部署で行っている状況にある。APO同様、何らかの制度の改善を検討するべき

である。 

（３）内部監査部門の独立性確保・人材確保 
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APOの内部監査部門が有効に機能しなかったこともまた、本事案の不適切な会計処理

の原因の一つである。しかし、これは、第 11 章 2 で述べた通り、APO の当時の経営陣

が内部監査部門の機能を無効化するほどの介入をしたことに起因する。2009 年当時は

APO 内部監査部門マネジャーであった  ｓ  氏の様に、当時の CFOに対してもいう

べきことはいうという人材が、かつては内部監査部門にいたのである。FX グループに

おける内部監査部門（とりわけ APO の内部監査部門）の監視機能を回復し、強化する

ためには、内部監査部門の独立性の確保、増員を含めた優秀な人材の確保が急務であ

る。 

また、FXの内部監査部門も FXNZの調査を行ったものの最終的には本事案の早期発見

には至ることができなかった。FX における内部監査部門の人的、組織的な再検討も課

題として指摘できる。 

（４）海外子会社（特にオセアニア地域）の管理体制の見直し 

第 11章 2で述べた通り、海外（特にオセアニア地域の英連邦系の国々）における子

会社管理は、日系企業にとって難しいものがあるように思われる。根が深い問題でも

あり、短期間で急激に改善出来るものではないかもしれないが、FX本社、更には FHか

らも目が行き届く様に、適切な人材をトップに据え、子会社管理の体制・方法も見直

すことが重要である。 

現地のビジネスに悪影響を及ぼさない配慮はもちろん今後も必要であるが、現地へ

の悪影響を恐れるあまり、野放しに近い状況に甘んじてはならない。経営の透明性確

保と物理的な距離を埋めるに足りるコミュニケーションとモニタリングの仕組みを構

築すべきである。 

また、第 11 章 2（４）で触れたように、機器販売会社とリース会社を同一グループ

内にて運用する事業体制は不適切な取引を誘発する可能性があり、APO統括下の各海外

子会社における各社の現行の運用について、早急に何らかの対策を講じることが望ま

しい。 

 

２ FHに対する提言－ FXのガバナンスの必要性・グループ内の一体感の醸成 － 

今回の事件の遠因として、FHが FXを十分に掌握できていなかった、又はしなかったこ

とを指摘せざるを得ない。FH は、FX に対する持株比率を従前の 50％から 75％まで増や

し、資本関係では支配する形となった 2001年以後もなお、FXに一定の独立性を許容して

きた。FHと FXとの間には、FHと FFとの間に見られる様な一体感は認められない。 

例えば、両社のホームページを見てもそれは一目瞭然であり、グループ企業としての

一体感どころか方向性が共通である印象すら受けない。僅かに、「富士／FUJI」という社

名の一部が共通であることと、それぞれのホームページに互いの会社の小さなバナー／

URLが貼ってあるくらいのものである。親会社がその企業理念の中で「オープン、フェア、

クリアな企業風土」を目指すとしているのに、FX のホームページのどこをみても「オー
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プン、フェア、クリア」は見当たらないし、FHのスローガンである「Value From Innovation」

が FXのホームページ等の広報・IRにおいて巧みに使われ、紹介されていることもないよ

うである。このような FX の独立性、そして FX の売上至上主義やそこから派生する歪ん

だ会計観の背景には、FX 経営陣が 2 つの大株主の狭間で希求してきた経営の自律性に対

する憧れのような思いがあることは否定できないであろう。 

しかし、FH グループとして今回のような事件を繰り返さない為には、やはり FH は FX

をもっと掌握することを真剣に検討する必要があると考える。いかなる思いが背景にあ

ろうとも、FX の売上至上主義やそこから派生する歪んだ会計観は正されなければならな

い。FX に対する提言として前述した諸点、すなわち、財務諸表の作成に際しての倫理感

や誠実性の欠如の是正も、業績管理業務の経理部所管からの分離も、内部監査部門等の

内部統制に経営陣が介入してその無効化を図った問題も、更には売上げプレッシャーの

問題も含め、FHは FX をしっかりと、しかし配慮すべき点には一定の配慮を示すなどして

巧みにグリップし、悪い膿があるならそれを出し切ってしまわなければ、将来再び同じ

問題を惹起しかねないと危惧するものである。 

FH は、グループ会社の適切なガバナンスを実現するため、FXも含めて組織、経営管理

機能及び人事のあり方を再検討し、コンプライアンス体制・内部統制の仕組みの充実に

向けた、全社的な再整備を行う必要があるであろう。 

以 上 

 


